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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

全学事項検討部会 

 ۛ೧ɼ୉ָگүΝखΕڧ؂͚תͺ୉͚͘รԿ͢ͱ͕Εɼگү͹࣯ΝฯৄͤΖͳͳ΍ͶऀճͶଲ͢ͱઈ

໎੻೜ΝՎͪͤ͞ͳ͗ɼ͞ΗΉͲҐ৏Ͷ୉ָ΃ٽΌΔΗͱ͏ΖɽຌָͲͺɼ2020ʤྫ࿪ 2ʥ೧ౕΓΕɼָ

෨ʀ୉ָӅΝใͤ؜Ζસָద͵಼෨࣯ฯৄର੏Νਬ਒ͤΖૌ৭ͳ͢ͱʰ಼෨࣯ฯৄਬ਒җҽճʱΝઅ஖

͢ɼ2 ೧γ΢έϩͲࣰͤࢬΖࣙݗ఼ހʀ඲Ճͳ࿊ಊ಼ͪ͢෨࣯ฯৄର੏͹ߑ஛ͶखΕૌΞͲͪ͘ɽ 

ಊͺɼຌָ͹ʰ಼෨࣯ฯৄϕϫιηʱͶ͕͜Ζ׈ʀ඲Ճݗ఼ހࣙ͑ߨʀ඲Ճҗҽճ͗ݗ఼ހࣙ PDCA

γ΢έϩ͹͑ͬɼकͶ DʤDoʥͳ CʤCheckʥͶ૮౲ͤΖϕϫιηΝ୴͑΍͹Ͳ͍Εɼ಼෨࣯ฯৄਬ਒

җҽճ͗ࣖͤ໪ඬʀܯժ౵ͶԌͮͱઅఈ͠ΗΖࣙݗ఼ހʀ඲Ճߴ໪͹୉ߟͶخͰ͘ɼؖؽพࣙݗ఼ހʀ඲

Ճࣰࢬҗҽճ͗ࣙݗ఼ހʀ඲Ճ׈ಊΝͮߨͱ͏ΖɽҲ๏ɼؖؽพࣙݗ఼ހʀ඲Ճͫ͜Ͳͺ೼Ѵ͗ೋ͢͏

ʰگү͹࣯ฯৄʱΝͺͣΌͳͤΖ߶౵گү੕ࡨ৏͹સָద՟ୌΝ఼ݗʀ඲ՃͤΖૌ৭ͳ͢ͱɼ2020ʤྫ

࿪ 2ʥ೧ౕͶઅ஖͠Ηͪ͹͗ɼࣙݗ఼ހʀ඲Ճҗҽճʰસָݗߴࣆ౾෨ճ ʤɦҐԾɼh ౲෨ճʱͳ͏͑ʥͲ

͍Ζɽ 

 ౲෨ճͲͺɼ୊ 16 ʤ2025ʀ2026غ ೧ౕʥࣙݗ఼ހʀ඲Ճ׈ಊͶ͕͜Ζ஦ؔๅࠄͳ͢ͱɼ಼෨࣯ฯৄ

Νਬ਒ͤΖͪΌ͹ΠιηϟϱφϕϧϱʤϕϫήϧϞϪϑϣʖʥͶخͰ͚඲Ճ޽ఖͶͯ͏ͱɼຌָ͹खΕૌ

ΊΝ৾Εศͮͪɽ 

 ຌָ͹Πιηϟϱφϕϧϱͺɼָ࢞՟ఖگүͶ͕͜Ζʰஎࣟʀཀྵմʱh ൜༽దٗ೵ʱh எࣟରܧͶخͰ͚

ͳஎ͹૓ड़ʱhߡࢧ ସౕʀ޴ࢦ੓ʱ͹ָर੔ՎΝ඲Ճ͢ɼͯࢀ͹๏ਓʤDPɼCPɼAPʥͶଲԢͦͪ͠ʰ୉

ָϪϗϩʱh ָҒϕϫήϧϞϪϗϩʱh दۂՌ໪Ϫϗϩʱ͹οΥρέߴ໪ΝઅఈͤΖ͞ͳͲɼָ ࢞՟ఖگү

સର͹ࣰࢬয়ڱΝ఼ݗʀ඲ՃͤΖ͞ͳΝ໪దͳ͢ͱ͏Ζɽ఼ݗͺɼຘ೧͹ϠωνϨϱήͳ 3ʛ5 ೧ͶҲౕ

͹ϕϫήϧϞϪϑϣʖͲߑ੔͠Ηͱ͏Ζɽغࠕ͹ϕϫήϧϞϪϑϣʖͺɼຌָͶ͕͜ΖΠιηϟϱφϕ

ϧϱࡨఈޛɼॵΌͱ͹ࣰࢬͳ͵ͮͪɽ 

ਫ਼Ґ߳͹֦झۂਫ਼৚ๅʤྫ࿪̑೧ౕଖۂΖଖͤڛແ՟̠̩୴౲͗఑گͶ͍ͪͮͱͺɼࢬʀ඲Ճ͹ࣰݗ఼

υʖνʥΝՆࢻԿͪ͢ξρεϣϚʖχΝ׈༽͢ɼ֦ ʀ඲ՃΝݗΩϨΫϣϧϞ͹఼ߨݳ͗ؖؽү՟ఖӣӨگ

 ʀ඲ՃͤΖର੏Ν੖͓ͪɽݗ੔͢ɼ͠ΔͶͨ͹಼༲Ν఼ࡠɼͨ͹݃ՎΝಁΉ͓ͱ৿ΩϨΫϣϧϞΝ͏ߨ

͞͹Γ͑͵࿰ૌΊ͹Ծɼ֦ ΩϨΫϣϧϞΝଲেͳͪ͢ϕϫήϧϞϪϑϣʖߨݳͲͺɼؖؽү՟ఖӣӨگ

ͳ͢ͱɼकͶָरΪ΢χϔρέͶ͠ࡎܟΗͱ͏Ζh ଖۂགྷ݇ ɼɦh Ռ໪Ҳལ ౵ɦ͖ΔಣΊखΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζ

಼༲Ν΍ͳͶ಼෨࣯ฯৄਬ਒җҽճ͗ࡠ੔ͪ͢ชॽͶخͰ͘ɼΩϨΫϣϧϞߑଆ͹ৄݗΝͪͮߨɽξρ

εϣϚʖχΝ༽͏ͪৄݗͲͺɼh ଖۂਫ਼͹خຌ৚ๅʱh Ռ໪ψϱώϨϱήʱh ΩϨΫϣϧϞʀϜρϕͳ੔

੹৚ๅʱΝخͶɼकͶͯࢀ͹๏ਓ͹ৄݗΝ͏ߨɼસൢదͶͺɼߨݳΩϨΫϣϧϞ͗న઀Ͳ͍Ζ͞ͳΝ֮೟

ͪ͢ɽ 

Ήͪɼ৿ΩϨΫϣϧϞΝଲেͳͪ͢ϕϫήϧϞϪϑϣʖͶ͕͏ͱͺɼ৿ΩϨΫϣϧϞ͹αϱιϕφΏಝ

ௗͶՅ͓ɼߨݳΩϨΫϣϧϞ͹ϕϫήϧϞϪϑϣʖͲ໎Δ͖Ͷ͵ͮͪ՟ୌΝಁΉ͓ɼրવ͗ਦΔΗͪࣆ

 ɽͪͮߨΝৄݗɼͨ͹ཀྵ༟౵Ͷͯ͏ͱߴࣆ͖ͪͮ͵ΔࢺͳրવͶߴ

ݳΩϨΫϣϧϞ͕Γ;৿ΩϨΫϣϧϞ͹૔๏Νଲেͳͪ͢ϕϫήϧϞϪϑϣʖΝ௪ͣɼրવࣰ͗ߨݳ

఼ͪ͢ͳրવͶࢺΔ͵఼͖ͮͪΝસָదͶ೼ѴͲͪ͘͞ͳͺɼຌָ͹಼෨࣯ฯৄͶ͕͜Ζ୉͘͵੔ՎͲ

͍Ζɽ 
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஛͢ɼͨߑʀ඲Ճ͹γ΢έϩΝݗ఼ͪ͑͢͞ ͹୊̏γ΢έϩΝΩϨΫϣϧϞրਜ਼ͳ͏͑સָదखૌ͹஦

ͲࣰࢬͲͪ͘͞ͳͺɼࠞڎͶخͰ͚گү͹࣯޴৏ΝਦΖର੏͗஥ࣰͶ੖ඍ͠Η͍ͯͯΖ͞ͳΝࣖ͢ͱ͏

ΖɽҲ๏ͲɼॵΌͱ͹ϕϫήϧϞϪϑϣʖͲ͍ͮͪ͞ͳ͖Δ໤དదͳͺ͏͓͵͏෨෾΍͠࢔Ηͱ͕Εɼಝ

Ͷ೘ָंण೘Η͹๏ਓʤ̧̘ʥͶؖͤΖ఼ݗʀ඲ՃͶͯ͏ͱͺɼ࣏γ΢έϩͶ͕͜Ζ՟ୌͲ͍Ζɽ 

 

Ґ ৏  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（01）経済学部 

 

＜教育研究上の目的について＞ 

(1) 達成目標 

本学が掲げる理念（21 世紀ビジョン「社会知性の開発」）に基づき、人材育成の目的その他の教

育研究上の目的を適切に設定し公表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①本学が掲げる理念を踏まえ、学部・研究科における教育研究上の目的の明確化 

【現状説明】 

大学を取り巻く厳しい社会環境の変化に対応していくため、本学では、大学の基本的な方向性を

全学的観点から検討し、その結果、建学の精神である「社会に対する報恩奉仕」を現代的に捉え直

し、21 世紀ビジョンとして「社会知性の開発（Socio-Intelligence）」を掲げ、このビジョンのもと

教育・研究体制の改革に取り組むとともに、「学生を基本に据えた大学づくり」を念頭に積極的な大

学運営を行っている。本学の 21 世紀ビジョン「社会知性の開発」の具体的な推進に向け、各学部

は、専修大学学則（以下「学則」）第 2 条の 2 において、人材の養成に関する目的その他の教育研

究上の目的を定めている。これらの目的は、高等教育機関の目的として適切である。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育研究上の目的の教職員、学生への周知および社会への公表 

【現状説明】 

本学の教育研究上の目的は、学則第 1 条に明記し、人材の養成に関する目的その他教育研究上の

目的については、学則第 2 条の 2 において適切に明示している。またこの学則条文は、専修大学

公式 Web サイトにおいても周知、公表している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

＜学修成果の明確化について＞ 

(1) 達成目標 

達成すべき学修成果を明確にし、教育・学修の基本的なあり方を明らかにする。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果の明確化 

【現状説明】 

経済学部の卒業認定・学位授与の方針は、学則第 1 条に規定する目的及び人材養成に関する目的

その他教育研究上の目的に基づき設定しており、専修大学公式Webサイトを通して公表している。

また、『経済学部学修ガイドブック』にもこれらを掲載し、学生に配付することで、学生が容易に情

報を得られるよう配慮している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

専修大学公式 Web サイト、『2025 経済学部学修ガイドブック』 

    

評価の視点 

②教育課程編成・実施の方針において、学修成果を達成するために必要な教育課程および教育・学

修の方法の明確化 

【現状説明】 

経済学部の教育課程編成・実施の方針は、卒業認定・学位授与の方針に基づき学生が習得すべき

知識、技能、態度を効果的に習得できるように策定され、専修大学公式 Web サイトを通じて公表

しているほか、卒業認定・学位授与の方針と同様、『経済学部学修ガイドブック』にも掲載し、学生

に配付することで、学生が容易に情報を得られるよう配慮している。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】  

該当なし。 

 

【根拠資料】 

『2025 経済学部学修ガイドブック』 

 

評価の視点 

③学修成果は授与する学位にふさわしいかの検証 

【現状説明】 

経済学部では、各学科における卒業認定・学位授与の方針（DP）により、学位取得のためには、

5 点にわたる資質・能力を獲得することが必要とされている。学修成果として 5 点にわたる資質・

能力の獲得を求めているということは、「学士（経済学）」の学位にふさわしい学修成果を要求して

いることを意味している。 

また、経済学部では、2017 年に策定した「経済学部教育指針」に基づき、学生に「学修プロセ

スの自己点検」と、学生と教員とによる「学修プロセスの共有」を推奨しており、そのためのツー

ルとして、全ての学生に「経済学部学修プロセス自己点検シート」を配付している。このシートへ

の記入を通じて各学生は常に自らの学修プロセスを振り返るシステムとなっており、卒業時にお

いても自らの学修・単位修得のプロセスと結果が、取得した学位にふさわしいものかどうかの自己

点検を行うツールとして活用されている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

『2025 経済学部学修ガイドブック』 

専修大学公式 Web サイト 経済学部ページ「経済学部在学生への重要なお知らせ」 

https://www.senshu-u.ac.jp/education/faculty/economics/e_timetable.html 

 

＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

学修成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的

に編成する。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講と、各授業科目の到達

目標の明確化 

【現状説明】 

経済学部においては、現代経済学科・生活環境経済学科・国際経済学科の 3 学科を設置し、それ

ぞれの学科において教育課程編成・実施の方針に沿った適切な授業科目を配置している。また各授

業科目の到達目標は、シラバスにおいて明確に示している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

専修大学公式 Web サイト 

 

評価の視点 

②学修の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当および学びの過程の可視化 

【現状説明】 

1 年次において必履修のものを含む、大学での学びの方法の基礎を習得する「転換・導入」科目

群を配置し、かつ 1年次においては教養科目の比重が高くなるカリキュラム編成となっているなど、

科目の特性や分野間の関係などといった面で、学修の順次性に十分な配慮がなされている。 

専門科目については、現代経済学科・生活環境経済学科はそれぞれプログラム制を導入している。

両学科とも 4 プログラムを設置し、現代経済学科では 3 年次進級時、生活環境経済学科では 2 年次

進級時にいずれかのプログラムを選択する仕組みである。これによって学生は、専門や関心にそっ

て系統的な科目履修が可能となっている。また基礎的な内容の科目から発展的な内容の科目へとい

う積み上げ式の関係の科目を多く有する現代経済学科では、2 年次から 3 年次に進級するにあたっ

ての進級条件を設けている。また国際経済学科では、「基礎科目」「基本科目」「地域研究」「比較研

究」「問題群研究」「地域言語」「演習」など、多数の科目が 9 群に編成され、合理的・系統的な履修

を促すカリキュラムを提供している。さらに国際経済学科では専門科目の履修系統チャートを学修

ガイドブックで明示して、学生の系統的履修している。 

これらの仕組みは、学生が、基礎・応用などの科目区分それぞれのなかでも数多い科目間の関係

や履修すべき順序や、学びの過程を理解することに寄与している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

『2025 経済学部学修ガイドブック』 

 

評価の視点 

③学生の学修時間の考慮とそれを踏まえた単位設定 

【現状説明】 

学則第 5 条の 5 に定めてある通り、1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもっ

て構成することを標準とし、試験その他の学修評価方法により学修の成果を評価して単位認定を

行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

専修大学公式 Web サイト 

 

＜授業内容・方法について＞ 

(1) 達成目標 

課程修了時に求められる学修成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっている。また、学

生が学修を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業形態、授業方法の適切性（学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学修成果

および教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

講義・演習・ゼミナールなど、学修すべき内容に応じて適切な授業形態・方法を採用している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

『2025 経済学部学修ガイドブック』 

 

評価の視点 

②遠隔授業の効果的な活用（自らの方針に沿って、適した授業科目に用いられていること。また、

効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

大規模講義については遠隔授業の活用によって、個々の履修者の学修状況把握と教室の効率的利 

用に役立てている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応 

【現状説明】 

ゼミナールは各学生の関心や学修状況を勘案した学生の採用を行っている。また国際経済学科

の基本科目「国際経済とデータ分析」と必修の「経済時事英語」は習熟度によってクラス分けを行

っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

『2025 年度 経済学部時間割』 
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評価の視点 

④単位の実質化を図る措置（単位制度の趣旨に沿った学修内容、学修時間の確保が適切であるこ

と） 

【現状説明】 

124 単位として定めている卒業要件単位について教育課程の 4 つの科目群（転換・導入、教養、

外国語、専門）それぞれの卒業要件単位の内訳を定めている。また、学年ごとに履修上限単位数を

定めている（現代経済学科 1・2 年次 44 単位、3・4 年次 48 単位、生活環境経済学科・国際経済

学科 1 年次 44 単位、2～4 年次 48 単位）。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

『2025 経済学部学修ガイドブック』 

 

評価の視点 

⑤シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学修を進めるために十分

な内容であること） 

【現状説明】 

シラバスの作成にあたっては、大学による統一フォーマットにより作成している。「卒業認定・

学位授与の方針との関連」を示すとともに、「到達目標」、「講義概要」、「授業で実施するアクティ

ブラーニング」、「課題に対するフィードバックの方法」の項目で構成された講義内容の提示、「成

績評価方法・基準」、「履修上の留意点」を提示している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

経済学部教務委員会「令和 7 年度 講義要項（シラバス）の原稿作成について（依頼）」 

2024 年 12 月 10 日経済学部教授会資料 
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＜単位認定・学位授与について＞ 

(1) 達成目標 

成績評価、単位認定および学位授与を適切に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①成績評価および単位認定の客観的かつ厳格、公正、公平な実施 

【現状説明】 

成績評価のための定期試験は、全学共通の規則に基づいて厳格に実施され、不正行為の未然防

止、不正行為発覚の際の厳正な処分も行われている。 

また成績評価の客観性を担保するための措置として、学部・学科では、GPA 制度を導入してい

る。具体的には、学則第 17 条第 2 項において、成績評価は、100 点を満点とし、60 点以上を合格

とし、60 点未満を不合格とする。成績評価の区分は、90 点以上を S、85 点以上 90 点未満を A＋、

80 点以上 85 点未満を A、75 点以上 80 点未満を B＋、70 点以上 75 点未満を B、65 点以上 70 点

未満を C＋、60 点以上 65 点未満を C、60 点未満を F とする。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

『2025 経済学部学修ガイドブック』 

 

評価の視点 

②成績評価および単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）の学生への明

示 

【現状説明】 

科目ごとに成績評価の基準については、講義要項（シラバス）において、「成績評価方法・基準」

を明記している。 

各学期における成績発表の時期には、学生からの、成績評価に対する質問や確認要請に対して、

教員が回答する制度が存在する。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

『2024 年度 第一次卒業発表時における未卒者対応について』 

2025 年度 2 月 21 日 経済学部教授会資料 

 

評価の視点 

③既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等の適切性 

【現状説明】 

他大学等で修得した単位や入学前に修得した単位の認定に関しては、大学設置基準にもとづき

適切に行っている。 

また英語科目および英語以外の外国語科目では資格試験において一定の基準を満たしている学

生に対して単位認定を行っている。また交換留学プログラムでは留学中に修得した単位を審査の

うえ本学の単位に振り替えることができる。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

『2025 経済学部学修ガイドブック』 

 

評価の視点 

④学位授与における実施手続および体制の明確化 

【現状説明】 

学位授与に係る実施手続きと体制は、学則及び学位規定に基づき定められた教授会規定に則り、

教授会において審議し、適切に行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤卒業認定・学位授与の方針に則した、適切な学位授与 

【現状説明】 

卒業認定・学位授与の方針に基づき、所定の単位を修得したものを卒業と認め、学士（経済学）

の学位を授与している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

＜学修成果の把握および評価について＞ 

(1) 達成目標 

卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果を適切に把握および評価する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果の適切な把握および評価（設定した学修

成果を把握・評価するために、指標や方法を適切に導入し、運用していること） 

【現状説明】 

学士課程教育における学修成果を示す共通観点の第 2 階層「知識・理解」「汎用的技能」「知識体

系に基づく思考と知の創出」「態度・志向性」の 4 観点で評価するとともに、三つの方針に対応した

「大学レベル」「学位プログラムレベル」「授業科目レベル」でのチェック項目を設定し、学士課程

教育全体の実施状況を点検・評価している。 

また、この点検・評価プロセスを実現するために重要な、「測定可能な学修目標の設定」および

「各授業科目と学修目標との対応（カリキュラム・マップ）」を策定し、これらを組織的に活用する

ことで、学位授与方針で定めた学修成果の実態を測定・把握することとしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

＜教育課程・内容・方法の点検・評価および改善・向上への取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教育課程およびその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組

む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、周

期等の明確化 

【現状説明】 

大学の内部質保証プロセスのもと自己点検・評価を定期的に行い、改善に向けた取り組みを行っ

ている。自己点検・評価委員会において『自己点検・評価報告書』『自己点検・評価中間報告書』と

して取りまとめを行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②適切な情報に基づく点検・評価（課程修了時に求められる学修成果の測定・評価結果や授業内外

における学生の学修状況、資格試験の取得状況、進路状況等の情報活用など） 

【現状説明】 

授業に関する学生アンケートの結果に基づく授業の改善に取り組んでいる。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

 「FD 研修「授業に関する学生アンケートの結果と授業の改善」の実施について（願）」 

2025 年 6 月 19 日教授会資料 

 

評価の視点 

③自己点検・評価の客観性を高めるための工夫（外部の視点や学生の意見を取り入れるなど） 

【現状説明】 

学部の自己点検・評価委員会の報告は全学の自己点検・評価委員会や内部質保証委員会などでの

検討に付されることとなっている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびその内容、教育方法の改善・向上への取り組み 

【現状説明】 

自己点検・評価の結果をふまえた大学としてのカリキュラム改正方針のもと、教育課程や教育方

法の改善・向上への取り組みとしてカリキュラム編成の検討を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 
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＜入学者受入れの方針について＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れの方針に基づき、学生募集および入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、

入学者選抜を公平、公正に実施する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①志願者に理解しやすい入学者受入れの方針の設定（入学前の学修歴、学力水準、能力等の求める

学生像や、入学希望者に求める水準等の判定方法の明示） 

【現状説明】 

３学科において適切に設定している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

専修大学公式 Web サイト 

 

評価の視点 

②入学者受入れの方針に沿った適切な体制・仕組みの構築および公平、公正な入学者選抜の実施 

【現状説明】 

一般選抜、総合型選抜（国際経済学科）、学校推薦型選抜（指定校制推薦入学試験）、特別入学試

験（外国人留学生入学試験）それぞれについて、学科会議、学部運営委員会で、入学者受け入れの

方針を具体化しうる入試制度・方式を審議し、教授会において決定している。入学者選抜の実施に

あたっては、監督要領等各種規程に基づく厳格な実施体制によって行われる試験と、各入試の判定

委員会による綿密な審議を経ることによって、公正かつ厳正に実施されている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

17



評価の視点 

③特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備 

【現状説明】 

大学全体との仕組みとして特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備に関しては、

身体の障がい等により受験上特別の配慮を必要とする場合は、出願に先立っての「配慮希望書」の

提出を入学試験要項に明記している。また、入学試験受験時の配慮、入学後の支援体制等について

も障がい学生支援室を中心とした関係所管での事前相談の機会が設けられており、受験だけでなく

修学していくうえでも、可能な限りの配慮を行うこととしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

『2026 年度入学試験要項』 

「専修大学における障がい学生支援に関する基本方針」専修大学公式 Web サイト 

 

評価の視点 

④すべての志願者に対する情報提供の適切性 

【現状説明】 

大学公式サイトにおいて入学試験要項を公開するとともに、入学試験関連の情報提供を行ってい

る。また入学試験要項や願書の請求を受け付けるとともに、オープンキャンパス等の各種入試関連

イベントにおいても配布を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 
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＜定員管理について＞ 

(1) 達成目標 

適切な定員を設定して入学者の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適正

に管理する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①各学部・学科、各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数の適正な維持 

【現状説明】 

大学入試の定員管理の基準をふまえて入学者の受入れを行っている。また、低単位修得者に対す

る個別面接等の対策を行うことで、退学・除籍者の抑制を図り、在籍学生数についても適正に維持

している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし 

 

【根拠資料】 

「2025 年度 経済学部第 10 回教授会報告」2025 年 11 月 11 日教授会資料 

 

評価の視点 

②大幅な定員超過または定員未充足の場合における対策の適切性 

【現状説明】 

一般選抜における繰上合格制度により、仮に当初の入学手続き期間における手続き者数が入学定

員未充足となった場合においても、最終的に定員充足を図ることを可能としている。 

また、合格者の判定に際しては、過年度の手続き率等に基づく精密な予測によって合格者数を算

出し、定員を大幅に超える入学手続き者が出ることのないよう、細心の注意を払っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

「2025 年度 経済学部第 1 回教授会 報告」2025 年 4 月 22 日教授会資料 

 

19



＜入学者受入れに関する点検・評価および改善に向けた取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①入学者の受け入れに関わる事項の定期的な点検・評価および当該事項における現状や成果が上

がっている取り組みおよび課題の適切な把握 

【現状説明】 

入学試験委員会における出願時アンケート結果にもとづく検討や学部教授会および学科会議に

おける入学者受入れ状況についての検証を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

「2025 年度 経済学部第 1 回教授会 報告」2025 年 4 月 22 日教授会資料 

 

評価の視点 

②点検・評価の結果を活用した入学者の受け入れに関わる事項の改善・向上に向けた取り組みの

適切性 

【現状説明】 

入学者の受け入れ状況をふまえ、翌年度の入学者受入れ（定員数および内訳）について検討を行

っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

「2025 年度 経済学部第 1 回教授会 報告」2025 年 4 月 22 日教授会資料 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（02）法学部 

 

＜教育研究上の目的について＞ 

(1) 達成目標 

本学が掲げる理念（21 世紀ビジョン「社会知性の開発」）に基づき、人材育成の目的その他の教

育研究上の目的を適切に設定し公表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①本学が掲げる理念を踏まえ、学部・研究科における教育研究上の目的の明確化 

【現状説明】 

本学の 21 世紀ビジョン「社会知性の開発」に基づき、「法学及び政治学の研究を通じ、その知

識及び技術とそれに基づく思考方法を核としつつ、深い人間理解と倫理観を持ち、地球的視点から

独創的発想により主体的に社会の問題解決に取り組むことができる能力を有する人材を養成する

こと」を教育研究上の目的として明確に位置付けるとともに、法律学科及び政治学科についてもそ

れぞれの教育研究上の目的が明確に示されている（学則第 2 条の 2(２)）。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育研究上の目的の教職員、学生への周知および社会への公表 

【現状説明】 

教育研究上の目的は学則第２条の２(２)に明示されており、『法学部学修ガイドブック』、新入生

向けのガイダンスや FD などを通じて、教職員や学生に周知されている。また、大学 HP やオープ

ンキャンパスなどを通じて、社会に対しても教育研究上位の目的が公表されている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜学修成果の明確化について＞ 

(1) 達成目標 

達成すべき学修成果を明確にし、教育・学修の基本的なあり方を明らかにする。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果の明確化 

【現状説明】 

本学の卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー：DP）を踏まえて、法学部の DP を

定め、各学科において修得すべき知識・能力を具体的に設定している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育課程編成・実施の方針において、学修成果を達成するために必要な教育課程および教育・学

修の方法の明確化 

【現状説明】 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー：CP）において、「学位授与の方針を踏ま

えた教育課程編成の方針」、「同実施の方針」及び「教育内容・方針」が明確に示されている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修成果は授与する学位にふさわしいかの検証 

【現状説明】 

各授業科目のシラバスに DP との関連が明示されており（専修大学 WEB 講義要項学部用）、各

教員が DP を踏まえて学修成果を評価している。併せて、GPA を用いて学生の学修状況の把握も

行っている。 

 

 

22



【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

学修成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的

に編成する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講と、各授業科目の到達

目標の明確化 

【現状説明】 

授業科目を各学科の学問体系等を考慮して配置している。法律学科では、法律学の基本的な知

識・理解の修得を目的とする「必履修科目」、専門分野に対する複合的な視点を確立し、法律学へ

の関心を高めることを目的とする「第一選択必修科目」、法律学の体系的理解と専門的な知識を修

得することを目的とする「第二選択必修科目」、法律学に隣接する専門分野の基礎的な知識・理解

の修得と、知識を統合して活用する力、論理的思考力、問題解決力の修得を目的とする「選択科目」

を設置している。 

政治学科では、政治学の基礎的な知識と基本的な考え方を身につけることを目的とする「必履修

科目」のほか、政治理論・歴史コース、国際政治・地域コース、日本政治・政策コースに共通する

専門分野の知識を修得することを目的とする「コース共通科目」、所属コース科目に関する専門的

知識を体系的に修得することを目的とする「所属コース科目」、政治学全般に関する広い知識と発

想を修得することを目的とする「選択科目」を設置している。 

各授業科目の到達目標がシラバスに明記されている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

②学修の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当および学びの過程の可視化 

【現状説明】 

学則第 4 条２項に基づき、「転換・導入科目」、「教養科目」、「外国語科目」、「単位互換科目」及

び「専門科目」の科目区分に従って授業科目を編成している。 

法律学科では、専門科目につき、希望する進路に応じて授業科目の系統的な学修を促進するため

に、１２の履修モデルを設定している。１年次に履修モデルの選択させることで、学修の順次性を

意識させるとともに、併せて、授業科目の選択を支援している。履修モデルについては『法学部学

修ガイドブック』や大学 HP において掲載している。 

政治学科では、コース制を設けることで、自己の興味・関心に従って専門科目を系統的に学修で

きるように構成されている。１年次に３つのコースから 1 つのコースを選択して、２年次からコ

ースに応じた専門科目を学ぶこととしており、これを通じて、学修の順次性を意識させることとし

ている。『法学部学修ガイドブック』で、コースごとに各学年で履修することが求められる授業科

目を明示することなどによって、授業科目の選択の支援も行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学生の学修時間の考慮とそれを踏まえた単位設定 

【現状説明】 

学則第５条の５に基づき授業科目が構成されている。また、予習・復習の内容についてシラバス

に明記することで、学生の自律的学修を促している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜授業内容・方法について＞ 

(1) 達成目標 

課程修了時に求められる学修成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっている。また、学

生が学修を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行う。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業形態、授業方法の適切性（学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学修成果

および教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

CP に基づき、「必履修科目」、「第一選択必修科目」、「第二選択必修科目」及び「選択科目」の目

的に相応しい授業形態・方法が設定されており、各授業科目において学修成果の達成に向けた授業

設計が行われている。各授業科目のシラバスに授業形態・方法が明記されている。 

CP に基づく授業形態・方法の実施によって、DP 及び CP で求められる学修成果が得られてい

る（令和 7 年度前期成績分布表）。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②遠隔授業の効果的な活用（自らの方針に沿って、適した授業科目に用いられていること。また、

効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

対面授業を主たる授業方法としているが、「専修大学における遠隔授業の取り扱いに関する内規」

及び「オンライン授業実施に関するガイドライン」に従い、DP・CP で設定された教育研究上の

目的、求められる学修成果や教育効果などを考慮して遠隔授業が実施されている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

遠隔授業に履修者が集中して、履修者数が極めて多くなるケースがあり、適切な授業規模を実現

するための対応が必要と考えられる。 

 

評価の視点 

③学修状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応 

【現状説明】 

外国語科目のうち英語については、プレイスメントテストの結果に応じたクラス分けをしてい

る。障がい学生については、当該学生が履修している授業科目担当教員が当該学生の情報を共有し

て必要な配慮を行っている。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④単位の実質化を図る措置（単位制度の趣旨に沿った学修内容、学修時間の確保が適切であるこ

と） 

【現状説明】 

学則第 5 条の 5 に基づき各授業科目の授業設計が行われている。卒業要件単位は 124 単位で、

各年次における履修上限単位数を、1～3 年次は 44 単位、4 年次は 48 単位としている。遠隔授業

科目の上限単位数を 60 単位に制限をしている。 

シラバスに、予習・復習の方法内容を明記することで、学修時間の確保が図られている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学修を進めるために十分

な内容であること） 

【現状説明】 

全学共通の「講義要項（シラバス）執筆要領」に基づいて、各授業科目のシラバスが作成されて

いる。各教員が作成したシラバスにつき、教務委員会が点検し、DP と CP に基づく内容になって

いるのかなどについて確認し、必要に応じて教員に修正を求めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜単位認定・学位授与について＞ 

(1) 達成目標 

成績評価、単位認定および学位授与を適切に行う。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①成績評価および単位認定の客観的かつ厳格、公正、公平な実施 

【現状説明】 

成績評価は学則第 17 条の 2 及び定期試験規程などに基づいて厳格に実施されている。成績評価

方法や成績評価基準基準はシラバスに具体的に明記されている。各教員による成績判定後に、各科

目の成績分布表を作成して情報を共有することで、成績評価分布の著しい偏りをチェックできる

仕組みが設けられており、客観的かつ厳格で公平な単位認定がなされるようにしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②成績評価および単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）の学生への明

示 

【現状説明】 

成績評価方法に関する基準はシラバスに具体的に記載され、学生に周知されている。成績疑義に

関する申立手続を用意しており、学生への成績開示の際に、in Campus で学生に同手続を周知し

ている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等の適切性 

【現状説明】 

本学へ入学する前に他大学等で修得した単位については、学則第 5 条の 3 に基づき、60 単位を

超えない範囲で単位認定が行われる。既修得単位の認定にあたっては、教務委員会が、当該既修得

単位科目につき、本学授業科目の内容と照らし合わせるなどの方法によって、適正な単位認定がで

きるようにしている。 

英語については、英検、TOEFL、TOEIC において取得した点数に応じた単位認定を行ってい

る。英語以外の外国語についても、資格試験での認定基準に応じた単位認定を行っている。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④学位授与における実施手続および体制の明確化 

【現状説明】 

教授会において、学則第 18 条に基づき、DP に基づき審議が行われ、卒業判定と学位授与が実

施されている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤卒業認定・学位授与の方針に則した、適切な学位授与 

【現状説明】 

教務委員会において卒業要件単位数の充足の有無が確認され、教授会において、DP に基づき卒

業認定と学位授与が適切に実施されている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学修成果の把握および評価について＞ 

(1) 達成目標 

卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果を適切に把握および評価する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果の適切な把握および評価（設定した学修

成果を把握・評価するために、指標や方法を適切に導入し、運用していること） 
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【現状説明】 

DP で学生が修得すべき学修成果を明示し、全授業科目のシラバスに DP との関連性、「成績評

価方法・基準」の欄を設け、これに従って、各教員が授業科目の学修成果を適切に評価している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程・内容・方法の点検・評価および改善・向上への取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教育課程およびその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組

む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、周

期等の明確化 

【現状説明】 

教育課程の点検・評価を、教務委員会、教授会および FD 委員会を中心に実施している。シラバ

スの見直し、授業アンケートの集計、カリキュラムの検討などが行われており、教育内容・方法の

改善に向けた議論が定期的に行われている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②適切な情報に基づく点検・評価（課程修了時に求められる学修成果の測定・評価結果や授業内外

における学生の学修状況、資格試験の取得状況、進路状況等の情報活用など） 

【現状説明】 

各授業科目の授業アンケート、成績分布表、進路状況、資格試験の合格実績などを教育課程の点

検材料として活用している。これらの情報は、教務委員会、教授会、FD 委員会で共有され、教育

内容の改善に活用されている。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③自己点検・評価の客観性を高めるための工夫（外部の視点や学生の意見を取り入れるなど） 

【現状説明】 

授業アンケートによる学生の意見収集、学部全体に共通する課題や問題点、授業運営方法などに

ついて、学生委員から聞き取りを行い、教授会や FD 委員会での教員間の意見交換などを通じて、

自己点検・評価の客観性を高める工夫をしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびその内容、教育方法の改善・向上への取り組み 

【現状説明】 

自己点検・評価の結果は、授業方法の見直し、カリキュラムの再編成等に反映されている。授業

に関するアンケートに対するフィードバックは、各教員が、学生の理解度の確認や、授業運営の問

題点を認識し、授業運営方法等の改善のために取り組む機会となっている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

 

＜入学者受入れの方針について＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れの方針に基づき、学生募集および入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、入

学者選抜を公平、公正に実施する。 

 

30



(2) 中間報告 

評価の視点 

①志願者に理解しやすい入学者受入れの方針の設定（入学前の学修歴、学力水準、能力等の求める

学生像や、入学希望者に求める水準等の判定方法の明示） 

【現状説明】 

法学部の教育を受けるために必要な知識・技能、能力、態度を示した、法学部の入学者受入れの

方針（アドミッション・ポリシー：AP）を定め、大学 WEB サイトや法学部フォーラム(学部パン

フレット)等で公開している。AP は入学者に求める関心・意欲、資質・能力等の人物像や判定方法

が志願者にも理解しやすいように明確に示されており、DP 及び CP にも整合した内容となってい

る。 

  

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②入学者受入れの方針に沿った適切な体制・仕組みの構築および公平、公正な入学者選抜の実施 

【現状説明】 

学部長、入試委員、入試判定委員で組織される入試制度検討ワーキンググループで、各入試制度

の実施状況を毎年度確認している。AP では、真摯に法律学・政治学を学ぶ熱い意欲のほか、国語・

外国語・地理歴史・公民・数学・理科の基礎的能力や知識を要求しているが、学校推薦型選抜にお

いてはこれらの知識・能力の判定が難しい場合もあり得ることから、高校での学修状況（成績評

価）、推薦書、志望理由書等の書類審査のほか、小論文（作文）試験や面接試験等を課すことで、

多面的かつ総合的な評価ができるよう配慮している。 

  

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備 

【現状説明】 

全学的な方針に従い、身体の障がい等により、受験上特別の配慮を必要とする場合は、出願に先

立って問合せを行うよう、入学試験要項にその旨を明記している。障がい学生支援室が中心となっ
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て、事前相談の機会も設けている。また、実際の試験においては、別室受験等の対応が行われてい

る。 

  

【長所・特色】 

 該当なし。 

 

【問題点】 

 該当なし。 

 

評価の視点 

④すべての志願者に対する情報提供の適切性 

【現状説明】 

AP 等の 3 つの方針や履修モデル、授業料等の費用、経済的支援に関する情報等、入学試験にか

かる情報の提供は、大学 WEB サイトや法学部フォーラム(学部パンフレット)、入学試験要項等で、

適切に公開している。 

  

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜定員管理について＞ 

(1) 達成目標 

適切な定員を設定して入学者の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適正

に管理する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①各学部・学科、各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数の適正な維持 

【現状説明】 

5 月 1 日付学生数を教授会で全教員に共有して在学生数を把握するとともに、全学の方針に従

い、入学者数や在学生数の適正な維持がなされる判定を実施している。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②大幅な定員超過または定員未充足の場合における対策の適切性 

【現状説明】 

収容定員に対する入学者数の超過又は未充足に関する対応のひとつとして、繰上合格制度を導

入している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜入学者受入れに関する点検・評価および改善に向けた取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①入学者の受け入れに関わる事項の定期的な点検・評価および当該事項における現状や成果が上

がっている取り組みおよび課題の適切な把握 

【現状説明】 

入試委員（2 名）が学科毎に前年度の判定結果の概要（志願者数の増減、手続者数・手続率の推

移等）を分析し、法学部教授会において報告を行っている。また、入学試験制度や選考方法の適切

性について入試制度検討ワーキンググループで毎年度確認したうえで、改正の必要がある場合に

は、しかるべき会議体に付議している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

②点検・評価の結果を活用した入学者の受け入れに関わる事項の改善・向上に向けた取り組みの

適切性 

【現状説明】 

入試制度検討ワーキンググループで、入学者の受入れ状況を踏まえた入試制度毎の入学定員を

設定している。また、特別入試の出題、合否の判定基準、選考方法等の適切性については、入試区

分ごとに、各年度の入学試験選考委員会において検討され、適宜修正をしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上  
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＜教育研究上の目的について＞ 

(1) 達成目標 

本学が掲げる理念（21 世紀ビジョン「社会知性の開発」）に基づき、人材育成の目的その他の教

育研究上の目的を適切に設定し公表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①本学が掲げる理念を踏まえ、学部・研究科における教育研究上の目的の明確化 

【現状説明】 

経営学部は、本学の 21 世紀ビジョン「社会知性の開発」に基づき、専門的知識・技能とそれに

基づく思考力を核としつつ、深い人間理解と倫理観を備え、地球的視野から社会課題の解決に主体

的に取り組む人材の育成を目的としている。この理念のもと、「理論と実践の融合」を教育方針に

掲げ、経営学科では組織の持続的発展に寄与する人材の育成を、ビジネスデザイン学科では新たな

事業や価値の創造に挑戦する人材の育成を重視している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育研究上の目的の教職員、学生への周知および社会への公表 

【現状説明】 

経営学部および各学科の教育研究上の目的は、専修大学学則第２条の２に明示され、大学ホーム

ページで公表している。また学修ガイドブックや各年度シラバスを通じて学生にも周知している。

さらに、教員に対しても FD 研修を実施し、理念・方針・教育目的を共有する場を設けており、教

員間での理解の深化と教育実践への反映が図られている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜学修成果の明確化について＞ 

(1) 達成目標 

達成すべき学修成果を明確にし、教育・学修の基本的なあり方を明らかにする。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果の明確化 

【現状説明】 

経営学部の卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー：DP）は、本学の 21 世紀ビジョ

ン「社会知性の開発」に基づき、教授会の審議・承認を経て策定している。DP では、学生が修得

すべき知識・技能・態度を「知識・理解」「汎用的技能」「知識体系に基づく思考と知の創出」「態

度・志向性」の４区分に整理し、学士（経営学）として求められる資質・能力を体系的に明示して

いる。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育課程編成・実施の方針において、学修成果を達成するために必要な教育課程および教育・学

修の方法の明確化 

【現状説明】 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー：CP）では、DP に定められた学修成果を

実現するため、「転換・導入科目」「教養科目」「外国語科目」「専門科目」の４つの科目群で教育課

程を構成し、教育課程全体の体系性と順次性を明示している。各科目群には学修段階に応じた科目

を配置している。たとえば「専門科目」では、「基礎科目」「演習科目」「基幹科目」「発展科目」「応

用科目」「関連科目」を配置し、4 年間の体系的な科目履修を通して、理論的理解から実践的応用

へと発展させる過程を明確にしている。 

なお、2026 年度より全学でカリキュラム改正が行われることに伴い、転換・導入科目が「社会

知性基盤科目」となり、「教養科目」、「外国語科目」、「単位互換科目」、「専門科目」の 5 つの科目

群に変更される。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修成果は授与する学位にふさわしいかの検証 

【現状説明】 

授与する学位にふさわしい学修成果の検証は、DP に基づく成果評価を中心に実施している。各

授業科目では、担当教員が到達目標に沿って評価を行っている。シラバスには DP との対応関係

を明示することを義務づけ、教育課程全体として学位水準との整合を担保している。また、学修成

果の客観的把握を目的として、授業評価アンケートの分析を通じて、授業改善および学修成果の質

保証を継続的に図っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

学修成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的

に編成する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講と、各授業科目の到達

目標の明確化 

【現状説明】 

経営学部では、学士（経営学）の学位にふさわしい専門教育を体系的に展開するため、経営学の

主要分野である経営戦略、経営組織、会計、財務、経済、情報、マーケティング等を基盤として教

育課程を構成している。各分野は担当教員による専門領域グループにより運営され、基礎・演習・

基幹・発展・応用・関連の各科目群を段階的に配置している。各授業科目の到達目標は、卒業認定・

学位授与の方針（DP）および教育課程編成・実施の方針（CP）との対応関係をシラバスに明記し、

学生が学修目的を理解したうえで主体的に履修できるようにしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②学修の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当および学びの過程の可視化 

【現状説明】 

教育課程は、「転換・導入科目」「教養科目」「外国語科目」「専門科目」の 4 つの科目群、2026

年度より「社会知性基盤科目」、「教養科目」、「外国語科目」、「単位互換科目」、「専門科目」の 5 つ

の科目群で体系的に編成される。専門科目では、基礎から応用に至る段階的学修を重視し、1・2 年

次に基礎的知識を、3・4 年次に専門的・実践的能力を涵養する構成としている。とくに演習科目

（ビジネス研究・専門演習・卒業論文）は、学修成果を統合的に深化させる科目として位置づけ、

学生が学びの過程を明確に把握できるようにしている。また、シラバスおよび学修ガイドブックに

おいて科目ナンバリングを提示し、学修の段階や順序等の体系性を明示することで教育課程全体

の可視化を図っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学生の学修時間の考慮とそれを踏まえた単位設定 

【現状説明】 

単位設定は、大学設置基準および専修大学学則第 5 条の 5 に基づき、１単位あたりの学修時間

（授業時間・予習・復習を含む）を適切に確保している。講義・演習ともに 15 週を１学期として

授業を実施し、シラバスの講義計画の欄には各回の講義のテーマ、概要とともに授業外学修の内容

と目安時間の明記も求めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜授業内容・方法について＞ 

(1) 達成目標 

課程修了時に求められる学修成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっている。また、学

生が学修を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行う。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業形態、授業方法の適切性（学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学修成果

および教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

経営学部では、授業形態と方法を学修成果の達成に即して設計している。大規模科目では複数の

クラスを編成し、履修者数を適正に保つことで学修効果を高めている。また、演習科目・ゼミナー

ルでは少人数教育を徹底し、グループ討議・事例分析・プレゼンテーション等を通じて、論理的思

考に基づく課題解決力および実践的応用力の育成を図っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②遠隔授業の効果的な活用（自らの方針に沿って、適した授業科目に用いられていること。また、

効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

経営学部では、授業の教育効果を確保することを前提に、遠隔授業を補完的手段として活用して

いる。オンライン授業は、同時双方向型・オンデマンド型・同時配信型の３形式を適用し、科目特

性に応じて運用している。とくにオンデマンド型授業では、欠席者や課外活動学生も学修機会を確

保できるよう配慮しており、教材は Google Classroom 上で共有される。オンライン授業において

も、課題・質疑応答・意見交換を通じて、対面授業に相当する教育効果が得られるよう運営してい

る。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応 

【現状説明】 

学生の学修段階や特性に応じた教育の実現を図るため、転換・導入科目、外国語科目、専門科目

内の演習科目において履修者数の上限を設定し、少人数クラスを編成している。英語科目は習熟度
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別クラス制を導入し、基礎力から応用力まで段階的に育成している。また、学修支援が必要な学生

に対しては、教務課（経営学部）および障がい学生支援室等が連携し、履修相談・学修指導を行っ

ている。これにより、学生の多様な背景やニーズに対応した教育環境を整備している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④単位の実質化を図る措置（単位制度の趣旨に沿った学修内容、学修時間の確保が適切であるこ

と） 

【現状説明】 

経営学部では、大学設置基準および専修大学学則に基づき、１単位あたりの学修時間を授業時間

と予習・復習を含めて適正に設定している。また、授業形態の多様化に対応し、対面授業を基本と

しつつ、オンライン授業を補完的に組み合わせることで、学生の学修時間を柔軟に確保している。

卒業要件単位（124 単位）および年次ごとの履修上限（44 単位）を設け、学修負荷の適正化を図

っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学修を進めるために十分

な内容であること） 

【現状説明】 

シラバスの作成は、経営学部カリキュラム委員会が定める「シラバス執筆要領」に基づいて行わ

れている。各科目では、到達目標、授業方法、成績評価基準を明確にし、学修成果と DP との関連

を明記している。提出されたシラバスは委員会で相互点検（クロスチェック）を行い、適正性を確

認した上で公開される。シラバスは学生にとって授業内容・評価の契約的文書と位置づけられ、授

業運営・成績評価・学修計画の基礎資料として活用されている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

＜単位認定・学位授与について＞ 

(1) 達成目標 

成績評価、単位認定および学位授与を適切に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①成績評価および単位認定の客観的かつ厳格、公正、公平な実施 

【現状説明】 

成績評価は、専修大学学則、専修大学履修規程および経営学部におけるカリキュラム運営方針に

基づき、各担当教員がシラバスに定めた「成績評価方法・基準」に沿って実施している。同一科目

を複数教員が担当する場合は、試験問題や評価基準の統一を図ることで、公正性と公平性を確保し

ている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②成績評価および単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）の学生への明

示 

【現状説明】 

成績評価の基準および方法は、すべての授業科目のシラバスに明示され、学生が事前に確認でき

る体制を整えている。一方、成績の確認期間を設けており、不服申立があった場合は、経営学部カ

リキュラム委員会が中心となって内容を確認・対応している。この過程を通じて、学生への説明責

任と評価手続の公正性を担保している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

③既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等の適切性 

【現状説明】 

経営学部では、実践的な能力を習得している学生に対して適切な単位認定を行っている。外国語

科目では、英語検定試験（英検・TOEIC 等）等の外部資格試験の合格をもって単位認定を行う制

度を設け、学生の主体的学修を促している。また、インターンシップ等の実践的学修については、

授業外活動の成果報告書および担当教員の評価を基に単位認定を行っている。これにより、学外活

動を通じた知識と実践力の統合的な育成を図っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④学位授与における実施手続および体制の明確化 

【現状説明】 

卒業認定および学位授与は、専修大学学則および専修大学履修規程に基づき、教授会の審議・承

認を経て実施している。教務課が単位修得状況を確認し、基準を満たした学生を教授会に付議する

手続を経て、学位授与が確定される。手続の各段階では、教務課（経営学部）・カリキュラム委員

会・教授会が連携し、審査の公平性と透明性を確保している。また、卒業判定においては、DP と

の整合性を再確認し、学位授与の適正を担保している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤卒業認定・学位授与の方針に則した、適切な学位授与 

【現状説明】 

経営学部では、学士（経営学）の学位授与に際して、卒業認定・学位授与の方針（DP）に基づ

き卒業要件を定め、教授会での審議を経て学位授与を決定する仕組みを採用している。これによ

り、学位の水準と学修成果の適合性を保証している。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学修成果の把握および評価について＞ 

(1) 達成目標 

卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果を適切に把握および評価する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果の適切な把握および評価（設定した学修

成果を把握・評価するために、指標や方法を適切に導入し、運用していること） 

【現状説明】 

経営学部では、卒業認定・学位授与の方針（DP）に基づき、学生の学修成果を多面的に把握・

評価する取組を進めている。学修成果は、「知識・理解」「汎用的技能」「知識体系に基づく思考と

知の創出」「態度・志向性」の 4 区分に基づいて設定されており、各授業科目のシラバスにおいて

DP との対応関係を明示している。担当教員は、授業到達目標に沿った評価を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程・内容・方法の点検・評価および改善・向上への取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教育課程およびその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組

む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、周

期等の明確化 

【現状説明】 

経営学部では、全学の自己点検・評価委員会の方針の下、経営学部自己点検・評価実施委員会を

設置し、教育課程および授業運営に関する定期的な点検を実施している。点検は、大学基準協会の
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自己点検項目に基づき実施しているが、必要に応じて経営学部独自の評価項目を設定している。評

価周期は 2 年で、１年目に中間報告書、2 年目に最終報告書が作成され、それぞれの結果は教授会

で報告・承認される。この仕組みにより、教育の質保証体制が制度化されている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②適切な情報に基づく点検・評価（課程修了時に求められる学修成果の測定・評価結果や授業内外

における学生の学修状況、資格試験の取得状況、進路状況等の情報活用など） 

【現状説明】 

自己点検・評価に際しては、授業評価アンケートの結果、学修到達度データ、履修登録・修得単

位状況、資格取得率、進路統計などの情報を収集・分析している。特に授業評価アンケートは、集

計結果を教授会および FD 研修で共有している。これにより、授業改善の傾向分析が可能となり、

教育課程編成および授業運営の改善に反映されている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③自己点検・評価の客観性を高めるための工夫（外部の視点や学生の意見を取り入れるなど） 

【現状説明】 

自己点検・評価の客観性を確保するため、自己点検・評価実施委員会では学生アンケートの結果

を定量・定性の両面から分析している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

④自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびその内容、教育方法の改善・向上への取り組み 

【現状説明】 

自己点検・評価の結果は、教授会に報告され、教育課程の改善方針策定に反映されている。とく

に授業評価アンケートの分析結果は、担当教員にフィードバックされ、翌年度の授業内容・方法の

改善に活用されている。また、演習科目・専門演習の内容更新やシラバス記載要領の見直しを継続

的に行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜入学者受入れの方針について＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れの方針に基づき、学生募集および入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、入

学者選抜を公平、公正に実施する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①志願者に理解しやすい入学者受入れの方針の設定（入学前の学修歴、学力水準、能力等の求める

学生像や、入学希望者に求める水準等の判定方法の明示） 

【現状説明】 

経営学部では、本学の「社会知性の開発」の理念に基づき、入学者受入れの方針（アドミッシ

ョン・ポリシー：AP）を定めている。同方針は、卒業認定・学位授与の方針（DP）および教育

課程編成・実施の方針（CP）と整合し、求める学生像を具体的に示している。経営学科では「組

織の戦略的発展に寄与できる能力をもつ人材」、ビジネスデザイン学科では「新たな価値を創造で

きる発想力と実践力をもつ人材」を求める学生像として掲げている。これらの方針は大学ホーム

ページおよび入学試験要項に掲載され、志願者にわかりやすい形で公表されている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

②入学者受入れの方針に沿った適切な体制・仕組みの構築および公平、公正な入学者選抜の実施 

【現状説明】 

入学者選抜は、経営学部の AP に基づき、公平・公正を原則として実施している。一般選抜・総

合型選抜・学校推薦型選抜の各方式において、求める資質・能力に応じた評価項目（学力・論理的

思考力・プレゼンテーション力・主体性等）を設定し、書類審査、筆記試験、面接、プレゼンテー

ションを組み合わせて多面的・総合的に評価している。また、選抜過程では、選考過程と判定過程

を分離し、結果は教授会で確認される。この体制により、入試実施の透明性と選抜基準の客観性を

確保している。 

  

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備 

【現状説明】 

特別な配慮を必要とする受験生に対しては、入学センターを中心に全学的体制で対応している。

身体的・健康上の理由や学修上の特別支援が必要な志願者には、事前相談を受け付け、別室受験や

座席配置の調整、補助機器の使用など、個別の配慮を行っている。また、教務課（経営学部）と障

がい学生支援室が連携し、入学後の学修支援につなげる仕組みを整備している。 

  

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④すべての志願者に対する情報提供の適切性 

【現状説明】 

大学ホームページ、入学試験要項、オープンキャンパス、各種相談会を通じて、入学者受入れ方針

や選抜方法、学部の特色などを広く発信している。入試関連情報は、入学センターと教務課（経営

学部）が連携して発信し、重要事項は経営学部入学試験委員会および教授会で審議・承認のうえ公

開している。こうした多様な広報手段を通じて、入学者受入れに関する情報を適正に公開している。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜定員管理について＞ 

(1) 達成目標 

適切な定員を設定して入学者の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適正

に管理する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①各学部・学科、各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数の適正な維持 

【現状説明】 

経営学部では、大学全体の定員管理方針に基づき、入学者数および在籍学生数を収容定員の範囲

内で適正に維持している。毎年度５月１日現在の学生数を基準として、教務課から教授会に報告

し、入学試験委員会および学部長が中心となって分析・確認を行っている。専任教員１名あたりの

学生数の比率を継続的に点検し、教育効果と教員負担のバランスを保つよう管理している。また、

入学試験の募集人員設定や合格者決定の際には、前年度の入学・進級・卒業実績を踏まえ、過度な

定員超過や未充足が生じないよう調整している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②大幅な定員超過または定員未充足の場合における対策の適切性 

【現状説明】 

定員超過および定員未充足を防ぐため、経営学部では入学試験制度ごとの合格者数を精密に管

理している。入試判定時には、各方式の募集人員、実受験者数、過去の入学手続率等に加えて、当

該年度における受験者全体の得点分布等を分析することで、合格判定を適切に行っている。また、

入学手続者数と実入学者数の乖離分析を定期的に実施し、教授会および経営学部入学試験委員会

で改善方針を協議している。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

判定調整は的確に行われているが、志願者動向予測モデルの高度化が今後の課題である。 

 

＜入学者受入れに関する点検・評価および改善に向けた取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①入学者の受け入れに関わる事項の定期的な点検・評価および当該事項における現状や成果が上

がっている取り組みおよび課題の適切な把握 

【現状説明】 

経営学部では、入学者受入れに関わる状況を毎年度点検し、入試制度別の結果を分析している。

入試判定終了後、経営学部入学試験委員長が各入試方式（一般選抜・総合型選抜・学校推薦型選抜

等）の志願者数、合格者数、入学手続者数、実入学者数を精査し、分析結果を「入学試験判定報告

書」として取りまとめて教授会に報告している。この報告には、募集人員との乖離、入学辞退率、

入学者の学力傾向などが含まれており、入学者の質と量の両面から現状を把握している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②点検・評価の結果を活用した入学者の受け入れに関わる事項の改善・向上に向けた取り組みの

適切性 

【現状説明】 

入試結果の点検・評価に基づき、経営学部では毎年度、教授会および入学試験委員会において入

試制度や募集人員の再点検を行っている。たとえば、前年度の「入学試験判定報告書」の分析結果

をもとに、指定校制推薦入学試験の基準校リストの見直しや、総合型選抜における評価観点（面

接・プレゼンテーション評価）の再点検を実施している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

48



【問題点】 

該当なし。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（04）商学部 

 

＜教育研究上の目的について＞ 

(1) 達成目標 

本学が掲げる理念（21 世紀ビジョン「社会知性の開発」）に基づき、人材育成の目的その他の

教育研究上の目的を適切に設定し公表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①本学が掲げる理念を踏まえ、学部・研究科における教育研究上の目的の明確化 

【現状説明】 

商学部は、ビジネス・インテリジェンス、すなわちビジネスに必要とされる実践的な知識、技能、

倫理 観及び国際的視点の教育・研究を通して、社会的事象の本質を理解し、持続可能性と多様性

を尊重しつつ、真に行動を起こすことのできる人材を養成することを目的としている。 

 

【長所・特色】  

該当なし。 

  

【問題点】 

該当なし。 

  

【根拠資料】 

学則 

商学部学修ガイドブック 

 

評価の視点 

②教育研究上の目的の教職員、学生への周知および社会への公表 

【現状説明】 

教育研究上の目的は、『商学部学修ガイドブック』、及び 本学のウェブサイトで公表することで、

教職員、学生に周知するとともに、社会にも公表されている。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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【根拠資料】 

商学部学修ガイドブック 

商学部ホームページ 

 

＜学修成果の明確化について＞ 

(1) 達成目標 

達成すべき学修成果を明確にし、教育・学修の基本的なあり方を明らかにする。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果の明確化 

【現状説明】 

商学部は、ビジネスインテリジェンス、すなわちビジネスに必要とされる実践的な知識、技能、

倫理観および国際的視点の教育・研究を通して、社会的事象の本質を理解し、持続可能性と多様性

を尊重しつつ、真に行動を起こすことのできる人材を養成することを目的としている。この基本方

針のもと、商学部ホームページにおいて、マーケティング学科では、市場で生じている問題を発見

し、その解決に向けて行動できる力を身につけ、組織のリーダーとなる人材を養成することを目的

としていること、および会計学科では、高度な会計知識を駆使してビジネスで生じている問題を客

観的に把握し、その解決に向けて行動できる人材を養成することを目的としていることを明記し、

この目的を達成するための具体的な指針を学科ごとに商学部ホームページおよび学修ガイドブッ

クに掲載している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

商学部学修ガイドブック 

商学部ホームページ ディプロマポリシー 

 

評価の視点 

②教育課程編成・実施の方針において、学修成果を達成するために必要な教育課程および教育・学

修の方法の明確化 

【現状説明】 

カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)にもとづき、『商学部学修ガイドブック』

において、必要な教育課程、及び教育・学修方法が適切に記されている。また、各授業科目のシラ
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バスにおいては、当該科目における学修方法（到達目標、受講における準備事項、単位修得の要件

など）を明示している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部学修ガイドブック 

 

評価の視点 

③学修成果は授与する学位にふさわしいかの検証 

【現状説明】 

学位授与方針にもとづき、各科目のシラバスをカリキュラム委員会等でクロスチェックするこ

とで、学修成果と学位との適切な検証がなされている。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部教授会資料  

商学部教務委員会資料 

 

＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

学修成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的

に編成する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講と、各授業科目の到達

目標の明確化 
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【現状説明】 

カリキュラム・ポリシーにもとづき、マーケティング学科では、専門科目は「学部基礎科目」「学

科基礎科目」「コース科目Ⅰ」「コース科目Ⅱ」「選択科目」の科目群を、会計学科では、「学部基礎

科目」「基礎科目 I」「基礎科目 II」「展開科目」「選択科目」の科目群をそれぞれ段階的に配置する

ことで、学問体系に沿った科目展開を図っている。各科目の到達目標は、シラバスに具体的に明記

することで、学生に周知している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部講義要項 

 

評価の視点 

②学修の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当および学びの過程の可視化 

【現状説明】 

マーケティング学科では 1～2 年次に「学科基礎科目」を配置し、2 年次後期以降はコース制に

もとづいて、学生個々の学修意欲や将来目標にあわせてコース選択ができるようにしている。さら

に、学修テーマ制にもとづく副専攻認定制度によって、より高度で広範な知識を習得できるように

している。 

会計学科では、1～2 年次に「基礎科目 I」および「基礎科目 II」を配置し、2 年次後期以降は履

修モデルを参考にしながら「展開科目」を学び、会計分野において必要な専門的かつ広範な知識を

習得できるようにしている。 

これらの学修過程は、『商学部学修ガイドブック』に記載することで、可視化されている。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部学修ガイドブック  

商学部ホームページ 
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評価の視点 

③学生の学修時間の考慮とそれを踏まえた単位設定 

【現状説明】 

学生の学修時間については、授業評価アンケート等で実態を把握し、各教員にフィードバックし

ている。それを踏まえた上で、各科目のシラバスには、準備学習の内容や学修時間とともに、単位

取得要件を明記し、学生に周知している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部講義要項 

 

＜授業内容・方法について＞ 

(1) 達成目標 

課程修了時に求められる学修成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっている。また、学

生が学修を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業形態、授業方法の適切性（学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学修成果

および教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

カリキュラム・ポリシーにもとづき、各科目の授業形態や授業方法を設定するとともに、授業評

価アンケート等によって適切性を点検している。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部学修ガイドブック  

商学部講義要項 
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評価の視点 

②遠隔授業の効果的な活用（自らの方針に沿って、適した授業科目に用いられていること。また、

効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

本学情報科学研究所『オンライン授業を展開するための簡易ガイド』等を活用するとともに、科

目特性や講義内容などに沿った遠隔授業を一部の科目で展開している。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部教授会資料 

 

評価の視点 

③学修状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応 

【現状説明】 

1～2 年次に履修する英語は、入学時に行うプレイスメントテストに基づいて習熟度別の少人数

クラスを編成している。他の外国語は、初級・中級・上級の学習段階における到達目標を明確にし

た内容としている。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部教授会資料 

 

評価の視点 

④単位の実質化を図る措置（単位制度の趣旨に沿った学修内容、学修時間の確保が適切であるこ

と） 

【現状説明】 

学則第 6 条および第 17 条にもとづき、単位制度の趣旨に沿った単位認定を行っている。また、

各科目のシラバスでは、単位取得要件を明示し、学生に周知している。  

55



【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

学則  

商学部講義要項 

 

評価の視点 

⑤シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学修を進めるために十分

な内容であること） 

【現状説明】 

各科目では、カリキュラムポリシーにもとづいたシラバスが作成され、達成目標、準備学習の内

容や学修時間、単位取得要件などを明記し、学生に周知している。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部講義要項  

商学部学修ガイドブック 

 

＜単位認定・学位授与について＞ 

(1) 達成目標 

成績評価、単位認定および学位授与を適切に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①成績評価および単位認定の客観的かつ厳格、公正、公平な実施 

【現状説明】 

学則第 6 条にもとづき、客観性と厳格性にもとづいた成績評価を行うとともに、学則第 5 条に

もとづく単位数の計算基準にもとづいて、単位認定を行っている。  
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部講義要項  

商学部学修ガイドブック 

 

評価の視点 

②成績評価および単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）の学生への明

示 

【現状説明】 

上記学則にもとづく成績評価と単位認定については、『商学部学修ガイドブック』や、各科目の

シラバスに明記し、学生に周知している。学生からの成績照会については、成績調査確認票による

回答を行っており、上記ガイドブックに明記している。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

学則  

商学部講義要項 

 

評価の視点 

③既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等の適切性 

【現状説明】 

既修得単位の認定にあたっては、大学設置基準第 30 条、及び学則第 5 条の規定にもとづき、授

業内容・時間等を確認し、教務委員会、教授会の議を経て厳正に行われている。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部学修ガイドブック 

 

評価の視点 

④学位授与における実施手続および体制の明確化 

【現状説明】 

学則第 18 条およびディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与の方針)にもとづき、教授会が学

位授与者の確認を行い、学長と学部長が学位記を発行している。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

学則 

 

評価の視点 

⑤卒業認定・学位授与の方針に則した、適切な学位授与 

【現状説明】 

上記の体制と手続きに則り、卒業認定と学位授与を適切に行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

学則 

 

＜学修成果の把握および評価について＞ 

(1) 達成目標 

卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果を適切に把握および評価する。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果の適切な把握および評価（設定した学修

成果を把握・評価するために、指標や方法を適切に導入し、運用していること） 

【現状説明】 

学修成果については、各科目における成績評価と GPA とともに、授業評価アンケート等による

把握と評価を行っている。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部教授会資料 

 

＜教育課程・内容・方法の点検・評価および改善・向上への取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教育課程およびその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組

む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、周

期等の明確化 

【現状説明】 

「専修大学自己点検・評価規定」にもとづき、学長のもと、自己点検・評価委員会が設けられ、

2 年周期での定期的な点検・評価が行われている。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部教授会資料  

企画構想委員会資料 
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評価の視点 

②適切な情報に基づく点検・評価（課程修了時に求められる学修成果の測定・評価結果や授業内外

における学生の学修状況、資格試験の取得状況、進路状況等の情報活用など） 

【現状説明】 

学則等の諸規定、学修ガイドブック、学生の就学状況や成績に関する情報などをもとに、適切な

点検・評価を行っている。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

専修大学自己点検・評価規程 

 

評価の視点 

③自己点検・評価の客観性を高めるための工夫（外部の視点や学生の意見を取り入れるなど） 

【現状説明】 

「専修大学自己点検・評価に関する外部評価委員会（2020 年度設置）」による『専修大学自己点

検・評価に関する外部評価報告書』をとおして、提言内容が各組織にフィードバックされている。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部教授会資料 

 

評価の視点 

④自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびその内容、教育方法の改善・向上への取り組み 

【現状説明】 

教育開発支援委員会と内部質保証推進委員会の共催による FD 研修などをとおして、教育方法

の改善・向上に取り組んでいる。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部教授会資料  

企画構想委員会資料 

 

＜入学者受入れの方針について＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れの方針に基づき、学生募集および入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、入

学者選抜を公平、公正に実施する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①志願者に理解しやすい入学者受入れの方針の設定（入学前の学修歴、学力水準、能力等の求める

学生像や、入学希望者に求める水準等の判定方法の明示） 

【現状説明】 

ビジネスに必要とされる実践的な知識・技能を持つ人材を養成するというディプロマ・ポリシー

およびカリキュラム・ポリシーにもとづき、「コミュニケーション能力を備え、主体的な学びや協

働を進められる人材」というアドミッション・ポリシーを設定している。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部教授会資料 

 

評価の視点 

②入学者受入れの方針に沿った適切な体制・仕組みの構築および公平、公正な入学者選抜の実施 

【現状説明】 

上記アドミッション・ポリシーのもと、入学者選抜制度では、学力試験、書類選考、面接、小論

文などを課した適切な選抜が行われている。教授会、及び入試委員会では、こうした制度について
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定期的に検証・改善を行っている。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部ホームページ 

 

評価の視点 

③特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備 

【現状説明】 

様々な入試枠を設けることで受験機会の提供に努める一方、入試の手続きや試験会場における

サポート体制や環境整備等を図っている。  

 

【長所・特色】  

該当なし。  

 

【問題点】  

該当なし。  

 

【根拠資料】  

入学試験要項  

商学部入試委員会資料 

 

評価の視点 

④すべての志願者に対する情報提供の適切性 

【現状説明】 

ホームページをとおした入学案内（入試要項や願書、デジタルパンフレット等）だけでなく、学

内で行うオープンキャンパス、全国で行われる進学相談会や入試説明会など、様々な機会をとおし

て情報提供を行っている。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

入学試験要項  

商学部入試委員会資料 

 

＜定員管理について＞ 

(1) 達成目標 

適切な定員を設定して入学者の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適正

に管理する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①各学部・学科、各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数の適正な維持 

【現状説明】 

2025（令和 7）年度の学生数（1～4 年次生）の割合は、マーケティング学科で定員（438 人）

の 1.06~1.14 倍、会計学科で定員（210 人）の 1.09～1.19 倍、全体ではそれぞれ、1.11 倍および

1.12 倍で、入学者数・在籍者数は適切に保たれている。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部ホームページ  

入学試験要項 

 

評価の視点 

②大幅な定員超過または定員未充足の場合における対策の適切性 

【現状説明】 

入学定員を大幅に超過しそうな場合は、後期試験の判定で調整し、未充足になりそうな場合は、

繰り上げ合格による調整をとおして、大きな過不足が生じないようにしている。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

  

【根拠資料】  

商学部教授会資料 

 

＜入学者受入れに関する点検・評価および改善に向けた取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①入学者の受け入れに関わる事項の定期的な点検・評価および当該事項における現状や成果が上

がっている取り組みおよび課題の適切な把握 

【現状説明】 

入試委員会では、前年度までの成果を踏襲しながら、現状把握と課題の整理を行うとともに、改

善策について検討している。 

 

【長所・特色】  

該当なし。  

 

【問題点】  

該当なし。  

 

【根拠資料】  

商学部教授会資料  

商学部入試委員会資料 

 

評価の視点 

②点検・評価の結果を活用した入学者の受け入れに関わる事項の改善・向上に向けた取り組みの

適切性 

【現状説明】 

入試委員会では、前年度までの成果を踏襲しながら、現状把握と課題の整理を行うとともに、改

善策について検討している。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

商学部教授会資料  

商学部入試委員会資料 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（05）文学部 日本文学文化学科 

 

＜教育研究上の目的について＞ 

(1) 達成目標 

本学が掲げる理念（21 世紀ビジョン「社会知性の開発」）に基づき、人材育成の目的その他の

教育研究上の目的を適切に設定し公表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①本学が掲げる理念を踏まえ、学部・研究科における教育研究上の目的の明確化 

【現状説明】 

大学を取り巻く厳しい社会環境の変化に対応していくため、本学では、大学の基本的な方向性を

全学的観点から検討し、その結果、建学の精神である「社会に対する報恩奉仕」を現代的に捉え直

し、21 世紀ビジョンとして「社会知性の開発（Socio-Intelligence）」を掲げ、このビジョンのもと

教育・研究体制の改革に取り組むとともに、「学生を基本に据えた大学づくり」を念頭に積極的な

大学運営を行っている。本学の 21 世紀ビジョン「社会知性の開発」の具体的な推進に向け文学部

では、学科ごとに学則第 2 条の 2 において、人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的を

定めている。これらの目的は、高等教育機関の目的として適切である。日本文学文化学科は学士課

程教育の成果について、本学の 21 世紀ビジョンである「社会知性の開発」を頂点に据えた 3 層構

造からなる「共通観点」を設定している。具体的には、第 2 階層として「知識・理解」「汎用的技

能」「知識体系に基づく思考と知の創出」「態度・志向性」を設定し、第 3 階層は第 2 階層を更に

ブレイクダウンした 10 の観点を設定している。なお、学科ごとの DP は、第 2 階層の各観点を網

羅したものとなっている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育研究上の目的の教職員、学生への周知および社会への公表 

【現状説明】 

本学の目的は、学則第 1 条に明記し、人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的につい

ては、学則第 2 条の 2 において適切に明示している。学部・学科の目的はそれぞれ大学 HP ホー

ムページ（情報公開）において周知、公表するとともに、『学修ガイドブック』にも掲載し、学生

及び教職員に対し周知している。日本文学文化学科では、初年次の学科オリエンテーションなどに
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おいて本学科の教育目的について学生に周知している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学修成果の明確化について＞ 

(1) 達成目標 

達成すべき学修成果を明確にし、教育・学修の基本的なあり方を明らかにする。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果の明確化 

【現状説明】 

学部・学科では、学士課程教育における学修成果について、本学の 21 世紀ビジョンである「社

会知性の開発」を頂点に据えた 3 層構造からなる「共通観点」を設定している。具体的には、第 2

階層として「知識・理解」「汎用的技能」「知識体系に基づく思考と知の創出」「態度・志向性」を

設定し、第 3 階層は第 2 階層を更にブレイクダウンした 10 の観点を設定している。なお、学科ご

との DP は、第 2 階層の各観点を網羅したものとなっている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育課程編成・実施の方針において、学修成果を達成するために必要な教育課程および教育・学

修の方法の明確化 

【現状説明】 

本学では、全学の三つの方針を設定するとともに、学部・各学科の三つの方針を設定している。

全学の CP では、DP に掲げる資質や能力を身につけるための教育課程として、各学部・学科に設

置する科目を体系的に編成し、講義・演習等を組み合わせた授業を行うことを明記している。併せ

て、教育課程の実施に係る「教育課程の構成と目的」、「教育課程上の各種取組」および「学修成果

の評価方法」についても方針を定めている。また、学部・各学科の CP では、冒頭において DP に

掲げる目標を達成するための教育課程となっていることが分かる記述を行ったうえで、「学位授与
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の方針を踏まえた教育課程編成の方針」「学位授与の方針を踏まえた教育課程実施の方針」「教育内

容・方法」を明記している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修成果は授与する学位にふさわしいかの検証 

【現状説明】 

本学では、「三つの方針（DP・CP・AP）策定要領」に基づき、学部・学科の教育課程の編成・

実施方針に記載する項目を「学位授与の方針を踏まえた教育課程編成の方針」「学位授与の方針を

踏まえた教育課程実施の方針」「教育内容・方法」の 3 項目とし、全学（学部）の教育課程の編成・

実施方針において、「学修成果の評価方法」を示し、アセスメントプラン、カリキュラム・マップ

により検証することとしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

学修成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的

に編成する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講と、各授業科目の到達

目標の明確化 

【現状説明】 

各授業科目の到達目標については、統一のフォーマットにより作成しているシラバスにおいて

明記している。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②学修の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当および学びの過程の可視化 

【現状説明】 

学部・学科の教育課程は、順次性及び体系性に配慮して「転換・導入科目」「教養科目」「外国語

科目」「専門科目」の 4 つの科目区分で編成している。また、「専門科目」においても、基礎から応

用・発展的内容へ段階的に学ぶことができるよう教育課程を編成しており、学修の順次性に配慮し

て年次配当を行っている。さらに、「科目ナンバリング」によっても、順次性及び体系性を明確な

ものにしている。日本文学文化学科では日本の文学や文化について多角的に学習できるように選

択必修科目を多く開講している。さらに、履修モデルを複数提案し、学生一人一人が自身の学修過

程を考える一助としている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学生の学修時間の考慮とそれを踏まえた単位設定 

【現状説明】 

大学設置基準第 21 条に定められた単位制度の趣旨に基づき、学則第 5 条の 5 において規定して

いる。これに基づいて、各授業科目の単位を適切に設定している。また、シラバスに具体的な準備

学修の内容と学修時間を明示することとしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜授業内容・方法について＞ 

(1) 達成目標 

課程修了時に求められる学修成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっている。また、学

生が学修を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業形態、授業方法の適切性（学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学修成果

および教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

講義形式は最大 300 名程度、演習形式は学生数に一定の制限を設け、原則として最大 50 名程

度、実験・実習形式は原則として 10 名程度としており、授業形態に配慮した１授業当たりの学生

数として適切である。日本文学文化学科では、講義形式は最大 150 名程度、ゼミナールなどの演

習形式は各学年の学生数 10 名程度を目安とし、研究分野の特色も考慮し適切な学生数で行ってい

る。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②遠隔授業の効果的な活用（自らの方針に沿って、適した授業科目に用いられていること。また、

効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

日本文学文化学科では概ね 200 名を超える授業については、研究分野の特性や授業における教

員と学生の即応性のある授業の最適化に努めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

 

 

 

70



 

評価の視点 

③学修状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応 

【現状説明】 

1 年次の専修大学入門ゼミナールを通じて各専門分野の基礎とその研究方法を学ぶ。また、その

学修状況や成果を参考とし、2 段階で行う希望調査によって 2 年次からスタートするゼミナール

選択が適切に行われるよう努めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④単位の実質化を図る措置（単位制度の趣旨に沿った学修内容、学修時間の確保が適切であるこ

と） 

【現状説明】 

・単位の実質化を図るための措置としては、「大学設置基準」の趣旨に基づき、学士課程について

は各年次における 1 年間の履修登録単位数の上限数を 50 単位未満に設定している（資格課程関

連科目を除く）。また、各学期の授業期間を 15 週に設定し、卒業要件単位は 124 単位としてい

る。これらの情報は、『学修ガイドブック』に記載し、学生に対し周知している。 

・文学部では、第 3 期大学評価において、一定数の学生が 50 単位以上履修していることについて

の質問を受け、「次期のカリキュラム改正（実施時期は現時点で未定）において文学部各学科の

教育課程を見直す際には、学年によって偏った履修登録単位数となることを避けるための方策

（必修科目等の配置、各授業科目の配当年次、年間履修上限単位の設定等）を検討するとともに、

全学的には「教員養成系の学部・学科を設置していない本学における教職課程等の取扱い」をテ

ーマに議論し、従来の履修指導のみによらない単位の実質化を図るための措置を講じる必要が

あると考えています」と回答している。日本文学文化学科では、『学修ガイドブック』において

複数の履修モデルを提案している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

⑤シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学修を進めるために十分

な内容であること） 

【現状説明】 

シラバスは、統一のフォーマットにより作成している。シラバスには、「到達目標」「講義概要」

「講義計画（講義のテーマ、概要、予習・復習の内容及びそれに要する時間などを記載）」「課題に

対するフィードバックの方法」「教科書・参考書」「成績評価方法・基準」「履修上の留意点」を必

須項目としている。この他、担当教員へのアクセスを任意項目としている。これにより、学生が授

業のための事前の準備や事後の展開などを行うことができる授業の工程表として機能するような

内容となっている。2020（令和 2）年度からは、新たに「卒業認定・学位授与方針との関連」を必

須の項目として設けることで、当該授業科目と DP との関連性を明確にした。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜単位認定・学位授与について＞ 

(1) 達成目標 

成績評価、単位認定および学位授与を適切に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①成績評価および単位認定の客観的かつ厳格、公正、公平な実施 

【現状説明】 

成績評価の客観性を担保するための措置として、本学（学部・学科）では、GPA 制度を導入し

ている。具体的には、学則第 17 条第 2 項において、試験の成績は、100 点満点とし、60 点以上を

合格とし、60 点未満を不合格とするとしている。また、成績評価の細分は、定期試験規程第 11 条

において規定しており、成績評価の区分に応じてグレード・ポイントを付与し、GPA を算出して

いる。なお、これらの内容は、履修ガイダンスをとおして学生に対し周知しているほか、『学修ガ

イドブック』にも情報を掲載している。成績評価の厳格性を担保するための措置として、本学（学

部・学科）では、各授業科目のシラバスに「到達目標」「授業計画」「成績評価の方法及び基準」を

明示し、これに基づいて厳格な成績評価を行っている。学生からの成績評価に関する疑義の申し立

てに対しては、カリキュラム委員会（教務委員会）が中心になって対応することで厳格性を担保し

ている。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②成績評価および単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）の学生への明

示 

【現状説明】 

日本文学文化学科は卒業論文を必修とし、「手引き」を定めて、体裁や提出期限などを厳格に運

用している。また提出された卒業論文は口述試験の審査を経て評価され、内容が一定の水準を満た

さなければ、単位が認定されない。日本文学文化学科では、卒業論文の体裁を『文学部時間割』に

おいて明示している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等の適切性 

【現状説明】 

他大学等で修得した単位や入学前に修得した単位の認定に関しては、大学設置基準に基づき適

切に行っている。学則第 5 条の 3 第 1 項において、「本大学は、教育上有益と認めるときは、次に

掲げる単位を、本大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる」と規定

し、また、同条第 2 項において、「本大学は、教育上有益と認めるときは、次に掲げる学修を、本

大学における授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。(1)短期大学又は高等専門

学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修 (2)本大学へ入学する前の前号の学

修」と規定している。これらの規定により修得したものとみなし、又は授与することのできる単位

数については、同条第 3 項において「学生が編入学又は学士入学をした場合を除き、60 単位を超

えないものとする」としている。なお、既修得単位の認定にあたっては、単位制度の趣旨に基づい

て授業内容・時間等を確認し、カリキュラム委員会（教務委員会）、教授会の議を経て厳正に行わ

れている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④学位授与における実施手続および体制の明確化 

【現状説明】 

学位授与に係る責任体制、手続は、学則第 18 条及び学位規程において規定し、これに基づき学

部教授会規程を定め、教授会において審議し、適切に行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤卒業認定・学位授与の方針に則した、適切な学位授与 

【現状説明】 

学位授与に関しては、各学部・学科ごとに定めた DP を踏まえ、学則第 18 条及び学位規程に明

示し、適切に授与されている。学部・学科の卒業要件は、学生に配付する『学修ガイドブック』に

あらかじめ明記するとともに、大学 HP においても公表している。日本文学文化学科では、初年次

の学科ガイダンスにおいて『学修ガイドブック』記載の卒業要件を周知徹底している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学修成果の把握および評価について＞ 

(1) 達成目標 

卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果を適切に把握および評価する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果の適切な把握および評価（設定した学修

成果を把握・評価するために、指標や方法を適切に導入し、運用していること） 
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【現状説明】 

学士課程教育における学修成果を示す共通観点の第 2 階層「知識・理解」「汎用的技能」「知識体

系に基づく思考と知の創出」「態度・志向性」の 4 観点で評価するとともに、三つの方針に対応し

た「大学レベル」「学位プログラムレベル」「授業科目レベル」でのチェック項目を設定し、学士課

程教育全体の実施状況を点検・評価している。 

また、この点検・評価プロセスを実現するために重要な、「測定可能な学修目標の設定」および

「各授業科目と学修目標との対応（カリキュラム・マップ）」を策定し、これらを組織的に活用す

ることで、各学位授与方針で定めた学修成果の実態を測定・把握することとしている。日本文学文

化学科では、ゼミナール等の演習において卒業論文の執筆の進め方について説明した上で、中間レ

ポートの作成や発表の機会を設定し、学生の学修過程の把握に努めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程・内容・方法の点検・評価および改善・向上への取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教育課程およびその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組

む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、周

期等の明確化 

【現状説明】 

各学部・各研究科における教育課程及びその内容、方法の適切性については、各学部自己点検・

評価実施委員会及び各研究科自己点検・評価実施委員会において定期的に自己点検・評価を行い、

自己点検・評価の結果をもとに、改善・向上に向けた取組みを行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

②適切な情報に基づく点検・評価（課程修了時に求められる学修成果の測定・評価結果や授業内外

における学生の学修状況、資格試験の取得状況、進路状況等の情報活用など） 

【現状説明】 

学科会議において学生の学修状況、資格試験の取得状況や進路状況等の情報を共有し、改善方法

など検討している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③自己点検・評価の客観性を高めるための工夫（外部の視点や学生の意見を取り入れるなど） 

【現状説明】 

兼任講師との情報交換の場を設け、様々な意見を受け入れている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびその内容、教育方法の改善・向上への取り組み 

【現状説明】 

学科会議において情報交換を行い、自己点検・評価の結果を活用して、教育課程およびその内容、

教育方法の改善・向上への取り組みを進めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜入学者受入れの方針について＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れの方針に基づき、学生募集および入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、入

学者選抜を公平、公正に実施する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①志願者に理解しやすい入学者受入れの方針の設定（入学前の学修歴、学力水準、能力等の求める

学生像や、入学希望者に求める水準等の判定方法の明示） 

【現状説明】 

本学では、卒業認定・学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針を踏まえた入学者受入れの

方針を定めており、大学 HP において公表している。この方針は、本学の教育目標である「社会知

性の開発」に向けた教育を行うために、多様な入学者選抜の方式により、大学入学までの教育課程

において「本学での学修の基礎となる知識・技能」「社会の諸課題の解決に取り組むための思考力

やコミュニケーション能力」「主体性を持って社会知性の開発を目指す態度」の各能力を身に付け

ている人材を求めているとしている。各学部・学科の AP も、全学の方針に基づき策定し、大学

HP・入学試験要項などにおいて公表している。この方針には、入学者に求める関心・意欲、資質・

能力等の人物像や判定方法が明確に示されており、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針に

も整合した内容となっている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②入学者受入れの方針に沿った適切な体制・仕組みの構築および公平、公正な入学者選抜の実施 

【現状説明】 

一般選抜の各入学試験では、各学部の AP に基づき、本学での学修に必要と思われる基礎的学力

を中心に、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を多面的、総合的な観点から評価できると判

断し、従来の出題形式を継続することとした。また、一般選抜前期入学試験では従来どおり、英語

外部試験を活用する入学試験を実施することとした。学校推薦型選抜については、実施学部の AP

に基づき、従来の入学試験同様に「学力の 3 要素」の多面的、総合的な評価を実現するため、「学

校長による推薦書」「調査書」「志願者本人が記載する資料」等による評価に加え、指定校制推薦入

学試験では、新たな評価方法として「小論文」「面接」等を加えることとした。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備 

【現状説明】 

本学では、身体の障がい等により、受験上特別の配慮を必要とする場合は、出願に先立って問合

せを行うよう、入学試験要項にその旨を明記している。その際には、障がい学生支援室が中心とな

り、入学試験受験時の配慮、入学後の支援体制等について、関係所管を交えて事前相談の機会を設

けている。これにより、受験だけでなく修学していくうえでも、可能な限り配慮するようにしてい

る。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④すべての志願者に対する情報提供の適切性 

【現状説明】 

授業その他の費用や経済的支援に関する情報提供は、『専修大学入学ガイド』や大学 HP などに

よって、適切に行っている。また、入学試験要項においても学費及び各種の奨学生制度について情

報提供を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜定員管理について＞ 

(1) 達成目標 

適切な定員を設定して入学者の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適正

に管理する。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①各学部・学科、各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数の適正な維持 

【現状説明】 

本学の入学定員及び収容定員は、大学設置基準に基づき、教員組織、校地・校舎等の施設・設備

その他教育上の諸条件を総合的に考慮して、適切に設定している。また、収容定員の管理について

は、毎年度、定員充足率等を勘案し、これに基づき適正な合否判定を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②大幅な定員超過または定員未充足の場合における対策の適切性 

【現状説明】 

学部・学科における収容定員に対する在籍学生数の過剰又は未充足に関する対応のひとつとし

て、繰上合格制度が挙げられる。本制度の導入により、仮に入学定員が未充足となった場合におい

ても、繰上合格を行うことで、定員充足を図ることが可能としている。また、在籍学生数の適切な

管理という観点から見ると、転部科試験の実施や低単位修得者への対策等を行うことで、退学・除

籍者の抑制を図っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜入学者受入れに関する点検・評価および改善に向けた取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①入学者の受け入れに関わる事項の定期的な点検・評価および当該事項における現状や成果が上

がっている取り組みおよび課題の適切な把握 
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【現状説明】 

日本文学文化学科では、入学試験制度や選考方法等について学部として検討する際には、各学科

の学科会議で検討された内容を、学部長、学科長、全学の入学試験委員（2 名）で議論・調整し、

その結果を教授会に付議している。学校推薦型選抜や特別入試（学部独自の入試）の問題作成、全

ての入学試験の判定については、学部長と、入学試験制度毎に学科から選出された入学試験判定委

員が行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②点検・評価の結果を活用した入学者の受け入れに関わる事項の改善・向上に向けた取り組みの

適切性 

【現状説明】 

学科会議において教員間で点検・評価の在り方を検討し、入学者受け入れに関わる事項の改善・

向上に向けた取り組みの適切性を図っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上 

80



 

第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（05）文学部 英語英米文学科 

 

＜教育研究上の目的について＞ 

(1) 達成目標 

本学が掲げる理念（21 世紀ビジョン「社会知性の開発」）に基づき、人材育成の目的その他の

教育研究上の目的を適切に設定し公表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①本学が掲げる理念を踏まえ、学部・研究科における教育研究上の目的の明確化 

【現状説明】 

大学を取り巻く厳しい社会環境の変化に対応していくため、本学では、大学の基本的な方向性を

全学的観点から検討し、その結果、建学の精神である「社会に対する報恩奉仕」を現代的に捉え直

し、21 世紀ビジョンとして「社会知性の開発（Socio-Intelligence）」を掲げ、このビジョンのもと

教育・研究体制の改革に取り組むとともに、「学生を基本に据えた大学づくり」を念頭に積極的な

大学運営を行っている。本学の 21 世紀ビジョン「社会知性の開発」の具体的な推進に向け文学部

では、学科ごとに学則第 2 条の 2 において、人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的を

定めている。これらの目的は、高等教育機関の目的として適切である。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育研究上の目的の教職員、学生への周知および社会への公表 

【現状説明】 

本学の目的は、学則第 1 条に明記し、人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的につい

ては、学則第 2 条の 2 において適切に明示している。学部・学科の目的はそれぞれ大学 HP ホー

ムページ（情報公開）において周知、公表するとともに、『学修ガイドブック』にも掲載し、学生

及び教職員に対し周知している。 

英語英米文学科では、X（旧 Twitter）のアカウント上で、学科のイベントや各教員のゼミナー

ルの紹介など、本学科の教育研究上の取り組みに関する様々な情報を学内外に発信している。ま

た、特別総合講義や学術講演会等の学科独自のイベントについては、大学ホームページにも情報を

掲載し、本学科の教育研究上の目的や魅力をより広く周知できるよう努めている。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学修成果の明確化について＞ 

(1) 達成目標 

達成すべき学修成果を明確にし、教育・学修の基本的なあり方を明らかにする。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果の明確化 

【現状説明】 

学部・学科では、学士課程教育における学修成果について、本学の 21 世紀ビジョンである「社

会知性の開発」を頂点に据えた 3 層構造からなる「共通観点」を設定している。具体的には、第 2

階層として「知識・理解」「汎用的技能」「知識体系に基づく思考と知の創出」「態度・志向性」を

設定し、第 3 階層は第 2 階層を更にブレイクダウンした 10 の観点を設定している。なお、学科ご

との DP は、第 2 階層の各観点を網羅したものとなっている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育課程編成・実施の方針において、学修成果を達成するために必要な教育課程および教育・学

修の方法の明確化 

【現状説明】 

本学では、全学の三つの方針を設定するとともに、学部・各学科の三つの方針を設定している。

全学の CP では、DP に掲げる資質や能力を身につけるための教育課程として、各学部・学科に設

置する科目を体系的に編成し、講義・演習等を組み合わせた授業を行うことを明記している。併せ

て、教育課程の実施に係る「教育課程の構成と目的」、「教育課程上の各種取組」および「学修成果

の評価方法」についても方針を定めている。また、学部・各学科の CP では、冒頭において DP に

掲げる目標を達成するための教育課程となっていることが分かる記述を行ったうえで、「学位授与

の方針を踏まえた教育課程編成の方針」「学位授与の方針を踏まえた教育課程実施の方針」「教育内

容・方法」を明記している。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修成果は授与する学位にふさわしいかの検証 

【現状説明】 

本学では、「三つの方針（DP・CP・AP）策定要領」に基づき、学部・学科の教育課程の編成・

実施方針に記載する項目を「学位授与の方針を踏まえた教育課程編成の方針」「学位授与の方針を

踏まえた教育課程実施の方針」「教育内容・方法」の 3 項目とし、全学（学部）の教育課程の編成・

実施方針において、「学修成果の評価方法」を示し、アセスメントプラン、カリキュラム・マップ

により検証することとしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

学修成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的

に編成する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講と、各授業科目の到達

目標の明確化 

【現状説明】 

各授業科目の到達目標については、統一のフォーマットにより作成しているシラバスにおいて

明記している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②学修の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当および学びの過程の可視化 

【現状説明】 

学部・学科の教育課程は、順次性及び体系性に配慮して「転換・導入科目」「教養科目」「外国語

科目」「専門科目」の 4 つの科目区分で編成している。また、「専門科目」においても、基礎から応

用・発展的内容へ段階的に学ぶことができるよう教育課程を編成しており、学修の順次性に配慮し

て年次配当を行っている。さらに、「科目ナンバリング」によっても、順次性及び体系性を明確な

ものにしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学生の学修時間の考慮とそれを踏まえた単位設定 

【現状説明】 

大学設置基準第 21 条に定められた単位制度の趣旨に基づき、学則第 5 条の 5 において規定して

いる。これに基づいて、各授業科目の単位を適切に設定している。また、シラバスに具体的な準備

学修の内容と学修時間を明示することとしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

 

＜授業内容・方法について＞ 

(1) 達成目標 

課程修了時に求められる学修成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっている。また、学

生が学修を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行う。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業形態、授業方法の適切性（学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学修成果

および教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

講義形式は最大 300 名程度、演習形式は学生数に一定の制限を設け、原則として最大 50 名程

度、実験・実習形式は原則として 10 名程度としており、授業形態に配慮した１授業当たりの学生

数として適切である。 

英語英米文学科では、全学共通の初年次教育科目である「専修大学入門ゼミナール」「専門入門

ゼミナール」において、20 名程度のクラスできめ細かな導入教育をおこなっている。3・4 年次の

「ゼミナール 1・2・3・4」においても、卒業研究の指導を丹念に行うために、受講者数が最大 15

名程度になるよう人数調整を行っている。これに加え、本学科では、学生の語学力の養成が重要な

課題であるため、Speaking, Integrated English, Composition の授業では 1 クラス 20 名程度の少人

数のクラス編成を行い、教育的効果を高めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②遠隔授業の効果的な活用（自らの方針に沿って、適した授業科目に用いられていること。また、

効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

英語英米文学科では、コロナ禍において教育的な効果が確認されたことから、引き続き遠隔授業

を全面的に(半期最大 15 回まで)、あるいは部分的に（半期最大 7 回まで）活用している。特に、

受講生が多い授業において、遠隔授業は効果的に活用されている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

③学修状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応 

【現状説明】 

英語英米文学科では、学生の英語力に合わせて効果的に指導を行うために、TOEIC IP を活用

し、1・2 年次の学生のクラス分けを行っている。本学科の学生は、1 年次の秋に「英語コミュニ

ケーションコース」と「英語文化コース」のどちらかを選択し、2 年次から各コースで専門的な学

びを深めていくが、人数の調整が必要な場合には、1 年次の秋の TOEIC IP の結果を参照すること

がある。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④単位の実質化を図る措置（単位制度の趣旨に沿った学修内容、学修時間の確保が適切であるこ

と） 

【現状説明】 

・単位の実質化を図るための措置としては、「大学設置基準」の趣旨に基づき、学士課程について

は各年次における 1 年間の履修登録単位数の上限数を 50 単位未満に設定している（資格課程関

連科目を除く）。また、各学期の授業期間を 15 週に設定し、卒業要件単位は 124 単位としてい

る。これらの情報は、『学修ガイドブック』に記載し、学生に対し周知している。 

・文学部では、第 3 期大学評価において、一定数の学生が 50 単位以上履修していることについて

の質問を受け、「次期のカリキュラム改正（実施時期は現時点で未定）において文学部各学科の

教育課程を見直す際には、学年によって偏った履修登録単位数となることを避けるための方策

（必修科目等の配置、各授業科目の配当年次、年間履修上限単位の設定等）を検討するとともに、

全学的には「教員養成系の学部・学科を設置していない本学における教職課程等の取扱い」をテ

ーマに議論し、従来の履修指導のみによらない単位の実質化を図るための措置を講じる必要が

あると考えています」と回答している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

⑤シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学修を進めるために十分

な内容であること） 

【現状説明】 

シラバスは、統一のフォーマットにより作成している。シラバスには、「到達目標」「講義概要」

「講義計画（講義のテーマ、概要、予習・復習の内容及びそれに要する時間などを記載）」「課題に

対するフィードバックの方法」「教科書・参考書」「成績評価方法・基準」「履修上の留意点」を必

須項目としている。この他、担当教員へのアクセスを任意項目としている。これにより、学生が授

業のための事前の準備や事後の展開などを行うことができる授業の工程表として機能するような

内容となっている。2020（令和 2）年度からは、新たに「卒業認定・学位授与方針との関連」を必

須の項目として設けることで、当該授業科目と DP との関連性を明確にした。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜単位認定・学位授与について＞ 

(1) 達成目標 

成績評価、単位認定および学位授与を適切に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①成績評価および単位認定の客観的かつ厳格、公正、公平な実施 

【現状説明】 

成績評価の客観性を担保するための措置として、本学（学部・学科）では、GPA 制度を導入し

ている。具体的には、学則第 17 条第 2 項において、試験の成績は、100 点満点とし、60 点以上を

合格とし、60 点未満を不合格とするとしている。また、成績評価の細分は、定期試験規程第 11 条

において規定しており、成績評価の区分に応じてグレード・ポイントを付与し、GPA を算出して

いる。なお、これらの内容は、履修ガイダンスをとおして学生に対し周知しているほか、『学修ガ

イドブック』にも情報を掲載している。成績評価の厳格性を担保するための措置として、本学（学

部・学科）では、各授業科目のシラバスに「到達目標」「授業計画」「成績評価の方法及び基準」を

明示し、これに基づいて厳格な成績評価を行っている。学生からの成績評価に関する疑義の申し立

てに対しては、カリキュラム委員会（教務委員会）が中心になって対応することで厳格性を担保し

ている。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②成績評価および単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）の学生への明

示 

【現状説明】 

文学部の各学科は卒業論文（もしくは卒業研究、卒業論文・制作）を必修とし、「手引き」を定

めて、体裁や提出期限などを厳格に運用している。また提出された卒業論文（卒業研究、卒業論

文・制作）は口述試験やプレゼンテーションなどの審査を経て評価され、内容が一定の水準を満た

さなければ、単位が認定されない。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等の適切性 

【現状説明】 

他大学等で修得した単位や入学前に修得した単位の認定に関しては、大学設置基準に基づき適

切に行っている。学則第 5 条の 3 第 1 項において、「本大学は、教育上有益と認めるときは、次に

掲げる単位を、本大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる」と規定

し、また、同条第 2 項において、「本大学は、教育上有益と認めるときは、次に掲げる学修を、本

大学における授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。(1)短期大学又は高等専門

学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修 (2)本大学へ入学する前の前号の学

修」と規定している。これらの規定により修得したものとみなし、又は授与することのできる単位

数については、同条第 3 項において「学生が編入学又は学士入学をした場合を除き、60 単位を超

えないものとする」としている。なお、既修得単位の認定にあたっては、単位制度の趣旨に基づい

て授業内容・時間等を確認し、カリキュラム委員会（教務委員会）、教授会の議を経て厳正に行わ

れている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④学位授与における実施手続および体制の明確化 

【現状説明】 

学位授与に係る責任体制、手続は、学則第 18 条及び学位規程において規定し、これに基づき学

部教授会規程を定め、教授会において審議し、適切に行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤卒業認定・学位授与の方針に則した、適切な学位授与 

【現状説明】 

学位授与に関しては、各学部・学科ごとに定めた DP を踏まえ、学則第 18 条及び学位規程に明

示し、適切に授与されている。学部・学科の卒業要件は、学生に配付する『学修ガイドブック』に

あらかじめ明記するとともに、大学 HP においても公表している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学修成果の把握および評価について＞ 

(1) 達成目標 

卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果を適切に把握および評価する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果の適切な把握および評価（設定した学修

成果を把握・評価するために、指標や方法を適切に導入し、運用していること） 

【現状説明】 

学士課程教育における学修成果を示す共通観点の第 2 階層「知識・理解」「汎用的技能」「知識体
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系に基づく思考と知の創出」「態度・志向性」の 4 観点で評価するとともに、三つの方針に対応し

た「大学レベル」「学位プログラムレベル」「授業科目レベル」でのチェック項目を設定し、学士課

程教育全体の実施状況を点検・評価している。 

また、この点検・評価プロセスを実現するために重要な、「測定可能な学修目標の設定」および

「各授業科目と学修目標との対応（カリキュラム・マップ）」を策定し、これらを組織的に活用す

ることで、各学位授与方針で定めた学修成果の実態を測定・把握することとしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程・内容・方法の点検・評価および改善・向上への取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教育課程およびその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組

む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、周

期等の明確化 

【現状説明】 

各学部・各研究科における教育課程及びその内容、方法の適切性については、各学部自己点検・

評価実施委員会及び各研究科自己点検・評価実施委員会において定期的に自己点検・評価を行い、

自己点検・評価の結果をもとに、改善・向上に向けた取組みを行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②適切な情報に基づく点検・評価（課程修了時に求められる学修成果の測定・評価結果や授業内外

における学生の学修状況、資格試験の取得状況、進路状況等の情報活用など） 

【現状説明】 

英語英米文学科では、教育効果を測定する客観的な指標として、学生の TOEIC IP の結果を参
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照している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③自己点検・評価の客観性を高めるための工夫（外部の視点や学生の意見を取り入れるなど） 

【現状説明】 

英語英米文学科では、1 年次から 3 年次まで毎年同じ時期(秋）に TOEIC IP を実施することで、

入学後の学生の英語力の変化を計量的に把握している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびその内容、教育方法の改善・向上への取り組み 

【現状説明】 

英語英米文学科では、教育方法の改善・向上を目指して、TOEIC IP やアンケートの結果を基に

定期的に議論を行っている。また、学科の取り組みは兼任講師にも共有している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

 

＜入学者受入れの方針について＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れの方針に基づき、学生募集および入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、入

学者選抜を公平、公正に実施する。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①志願者に理解しやすい入学者受入れの方針の設定（入学前の学修歴、学力水準、能力等の求める

学生像や、入学希望者に求める水準等の判定方法の明示） 

【現状説明】 

本学では、卒業認定・学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針を踏まえた入学者受入れの

方針を定めており、大学 HP において公表している。この方針は、本学の教育目標である「社会知

性の開発」に向けた教育を行うために、多様な入学者選抜の方式により、大学入学までの教育課程

において「本学での学修の基礎となる知識・技能」「社会の諸課題の解決に取り組むための思考力

やコミュニケーション能力」「主体性を持って社会知性の開発を目指す態度」の各能力を身に付け

ている人材を求めているとしている。各学部・学科の AP も、全学の方針に基づき策定し、大学

HP・入学試験要項などにおいて公表している。この方針には、入学者に求める関心・意欲、資質・

能力等の人物像や判定方法が明確に示されており、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針に

も整合した内容となっている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②入学者受入れの方針に沿った適切な体制・仕組みの構築および公平、公正な入学者選抜の実施 

【現状説明】 

一般選抜の各入学試験では、各学部の AP に基づき、本学での学修に必要と思われる基礎的学力

を中心に、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を多面的、総合的な観点から評価できると判

断し、従来の出題形式を継続することとした。また、一般選抜前期入学試験では従来どおり、英語

外部試験を活用する入学試験を実施することとした。学校推薦型選抜については、実施学部の AP

に基づき、従来の入学試験同様に「学力の 3 要素」の多面的、総合的な評価を実現するため、「学

校長による推薦書」「調査書」「志願者本人が記載する資料」等による評価に加え、指定校制推薦入

学試験では、新たな評価方法として「小論文」「面接」等を加えることとした。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

③特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備 

【現状説明】 

本学では、身体の障がい等により、受験上特別の配慮を必要とする場合は、出願に先立って問合

せを行うよう、入学試験要項にその旨を明記している。その際には、障がい学生支援室が中心とな

り、入学試験受験時の配慮、入学後の支援体制等について、関係所管を交えて事前相談の機会を設

けている。これにより、受験だけでなく修学していくうえでも、可能な限り配慮するようにしてい

る。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④すべての志願者に対する情報提供の適切性 

【現状説明】 

授業その他の費用や経済的支援に関する情報提供は、『専修大学入学ガイド』や大学 HP などに

よって、適切に行っている。また、入学試験要項においても学費及び各種の奨学生制度について情

報提供を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜定員管理について＞ 

(1) 達成目標 

適切な定員を設定して入学者の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適正

に管理する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①各学部・学科、各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数の適正な維持 

【現状説明】 

本学の入学定員及び収容定員は、大学設置基準に基づき、教員組織、校地・校舎等の施設・設備
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その他教育上の諸条件を総合的に考慮して、適切に設定している。また、収容定員の管理について

は、毎年度、定員充足率等を勘案し、これに基づき適正な合否判定を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②大幅な定員超過または定員未充足の場合における対策の適切性 

【現状説明】 

学部・学科における収容定員に対する在籍学生数の過剰又は未充足に関する対応のひとつとし

て、繰上合格制度が挙げられる。本制度の導入により、仮に入学定員が未充足となった場合におい

ても、繰上合格を行うことで、定員充足を図ることが可能としている。また、在籍学生数の適切な

管理という観点から見ると、転部科試験の実施や低単位修得者への対策等を行うことで、退学・除

籍者の抑制を図っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜入学者受入れに関する点検・評価および改善に向けた取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①入学者の受け入れに関わる事項の定期的な点検・評価および当該事項における現状や成果が上

がっている取り組みおよび課題の適切な把握 

【現状説明】 

文学部では、入学試験制度や選考方法等について学部として検討する際には、各学科の学科会議

で検討された内容を、学部長、学科長、全学の入学試験委員（2 名）で議論・調整し、その結果を

教授会に付議している。学校推薦型選抜や特別入試（学部独自の入試）の問題作成、全ての入学試

験の判定については、学部長と、入学試験制度毎に学科から選出された入学試験判定委員が行って

いる。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②点検・評価の結果を活用した入学者の受け入れに関わる事項の改善・向上に向けた取り組みの

適切性 

【現状説明】 

英語英米文学科では、入学後に実施する TOEIC IP の結果を分析し、各入試方式の定員数の妥

当性について定期的に検討している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上 
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（05）文学部 哲学科 

 

＜教育研究上の目的について＞ 

(1) 達成目標 

本学が掲げる理念（21 世紀ビジョン「社会知性の開発」）に基づき、人材育成の目的その他の

教育研究上の目的を適切に設定し公表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①本学が掲げる理念を踏まえ、学部・研究科における教育研究上の目的の明確化 

【現状説明】 

大学を取り巻く厳しい社会環境の変化に対応していくため、本学では、大学の基本的な方向性を

全学的観点から検討し、その結果、建学の精神である「社会に対する報恩奉仕」を現代的に捉え直

し、21 世紀ビジョンとして「社会知性の開発（Socio-Intelligence）」を掲げ、このビジョンのもと

教育・研究体制の改革に取り組むとともに、「学生を基本に据えた大学づくり」を念頭に積極的な

大学運営を行っている。本学の 21 世紀ビジョン「社会知性の開発」の具体的な推進に向け文学部

では、学科ごとに学則第 2 条の 2 において、人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的を

定めている。これらの目的は、高等教育機関の目的として適切である。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育研究上の目的の教職員、学生への周知および社会への公表 

【現状説明】 

本学の目的は、学則第 1 条に明記し、人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的につい

ては、学則第 2 条の 2 において適切に明示している。学部・学科の目的はそれぞれ大学 HP ホー

ムページ（情報公開）において周知、公表するとともに、『学修ガイドブック』にも掲載し、学生

及び教職員に対し周知している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

＜学修成果の明確化について＞ 

(1) 達成目標 

達成すべき学修成果を明確にし、教育・学修の基本的なあり方を明らかにする。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果の明確化 

【現状説明】 

学部・学科では、学士課程教育における学修成果について、本学の 21 世紀ビジョンである「社

会知性の開発」を頂点に据えた 3 層構造からなる「共通観点」を設定している。具体的には、第 2

階層として「知識・理解」「汎用的技能」「知識体系に基づく思考と知の創出」「態度・志向性」を

設定し、第 3 階層は第 2 階層を更にブレイクダウンした 10 の観点を設定している。なお、学科ご

との DP は、第 2 階層の各観点を網羅したものとなっている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育課程編成・実施の方針において、学修成果を達成するために必要な教育課程および教育・学

修の方法の明確化 

【現状説明】 

本学では、全学の三つの方針を設定するとともに、学部・各学科の三つの方針を設定している。

全学の CP では、DP に掲げる資質や能力を身につけるための教育課程として、各学部・学科に設

置する科目を体系的に編成し、講義・演習等を組み合わせた授業を行うことを明記している。併せ

て、教育課程の実施に係る「教育課程の構成と目的」、「教育課程上の各種取組」および「学修成果

の評価方法」についても方針を定めている。また、学部・各学科の CP では、冒頭において DP に

掲げる目標を達成するための教育課程となっていることが分かる記述を行ったうえで、「学位授与

の方針を踏まえた教育課程編成の方針」「学位授与の方針を踏まえた教育課程実施の方針」「教育内

容・方法」を明記している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修成果は授与する学位にふさわしいかの検証 

【現状説明】 

本学では、「三つの方針（DP・CP・AP）策定要領」に基づき、学部・学科の教育課程の編成・

実施方針に記載する項目を「学位授与の方針を踏まえた教育課程編成の方針」「学位授与の方針を

踏まえた教育課程実施の方針」「教育内容・方法」の 3 項目とし、全学（学部）の教育課程の編成・

実施方針において、「学修成果の評価方法」を示し、アセスメントプラン、カリキュラム・マップ

により検証することとしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

学修成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的

に編成する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講と、各授業科目の到達

目標の明確化 

【現状説明】 

各授業科目の到達目標については、統一のフォーマットにより作成しているシラバスにおいて

明記している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

②学修の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当および学びの過程の可視化 

【現状説明】 

学部・学科の教育課程は、順次性及び体系性に配慮して「転換・導入科目」「教養科目」「外国語

科目」「専門科目」の 4 つの科目区分で編成している。また、「専門科目」においても、基礎から応

用・発展的内容へ段階的に学ぶことができるよう教育課程を編成しており、学修の順次性に配慮し

て年次配当を行っている。さらに、「科目ナンバリング」によっても、順次性及び体系性を明確な

ものにしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学生の学修時間の考慮とそれを踏まえた単位設定 

【現状説明】 

大学設置基準第 21 条に定められた単位制度の趣旨に基づき、学則第 5 条の 5 において規定して

いる。これに基づいて、各授業科目の単位を適切に設定している。また、シラバスに具体的な準備

学修の内容と学修時間を明示することとしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜授業内容・方法について＞ 

(1) 達成目標 

課程修了時に求められる学修成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっている。また、学

生が学修を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業形態、授業方法の適切性（学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学修成果

および教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られていること） 

 

99



【現状説明】 

講義形式は最大 300 名程度、演習形式は学生数に一定の制限を設け、原則として最大 50 名程

度、実験・実習形式は原則として 10 名程度としており、授業形態に配慮した１授業当たりの学生

数として適切である。哲学科では、演習形式の授業については、1 学年最大 15 名を目安として学

生数に制限を設け、演習授業の効果が薄れないよう配慮している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②遠隔授業の効果的な活用（自らの方針に沿って、適した授業科目に用いられていること。また、

効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

哲学科では、概ね 300 名を越える授業はオンライン授業とし、教員学生間の即応性が疎外され

ないように努めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応 

【現状説明】 

2 年次から始まるゼミナールの選択においては、1 年次の通年授業「哲学の手ほどき」を通じて

行う各専門分野の説明や、複数回行う希望調査とレポートによって、学修状況に応じたゼミ選択が

可能になるよう工夫している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

100



評価の視点 

④単位の実質化を図る措置（単位制度の趣旨に沿った学修内容、学修時間の確保が適切であるこ

と） 

【現状説明】 

・単位の実質化を図るための措置としては、「大学設置基準」の趣旨に基づき、学士課程について

は各年次における 1 年間の履修登録単位数の上限数を 50 単位未満に設定している（資格課程関

連科目を除く）。また、各学期の授業期間を 15 週に設定し、卒業要件単位は 124 単位としてい

る。これらの情報は、『学修ガイドブック』に記載し、学生に対し周知している。 

・文学部では、第 3 期大学評価において、一定数の学生が 50 単位以上履修していることについて

の質問を受け、「次期のカリキュラム改正（実施時期は現時点で未定）において文学部各学科の

教育課程を見直す際には、学年によって偏った履修登録単位数となることを避けるための方策

（必修科目等の配置、各授業科目の配当年次、年間履修上限単位の設定等）を検討するとともに、

全学的には「教員養成系の学部・学科を設置していない本学における教職課程等の取扱い」をテ

ーマに議論し、従来の履修指導のみによらない単位の実質化を図るための措置を講じる必要が

あると考えています」と回答している。哲学科では、『学修ガイドブック』で、各学年次で修得

する単位の目安を明示している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学修を進めるために十分

な内容であること） 

【現状説明】 

シラバスは、統一のフォーマットにより作成している。シラバスには、「到達目標」「講義概要」

「講義計画（講義のテーマ、概要、予習・復習の内容及びそれに要する時間などを記載）」「課題に

対するフィードバックの方法」「教科書・参考書」「成績評価方法・基準」「履修上の留意点」を必

須項目としている。この他、担当教員へのアクセスを任意項目としている。これにより、学生が授

業のための事前の準備や事後の展開などを行うことができる授業の工程表として機能するような

内容となっている。2020（令和 2）年度からは、新たに「卒業認定・学位授与方針との関連」を必

須の項目として設けることで、当該授業科目と DP との関連性を明確にした。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

101



【問題点】 

該当なし。 

 

＜単位認定・学位授与について＞ 

(1) 達成目標 

成績評価、単位認定および学位授与を適切に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①成績評価および単位認定の客観的かつ厳格、公正、公平な実施 

【現状説明】 

成績評価の客観性を担保するための措置として、本学（学部・学科）では、GPA 制度を導入し

ている。具体的には、学則第 17 条第 2 項において、試験の成績は、100 点満点とし、60 点以上を

合格とし、60 点未満を不合格とするとしている。また、成績評価の細分は、定期試験規程第 11 条

において規定しており、成績評価の区分に応じてグレード・ポイントを付与し、GPA を算出して

いる。なお、これらの内容は、履修ガイダンスをとおして学生に対し周知しているほか、『学修ガ

イドブック』にも情報を掲載している。成績評価の厳格性を担保するための措置として、本学（学

部・学科）では、各授業科目のシラバスに「到達目標」「授業計画」「成績評価の方法及び基準」を

明示し、これに基づいて厳格な成績評価を行っている。学生からの成績評価に関する疑義の申し立

てに対しては、カリキュラム委員会（教務委員会）が中心になって対応することで厳格性を担保し

ている。哲学科では、卒業論文については主査・副査の複数態勢で各学生に対して 30 分の口述試

験を行った上で、主査・副査合議の上で評価を決定し、かつ学科会議において偏りがないか確認し

ている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②成績評価および単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）の学生への明

示 

【現状説明】 

文学部の各学科は卒業論文（もしくは卒業研究、卒業論文・制作）を必修とし、「手引き」を定

めて、体裁や提出期限などを厳格に運用している。また提出された卒業論文（卒業研究、卒業論

文・制作）は口述試験やプレゼンテーションなどの審査を経て評価され、内容が一定の水準を満た

さなければ、単位が認定されない。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等の適切性 

【現状説明】 

他大学等で修得した単位や入学前に修得した単位の認定に関しては、大学設置基準に基づき適

切に行っている。学則第 5 条の 3 第 1 項において、「本大学は、教育上有益と認めるときは、次に

掲げる単位を、本大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる」と規定

し、また、同条第 2 項において、「本大学は、教育上有益と認めるときは、次に掲げる学修を、本

大学における授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。(1)短期大学又は高等専門

学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修 (2)本大学へ入学する前の前号の学

修」と規定している。これらの規定により修得したものとみなし、又は授与することのできる単位

数については、同条第 3 項において「学生が編入学又は学士入学をした場合を除き、60 単位を超

えないものとする」としている。なお、既修得単位の認定にあたっては、単位制度の趣旨に基づい

て授業内容・時間等を確認し、カリキュラム委員会（教務委員会）、教授会の議を経て厳正に行わ

れている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④学位授与における実施手続および体制の明確化 

【現状説明】 

学位授与に係る責任体制、手続は、学則第 18 条及び学位規程において規定し、これに基づき学

部教授会規程を定め、教授会において審議し、適切に行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

⑤卒業認定・学位授与の方針に則した、適切な学位授与 

【現状説明】 

学位授与に関しては、各学部・学科ごとに定めた DP を踏まえ、学則第 18 条及び学位規程に明

示し、適切に授与されている。学部・学科の卒業要件は、学生に配付する『学修ガイドブック』に

あらかじめ明記するとともに、大学 HP においても公表している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学修成果の把握および評価について＞ 

(1) 達成目標 

卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果を適切に把握および評価する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果の適切な把握および評価（設定した学修

成果を把握・評価するために、指標や方法を適切に導入し、運用していること） 

【現状説明】 

学士課程教育における学修成果を示す共通観点の第 2 階層「知識・理解」「汎用的技能」「知識体

系に基づく思考と知の創出」「態度・志向性」の 4 観点で評価するとともに、三つの方針に対応し

た「大学レベル」「学位プログラムレベル」「授業科目レベル」でのチェック項目を設定し、学士課

程教育全体の実施状況を点検・評価している。 

また、この点検・評価プロセスを実現するために重要な、「測定可能な学修目標の設定」および

「各授業科目と学修目標との対応（カリキュラム・マップ）」を策定し、これらを組織的に活用す

ることで、各学位授与方針で定めた学修成果の実態を測定・把握することとしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜教育課程・内容・方法の点検・評価および改善・向上への取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教育課程およびその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組

む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、周

期等の明確化 

【現状説明】 

各学部・各研究科における教育課程及びその内容、方法の適切性については、各学部自己点検・

評価実施委員会及び各研究科自己点検・評価実施委員会において定期的に自己点検・評価を行い、

自己点検・評価の結果をもとに、改善・向上に向けた取組みを行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②適切な情報に基づく点検・評価（課程修了時に求められる学修成果の測定・評価結果や授業内外

における学生の学修状況、資格試験の取得状況、進路状況等の情報活用など） 

【現状説明】 

学期末や卒業論文口述試験後の学科会議において、教員の間で情報交換を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③自己点検・評価の客観性を高めるための工夫（外部の視点や学生の意見を取り入れるなど） 

【現状説明】 

兼任講師との交流会を不定期に開催し、意見を取り入れている。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびその内容、教育方法の改善・向上への取り組み 

【現状説明】 

学科会議において教員間で情報交換を行い、自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびそ

の内容、教育方法の改善・向上への取り組みを進めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜入学者受入れの方針について＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れの方針に基づき、学生募集および入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、入

学者選抜を公平、公正に実施する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①志願者に理解しやすい入学者受入れの方針の設定（入学前の学修歴、学力水準、能力等の求める

学生像や、入学希望者に求める水準等の判定方法の明示） 

【現状説明】 

本学では、卒業認定・学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針を踏まえた入学者受入れの

方針を定めており、大学 HP において公表している。この方針は、本学の教育目標である「社会知

性の開発」に向けた教育を行うために、多様な入学者選抜の方式により、大学入学までの教育課程

において「本学での学修の基礎となる知識・技能」「社会の諸課題の解決に取り組むための思考力

やコミュニケーション能力」「主体性を持って社会知性の開発を目指す態度」の各能力を身に付け

ている人材を求めているとしている。各学部・学科の AP も、全学の方針に基づき策定し、大学

HP・入学試験要項などにおいて公表している。この方針には、入学者に求める関心・意欲、資質・

能力等の人物像や判定方法が明確に示されており、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針に

も整合した内容となっている。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②入学者受入れの方針に沿った適切な体制・仕組みの構築および公平、公正な入学者選抜の実施 

【現状説明】 

一般選抜の各入学試験では、各学部の AP に基づき、本学での学修に必要と思われる基礎的学力

を中心に、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を多面的、総合的な観点から評価できると判

断し、従来の出題形式を継続することとした。また、一般選抜前期入学試験では従来どおり、英語

外部試験を活用する入学試験を実施することとした。学校推薦型選抜については、実施学部の AP

に基づき、従来の入学試験同様に「学力の 3 要素」の多面的、総合的な評価を実現するため、「学

校長による推薦書」「調査書」「志願者本人が記載する資料」等による評価に加え、指定校制推薦入

学試験では、新たな評価方法として「小論文」「面接」等を加えることとした。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備 

【現状説明】 

本学では、身体の障がい等により、受験上特別の配慮を必要とする場合は、出願に先立って問合

せを行うよう、入学試験要項にその旨を明記している。その際には、障がい学生支援室が中心とな

り、入学試験受験時の配慮、入学後の支援体制等について、関係所管を交えて事前相談の機会を設

けている。これにより、受験だけでなく修学していくうえでも、可能な限り配慮するようにしてい

る。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

④すべての志願者に対する情報提供の適切性 

【現状説明】 

授業その他の費用や経済的支援に関する情報提供は、『専修大学入学ガイド』や大学 HP などに

よって、適切に行っている。また、入学試験要項においても学費及び各種の奨学生制度について情

報提供を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜定員管理について＞ 

(1) 達成目標 

適切な定員を設定して入学者の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適正

に管理する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①各学部・学科、各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数の適正な維持 

【現状説明】 

本学の入学定員及び収容定員は、大学設置基準に基づき、教員組織、校地・校舎等の施設・設備

その他教育上の諸条件を総合的に考慮して、適切に設定している。また、収容定員の管理について

は、毎年度、定員充足率等を勘案し、これに基づき適正な合否判定を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②大幅な定員超過または定員未充足の場合における対策の適切性 

【現状説明】 

学部・学科における収容定員に対する在籍学生数の過剰又は未充足に関する対応のひとつとし

て、繰上合格制度が挙げられる。本制度の導入により、仮に入学定員が未充足となった場合におい

ても、繰上合格を行うことで、定員充足を図ることが可能としている。また、在籍学生数の適切な
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管理という観点から見ると、転部科試験の実施や低単位修得者への対策等を行うことで、退学・除

籍者の抑制を図っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜入学者受入れに関する点検・評価および改善に向けた取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①入学者の受け入れに関わる事項の定期的な点検・評価および当該事項における現状や成果が上

がっている取り組みおよび課題の適切な把握 

【現状説明】 

文学部では、入学試験制度や選考方法等について学部として検討する際には、各学科の学科会議

で検討された内容を、学部長、学科長、全学の入学試験委員（2 名）で議論・調整し、その結果を

教授会に付議している。学校推薦型選抜や特別入試（学部独自の入試）の問題作成、全ての入学試

験の判定については、学部長と、入学試験制度毎に学科から選出された入学試験判定委員が行って

いる。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②点検・評価の結果を活用した入学者の受け入れに関わる事項の改善・向上に向けた取り組みの

適切性 

【現状説明】 

学科会議において教員間で点検・評価の結果を検討し、入学者の受け入れに関わる事項の改善・

向上に向けた取り組みの適切性を図っている。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上 
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（05）文学部 歴史学科 

 

ʽگүڂݜ৏͹໪దͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ຌָ͗͝ܟΖཀྵ೨ʤ21 ੊نϑζϥϱʰऀճஎ੓͹֋൅ ʥɦͶخͰ͘ɼਕࡒү੔͹໪దͨ͹ଠ͹

 ৏͹໪దΝన઀Ͷઅఈ͢ޮනͤΖɽڂݜүگ

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅຌָ͗͝ܟΖཀྵ೨ΝಁΉ͓ɼָ෨ʀڂݜՌͶ͕͜Ζگүڂݜ৏͹໪ద͹໎֮Կ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

୉ָΝखΕऀ͏͢ݭ͚תճڧ؂͹รԿͶଲԢ͢ͱ͏͚ͪΌɼຌָͲͺɼ୉ָ͹خຌద͵๏޴੓Ν

સָద؏఼͖Δݗ౾͢ɼͨ ͹݃Վɼָݒ͹੠ਈͲ͍ΖʰऀճͶଲͤΖๅԺๆ࢕ ΝɦݳେదͶଌ͓௜

͢ɼ21 ੊نϑζϥϱͳ͢ͱʰऀճஎ੓͹֋൅ʤSocio-Intelligenceʥɦ Ν͝ܟɼ͞͹ϑζϥϱ͹΍ͳ

ର੏͹րַͶखΕૌ΋ͳͳ΍Ͷɼhڂݜүʀگ ָਫ਼ΝخຌͶੀ͓ͪ୉ָͰ͚ΕʱΝ೨ಆͶ੷ۅద͵

୉ָӣӨΝͮߨͱ͏Ζɽຌָ͹ 21 ੊نϑζϥϱʰऀճஎ੓͹֋൅ʱ͹۫ରద͵ਬ਒Ͷ͜޴ชָ෨

ͲͺɼָՌ͟ͳͶָଉ୊ 2 ড়͹ 2 Ͷ͕͏ͱɼਕࡒ͹཈੔ͶؖͤΖ໪దͨ͹ଠگүڂݜ৏͹໪దΝ

ఈΌͱ͏Ζɽ͞ΗΔ͹໪దͺɼ߶౵گүؖؽ͹໪దͳ͢ͱన઀Ͳ͍Ζɽྼָ࢛ՌͲͺɼָ࢞՟ఖگ

үͶ͕͜Ζָर੔ՎͶͯ͏ͱɼ৏͹ 21੊نϑζϥϱΝ௘఼Ͷੀ͓ͪ 3૜ߑଆ͖Δ͵Ζh ௪؏఼ʱڠ

Νઅఈ͢ͱ͏Ζɽ۫ରదͶͺɼ୊ 2 ֌૜ͳ͢ͱʰஎࣟʀཀྵմʱh ൜༽దٗ೵ʱh எࣟରܧͶخͰ͚ࢧ

ͳஎ͹૓ड़ʱhߡ ସౕʀ޴ࢦ੓ʱΝઅఈ͢ɼ୊ 3 ֌૜ͺ୊ 2 ֌૜ΝߍͶࡋ෾ʀ۫ରԿͪ͢ 10 ͹؏

఼Νઅఈ͢ͱ͏Ζɽ͵͕ɼָՌ͟ͳ͹ DP ͺɼ୊ 2 ֌૜͹֦؏఼Ν໤དͪ͢΍͹ͳ͵ͮͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆگүڂݜ৏͹໪ద͹گ৮ҽɼָਫ਼΃͹बஎ͕Γ;ऀճ΃͹ޮන 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ຌָ͹໪దͺɼָଉ୊ 1 ড়Ͷ໎͢ىɼਕࡒ͹཈੔ͶؖͤΖ໪దͨ͹ଠگүڂݜ৏͹໪దͶͯ͏

ͱͺɼָଉ୊ 2 ড়͹ 2 Ͷ͕͏ͱన઀Ͷ໎ࣖ͢ͱ͏Ζɽָ෨ʀָՌ͹໪దͺͨΗͩΗ୉ָ HP ϙʖ

ϞϘʖζʤ৚ๅޮ֋ʥͶ͕͏ͱबஎɼޮනͤΖͳͳ΍Ͷɼ̡ ָरΪ΢χϔρέʳͶ΍͢ࡎܟɼָਫ਼

৮ҽͶଲ͢बஎ͢ͱ͏Ζɽྼָ࢛ՌͲͺɼָՌΨϓΡεϡϩگ;ٶ HP Ͷ͕͏ͱ΍گү৏͹໪ద

Νबஎɼޮන͢ͱ͏ΖɽΉͪॵ೧࣏͹ָՌΨϨΦϱτʖεϥϱͲָਫ਼Ͷबஎ͢ͱ͏Ζɽ 
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ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽָर੔Վ͹໎֮ԿͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ୣ੔ͤ΄ָ͘र੔ՎΝ໎֮Ͷ͢ɼگүʀָर͹خຌద͵͍Ε๏Ν໎Δ͖ͶͤΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅଖۂ೟ఈʀָҒद༫͹๏ਓͶ͕͏ͱɼָ ਫ਼͗रಚͤ΄͘எࣟɼٗ ೵ɼସౕ౵͹ָर੔Վ͹໎֮Կ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ָ෨ʀָՌͲͺɼָ࢞՟ఖگүͶ͕͜Ζָर੔ՎͶͯ͏ͱɼຌָ͹ 21 ੊نϑζϥϱͲ͍Ζʰऀ

ճஎ੓͹֋൅ʱΝ௘఼Ͷੀ͓ͪ 3 ૜ߑଆ͖Δ͵Ζʰڠ௪؏఼ʱΝઅఈ͢ͱ͏Ζɽ۫ରదͶͺɼ୊ 2

֌૜ͳ͢ͱʰஎࣟʀཀྵմʱh ൜༽దٗ೵ʱh எࣟରܧͶخͰ͚ߡࢧͳஎ͹૓ड़ʱh ସౕʀ޴ࢦ੓ʱΝ

અఈ͢ɼ୊ 3 ֌૜ͺ୊ 2 ֌૜ΝߍͶϔϪ΢έξΤϱͪ͢ 10 ͹؏఼Νઅఈ͢ͱ͏Ζɽ͵͕ɼָՌ͟

ͳ͹ DP ͺɼ୊ 2 ֌૜͹֦؏఼Ν໤དͪ͢΍͹ͳ͵ͮͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆگү՟ఖฦ੔ʀࣰࢬ͹๏ਓͶ͕͏ͱɼָ र੔ՎΝୣ੔ͤΖͪΌͶචགྷ͵گү՟ఖ͕Γ;گүʀָ

र͹๏๑͹໎֮Կ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ຌָͲͺɼસָ͹ͯࢀ͹๏ਓΝઅఈͤΖͳͳ΍Ͷɼָ ෨ʀָ֦Ռ͹ͯࢀ͹๏ਓΝઅఈ͢ͱ͏Ζɽ

સָ͹ CP ͲͺɼDP Ͷ͝ܟΖ࣯ࣁΏ೵ྙΝਐͶͯ͜ΖͪΌ͹گү՟ఖͳ͢ͱɼָ֦෨ʀָՌͶઅ

஖ͤΖՌ໪ΝରܧదͶฦ੔͢ɼٝߪʀԍस౵ΝૌΊ߻ΚͦͪदۂΝ͑͞ߨͳΝ໎͢ىͱ͏Ζɽญͦ

ͱɼگү՟ఖ͹ࣰࢬͶܐΖʰگү՟ఖ͹ߑ੔ͳ໪ద ɼɦh ү՟ఖ৏͹֦झखૌʱ͕Γ;ʰָर੔Վگ

͹඲Ճ๏๑ʱͶͯ͏ͱ΍๏ਓΝఈΌͱ͏ΖɽΉͪɼָ෨ʀָ֦Ռ͹ CP Ͳͺɼ๱ಆͶ͕͏ͱ DP Ͷ

Ͳɼh͓͑ͪͮߨफ़Νىү՟ఖͳ͵ͮͱ͏Ζ͞ͳ͗෾͖ΖگΖ໪ඬΝୣ੔ͤΖͪΌ͹͝ܟ ָҒद༫

͹๏ਓΝಁΉ͓ͪگү՟ఖฦ੔͹๏ਓʱhָҒद༫͹๏ਓΝಁΉ͓ͪگү՟ఖࣰࢬ͹๏ਓʱhگү಼

༲ʀ๏๑ʱΝ໎͢ىͱ͏Ζɽ 
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ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇָर੔Վͺद༫ͤΖָҒͶ΀͠Κ͢͏͖͹ৄݗ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ຌָͲͺɼh ү՟ఖ͹ฦ੔ʀگͰ͘ɼָ෨ʀָՌ͹خఈགྷ྘ʱͶࡨ͹๏ਓʤDPʀCPʀAPʥͯࢀ

ү՟ఖฦ੔͹๏ਓʱhگ໪ΝʰָҒद༫͹๏ਓΝಁΉ͓ͪߴΖͤࡎى๏ਓͶࢬࣰ ָҒद༫͹๏ਓΝ

ಁΉ͓ͪگү՟ఖࣰࢬ͹๏ਓʱh ү಼༲ʀ๏๑ʱ͹گ 3 ү՟ఖ͹ฦ੔ʀگ໪ͳ͢ɼસָʤָ෨ʥ͹ߴ

๏ਓͶ͕͏ͱɼhࢬࣰ ָर੔Վ͹඲Ճ๏๑ʱΝࣖ͢ɼΠιηϟϱφϕϧϱɼΩϨΫϣϧϞʀϜρϕ

ͶΓΕͤৄݗΖ͞ͳͳ͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽگү՟ఖͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ָर੔Վ͹ୣ੔Ͷͯ͵͗ΖΓָ֦͑Ғ՟ఖͶ΀͠Κ͢͏दۂՌ໪Ν֋અ͢ɼگү՟ఖΝରܧద

Ͷฦ੔ͤΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅद༫ͤΖָҒͳ੖͢߻઒໵෾໼͹ָ໲ରܧ౵Ͷ΍నͮͪदۂՌ໪͹֋ߪͳɼ֦दۂՌ໪͹౺ୣ

໪ඬ͹໎֮Կ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

֦दۂՌ໪͹౺ୣ໪ඬͶͯ͏ͱͺɼ౹Ҳ͹ϓΧʖϜρφͶΓΕࡠ੔͢ͱ͏ΖεϧώηͶ͕͏ͱ

 ͱ͏Ζɽ͢ى໎

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 
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ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆָर͹ॳ࣏੓Ͷഓྂͪ͢दۂՌ໪͹೧࣏ʀָغഓ౲͕Γ;ָ;͹գఖ͹ՆࢻԿ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ָ෨ʀָՌ͹گү՟ఖͺɼॳ࣏੓ٶ;ରܧ੓Ͷഓྂ͢ͱʰ఺׷ʀ಍೘Ռ໪ʱh ཈Ռ໪ʱhگ ޢࠅ֐

Ռ໪ʱh ઒໵Ռ໪ʱ͹ 4 ͯ͹Ռ໪ۢ෾Ͳฦ੔͢ͱ͏ΖɽΉͪɼh ઒໵Ռ໪ʱͶ͕͏ͱ΍ɼ͖ેخΔԢ

༽ʀ൅ఴద಼༲΃ஊ֌దͶָ΁͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑گү՟ఖΝฦ੔͢ͱ͕Εɼָ र͹ॳ࣏੓Ͷഓྂ͢

ͱ೧࣏ഓ౲Νͮߨͱ͏Ζɽ͠ΔͶɼh Ռ໪ψϱώϨϱήʱͶΓͮͱ΍ɼॳ࣏੓ٶ;ରܧ੓Ν໎֮͵

΍͹Ͷ͢ͱ͏Ζɽྼ ָ࢛ՌͲͺɼྼ ָ࢛΃͹ཀྵմͳٗढ़Νஊ֌దͶָरͲ͘ΖΓ͑චरՌ໪ɼ͕ Γ

;મ୔චरՌ໪Ν೧࣏ഓ౲͢ͱ͏ΖɽΉͪɼསरϠυϩΝ෵਼఑ҌͤΖ͞ͳͶΓͮͱָरգఖΝՆ

 Կ͢ͱ͏Ζɽࢻ

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇָਫ਼͹ָर࣎ؔ͹ྂߡͳͨΗΝಁΉ͓ͪୱҒઅఈ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

୉ָઅ஖خ६୊ 21 ড়ͶఈΌΔΗͪୱҒ੏ౕ͹टࢭͶخͰ͘ɼָ ଉ୊ 5 ড়͹ 5 Ͷ͕͏ͱوఈ͢ͱ

͏Ζɽ͞ ΗͶخͰ͏ͱɼ֦ दۂՌ໪͹ୱҒΝన઀Ͷઅఈ͢ͱ͏ΖɽΉͪɼεϧώηͶ۫ରద͵६ඍ

ָर͹಼༲ͳָर࣎ؔΝ໎ࣖͤΖ͞ͳͳ͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽद಼ۂ༲ʀ๏๑Ͷͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

՟ఖर྅࣎ͶٽΌΔΗΖָर੔Վ͹ୣ੔͹ͪΌͶన઀͵दܙۂସɼ๏๑Νͳͮͱ͏ΖɽΉͪɼָ

ਫ਼ָ͗रΝқཋద͖ͯްՎదͶ਒ΌΖͪΌ͹ࢨ಍ΏࢩԋΝॉ෾Ͷ͑ߨɽ 
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(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅदܙۂସɼदۂ๏๑͹న઀੓ʤָ෨ʀڂݜՌ͹گүڂݜ৏͹໪దΏ՟ఖर྅࣎ͶٽΌΖָर੔Վ

͕Γ;گү՟ఖ͹ฦ੔ʀࣰࢬ๏ਓͶԢͣͪ΍͹Ͳ͍Εɼغଶ͠ΗͪްՎ͗ಚΔΗͱ͏Ζ͞ͳʥ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

୉࠹ͺࣞܙٝߪ 300 ໌ఖౕɼԍसࣞܙͺָਫ਼਼ͶҲఈ͹੏ݸΝઅ͜ɼݬଉͳ͢ͱ࠹୉ 50 ໌ఖ

ౕɼࣰݩʀࣰसࣞܙͺݬଉͳ͢ͱ 10 ໌ఖౕͳ͢ͱ͕ΕɼदܙۂସͶഓྂͪ̏͢दۂ౲ͪΕ͹ָਫ਼

਼ͳ͢ͱన઀Ͳ͍Ζɽྼָ࢛ՌͲͺɼࣞܙٝߪͺ࠹୉ 120 ໌ఖౕɼԍसࣞܙͺҲָ೧͍ͪΕ͹ָ

ਫ਼਼Νฑۋ 10 ໌ఖౕͳ͢ɼदܙۂସͶԢͣͱన઀͵ָਫ਼਼Ͷ͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆԗֶदۂ͹ްՎద͵׈༽ʤࣙΔ͹๏ਓͶԌͮͱɼనͪ͢दۂՌ໪Ͷ༽͏ΔΗͱ͏Ζ͞ͳɽΉͪɼ

ްՎద͵दۂͳ͵ΖΓ͑͵޽෋Νͣߪɼغଶ͠ΗͪްՎ͗ಚΔΗͱ͏Ζ͞ͳʥ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

 ͱ͏͵͏ɽͮߨয়ͲͺɼָՌಢࣙ͹खΕૌΊͺݳ

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇָरয়ڱͶԢͣͪέϧη෾͜͵ʹɼָਫ਼͹ଡ༹੓΃͹ଲԢ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

 ͱ͏͵͏ɽͮߨয়ͲͺɼָՌಢࣙ͹खΕૌΊͺݳ

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 
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඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶈୱҒ͹ࣰ࣯ԿΝਦΖી஖ʤୱҒ੏ౕ͹टࢭͶԌָͮͪर಼༲ɼָर࣎ؔ͹֮ฯ͗న઀Ͳ͍Ζ͞

ͳʥ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ʀୱҒ͹ࣰ࣯ԿΝਦΖͪΌ͹ી஖ͳ͢ͱͺɼh ୉ָઅ஖خ६ʱ͹टࢭͶخͰ͘ɼָ࢞՟ఖͶͯ͏ͱ

ͺ֦೧࣏Ͷ͕͜Ζ 1 ೧ؔ͹སरౌ࿧ୱҒ਼͹৏਼ݸΝ 50 ୱҒາຮͶઅఈ͢ͱ͏Ζʤ֪ࣁ՟ఖؖ

࿊Ռ໪Νঈ͚ʥɽΉͪɼָ֦غ͹दؔغۂΝ 15 ुͶઅఈ͢ɼଖۂགྷ݇ୱҒͺ 124 ୱҒͳ͢ͱ͏

Ζɽ͞ΗΔ͹৚ๅͺɼ̡ ָरΪ΢χϔρέʳͶ͢ࡎىɼָਫ਼Ͷଲ͢बஎ͢ͱ͏Ζɽ 

ʀชָ෨Ͳͺɼ୊ 3 ୉ָ඲ՃͶ͕͏ͱɼҲఈ਼͹ָਫ਼͗غ 50 ୱҒҐ৏སर͢ͱ͏Ζ͞ͳͶͯ͏ͱ

͹࣯໲Νण͜ɼh ͲາఈʥͶ͕͏ͱชָ෨ָ֦Ռ͹఼࣎ݳͺغ࣎ࢬ͹ΩϨΫϣϧϞրਜ਼ʤࣰغ࣏

ࡨͶͺɼָ೧ͶΓͮͱยͮͪསरౌ࿧ୱҒ਼ͳ͵Ζ͞ͳΝඈ͜ΖͪΌ͹๏ࡏ௜ͤݡү՟ఖΝگ

ʤචरՌ໪౵͹ഓ஖ɼ֦ दۂՌ໪͹ഓ౲೧࣏ɼ೧ؔསर৏ݸୱҒ͹અఈ౵ʥΝݗ౾ͤΖͳͳ΍Ͷɼ

સָదͶͺh ৮՟ఖ౵͹खѽ͏گ͹ָ෨ʀָՌΝઅ஖͢ͱ͏͵͏ຌָͶ͕͜Ζܧҽ཈੔گ Νɦτ

ʖϜͶ٠࿨͢ɼॊཔ͹སरࢨ಍͹ΊͶΓΔ͵͏ୱҒ͹ࣰ࣯ԿΝਦΖͪΌ͹ી஖ΝͣߪΖචགྷ͗

͍Ζͳ͓ߡͱ͏Ήͤ ͳɦյ౶͢ͱ͏Ζɽྼ ָ࢛ՌͲͺɼ֦ ָ೧Ͳ͹སरୱҒ਼ͶยΕ͗ਫ਼ͣ͵͏

Γ͑ɼ2ʛ4 ೧࣏ͶསरͲ͘Ζમ୔઒໵Ռ໪Νଡ਼અ͜ͱ͏Ζɽ̡ ָरΪ΢χϔρέʳͲɼָ֦೧

࣏ͲरಚͤΖୱҒ͹໪҈Ν໎ࣖ͢ͱ͏ΖɽΉͪ෵਼͹སरϠυϩΝ୉ָ HP Ͳ఑Ҍ͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶉεϧώη͹ࡠ੔ͳ׈༽ʤָਫ਼͗दۂ͹಼༲Ώ໪దΝཀྵմ͢ɼްՎదͶָरΝ਒ΌΖͪΌͶॉ෾

͵಼༲Ͳ͍Ζ͞ͳʥ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

εϧώηͺɼ౹Ҳ͹ϓΧʖϜρφͶΓΕࡠ੔͢ͱ͏ΖɽεϧώηͶͺɼh ౺ୣ໪ඬʱh གྷʱ֕ٝߪ

ʰܯٝߪժʤٝߪ͹τʖϜɼ֕གྷɼ༩सʀ෰स͹಼༲ٶ;ͨΗͶགྷͤΖ࣎ؔ͵ʹΝࡎىʥɦʰ՟ୌͶ

ଲͤΖϓΡʖχώρέ͹๏๑ʱh ॽʱhߡࢂՌॽʀگ ੔੹඲Ճ๏๑ʀخ६ʱh སर৏͹ཻқ఼ʱΝච

ਤߴ໪ͳ͢ͱ͏Ζɽ͞ ͹ଠɼ୴౲گҽ΃͹ΠέιηΝ೜қߴ໪ͳ͢ͱ͏Ζɽ͞ΗͶΓΕɼָ ਫ਼͗द

͵೵ͤΖΓ͑ؽఖනͳ͢ͱ޽͹ۂͳ͗Ͳ͘Ζद͑͞ߨ͹ఴ֋͵ʹΝޛࣆ઴͹६ඍΏࣆ͹ͪΌ͹ۂ

಼༲ͳ͵ͮͱ͏Ζɽ2020ʤྫ࿪ 2ʥ೧ౕ͖Δͺɼ৿ͪͶʰଖۂ೟ఈʀָҒद༫๏ਓͳ͹ؖ࿊ʱΝච

ਤ͹ߴ໪ͳ͢ͱઅ͜Ζ͞ͳͲɼ౲֚दۂՌ໪ͳ DP ͳ͹ؖ࿊੓Ν໎֮Ͷͪ͢ɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 
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ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽୱҒ೟ఈʀָҒद༫Ͷͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

੔੹඲ՃɼୱҒ೟ఈ͕Γ;ָҒद༫Νన઀Ͷ͑ߨɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅ੔੹඲Ճ͕Γ;ୱҒ೟ఈ͹ٮ؏ద͖֪ͯݭɼޮਜ਼ɼޮฑ͵ࣰࢬ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

੔੹඲Ճ͹ٮ؏੓Ν୴ฯͤΖͪΌ͹ી஖ͳ͢ͱɼຌָʤָ෨ʀָՌʥͲͺɼGPA ੏ౕΝ಍೘͢

ͱ͏Ζɽ۫ରదͶͺɼָଉ୊ 17 ড়୊ 2 ͹੔੹ͺɼ100ݩࢾͶ͕͏ͱɼߴ ఼ຮ఼ͳ͢ɼ60 ఼Ґ৏Ν

ͳ͢ɼ60֪߻ ఼າຮΝ෈֪߻ͳͤΖͳ͢ͱ͏ΖɽΉͪɼ੔੹඲Ճ͹ࡋ෾ͺɼఈوݩࢾغఖ୊ 11 ড়

Ͷ͕͏ͱوఈ͢ͱ͕Εɼ੔੹඲Ճ͹ۢ෾ͶԢͣͱήϪʖχʀϛ΢ϱφΝ෉༫͢ɼGPA Νࢋड़͢ͱ

͏Ζɽ͵͕ɼ͞ΗΔ͹಼༲ͺɼསरΪ΢ξϱηΝͳ͕͢ͱָਫ਼Ͷଲ͢बஎ͢ͱ͏ΖΆ͖ɼ̡ ָरΪ

΢χϔρέʳͶ΍৚ๅΝ͢ࡎܟͱ͏Ζɽ੔੹඲Ճ͹֪ݭ੓Ν୴ฯͤΖͪΌ͹ી஖ͳ͢ͱɼຌ ʤָָ

෨ʀָՌʥͲͺɼ֦दۂՌ໪͹εϧώηͶʰ౺ୣ໪ඬʱh दܯۂժʱh ੔੹඲Ճ͹๏๑خ;ٶ६ʱΝ

໎ࣖ͢ɼ͞ ΗͶخͰ͏ͱ֪ݭ͵੔੹඲ՃΝͮߨͱ͏Ζɽָ ਫ਼͖Δ͹੔੹඲ՃͶؖͤΖٛٝ͹ਅཱི͢

ͱͶଲ͢ͱͺɼΩϨΫϣϧϞҗҽճʤگແҗҽճʥ͗ ஦ৼͶ͵ͮͱଲԢͤΖ͞ͳͲ֪ݭ੓Ν୴ฯ͢

ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆ੔੹඲Ճ͕Γ;ୱҒ೟ఈͶ͖͖Ζخ६ʀघକʤָਫ਼͖Δ͹෈ෲਅཱི΃͹ଲԢ؜΋ʥ͹ָਫ਼΃͹໎

ࣖ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ชָ෨͹ָ֦Ռͺଖۂ࿨ชʤ΍͚͢ͺଖڂݜۂɼଖۂ࿨ชʀ੏ࡠʥΝචरͳ͢ɼh घӀ͘ʱΝఈ

ΌͱɼରࡍΏ఑ड़ݸغ͵ʹΝ֪ݭͶӣ༽͢ͱ͏ΖɽΉͪ఑ड़͠Ηͪଖۂ࿨ชʤଖڂݜۂɼଖۂ࿨

ชʀ੏ࡠʥͅ ͱ඲Ճ͠Ηɼ಼ܨΏϕϪκϱτʖεϥϱ͵ʹ͹৻ࠬΝݩࢾफ़޳ ༲͗Ҳఈ͹ਭ६Νຮͪ

͠͵͜ΗͻɼୱҒ͗೟ఈ͠Η͵͏ɽྼָ࢛ՌͲͺɼଖۂ࿨ช͹ରࡍΝʲชָ෨࣎ؔׄʳͲ໎ࣖ͢ͱ

͏Ζɽ֦گҽ΍ԍसͲɼର͕ࡍΓ;ྼָ࢛Ռͳ͢ͱ͹ڠ௪͹඲Ճخ६Ͷͯ͏ͱઈ໎ɽࢨ಍͢ͱ͏

Ζɽ 
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ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇعरಚୱҒΏࣰભద͵೵ྙΝरಚ͢ͱ͏ΖंͶଲͤΖୱҒ͹೟ఈ౵͹న઀੓ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ଠ୉ָ౵Ͳरಚͪ͢ୱҒΏ೘ָ઴Ͷरಚͪ͢ୱҒ͹೟ఈͶؖ͢ͱͺɼ୉ָઅ஖خ६ͶخͰ͘న

઀Ͷͮߨͱ͏Ζɽָଉ୊ 5 ড়͹ 3 ୊ 1 Ͷ͕͏ͱɼhߴ ຌ୉ָͺɼگү৏༙ӻͳ೟ΌΖͳ͘ͺɼ࣏Ͷ

Ռ໪͹སरͶΓΕरಚͪ͢΍͹ͳΊ͵ͤ͞ͳ͗Ͳ͘ΖۂΖୱҒΝɼຌ୉ָͶ͕͜Ζद͝ܟ ͳɦوఈ

͢ɼΉͪɼಋড়୊ 2 Ͷ͕͏ͱɼhߴ ຌ୉ָͺɼگү৏༙ӻͳ೟ΌΖͳ͘ͺɼ࣏Ͷ͝ܟΖָरΝɼຌ

୉ָͶ͕͜ΖदۂՌ໪͹སरͳΊ͵͢ɼୱҒΝद༫ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ(1)୻غ୉ָ຤ͺ߶౵઒໵

͹ָߺՌͶ͕͜Ζָरͨ͹ଠช෨Ռָ୉਋͗ఈΌΖָर (2)ຌ୉ָ΃೘ָͤΖ઴͹઴ߊ͹઒ߏָ

र ͳɦوఈ͢ͱ͏Ζɽ͞ ΗΔ͹وఈͶΓΕरಚͪ͢΍͹ͳΊ͵͢ɼ຤ͺद༫ͤΖ͞ͳ͹Ͳ͘ΖୱҒ

਼Ͷͯ͏ͱͺɼಋড়୊ 3 Νঈ͘ɼ60߻Ͷ͕͏ͱʰָਫ਼͗ฦ೘ָ຤ͺָ࢞೘ָΝͪ͢৖ߴ ୱҒΝ௔

͓͵͏΍͹ͳͤΖ ͳɦ͢ͱ͏Ζɽ͵͕ɼعरಚୱҒ͹೟ఈͶ͍ͪͮͱͺɼୱҒ੏ౕ͹टࢭͶخͰ͏

ͱद಼ۂ༲ʀ࣎ؔ౵Ν֮೟͢ɼΩϨΫϣϧϞҗҽճʤگແҗҽճʥɼگदճ͹٠Νܨͱݭਜ਼ͶߨΚ

Ηͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶈָҒद༫Ͷ͕͜Ζࣰࢬघକ͕Γ;ର੏͹໎֮Կ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ָҒद༫ͶܐΖ੻೜ର੏ɼघକͺɼָଉ୊ 18 ড়ٶ;ָҒوఖͶ͕͏ͱوఈ͢ɼ͞ΗͶخͰָ͘

෨گदճوఖΝఈΌɼگदճͶ͕͏ͱ৻٠͢ɼన઀Ͷͮߨͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 
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඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶉଖۂ೟ఈʀָҒद༫͹๏ਓͶଉͪ͢ɼన઀͵ָҒद༫ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ָҒद༫Ͷؖ͢ͱͺɼָ֦෨ʀָՌ͟ͳͶఈΌͪ DP ΝಁΉ͓ɼָଉ୊ 18 ড়ٶ;ָҒوఖͶ໎

ࣖ͢ɼన઀Ͷद༫͠Ηͱ͏Ζɽָ෨ʀָՌ͹ଖۂགྷ݇ͺɼָਫ਼Ͷഓ෉ͤΖʲָरΪ΢χϔρέʳͶ

͍Δ͖ͣΌ໎ͤىΖͳͳ΍Ͷɼ୉ָ HP Ͷ͕͏ͱ΍ޮන͢ͱ͏Ζɽྼ ָ࢛ՌͲͺɼॵ೧࣎͹ָՌΪ

΢ξϱηͶ͕͏ͱʲָरΪ΢χϔρέʳࡎى͹ଖۂགྷ݇Νָਫ਼Ͷबஎ͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽָर੔Վ͹೼Ѵ͕Γ;඲ՃͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ଖۂ೟ఈʀָҒद༫͹๏ਓͶ໎ָࣖͪ͢ਫ਼͹ָर੔ՎΝన઀Ͷ೼Ѵ͕Γ;඲ՃͤΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅଖۂ೟ఈʀָҒद༫͹๏ਓͶ໎ָࣖͪ͢ਫ਼͹ָर੔Վ͹న઀͵೼Ѵ͕Γ;඲Ճʤઅఈָͪ͢र

੔ՎΝ೼Ѵʀ඲ՃͤΖͪΌͶɼࢨඬΏ๏๑Νన઀Ͷ಍೘͢ɼӣ༽͢ͱ͏Ζ͞ͳʥ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ָ࢞՟ఖگүͶ͕͜Ζָर੔ՎΝࣖͤڠ௪؏఼͹୊ 2 ֌૜h எࣟʀཀྵմʱh ൜༽దٗ೵ʱh எࣟର

ͳஎ͹૓ड़ʱhߡࢧͰ͚خͶܧ ସౕʀ޴ࢦ੓ʱ͹ 4 ؏఼Ͳ඲ՃͤΖͳͳ΍Ͷɼͯࢀ͹๏ਓͶଲԢ͢

ͪʰ୉ָϪϗϩʱh ָҒϕϫήϧϞϪϗϩʱh दۂՌ໪ϪϗϩʱͲ͹οΥρέߴ໪Νઅఈ͢ɼָ࢞՟

ఖگүસର͹ࣰࢬয়ڱΝ఼ݗʀ඲Ճ͢ͱ͏Ζɽ 

Ήͪɼ͞͹఼ݗʀ඲ՃϕϫιηΝࣰͤݳΖͪΌͶ॑གྷ͵ɼh ଎ఈՆ೵͵ָर໪ඬ͹અఈʱ͕Γ;

ʰ֦दۂՌ໪ͳָर໪ඬͳ͹ଲԢʤΩϨΫϣϧϞʀϜρϕʥɦ Νࡨఈ͢ɼ͞ΗΔΝૌ৭దͶ׈༽ͤ

Ζ͞ͳͲɼ֦ ָҒद༫๏ਓͲఈΌָͪर੔Վ͹ࣰସΝ଎ఈʀ೼ѴͤΖ͞ͳͳ͢ͱ͏Ζɽྼ ָ࢛ՌͲ

ͺɼ֦ԍसͶ͕͏ͱɼଖۂ࿨ชࣧජͶ͜޴ͱ͹஦ؔϪϛʖφࡠ੔ʀ൅න͹ؽճΝ෵਼յઅఈ͢ɼָ

ਫ਼͹ָरգఖ͹೼ѴͶ౔Όͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 
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ʽگү՟ఖʀ಼༲ʀ๏๑͹఼ݗʀ඲Ճ͕Γ;րવʀ޴৏΃͹खΕૌΊͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ͱखΕૌ͜޴৏Ͷ޴ʀ඲Ճ͢ɼրવʀݗదͶ఼غү๏๑Ͷͯ͏ͱఈگү՟ఖ͕Γ;ͨ͹಼༲ɼگ

΋ɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅگү՟ఖ͕Γ;ͨ͹಼༲ɼگү๏๑ͶؖͤΖࣙݗ఼ހʀ඲Ճ͹خ६ɼର੏ɼ๏๑ɼϕϫιηɼब

 ౵͹໎֮Կغ

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ָ֦෨ʀ֦ڂݜՌͶ͕͜Ζگү՟ఖٶ;ͨ͹಼༲ɼ๏๑͹న઀੓Ͷͯ͏ͱͺɼָ֦෨ࣙݗ఼ހʀ

඲Ճࣰࢬҗҽճڂݜ֦;ٶՌࣙݗ఼ހʀ඲ՃࣰࢬҗҽճͶ͕͏ͱఈغదͶࣙݗ఼ހʀ඲ՃΝ͏ߨɼ

 ͱ͏ΖɽͮߨखૌΊΝͪ͜޴৏Ͷ޴ʀ඲Ճ͹݃ՎΝ΍ͳͶɼրવʀݗ఼ހࣙ

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆన઀͵৚ๅͶخͰ఼͚ݗʀ඲Ճʤ՟ఖर྅࣎ͶٽΌΔΗΖָर੔Վ͹଎ఈʀ඲Ճ݃ՎΏद֐಼ۂ

Ͷ͕͜Ζָਫ਼͹ָरয়ڱɼݩࢾ֪ࣁ͹खಚয়ڱɼ਒࿑য়ڱ౵͹৚ๅ׈༽͵ʹʥ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

 ͱ͏͵͏ɽͮߨয়ͲͺɼָՌಢࣙ͹खΕૌΊͺݳ

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇࣙݗ఼ހʀ඲Ճ͹ٮ؏੓Ν߶ΌΖͪΌ͹޽෋ʤ֐෨͹఼ࢻΏָਫ਼͹қݡΝखΕ೘ΗΖ͵ʹʥ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

 ͱ͏͵͏ɽͮߨয়ͲͺɼָՌಢࣙ͹खΕૌΊͺݳ
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ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶈࣙݗ఼ހʀ඲Ճ͹݃ՎΝگͪ͢༼׈ү՟ఖ͕Γ;ͨ͹಼༲ɼگү๏๑͹րવʀ޴৏΃͹खΕૌΊ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ྼָ࢛ՌͲͺɼॵ೧࣎ԍस಼༲Νڠ௪ԿͤΖ͞ͳͶΓΕɼָՌͲ͹ָर͕Γ;ଖۂͶචགྷ͵خ

ે೵ྙ͹ָਫ਼͟ͳ͹सಚౕ͏߻Νన઀Ͷ೼ѴͤΖΓ͑Ͷ౔Όͱ͏ΖɽΉͪɼָՌճ٠Ͷ͕͏ͱ໲

ୌ఼Νڠ ʀ༙ݗ౾͢ɼ࣏ ೧ౕԍस಼༲͹րવ͕Γ;֦گҽ͹گү๏๑͹րવʀ޴৏Ͷ౔Όͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽ೘ָंण೘Η͹๏ਓͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

೘ָंण೘Η͹๏ਓͶخͰ͘ɼָ ਫ਼ูॄ͕Γ;೘ָंમൊ͹੏ౕΏӣӨର੏Νన઀Ͷ੖ඍ͢ɼ೘

ָंમൊΝޮฑɼޮਜ਼ͶࣰͤࢬΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅंبࢦͶཀྵմ͢Ώͤ͏೘ָंण೘Η͹๏ਓ͹અఈʤ೘ָ઴͹ָरྼɼָ ྙਭ६ɼ೵ྙ౵͹ٽΌΖ

ָਫ਼଀Ώɼ೘ָس๮ंͶٽΌΖਭ६౵͹൓ఈ๏๑͹໎ࣖʥ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ຌָͲͺɼଖۂ೟ఈʀָҒद༫͹๏ਓگ;ٶү՟ఖฦ੔ʀࣰࢬ͹๏ਓΝಁΉ͓ͪ೘ָंण೘Η͹

๏ਓΝఈΌͱ͕Εɼ୉ָ HP Ͷ͕͏ͱޮන͢ͱ͏Ζɽ͞͹๏ਓͺɼຌָ͹گү໪ඬͲ͍Ζh ऀճஎ

੓͹֋൅ Ͷɦگͪ͜޴үΝͪ͑ߨΌͶɼଡ༹͵೘ָंમൊ͹๏ࣞͶΓΕɼ୉ָ೘ָΉͲ͹گү՟ఖ

Ͷ͕͏ͱʰຌָͲ͹ָर͹ેخͳ͵Ζஎࣟʀٗ೵ʱh ऀճ͹ঀ՟ୌ͹մ݀ͶखΕૌ΋ͪΌ͹ྙߡࢧ

Ώαϝϣωίʖεϥϱ೵ྙʱh कର੓Ν࣍ͮͱऀճஎ੓͹֋൅Ν໪ͤࢨସౕʱ͹֦೵ྙΝਐͶ෉͜

ͱ͏ΖਕࡒΝٽΌͱ͏Ζͳ͢ͱ͏Ζɽָ֦෨ʀָՌ͹ AP ΍ɼસָ͹๏ਓͶخͰ͘ࡨఈ͢ɼ୉ָ

HPʀ೘ָݩࢾགྷߴ͵ʹͶ͕͏ͱޮන͢ͱ͏Ζɽ͞ ͹๏ਓͶͺɼ೘ָंͶٽΌΖؖৼʀқཋɼ࣯ࣁʀ

೵ྙ౵͹ਕ෼଀Ώ൓ఈ๏๑͗໎֮Ͷࣖ͠Ηͱ͕Εɼָ Ғद༫๏ਓگ;ٶү՟ఖ͹ฦ੔ʀࣰࢬ๏ਓͶ

΍੖಼ͪ͢߻༲ͳ͵ͮͱ͏Ζɽ 
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ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆ೘ָंण೘Η͹๏ਓͶԌͮͪన઀͵ର੏ʀ࢕ૌΊ͹ߑ஛͕Γ;ޮฑɼޮਜ਼͵೘ָंમൊ͹ࣰࢬ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

Ҳൢમൊ͹֦೘ָݩࢾͲͺɼ֦ ָ෨͹ AP ͶخͰ͘ɼຌָͲ͹ָरͶචགྷͳࢧΚΗΖેخదָྙ

Ν஦ৼͶɼh எࣟʀٗ೵ʱh ద͵؏఼͖Δ඲ՃͲ͘Ζͳ൓߻૱ʱΝଡ໚దɼྙݳʀ൓இྙʀනྙߡࢧ

இ͢ɼॊཔ͹ड़ୌࣞܙΝܩକͤΖ͞ͳͳͪ͢ɽΉͪɼҲൢમൊ઴غ೘ָݩࢾͲͺॊཔʹ͕Εɼӵޢ

෨͹ָࢬમൊͶͯ͏ͱͺɼࣰܗਬપߏΖ͞ͳͳͪ͢ɽָͤࢬΝࣰݩࢾΖ೘ָͤ༼׈Νݩࢾ෨֐ AP

ͶخͰ͘ɼॊཔ͹೘ָݩࢾಋ༹Ͷʰָྙ͹ 3 གྷોʱ͹ଡ໚దɼ૱߻ద͵඲ՃΝࣰͤݳΖͪΌɼh ָ

ௗͶΓΖਬપॽʱhߏ ௒ࠬॽʱh ੏ਬપ೘ߏఈࢨྋʱ౵ͶΓΖ඲ՃͶՅ͓ɼࣁΖͤࡎىຌਕ͗ंبࢦ

Ͳͺɼ৿ͪ͵඲Ճ๏๑ͳ͢ͱʰঘ࿨ชʱhݩࢾָ ໚ંʱ౵ΝՅ͓Ζ͞ͳͳͪ͢ɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇಝพ͵ഓྂΝචགྷͳͤΖंبࢦͶଲԢͤΖ࢕ૌΊ͹੖ඍ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ຌָͲͺɼਐର͹্͗͏౵ͶΓΕɼणݩ৏ಝพ͹ഓྂΝචགྷͳͤΖ৖߻ͺɼड़بͶ઎ཱིͮͱ໲߻

ͦΝ͑ߨΓ͑ɼ೘ָݩࢾགྷߴͶͨ͹ࢭΝ໎͢ىͱ͏Ζɽͨ ͹ࡏͶͺɼ্ ͗͏ָਫ਼ࢩԋ࣪͗஦ৼͳ͵

Εɼ೘ָݩࢾण࣎ݩ͹ഓྂɼ೘ָޛ͹ࢩԋର੏౵Ͷͯ͏ͱɼؖ ճΝઅؽ઴૮஌͹ࣆॶ؇Νި͓ͱܐ

͜ͱ͏Ζɽ͞ ΗͶΓΕɼणͫ͜ݩͲ͵͚रָ͢ͱ͏͚͓͑Ͳ΍ɼՆ೵͵ݸΕഓྂͤΖΓ͑Ͷ͢ͱ͏

Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 
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඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶈͤ΄ͱ͹ंبࢦͶଲͤΖ৚ๅ఑ڛ͹న઀੓ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

दͨۂ͹ଠ͹ඇ༽ΏࡃܨదࢩԋͶؖͤΖ৚ๅ఑ڛͺɼ̡ ઒र୉ָ೘ָΪ΢χʳΏ୉ָ HP ͵ʹͶ

Γͮͱɼన઀Ͷͮߨͱ͏ΖɽΉͪɼ೘ָݩࢾགྷߴͶ͕͏ͱ΍ָඇٶ;֦झ͹ওָਫ਼੏ౕͶͯ͏ͱ৚

ๅ఑ڛΝͮߨͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽఈҽ؇ཀྵͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

న઀͵ఈҽΝઅఈ͢ͱ೘ָं͹ण͜೘ΗΝ͑ߨͳͳ΍Ͷɼࡑ੸ָਫ਼਼Νफ༲ఈҽͶخͰ͘నਜ਼

Ͷ؇ཀྵͤΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅָ֦෨ʀָՌɼ֦ڂݜՌʀ઒ߊ͹೘ָं਼Ώࡑ੸ָਫ਼਼͹నਜ਼͵ң࣍ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ຌָ͹೘ָఈҽٶ;फ༲ఈҽͺɼ୉ָઅ஖خ६ͶخͰ͘ɼگҽૌ৭ɼߏஏʀࣹߏ౵͹ࢬઅʀઅඍ

ͨ͹ଠگү৏͹ঀড়݇Ν૱߻దͶྂ͢ߡͱɼన઀Ͷઅఈ͢ͱ͏ΖɽΉͪɼफ༲ఈҽ͹؇ཀྵͶͯ͏ͱ

ͺɼຘ೧ౕɼఈҽैଏི౵ΝרҌ͢ɼ͞ΗͶخͰ͘నਜ਼͵߻൳൓ఈΝͮߨͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

ྼָ࢛ՌͲͺɼգڊ͹घକർིɼ೘ָंർིΝרҌ͢ͱ߻൳൓ఈΝͮߨͱ͏Ζ͗ɼ2023 ೧ౕʛ

2024 ೧ౕͺɼ૟ఈҐ৏Ͷ೘ָं͗ଡ͚ɼఈҽ௔գͳ͵ͮͪɽௗغదࢻ໼Ͷͪͬͯͯ΍ɼΓΕనਜ਼

 චགྷ͍͗Ζɽͤࢨ൳൓ఈΝ໪߻͵

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆ୉෱͵ఈҽ௔գΉͪͺఈҽາैଏ͹৖߻Ͷ͕͜Ζଲࡨ͹న઀੓ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ָ෨ʀָՌͶ͕͜Ζफ༲ఈҽͶଲͤΖࡑ੸ָਫ਼਼͹գ৔຤ͺາैଏͶؖͤΖଲԢ͹ͽͳͯͳ͢
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ͱɼ܃৏֪߻੏ౕ͗͝ڏΔΗΖɽຌ੏ౕ͹಍೘ͶΓΕɼՀͶ೘ָఈҽ͗າैଏͳ͵ͮͪ৖߻Ͷ͕͏

ͱ΍ɼ܃৏֪߻Ν͑͞ߨͳͲɼఈҽैଏΝਦΖ͞ͳ͗Ն೵ͳ͢ͱ͏ΖɽΉͪɼࡑ੸ָਫ਼਼͹న઀͵

؇ཀྵͳ͏͑؏఼͖ΔݡΖͳɼ఺෨Ռݩࢾ͹ࣰࢬΏఁୱҒरಚं΃͹ଲࡨ౵Ν͑͞ߨͳͲɼୂ ָʀঈ

੸ं͹ཊ੏Νਦͮͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽ೘ָंण೘ΗͶؖͤΖ఼ݗʀ඲Ճ͕Γ;րવͶͪ͜޴खΕૌΊͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

೘ָंण೘ΗͶؖΚΖয়ڱΝఈغదͶ఼ݗʀ඲Ճ͢ɼրવʀ޴৏Ͷ͜޴ͱखΕૌ΋ɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅ೘ָं͹ण͜೘ΗͶؖΚΖߴࣆ͹ఈغద͵఼ݗʀ඲Ճ͕Γ;౲֚ߴࣆͶ͕͜Ζݳয়Ώ੔Վ͗৏

͗ͮͱ͏ΖखΕૌΊ͕Γ;՟ୌ͹న઀͵೼Ѵ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ชָ෨Ͳͺɼ೘ָݩࢾ੏ౕΏમߡ๏๑౵Ͷͯ͏ͱָ෨ͳ͢ͱݗ౾ͤΖࡏͶͺɼ֦ ָՌ͹ָՌճ٠

Ͳݗ౾͠Η಼ͪ༲Νɼָ෨ௗɼָՌௗɼસָ͹೘ָݩࢾҗҽʤ2 ໌ʥͲ٠࿨ʀ௒੖͢ɼͨ͹݃ՎΝ

दճͶ෉٠͢ͱ͏Ζɽָگ ࢾ੔ɼસͱ͹೘ָࡠʥ͹໲ୌࢾʤָ෨ಢࣙ͹೘ࢾમൊΏಝพ೘ܗਬપߏ

͹൓ఈͶͯ͏ͱͺɼָݩ ෨ௗͳɼ೘ָݩࢾ੏ౕຘͶָՌ͖Δમड़͠Ηͪ೘ָݩࢾ൓ఈҗҽ͗ͮߨͱ

͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆ఼ݗʀ඲Ճ͹݃ՎΝ׈༽ͪ͢೘ָं͹ण͜೘ΗͶؖΚΖߴࣆ͹րવʀ޴৏Ͷͪ͜޴खΕૌΊ͹

న઀੓ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

 ͱ͏͵͏ɽͮߨয়ͲͺɼָՌಢࣙ͹खΕૌΊͺݳ
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ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

Ґ ৏ 
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（05）文学部 環境地理学科 

 

ʽگүڂݜ৏͹໪దͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ຌָ͗͝ܟΖཀྵ೨ʤ21 ੊نϑζϥϱʰऀճஎ੓͹֋൅ ʥɦͶخͰ͘ɼਕࡒү੔͹໪దͨ͹ଠ͹

 ৏͹໪దΝన઀Ͷઅఈ͢ޮනͤΖɽڂݜүگ

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅຌָ͗͝ܟΖཀྵ೨ΝಁΉ͓ɼָ෨ʀڂݜՌͶ͕͜Ζگүڂݜ৏͹໪ద͹໎֮Կ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

୉ָΝखΕऀ͏͢ݭ͚תճڧ؂͹รԿͶଲԢ͢ͱ͏͚ͪΌɼຌָͲͺɼ୉ָ͹خຌద͵๏޴੓Ν

સָద؏఼͖Δݗ౾͢ɼͨ ͹݃Վɼָݒ͹੠ਈͲ͍ΖʰऀճͶଲͤΖๅԺๆ࢕ ΝɦݳେదͶଌ͓௜

͢ɼ21 ੊نϑζϥϱͳ͢ͱʰऀճஎ੓͹֋൅ʤSocio-Intelligenceʥɦ Ν͝ܟɼ͞͹ϑζϥϱ͹΍ͳ

ର੏͹րַͶखΕૌ΋ͳͳ΍Ͷɼhڂݜүʀگ ָਫ਼ΝخຌͶੀ͓ͪ୉ָͰ͚ΕʱΝ೨ಆͶ੷ۅద͵

୉ָӣӨΝͮߨͱ͏Ζɽຌָ͹ 21 ੊نϑζϥϱʰऀճஎ੓͹֋൅ʱ͹۫ରద͵ਬ਒Ͷ͜޴ชָ෨

ͲͺɼָՌ͟ͳͶָଉ୊ 2 ড়͹ 2 Ͷ͕͏ͱɼਕࡒ͹཈੔ͶؖͤΖ໪దͨ͹ଠگүڂݜ৏͹໪దΝ

ఈΌͱ͏Ζɽ͞ΗΔ͹໪దͺɼ߶౵گүؖؽ͹໪దͳ͢ͱన઀Ͳ͍Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆگүڂݜ৏͹໪ద͹گ৮ҽɼָਫ਼΃͹बஎ͕Γ;ऀճ΃͹ޮන 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ຌָ͹໪దͺɼָଉ୊ 1 ড়Ͷ໎͢ىɼਕࡒ͹཈੔ͶؖͤΖ໪దͨ͹ଠگүڂݜ৏͹໪దͶͯ͏

ͱͺɼָଉ୊ 2 ড়͹ 2 Ͷ͕͏ͱన઀Ͷ໎ࣖ͢ͱ͏Ζɽָ෨ʀָՌ͹໪దͺͨΗͩΗ୉ָ HP ϙʖ

ϞϘʖζʤ৚ๅޮ֋ʥͶ͕͏ͱबஎɼޮනͤΖͳͳ΍Ͷɼ̡ ָरΪ΢χϔρέʳͶ΍͢ࡎܟɼָਫ਼

 ৮ҽͶଲ͢बஎ͢ͱ͏Ζɽگ;ٶ

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 
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ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽָर੔Վ͹໎֮ԿͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ୣ੔ͤ΄ָ͘र੔ՎΝ໎֮Ͷ͢ɼگүʀָर͹خຌద͵͍Ε๏Ν໎Δ͖ͶͤΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅଖۂ೟ఈʀָҒद༫͹๏ਓͶ͕͏ͱɼָ ਫ਼͗रಚͤ΄͘எࣟɼٗ ೵ɼସౕ౵͹ָर੔Վ͹໎֮Կ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ָ෨ʀָՌͲͺɼָ࢞՟ఖگүͶ͕͜Ζָर੔ՎͶͯ͏ͱɼຌָ͹ 21 ੊نϑζϥϱͲ͍Ζʰऀ

ճஎ੓͹֋൅ʱΝ௘఼Ͷੀ͓ͪ 3 ૜ߑଆ͖Δ͵Ζʰڠ௪؏఼ʱΝઅఈ͢ͱ͏Ζɽ۫ରదͶͺɼ୊ 2

֌૜ͳ͢ͱʰஎࣟʀཀྵմʱh ൜༽దٗ೵ʱh எࣟରܧͶخͰ͚ߡࢧͳஎ͹૓ड़ʱh ସౕʀ޴ࢦ੓ʱΝ

અఈ͢ɼ୊ 3 ֌૜ͺ୊ 2 ֌૜ΝߍͶϔϪ΢έξΤϱͪ͢ 10 ͹؏఼Νઅఈ͢ͱ͏Ζɽ͵͕ɼָՌ͟

ͳ͹ DP ͺɼ୊ 2 ֌૜͹֦؏఼Ν໤དͪ͢΍͹ͳ͵ͮͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆگү՟ఖฦ੔ʀࣰࢬ͹๏ਓͶ͕͏ͱɼָ र੔ՎΝୣ੔ͤΖͪΌͶචགྷ͵گү՟ఖ͕Γ;گүʀָ

र͹๏๑͹໎֮Կ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ຌָͲͺɼસָ͹ͯࢀ͹๏ਓΝઅఈͤΖͳͳ΍Ͷɼָ ෨ʀָ֦Ռ͹ͯࢀ͹๏ਓΝઅఈ͢ͱ͏Ζɽ

સָ͹ CP ͲͺɼDP Ͷ͝ܟΖ࣯ࣁΏ೵ྙΝਐͶͯ͜ΖͪΌ͹گү՟ఖͳ͢ͱɼָ֦෨ʀָՌͶઅ

஖ͤΖՌ໪ΝରܧదͶฦ੔͢ɼٝߪʀԍस౵ΝૌΊ߻ΚͦͪदۂΝ͑͞ߨͳΝ໎͢ىͱ͏Ζɽญͦ

ͱɼگү՟ఖ͹ࣰࢬͶܐΖʰگү՟ఖ͹ߑ੔ͳ໪ద ɼɦh ү՟ఖ৏͹֦झखૌʱ͕Γ;ʰָर੔Վگ

͹඲Ճ๏๑ʱͶͯ͏ͱ΍๏ਓΝఈΌͱ͏ΖɽΉͪɼָ෨ʀָ֦Ռ͹ CP Ͳͺɼ๱ಆͶ͕͏ͱ DP Ͷ

Ͳɼh͓͑ͪͮߨफ़Νىү՟ఖͳ͵ͮͱ͏Ζ͞ͳ͗෾͖ΖگΖ໪ඬΝୣ੔ͤΖͪΌ͹͝ܟ ָҒद༫

͹๏ਓΝಁΉ͓ͪگү՟ఖฦ੔͹๏ਓʱhָҒद༫͹๏ਓΝಁΉ͓ͪگү՟ఖࣰࢬ͹๏ਓʱhگү಼

༲ʀ๏๑ʱΝ໎͢ىͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

127



 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇָर੔Վͺद༫ͤΖָҒͶ΀͠Κ͢͏͖͹ৄݗ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ຌָͲͺɼh ү՟ఖ͹ฦ੔ʀگͰ͘ɼָ෨ʀָՌ͹خఈགྷ྘ʱͶࡨ͹๏ਓʤDPʀCPʀAPʥͯࢀ

ү՟ఖฦ੔͹๏ਓʱhگ໪ΝʰָҒद༫͹๏ਓΝಁΉ͓ͪߴΖͤࡎى๏ਓͶࢬࣰ ָҒद༫͹๏ਓΝ

ಁΉ͓ͪگү՟ఖࣰࢬ͹๏ਓʱh ү಼༲ʀ๏๑ʱ͹گ 3 ү՟ఖ͹ฦ੔ʀگ໪ͳ͢ɼસָʤָ෨ʥ͹ߴ

๏ਓͶ͕͏ͱɼhࢬࣰ ָर੔Վ͹඲Ճ๏๑ʱΝࣖ͢ɼΠιηϟϱφϕϧϱɼΩϨΫϣϧϞʀϜρϕ

ͶΓΕͤৄݗΖ͞ͳͳ͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽگү՟ఖͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ָर੔Վ͹ୣ੔Ͷͯ͵͗ΖΓָ֦͑Ғ՟ఖͶ΀͠Κ͢͏दۂՌ໪Ν֋અ͢ɼگү՟ఖΝରܧద

Ͷฦ੔ͤΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅद༫ͤΖָҒͳ੖͢߻઒໵෾໼͹ָ໲ରܧ౵Ͷ΍నͮͪदۂՌ໪͹֋ߪͳɼ֦दۂՌ໪͹౺ୣ

໪ඬ͹໎֮Կ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

֦दۂՌ໪͹౺ୣ໪ඬͶͯ͏ͱͺɼ౹Ҳ͹ϓΧʖϜρφͶΓΕࡠ੔͢ͱ͏ΖεϧώηͶ͕͏ͱ

 ͱ͏Ζɽ͢ى໎

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 
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඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆָर͹ॳ࣏੓Ͷഓྂͪ͢दۂՌ໪͹೧࣏ʀָغഓ౲͕Γ;ָ;͹գఖ͹ՆࢻԿ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ָ෨ʀָՌ͹گү՟ఖͺɼॳ࣏੓ٶ;ରܧ੓Ͷഓྂ͢ͱʰ఺׷ʀ಍೘Ռ໪ʱh ཈Ռ໪ʱhگ ޢࠅ֐

Ռ໪ʱh ઒໵Ռ໪ʱ͹ 4 ͯ͹Ռ໪ۢ෾Ͳฦ੔͢ͱ͏ΖɽΉͪɼh ઒໵Ռ໪ʱͶ͕͏ͱ΍ɼ͖ેخΔԢ

༽ʀ൅ఴద಼༲΃ஊ֌దͶָ΁͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑گү՟ఖΝฦ੔͢ͱ͕Εɼָ र͹ॳ࣏੓Ͷഓྂ͢

ͱ೧࣏ഓ౲Νͮߨͱ͏Ζɽ͠ΔͶɼh Ռ໪ψϱώϨϱήʱͶΓͮͱ΍ɼॳ࣏੓ٶ;ରܧ੓Ν໎֮͵

΍͹Ͷ͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇָਫ਼͹ָर࣎ؔ͹ྂߡͳͨΗΝಁΉ͓ͪୱҒઅఈ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

୉ָઅ஖خ६୊ 21 ড়ͶఈΌΔΗͪୱҒ੏ౕ͹टࢭͶخͰ͘ɼָ ଉ୊ 5 ড়͹ 5 Ͷ͕͏ͱوఈ͢ͱ

͏Ζɽ͞ ΗͶخͰ͏ͱɼ֦ दۂՌ໪͹ୱҒΝన઀Ͷઅఈ͢ͱ͏ΖɽΉͪɼεϧώηͶ۫ରద͵६ඍ

ָर͹಼༲ͳָर࣎ؔΝ໎ࣖͤΖ͞ͳͳ͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽद಼ۂ༲ʀ๏๑Ͷͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

՟ఖर྅࣎ͶٽΌΔΗΖָर੔Վ͹ୣ੔͹ͪΌͶన઀͵दܙۂସɼ๏๑Νͳͮͱ͏ΖɽΉͪɼָ

ਫ਼ָ͗रΝқཋద͖ͯްՎదͶ਒ΌΖͪΌ͹ࢨ಍ΏࢩԋΝॉ෾Ͷ͑ߨɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅदܙۂସɼदۂ๏๑͹న઀੓ʤָ෨ʀڂݜՌ͹گүڂݜ৏͹໪దΏ՟ఖर྅࣎ͶٽΌΖָर੔Վ

͕Γ;گү՟ఖ͹ฦ੔ʀࣰࢬ๏ਓͶԢͣͪ΍͹Ͳ͍Εɼغଶ͠ΗͪްՎ͗ಚΔΗͱ͏Ζ͞ͳʥ 
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ʴݳয়ઈ໎ʵ 

୉࠹ͺࣞܙٝߪ 300 ໌ఖౕɼԍसࣞܙͺָਫ਼਼ͶҲఈ͹੏ݸΝઅ͜ɼݬଉͳ͢ͱ࠹୉ 50 ໌ఖ

ౕɼࣰݩʀࣰसࣞܙͺݬଉͳ͢ͱ 10 ໌ఖౕͳ͢ͱ͕ΕɼदܙۂସͶഓྂͪ̏͢दۂ౲ͪΕ͹ָਫ਼

਼ͳ͢ͱన઀Ͳ͍Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆԗֶदۂ͹ްՎద͵׈༽ʤࣙΔ͹๏ਓͶԌͮͱɼనͪ͢दۂՌ໪Ͷ༽͏ΔΗͱ͏Ζ͞ͳɽΉͪɼ

ްՎద͵दۂͳ͵ΖΓ͑͵޽෋Νͣߪɼغଶ͠ΗͪްՎ͗ಚΔΗͱ͏Ζ͞ͳʥ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

৖͖Δϧ΢ϔഓ৶Ήͪͺϕݳʀ௒ࠬڂݜ͹֐୴౲ͤΖҲ෨͹઒໵Ռ໪Ͷ͕͏ͱɼԲ͗ࢥߪ೜݋

ϪʀϪαʖχಊժ͹ΨϱυϜϱχഓ৶ΝࡀΕ೘ΗͪԗֶदۂΝͪͮߨɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

Δɼӫ଀ʀԽ੢Ν༽͏ͱ۫ରదͶմઈͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽͨ͗͵͢༼׈Νڱ৖͹য়ݳ ΗͶΓͮͱ

ྡ৖͗״૓ड़͠Ηɼஏཀྵָ͹઒໵Ռ໪ͳ͢ͱָरқཋ͹ً׫ʀң࣍͗غଶͲ͘Ζɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇָरয়ڱͶԢͣͪέϧη෾͜͵ʹɼָਫ਼͹ଡ༹੓΃͹ଲԢ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

 ͱ͏͵͏ɽͮߨয়ͲͺɼָՌಢࣙ͹खΕૌΊͺݳ

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶈୱҒ͹ࣰ࣯ԿΝਦΖી஖ʤୱҒ੏ౕ͹टࢭͶԌָͮͪर಼༲ɼָर࣎ؔ͹֮ฯ͗న઀Ͳ͍Ζ͞

ͳʥ 
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ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ʀୱҒ͹ࣰ࣯ԿΝਦΖͪΌ͹ી஖ͳ͢ͱͺɼh ୉ָઅ஖خ६ʱ͹टࢭͶخͰ͘ɼָ࢞՟ఖͶͯ͏ͱ

ͺ֦೧࣏Ͷ͕͜Ζ 1 ೧ؔ͹སरౌ࿧ୱҒ਼͹৏਼ݸΝ 50 ୱҒາຮͶઅఈ͢ͱ͏Ζʤ֪ࣁ՟ఖؖ

࿊Ռ໪Νঈ͚ʥɽΉͪɼָ֦غ͹दؔغۂΝ 15 ुͶઅఈ͢ɼଖۂགྷ݇ୱҒͺ 124 ୱҒͳ͢ͱ͏

Ζɽ͞ΗΔ͹৚ๅͺɼ̡ ָरΪ΢χϔρέʳͶ͢ࡎىɼָਫ਼Ͷଲ͢बஎ͢ͱ͏Ζɽ 

ʀชָ෨Ͳͺɼ୊ 3 ୉ָ඲ՃͶ͕͏ͱɼҲఈ਼͹ָਫ਼͗غ 50 ୱҒҐ৏སर͢ͱ͏Ζ͞ͳͶͯ͏ͱ

͹࣯໲Νण͜ɼh ͲາఈʥͶ͕͏ͱชָ෨ָ֦Ռ͹఼࣎ݳͺغ࣎ࢬ͹ΩϨΫϣϧϞրਜ਼ʤࣰغ࣏

ࡨͶͺɼָ೧ͶΓͮͱยͮͪསरౌ࿧ୱҒ਼ͳ͵Ζ͞ͳΝඈ͜ΖͪΌ͹๏ࡏ௜ͤݡү՟ఖΝگ

ʤචरՌ໪౵͹ഓ஖ɼ֦ दۂՌ໪͹ഓ౲೧࣏ɼ೧ؔསर৏ݸୱҒ͹અఈ౵ʥΝݗ౾ͤΖͳͳ΍Ͷɼ

સָదͶͺh ৮՟ఖ౵͹खѽ͏گ͹ָ෨ʀָՌΝઅ஖͢ͱ͏͵͏ຌָͶ͕͜Ζܧҽ཈੔گ Νɦτ

ʖϜͶ٠࿨͢ɼॊཔ͹སरࢨ಍͹ΊͶΓΔ͵͏ୱҒ͹ࣰ࣯ԿΝਦΖͪΌ͹ી஖ΝͣߪΖචགྷ͗

͍Ζͳ͓ߡͱ͏Ήͤʱͳյ౶͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶉεϧώη͹ࡠ੔ͳ׈༽ʤָਫ਼͗दۂ͹಼༲Ώ໪దΝཀྵմ͢ɼްՎదͶָरΝ਒ΌΖͪΌͶॉ෾

͵಼༲Ͳ͍Ζ͞ͳʥ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

εϧώηͺɼ౹Ҳ͹ϓΧʖϜρφͶΓΕࡠ੔͢ͱ͏ΖɽεϧώηͶͺɼh ౺ୣ໪ඬʱh གྷʱ֕ٝߪ

ʰܯٝߪժʤٝߪ͹τʖϜɼ֕གྷɼ༩सʀ෰स͹಼༲ٶ;ͨΗͶགྷͤΖ࣎ؔ͵ʹΝࡎىʥɦʰ՟ୌͶ

ଲͤΖϓΡʖχώρέ͹๏๑ʱh ॽʱhߡࢂՌॽʀگ ੔੹඲Ճ๏๑ʀخ६ʱh སर৏͹ཻқ఼ʱΝච

ਤߴ໪ͳ͢ͱ͏Ζɽ͞ ͹ଠɼ୴౲گҽ΃͹ΠέιηΝ೜қߴ໪ͳ͢ͱ͏Ζɽ͞ΗͶΓΕɼָ ਫ਼͗द

͵೵ͤΖΓ͑ؽఖනͳ͢ͱ޽͹ۂͳ͗Ͳ͘Ζद͑͞ߨ͹ఴ֋͵ʹΝޛࣆ઴͹६ඍΏࣆ͹ͪΌ͹ۂ

಼༲ͳ͵ͮͱ͏Ζɽ2020ʤྫ࿪ 2ʥ೧ౕ͖Δͺɼ৿ͪͶʰଖۂ೟ఈʀָҒद༫๏ਓͳ͹ؖ࿊ʱΝච

ਤ͹ߴ໪ͳ͢ͱઅ͜Ζ͞ͳͲɼ౲֚दۂՌ໪ͳ DP ͳ͹ؖ࿊੓Ν໎֮Ͷͪ͢ɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 
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ʽୱҒ೟ఈʀָҒद༫Ͷͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

੔੹඲ՃɼୱҒ೟ఈ͕Γ;ָҒद༫Νన઀Ͷ͑ߨɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅ੔੹඲Ճ͕Γ;ୱҒ೟ఈ͹ٮ؏ద͖֪ͯݭɼޮਜ਼ɼޮฑ͵ࣰࢬ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

੔੹඲Ճ͹ٮ؏੓Ν୴ฯͤΖͪΌ͹ી஖ͳ͢ͱɼຌָʤָ෨ʀָՌʥͲͺɼGPA ੏ౕΝ಍೘͢

ͱ͏Ζɽ۫ରదͶͺɼָଉ୊ 17 ড়୊ 2 ͹੔੹ͺɼ100ݩࢾͶ͕͏ͱɼߴ ఼ຮ఼ͳ͢ɼ60 ఼Ґ৏Ν

ͳ͢ɼ60֪߻ ఼າຮΝ෈֪߻ͳͤΖͳ͢ͱ͏ΖɽΉͪɼ੔੹඲Ճ͹ࡋ෾ͺɼఈوݩࢾغఖ୊ 11 ড়

Ͷ͕͏ͱوఈ͢ͱ͕Εɼ੔੹඲Ճ͹ۢ෾ͶԢͣͱήϪʖχʀϛ΢ϱφΝ෉༫͢ɼGPA Νࢋड़͢ͱ

͏Ζɽ͵͕ɼ͞ΗΔ͹಼༲ͺɼསरΪ΢ξϱηΝͳ͕͢ͱָਫ਼Ͷଲ͢बஎ͢ͱ͏ΖΆ͖ɼ̡ ָरΪ

΢χϔρέʳͶ΍৚ๅΝ͢ࡎܟͱ͏Ζɽ੔੹඲Ճ͹֪ݭ੓Ν୴ฯͤΖͪΌ͹ી஖ͳ͢ͱɼຌ ʤָָ

෨ʀָՌʥͲͺɼ֦दۂՌ໪͹εϧώηͶʰ౺ୣ໪ඬʱh दܯۂժʱh ੔੹඲Ճ͹๏๑خ;ٶ६ʱΝ

໎ࣖ͢ɼ͞ ΗͶخͰ͏ͱ֪ݭ͵੔੹඲ՃΝͮߨͱ͏Ζɽָ ਫ਼͖Δ͹੔੹඲ՃͶؖͤΖٛٝ͹ਅཱི͢

ͱͶଲ͢ͱͺɼΩϨΫϣϧϞҗҽճʤگແҗҽճʥ͗ ஦ৼͶ͵ͮͱଲԢͤΖ͞ͳͲ֪ݭ੓Ν୴ฯ͢

ͱ͏Ζɽ 

Ґ৏ͶՅ͓ͱɼڧ؂ஏཀྵָՌͲͺଖۂ࿨ช͹੔੹඲Ճʤ߻൳൓ఈʥΝ݋͸ͪ޳ಆ൅නճΝ೧ؔ 3

յ֋͢࠷ͱ͏ΖɽಝͶɼָ ߨ࿨ช͹સ఑ड़ं͗ड़ੰ͢ͱ࣯ٛԢ౶Νۂҽ͕Γ;ଖگ຦Ͷͺસ઒೜غ

श൅නճΝ࠹͑ 2 ೖؔͶΚͪͮͱ֋͢࠷ɼकࠬʀ෯ࠬΝ஦ৼͶસگҽ͹٠߻൓ఈͲ੔੹Ν඲Ճ͢

ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

ଖۂ࿨ช൅නճͲͺॶఈ͹෾ྖ͹൅නࣁྋʤϪζϣϟʥΝָਫ਼Ͷࣆ઴఑ड़ͦ͠ɼ݀ ΌΔΗͪ࣎ؔ

಼ͲϕϪκϱτʖεϥϱΝͮߨͱ઒೜گҽ౵ͳ͹࣯ٛԢ౶Ͷ͍ͪΖ͞ͳΝචਤͳ͢ͱ͏Ζɽ͞Η

ΔΝ௪ͣͱɼસگҽͶΓΖٮ؏దͲޮਜ਼͵඲ՃΝͮߨͱ͏Ζɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆ੔੹඲Ճ͕Γ;ୱҒ೟ఈͶ͖͖Ζخ६ʀघକʤָਫ਼͖Δ͹෈ෲਅཱི΃͹ଲԢ؜΋ʥ͹ָਫ਼΃͹໎

ࣖ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ชָ෨͹ָ֦Ռͺଖۂ࿨ชʤ΍͚͢ͺଖڂݜۂɼଖۂ࿨ชʀ੏ࡠʥΝචरͳ͢ɼh घӀ͘ʱΝఈ

ΌͱɼରࡍΏ఑ड़ݸغ͵ʹΝ֪ݭͶӣ༽͢ͱ͏ΖɽΉͪ఑ड़͠Ηͪଖۂ࿨ชʤଖڂݜۂɼଖۂ࿨

ชʀ੏ࡠʥͅ ͱ඲Ճ͠Ηɼ಼ܨΏϕϪκϱτʖεϥϱ͵ʹ͹৻ࠬΝݩࢾफ़޳ ༲͗Ҳఈ͹ਭ६Νຮͪ

132



 

͠͵͜ΗͻɼୱҒ͗೟ఈ͠Η͵͏ɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇعरಚୱҒΏࣰભద͵೵ྙΝरಚ͢ͱ͏ΖंͶଲͤΖୱҒ͹೟ఈ౵͹న઀੓ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ଠ୉ָ౵Ͳरಚͪ͢ୱҒΏ೘ָ઴Ͷरಚͪ͢ୱҒ͹೟ఈͶؖ͢ͱͺɼ୉ָઅ஖خ६ͶخͰ͘న

઀Ͷͮߨͱ͏Ζɽָଉ୊ 5 ড়͹ 3 ୊ 1 Ͷ͕͏ͱɼhߴ ຌ୉ָͺɼگү৏༙ӻͳ೟ΌΖͳ͘ͺɼ࣏Ͷ

Ռ໪͹སरͶΓΕरಚͪ͢΍͹ͳΊ͵ͤ͞ͳ͗Ͳ͘ΖۂΖୱҒΝɼຌ୉ָͶ͕͜Ζद͝ܟ ͳɦوఈ

͢ɼΉͪɼಋড়୊ 2 Ͷ͕͏ͱɼhߴ ຌ୉ָͺɼگү৏༙ӻͳ೟ΌΖͳ͘ͺɼ࣏Ͷ͝ܟΖָरΝɼຌ

୉ָͶ͕͜ΖदۂՌ໪͹སरͳΊ͵͢ɼୱҒΝद༫ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ(1)୻غ୉ָ຤ͺ߶౵઒໵

͹ָߺՌͶ͕͜Ζָरͨ͹ଠช෨Ռָ୉਋͗ఈΌΖָर (2)ຌ୉ָ΃೘ָͤΖ઴͹઴ߊ͹઒ߏָ

र ͳɦوఈ͢ͱ͏Ζɽ͞ ΗΔ͹وఈͶΓΕरಚͪ͢΍͹ͳΊ͵͢ɼ຤ͺद༫ͤΖ͞ͳ͹Ͳ͘ΖୱҒ

਼Ͷͯ͏ͱͺɼಋড়୊ 3 Νঈ͘ɼ60߻Ͷ͕͏ͱʰָਫ਼͗ฦ೘ָ຤ͺָ࢞೘ָΝͪ͢৖ߴ ୱҒΝ௔

͓͵͏΍͹ͳͤΖ ͳɦ͢ͱ͏Ζɽ͵͕ɼعरಚୱҒ͹೟ఈͶ͍ͪͮͱͺɼୱҒ੏ౕ͹टࢭͶخͰ͏

ͱद಼ۂ༲ʀ࣎ؔ౵Ν֮೟͢ɼΩϨΫϣϧϞҗҽճʤگແҗҽճʥɼگदճ͹٠Νܨͱݭਜ਼ͶߨΚ

Ηͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶈָҒद༫Ͷ͕͜Ζࣰࢬघକ͕Γ;ର੏͹໎֮Կ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ָҒद༫ͶܐΖ੻೜ର੏ɼघକͺɼָଉ୊ 18 ড়ٶ;ָҒوఖͶ͕͏ͱوఈ͢ɼ͞ΗͶخͰָ͘

෨گदճوఖΝఈΌɼگदճͶ͕͏ͱ৻٠͢ɼన઀Ͷͮߨͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 
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ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶉଖۂ೟ఈʀָҒद༫͹๏ਓͶଉͪ͢ɼన઀͵ָҒद༫ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ָҒद༫Ͷؖ͢ͱͺɼָ֦෨ʀָՌ͟ͳͶఈΌͪ DP ΝಁΉ͓ɼָଉ୊ 18 ড়ٶ;ָҒوఖͶ໎

ࣖ͢ɼన઀Ͷद༫͠Ηͱ͏Ζɽָ෨ʀָՌ͹ଖۂགྷ݇ͺɼָਫ਼Ͷഓ෉ͤΖʲָरΪ΢χϔρέʳͶ

͍Δ͖ͣΌ໎ͤىΖͳͳ΍Ͷɼ୉ָ HP Ͷ͕͏ͱ΍ޮන͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽָर੔Վ͹೼Ѵ͕Γ;඲ՃͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ଖۂ೟ఈʀָҒद༫͹๏ਓͶ໎ָࣖͪ͢ਫ਼͹ָर੔ՎΝన઀Ͷ೼Ѵ͕Γ;඲ՃͤΖɽ 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅଖۂ೟ఈʀָҒद༫͹๏ਓͶ໎ָࣖͪ͢ਫ਼͹ָर੔Վ͹న઀͵೼Ѵ͕Γ;඲Ճʤઅఈָͪ͢र

੔ՎΝ೼Ѵʀ඲ՃͤΖͪΌͶɼࢨඬΏ๏๑Νన઀Ͷ಍೘͢ɼӣ༽͢ͱ͏Ζ͞ͳʥ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ָ࢞՟ఖگүͶ͕͜Ζָर੔ՎΝࣖͤڠ௪؏఼͹୊ 2 ֌૜h எࣟʀཀྵմʱh ൜༽దٗ೵ʱh எࣟର

ͳஎ͹૓ड़ʱhߡࢧͰ͚خͶܧ ସౕʀ޴ࢦ੓ʱ͹ 4 ؏఼Ͳ඲ՃͤΖͳͳ΍Ͷɼͯࢀ͹๏ਓͶଲԢ͢

ͪʰ୉ָϪϗϩʱh ָҒϕϫήϧϞϪϗϩʱh दۂՌ໪ϪϗϩʱͲ͹οΥρέߴ໪Νઅఈ͢ɼָ࢞՟

ఖگүસର͹ࣰࢬয়ڱΝ఼ݗʀ඲Ճ͢ͱ͏Ζɽ 

Ήͪɼ͞͹఼ݗʀ඲ՃϕϫιηΝࣰͤݳΖͪΌͶ॑གྷ͵ɼh ଎ఈՆ೵͵ָर໪ඬ͹અఈʱ͕Γ;

ʰ֦दۂՌ໪ͳָर໪ඬͳ͹ଲԢʤΩϨΫϣϧϞʀϜρϕʥɦ Νࡨఈ͢ɼ͞ΗΔΝૌ৭దͶ׈༽ͤ

Ζ͞ͳͲɼ֦ ָҒद༫๏ਓͲఈΌָͪर੔Վ͹ࣰସΝ଎ఈʀ೼ѴͤΖ͞ͳͳ͢ͱ͏Ζɽஏཀྵָ͹֦

઒໵෾໼͹ಝ੓Ώָर੔ՎͶԢͣͪ೼Ѵʀ඲Ճ͹๏๑ΝɼָरΪ΢χϔρέΏεϧώη౵Ͷ໎ࣖ

͢ɼָ ਫ਼Ͷबஎ͢ͱ͏Ζɽଖۂ࿨ชͶͯ͏ͱͺɼ2018ʤฑ੔ 30ʥ೧ౕͶh ଖۂ࿨ช͹඲Ճ͹؏఼ʱ

Νࡠ੔͢ɼ͞ΗΝ֦κϝψʖϩ౵Ν௪ͣͱָਫ਼ͶबஎͤΖ͞ͳͲన઀Ͷӣ༽͢ͱ͏Ζɽh ଖۂ࿨ช

͹඲Ճ͹؏఼ʱͶͺɼଖۂ೟ఈʀָҒद༫๏ਓͶخͰ͏ͱɼଖۂ࿨ช͹τʖϜઅఈΏ಼༲ɼ࿨ช͹

 Νࣖ͢ͱ͏ΖɽߴࣆਓΏ஭қࢨಆ൅න౵ͶؖͤΖ޳फ़ɼى੔Ώߑ
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ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽگү՟ఖʀ಼༲ʀ๏๑͹఼ݗʀ඲Ճ͕Γ;րવʀ޴৏΃͹खΕૌΊͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ͱखΕૌ͜޴৏Ͷ޴ʀ඲Ճ͢ɼրવʀݗదͶ఼غү๏๑Ͷͯ͏ͱఈگү՟ఖ͕Γ;ͨ͹಼༲ɼگ

΋ɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅگү՟ఖ͕Γ;ͨ͹಼༲ɼگү๏๑ͶؖͤΖࣙݗ఼ހʀ඲Ճ͹خ६ɼର੏ɼ๏๑ɼϕϫιηɼब

 ౵͹໎֮Կغ

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ָ֦෨ʀ֦ڂݜՌͶ͕͜Ζگү՟ఖٶ;ͨ͹಼༲ɼ๏๑͹న઀੓Ͷͯ͏ͱͺɼָ֦෨ࣙݗ఼ހʀ

඲Ճࣰࢬҗҽճڂݜ֦;ٶՌࣙݗ఼ހʀ඲ՃࣰࢬҗҽճͶ͕͏ͱఈغదͶࣙݗ఼ހʀ඲ՃΝ͏ߨɼ

 ͱ͏ΖɽͮߨखૌΊΝͪ͜޴৏Ͷ޴ʀ඲Ճ͹݃ՎΝ΍ͳͶɼրવʀݗ఼ހࣙ

ʀ඲ՃͶͯ͏ͱͺɼ೧ؔ༁ݗ఼ހஏཀྵָՌಢࣙ͹ࣙڧ؂ 20 յ֋͠࠷ΗΖ઒೜گҽ͹ָՌճ٠Ͳ

಼༲Ν਷࣎ݗ౾͢ɼ٠߻Νܨͱրવʀ޴৏Ν਒Όͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆన઀͵৚ๅͶخͰ఼͚ݗʀ඲Ճʤ՟ఖर྅࣎ͶٽΌΔΗΖָर੔Վ͹଎ఈʀ඲Ճ݃ՎΏद֐಼ۂ

Ͷ͕͜Ζָਫ਼͹ָरয়ڱɼݩࢾ֪ࣁ͹खಚয়ڱɼ਒࿑য়ڱ౵͹৚ๅ׈༽͵ʹʥ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ָՌΩϨΫϣϧϞҗҽ͕Γ;ָՌௗΝ஦ৼͳ͢ͱگແ՟౵ͳືંͶ࿊ܠΝͳΕɼָਫ਼͹ָरয়

౵Νన઀Ͷ೼Ѵ͢ͱ͏Ζɽ͞ڱΏ਒࿑য়ڱ ΗΔ͹৚ๅͺ֦κϝψʖϩͲ͹਒࿑ࢨ಍Ώɼम৮׈ಊͶ

ؖͤΖঁݶͶ׈༽͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 
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ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇࣙݗ఼ހʀ඲Ճ͹ٮ؏੓Ν߶ΌΖͪΌ͹޽෋ʤ֐෨͹఼ࢻΏָਫ਼͹қݡΝखΕ೘ΗΖ͵ʹʥ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ਫ਼ʤಋ૯ճༀҽ౵ʥͳ͹ࠛ஌ΝۂҽΏଖگ୴݋Δ͗͵غү՟ఖʀ಼༲ʀ๏๑౵Ͷͯ͏ͱɼ෈ఈگ

௪ͣͱқݡʀঁݶΝࡀΕ೘Ηͱ͏ΖɽΉָͪਫ਼Νଲেͳͪ͢द಼ۂΠϱίʖφΏɼκϝψʖϩ౵Ͳ

͹ࢨ಍Ν௪ͣͱɼགྷ๮Ώགྷրવ఼Ν೼ѴͤΖΓ͑Ͷ౔Όͱ͏Ζɽ͞ ΗΔ͹৚ๅͺ઒೜گҽͲߑ੔͠

ΗΖָՌճ٠Ͷ͕͏ͱ༙͢ڠͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶈࣙݗ఼ހʀ඲Ճ͹݃ՎΝگͪ͢༼׈ү՟ఖ͕Γ;ͨ͹಼༲ɼگү๏๑͹րવʀ޴৏΃͹खΕૌΊ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ʀր౾ݗү๏๑͹گɼචགྷͶԢͣͱ༙͢ڠҽͲگʀ඲Ճ͹݃ՎΝָՌճ٠Ͷ͕͏ͱ઒೜ݗ఼ހࣙ

વΝ٠͢ڢͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽ೘ָंण೘Η͹๏ਓͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

೘ָंण೘Η͹๏ਓͶخͰ͘ɼָ ਫ਼ูॄ͕Γ;೘ָंમൊ͹੏ౕΏӣӨର੏Νన઀Ͷ੖ඍ͢ɼ೘

ָंમൊΝޮฑɼޮਜ਼ͶࣰͤࢬΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅंبࢦͶཀྵմ͢Ώͤ͏೘ָंण೘Η͹๏ਓ͹અఈʤ೘ָ઴͹ָरྼɼָ ྙਭ६ɼ೵ྙ౵͹ٽΌΖ

ָਫ਼଀Ώɼ೘ָس๮ंͶٽΌΖਭ६౵͹൓ఈ๏๑͹໎ࣖʥ 
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ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ຌָͲͺɼଖۂ೟ఈʀָҒद༫͹๏ਓگ;ٶү՟ఖฦ੔ʀࣰࢬ͹๏ਓΝಁΉ͓ͪ೘ָंण೘Η͹

๏ਓΝఈΌͱ͕Εɼ୉ָ HP Ͷ͕͏ͱޮන͢ͱ͏Ζɽ͞͹๏ਓͺɼຌָ͹گү໪ඬͲ͍Ζh ऀճஎ

੓͹֋൅ Ͷɦگͪ͜޴үΝͪ͑ߨΌͶɼଡ༹͵೘ָंમൊ͹๏ࣞͶΓΕɼ୉ָ೘ָΉͲ͹گү՟ఖ

Ͷ͕͏ͱʰຌָͲ͹ָर͹ેخͳ͵Ζஎࣟʀٗ೵ʱh ऀճ͹ঀ՟ୌ͹մ݀ͶखΕૌ΋ͪΌ͹ྙߡࢧ

Ώαϝϣωίʖεϥϱ೵ྙʱh कର੓Ν࣍ͮͱऀճஎ੓͹֋൅Ν໪ͤࢨସౕʱ͹֦೵ྙΝਐͶ෉͜

ͱ͏ΖਕࡒΝٽΌͱ͏Ζͳ͢ͱ͏Ζɽָ֦෨ʀָՌ͹ AP ΍ɼસָ͹๏ਓͶخͰ͘ࡨఈ͢ɼ୉ָ

HPʀ೘ָݩࢾགྷߴ͵ʹͶ͕͏ͱޮන͢ͱ͏Ζɽ͞ ͹๏ਓͶͺɼ೘ָंͶٽΌΖؖৼʀқཋɼ࣯ࣁʀ

೵ྙ౵͹ਕ෼଀Ώ൓ఈ๏๑͗໎֮Ͷࣖ͠Ηͱ͕Εɼָ Ғद༫๏ਓگ;ٶү՟ఖ͹ฦ੔ʀࣰࢬ๏ਓͶ

΍੖಼ͪ͢߻༲ͳ͵ͮͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆ೘ָंण೘Η͹๏ਓͶԌͮͪన઀͵ର੏ʀ࢕ૌΊ͹ߑ஛͕Γ;ޮฑɼޮਜ਼͵೘ָंમൊ͹ࣰࢬ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

Ҳൢમൊ͹֦೘ָݩࢾͲͺɼ֦ ָ෨͹ AP ͶخͰ͘ɼຌָͲ͹ָरͶචགྷͳࢧΚΗΖેخదָྙ

Ν஦ৼͶɼh எࣟʀٗ೵ʱh ద͵؏఼͖Δ඲ՃͲ͘Ζͳ൓߻૱ʱΝଡ໚దɼྙݳʀ൓இྙʀනྙߡࢧ

இ͢ɼॊཔ͹ड़ୌࣞܙΝܩକͤΖ͞ͳͳͪ͢ɽΉͪɼҲൢમൊ઴غ೘ָݩࢾͲͺॊཔʹ͕Εɼӵޢ

෨͹ָࢬમൊͶͯ͏ͱͺɼࣰܗਬપߏΖ͞ͳͳͪ͢ɽָͤࢬΝࣰݩࢾΖ೘ָͤ༼׈Νݩࢾ෨֐ AP

ͶخͰ͘ɼॊཔ͹೘ָݩࢾಋ༹Ͷʰָྙ͹ 3 གྷોʱ͹ଡ໚దɼ૱߻ద͵඲ՃΝࣰͤݳΖͪΌɼh ָ

ௗͶΓΖਬપॽʱhߏ ௒ࠬॽʱh ੏ਬપ೘ߏఈࢨྋʱ౵ͶΓΖ඲ՃͶՅ͓ɼࣁΖͤࡎىຌਕ͗ंبࢦ

Ͳͺɼ৿ͪ͵඲Ճ๏๑ͳ͢ͱʰঘ࿨ชʱhݩࢾָ ໚ંʱ౵ΝՅ͓Ζ͞ͳͳͪ͢ɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇಝพ͵ഓྂΝචགྷͳͤΖंبࢦͶଲԢͤΖ࢕ૌΊ͹੖ඍ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ຌָͲͺɼਐର͹্͗͏౵ͶΓΕɼणݩ৏ಝพ͹ഓྂΝචགྷͳͤΖ৖߻ͺɼड़بͶ઎ཱིͮͱ໲߻
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ͦΝ͑ߨΓ͑ɼ೘ָݩࢾགྷߴͶͨ͹ࢭΝ໎͢ىͱ͏Ζɽͨ ͹ࡏͶͺɼ্ ͗͏ָਫ਼ࢩԋ࣪͗஦ৼͳ͵

Εɼ೘ָݩࢾण࣎ݩ͹ഓྂɼ೘ָޛ͹ࢩԋର੏౵Ͷͯ͏ͱɼؖ ճΝઅؽ઴૮஌͹ࣆॶ؇Νި͓ͱܐ

͜ͱ͏Ζɽ͞ ΗͶΓΕɼणͫ͜ݩͲ͵͚रָ͢ͱ͏͚͓͑Ͳ΍ɼՆ೵͵ݸΕഓྂͤΖΓ͑Ͷ͢ͱ͏

Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶈͤ΄ͱ͹ंبࢦͶଲͤΖ৚ๅ఑ڛ͹న઀੓ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

दͨۂ͹ଠ͹ඇ༽ΏࡃܨదࢩԋͶؖͤΖ৚ๅ఑ڛͺɼ̡ ઒र୉ָ೘ָΪ΢χʳΏ୉ָ HP ͵ʹͶ

Γͮͱɼన઀Ͷͮߨͱ͏ΖɽΉͪɼ೘ָݩࢾགྷߴͶ͕͏ͱ΍ָඇٶ;֦झ͹ওָਫ਼੏ౕͶͯ͏ͱ৚

ๅ఑ڛΝͮߨͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽఈҽ؇ཀྵͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

న઀͵ఈҽΝઅఈ͢ͱ೘ָं͹ण͜೘ΗΝ͑ߨͳͳ΍Ͷɼࡑ੸ָਫ਼਼Νफ༲ఈҽͶخͰ͘నਜ਼

Ͷ؇ཀྵͤΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅָ֦෨ʀָՌɼ֦ڂݜՌʀ઒ߊ͹೘ָं਼Ώࡑ੸ָਫ਼਼͹నਜ਼͵ң࣍ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ຌָ͹೘ָఈҽٶ;फ༲ఈҽͺɼ୉ָઅ஖خ६ͶخͰ͘ɼگҽૌ৭ɼߏஏʀࣹߏ౵͹ࢬઅʀઅඍ

ͨ͹ଠگү৏͹ঀড়݇Ν૱߻దͶྂ͢ߡͱɼన઀Ͷઅఈ͢ͱ͏ΖɽΉͪɼफ༲ఈҽ͹؇ཀྵͶͯ͏ͱ

ͺɼຘ೧ౕɼఈҽैଏི౵ΝרҌ͢ɼ͞ΗͶخͰ͘నਜ਼͵߻൳൓ఈΝͮߨͱ͏Ζɽ 
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ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆ୉෱͵ఈҽ௔գΉͪͺఈҽາैଏ͹৖߻Ͷ͕͜Ζଲࡨ͹న઀੓ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ָ෨ʀָՌͶ͕͜Ζफ༲ఈҽͶଲͤΖࡑ੸ָਫ਼਼͹գ৔຤ͺາैଏͶؖͤΖଲԢ͹ͽͳͯͳ͢

ͱɼ܃৏֪߻੏ౕ͗͝ڏΔΗΖɽຌ੏ౕ͹಍೘ͶΓΕɼՀͶ೘ָఈҽ͗າैଏͳ͵ͮͪ৖߻Ͷ͕͏

ͱ΍ɼ܃৏֪߻Ν͑͞ߨͳͲɼఈҽैଏΝਦΖ͞ͳ͗Ն೵ͳ͢ͱ͏ΖɽΉͪɼࡑ੸ָਫ਼਼͹న઀͵

؇ཀྵͳ͏͑؏఼͖ΔݡΖͳɼ఺෨Ռݩࢾ͹ࣰࢬΏఁୱҒरಚं΃͹ଲࡨ౵Ν͑͞ߨͳͲɼୂ ָʀঈ

੸ं͹ཊ੏Νਦͮͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽ೘ָंण೘ΗͶؖͤΖ఼ݗʀ඲Ճ͕Γ;րવͶͪ͜޴खΕૌΊͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

೘ָंण೘ΗͶؖΚΖয়ڱΝఈغదͶ఼ݗʀ඲Ճ͢ɼրવʀ޴৏Ͷ͜޴ͱखΕૌ΋ɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅ೘ָं͹ण͜೘ΗͶؖΚΖߴࣆ͹ఈغద͵఼ݗʀ඲Ճ͕Γ;౲֚ߴࣆͶ͕͜Ζݳয়Ώ੔Վ͗৏

͗ͮͱ͏ΖखΕૌΊ͕Γ;՟ୌ͹న઀͵೼Ѵ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ชָ෨Ͳͺɼ೘ָݩࢾ੏ౕΏમߡ๏๑౵Ͷͯ͏ͱָ෨ͳ͢ͱݗ౾ͤΖࡏͶͺɼ֦ ָՌ͹ָՌճ٠

Ͳݗ౾͠Η಼ͪ༲Νɼָ෨ௗɼָՌௗɼસָ͹೘ָݩࢾҗҽʤ2 ໌ʥͲ٠࿨ʀ௒੖͢ɼͨ͹݃ՎΝ

दճͶ෉٠͢ͱ͏Ζɽָگ ࢾ੔ɼસͱ͹೘ָࡠʥ͹໲ୌࢾʤָ෨ಢࣙ͹೘ࢾમൊΏಝพ೘ܗਬપߏ

͹൓ఈͶͯ͏ͱͺɼָݩ ෨ௗͳɼ೘ָݩࢾ੏ౕຘͶָՌ͖Δમड़͠Ηͪ೘ָݩࢾ൓ఈҗҽ͗ͮߨͱ

͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

139



 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆ఼ݗʀ඲Ճ͹݃ՎΝ׈༽ͪ͢೘ָं͹ण͜೘ΗͶؖΚΖߴࣆ͹րવʀ޴৏Ͷͪ͜޴खΕૌΊ͹

న઀੓ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

 ͱ͏͵͏ɽͮߨয়ͲͺɼָՌಢࣙ͹खૌͺݳ

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

Ґ ৏ 
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（05）文学部 ジャーナリズム学科 

 

＜教育研究上の目的について＞ 

(1) 達成目標 

本学が掲げる理念（21 世紀ビジョン「社会知性の開発」）に基づき、人材育成の目的その他の

教育研究上の目的を適切に設定し公表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①本学が掲げる理念を踏まえ、学部・研究科における教育研究上の目的の明確化 

【現状説明】 

大学を取り巻く厳しい社会環境の変化に対応していくため、本学では、大学の基本的な方向性を

全学的観点から検討し、その結果、建学の精神である「社会に対する報恩奉仕」を現代的に捉え直

し、21 世紀ビジョンとして「社会知性の開発（Socio-Intelligence）」を掲げ、このビジョンのもと

教育・研究体制の改革に取り組むとともに、「学生を基本に据えた大学づくり」を念頭に積極的な

大学運営を行っている。本学の 21 世紀ビジョン「社会知性の開発」の具体的な推進に向け文学部

では、学科ごとに学則第 2 条の 2 において、人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的を

定めている。これらの目的は、高等教育機関の目的として適切である。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育研究上の目的の教職員、学生への周知および社会への公表 

【現状説明】 

本学の目的は、学則第 1 条に明記し、人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的につい

ては、学則第 2 条の 2 において適切に明示している。学部・学科の目的はそれぞれ大学 HP ホー

ムページ（情報公開）において周知、公表するとともに、『学修ガイドブック』にも掲載し、学生

及び教職員に対し周知している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

＜学修成果の明確化について＞ 

(1) 達成目標 

達成すべき学修成果を明確にし、教育・学修の基本的なあり方を明らかにする。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果の明確化 

【現状説明】 

学部・学科では、学士課程教育における学修成果について、本学の 21 世紀ビジョンである「社

会知性の開発」を頂点に据えた 3 層構造からなる「共通観点」を設定している。具体的には、第 2

階層として「知識・理解」「汎用的技能」「知識体系に基づく思考と知の創出」「態度・志向性」を

設定し、第 3 階層は第 2 階層を更にブレイクダウンした 10 の観点を設定している。なお、学科ご

との DP は、第 2 階層の各観点を網羅したものとなっている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育課程編成・実施の方針において、学修成果を達成するために必要な教育課程および教育・学

修の方法の明確化 

【現状説明】 

本学では、全学の三つの方針を設定するとともに、学部・各学科の三つの方針を設定している。

全学の CP では、DP に掲げる資質や能力を身につけるための教育課程として、各学部・学科に設

置する科目を体系的に編成し、講義・演習等を組み合わせた授業を行うことを明記している。併せ

て、教育課程の実施に係る「教育課程の構成と目的」、「教育課程上の各種取組」および「学修成果

の評価方法」についても方針を定めている。また、学部・各学科の CP では、冒頭において DP に

掲げる目標を達成するための教育課程となっていることが分かる記述を行ったうえで、「学位授与

の方針を踏まえた教育課程編成の方針」「学位授与の方針を踏まえた教育課程実施の方針」「教育内

容・方法」を明記している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修成果は授与する学位にふさわしいかの検証 

【現状説明】 

本学では、「三つの方針（DP・CP・AP）策定要領」に基づき、学部・学科の教育課程の編成・

実施方針に記載する項目を「学位授与の方針を踏まえた教育課程編成の方針」「学位授与の方針を

踏まえた教育課程実施の方針」「教育内容・方法」の 3 項目とし、全学（学部）の教育課程の編成・

実施方針において、「学修成果の評価方法」を示し、アセスメントプラン、カリキュラム・マップ

により検証することとしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

学修成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的

に編成する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講と、各授業科目の到達

目標の明確化 

【現状説明】 

各授業科目の到達目標については、統一のフォーマットにより作成しているシラバスにおいて

明記している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

②学修の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当および学びの過程の可視化 

【現状説明】 

学部・学科の教育課程は、順次性及び体系性に配慮して「転換・導入科目」「教養科目」「外国語

科目」「専門科目」の 4 つの科目区分で編成している。また、「専門科目」においても、基礎から応

用・発展的内容へ段階的に学ぶことができるよう教育課程を編成しており、学修の順次性に配慮し

て年次配当を行っている。さらに、「科目ナンバリング」によっても、順次性及び体系性を明確な

ものにしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学生の学修時間の考慮とそれを踏まえた単位設定 

【現状説明】 

大学設置基準第 21 条に定められた単位制度の趣旨に基づき、学則第 5 条の 5 において規定して

いる。これに基づいて、各授業科目の単位を適切に設定している。また、シラバスに具体的な準備

学修の内容と学修時間を明示することとしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜授業内容・方法について＞ 

(1) 達成目標 

課程修了時に求められる学修成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっている。また、学

生が学修を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業形態、授業方法の適切性（学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学修成果

および教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られていること） 
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【現状説明】 

講義形式は最大 300 名程度、演習形式は学生数に一定の制限を設け、原則として最大 50 名程

度、実験・実習形式は原則として 10 名程度としており、授業形態に配慮した１授業当たりの学生

数として適切である。また外部のメディア系企業・組織との「協力講座」科目が多彩であること特

色としている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②遠隔授業の効果的な活用（自らの方針に沿って、適した授業科目に用いられていること。また、

効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

複数の記者が講義を担当し、教材として扱う資料の内容から協力講座である「経済ジャーナリズ

ム論」、米国での本務の多い教員による最先端パブリックメディアを中心に論ずる「パブリックメ

ディア」論などにおいて、遠隔授業の効果的な活用を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応 

【現状説明】 

学科の必修、必履修の演習・実習科目については、学科カリキュラム委員を中心にクラス分けの

作業を行い、学科会議で確認している。また必要に応じてガイダンスを実施している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

④単位の実質化を図る措置（単位制度の趣旨に沿った学修内容、学修時間の確保が適切であるこ

と） 

【現状説明】 

・単位の実質化を図るための措置としては、「大学設置基準」の趣旨に基づき、学士課程について

は各年次における 1 年間の履修登録単位数の上限数を 50 単位未満に設定している（資格課程関

連科目を除く）。また、各学期の授業期間を 15 週に設定し、卒業要件単位は 124 単位としてい

る。これらの情報は、『学修ガイドブック』に記載し、学生に対し周知している。 

・文学部では、第 3 期大学評価において、一定数の学生が 50 単位以上履修していることについて

の質問を受け、「次期のカリキュラム改正（実施時期は現時点で未定）において文学部各学科の

教育課程を見直す際には、学年によって偏った履修登録単位数となることを避けるための方策

（必修科目等の配置、各授業科目の配当年次、年間履修上限単位の設定等）を検討するとともに、

全学的には「教員養成系の学部・学科を設置していない本学における教職課程等の取扱い」をテ

ーマに議論し、従来の履修指導のみによらない単位の実質化を図るための措置を講じる必要が

あると考えています」と回答している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学修を進めるために十分

な内容であること） 

【現状説明】 

シラバスは、統一のフォーマットにより作成している。シラバスには、「到達目標」「講義概要」

「講義計画（講義のテーマ、概要、予習・復習の内容及びそれに要する時間などを記載）」「課題に

対するフィードバックの方法」「教科書・参考書」「成績評価方法・基準」「履修上の留意点」を必

須項目としている。この他、担当教員へのアクセスを任意項目としている。これにより、学生が授

業のための事前の準備や事後の展開などを行うことができる授業の工程表として機能するような

内容となっている。2020（令和 2）年度からは、新たに「卒業認定・学位授与方針との関連」を必

須の項目として設けることで、当該授業科目と DP との関連性を明確にした。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

＜単位認定・学位授与について＞ 

(1) 達成目標 

成績評価、単位認定および学位授与を適切に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①成績評価および単位認定の客観的かつ厳格、公正、公平な実施 

【現状説明】 

成績評価の客観性を担保するための措置として、本学（学部・学科）では、GPA 制度を導入し

ている。具体的には、学則第 17 条第 2 項において、試験の成績は、100 点満点とし、60 点以上を

合格とし、60 点未満を不合格とするとしている。また、成績評価の細分は、定期試験規程第 11 条

において規定しており、成績評価の区分に応じてグレード・ポイントを付与し、GPA を算出して

いる。なお、これらの内容は、履修ガイダンスをとおして学生に対し周知しているほか、『学修ガ

イドブック』にも情報を掲載している。成績評価の厳格性を担保するための措置として、本学（学

部・学科）では、各授業科目のシラバスに「到達目標」「授業計画」「成績評価の方法及び基準」を

明示し、これに基づいて厳格な成績評価を行っている。学生からの成績評価に関する疑義の申し立

てに対しては、カリキュラム委員会（教務委員会）が中心になって対応することで厳格性を担保し

ている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②成績評価および単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）の学生への明

示 

【現状説明】 

文学部の各学科は卒業論文（もしくは卒業研究、卒業論文・制作）を必修とし、「手引き」を定

めて、体裁や提出期限などを厳格に運用している。また提出された卒業論文（卒業研究、卒業論

文・制作）は口述試験や発表会によるプレゼンテーションなどの審査を経て評価され、内容が一定

の水準を満たさなければ、単位が認定されない。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等の適切性 

【現状説明】 

他大学等で修得した単位や入学前に修得した単位の認定に関しては、大学設置基準に基づき適

切に行っている。学則第 5 条の 3 第 1 項において、「本大学は、教育上有益と認めるときは、次に

掲げる単位を、本大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる」と規定

し、また、同条第 2 項において、「本大学は、教育上有益と認めるときは、次に掲げる学修を、本

大学における授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。(1)短期大学又は高等専門

学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修 (2)本大学へ入学する前の前号の学

修」と規定している。これらの規定により修得したものとみなし、又は授与することのできる単位

数については、同条第 3 項において「学生が編入学又は学士入学をした場合を除き、60 単位を超

えないものとする」としている。なお、既修得単位の認定にあたっては、単位制度の趣旨に基づい

て授業内容・時間等を確認し、カリキュラム委員会（教務委員会）、教授会の議を経て厳正に行わ

れている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④学位授与における実施手続および体制の明確化 

【現状説明】 

学位授与に係る責任体制、手続は、学則第 18 条及び学位規程において規定し、これに基づき学

部教授会規程を定め、教授会において審議し、適切に行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

⑤卒業認定・学位授与の方針に則した、適切な学位授与 

【現状説明】 

学位授与に関しては、各学部・学科ごとに定めた DP を踏まえ、学則第 18 条及び学位規程に明

示し、適切に授与されている。学部・学科の卒業要件は、学生に配付する『学修ガイドブック』に

あらかじめ明記するとともに、大学 HP においても公表している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学修成果の把握および評価について＞ 

(1) 達成目標 

卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果を適切に把握および評価する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果の適切な把握および評価（設定した学修

成果を把握・評価するために、指標や方法を適切に導入し、運用していること） 

【現状説明】 

学士課程教育における学修成果を示す共通観点の第 2 階層「知識・理解」「汎用的技能」「知識体

系に基づく思考と知の創出」「態度・志向性」の 4 観点で評価するとともに、三つの方針に対応し

た「大学レベル」「学位プログラムレベル」「授業科目レベル」でのチェック項目を設定し、学士課

程教育全体の実施状況を点検・評価している。 

また、この点検・評価プロセスを実現するために重要な、「測定可能な学修目標の設定」および

「各授業科目と学修目標との対応（カリキュラム・マップ）」を策定し、これらを組織的に活用す

ることで、各学位授与方針で定めた学修成果の実態を測定・把握することとしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜教育課程・内容・方法の点検・評価および改善・向上への取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教育課程およびその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組

む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、周

期等の明確化 

【現状説明】 

各学部・各研究科における教育課程及びその内容、方法の適切性については、各学部自己点検・

評価実施委員会及び各研究科自己点検・評価実施委員会において定期的に自己点検・評価を行い、

自己点検・評価の結果をもとに、改善・向上に向けた取組みを行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②適切な情報に基づく点検・評価（課程修了時に求められる学修成果の測定・評価結果や授業内外

における学生の学修状況、資格試験の取得状況、進路状況等の情報活用など） 

【現状説明】 

学科会議において定期的に教員間で情報交換を行い、点検・評価を進めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③自己点検・評価の客観性を高めるための工夫（外部の視点や学生の意見を取り入れるなど） 

【現状説明】 

協力講座を提携している企業や、授業アンケートも含めた学生の意見に関して、学科会議をとお

して適宜教員間で情報交換している。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびその内容、教育方法の改善・向上への取り組み 

【現状説明】 

学科会議において教員間で情報交換を行い、自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびそ

の内容、教育方法の改善・向上への取り組みを進めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜入学者受入れの方針について＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れの方針に基づき、学生募集および入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、入

学者選抜を公平、公正に実施する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①志願者に理解しやすい入学者受入れの方針の設定（入学前の学修歴、学力水準、能力等の求める

学生像や、入学希望者に求める水準等の判定方法の明示） 

【現状説明】 

本学では、卒業認定・学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針を踏まえた入学者受入れの

方針を定めており、大学 HP において公表している。この方針は、本学の教育目標である「社会知

性の開発」に向けた教育を行うために、多様な入学者選抜の方式により、大学入学までの教育課程

において「本学での学修の基礎となる知識・技能」「社会の諸課題の解決に取り組むための思考力

やコミュニケーション能力」「主体性を持って社会知性の開発を目指す態度」の各能力を身に付け

ている人材を求めているとしている。各学部・学科の AP も、全学の方針に基づき策定し、大学

HP・入学試験要項などにおいて公表している。この方針には、入学者に求める関心・意欲、資質・

能力等の人物像や判定方法が明確に示されており、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針に

も整合した内容となっている。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②入学者受入れの方針に沿った適切な体制・仕組みの構築および公平、公正な入学者選抜の実施 

【現状説明】 

一般選抜の各入学試験では、各学部の AP に基づき、本学での学修に必要と思われる基礎的学力

を中心に、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を多面的、総合的な観点から評価できると判

断し、従来の出題形式を継続することとした。また、一般選抜前期入学試験では従来どおり、英語

外部試験を活用する入学試験を実施することとした。学校推薦型選抜については、実施学部の AP

に基づき、従来の入学試験同様に「学力の 3 要素」の多面的、総合的な評価を実現するため、「学

校長による推薦書」「調査書」「志願者本人が記載する資料」等による評価に加え、指定校制推薦入

学試験では、新たな評価方法として「小論文」「面接」等を加えることとした。さらに学科として、

ニュース時事能力検定(ニュース検定)のうち準２級以上を取得しているか、または指定校制推薦

入学試験までに準２級以上受検申し込みをして受検すること、受検の結果、未取得となった場合に

も入学前教育としてひき続き取り組むことを求めることとした。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備 

【現状説明】 

本学では、身体の障がい等により、受験上特別の配慮を必要とする場合は、出願に先立って問合

せを行うよう、入学試験要項にその旨を明記している。その際には、障がい学生支援室が中心とな

り、入学試験受験時の配慮、入学後の支援体制等について、関係所管を交えて事前相談の機会を設

けている。これにより、受験だけでなく修学していくうえでも、可能な限り配慮するようにしてい

る。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④すべての志願者に対する情報提供の適切性 

【現状説明】 

授業その他の費用や経済的支援に関する情報提供は、『専修大学入学ガイド』や大学 HP などに

よって、適切に行っている。また、入学試験要項においても学費及び各種の奨学生制度について情

報提供を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜定員管理について＞ 

(1) 達成目標 

適切な定員を設定して入学者の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適正

に管理する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①各学部・学科、各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数の適正な維持 

  【現状説明】 

本学の入学定員及び収容定員は、大学設置基準に基づき、教員組織、校地・校舎等の施設・設備

その他教育上の諸条件を総合的に考慮して、適切に設定している。また、収容定員の管理について

は、毎年度、定員充足率等を勘案し、これに基づき適正な合否判定を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②大幅な定員超過または定員未充足の場合における対策の適切性 
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【現状説明】 

学部・学科における収容定員に対する在籍学生数の過剰又は未充足に関する対応のひとつとし

て、繰上合格制度が挙げられる。本制度の導入により、仮に入学定員が未充足となった場合におい

ても、繰上合格を行うことで、定員充足を図ることが可能としている。また、在籍学生数の適切な

管理という観点から見ると、転部科試験の実施や低単位修得者への対策等を行うことで、退学・除

籍者の抑制を図っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜入学者受入れに関する点検・評価および改善に向けた取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①入学者の受け入れに関わる事項の定期的な点検・評価および当該事項における現状や成果が上

がっている取り組みおよび課題の適切な把握 

【現状説明】 

文学部では、入学試験制度や選考方法等について学部として検討する際には、各学科の学科会議

で検討された内容を、学部長、学科長、全学の入学試験委員（2 名）で議論・調整し、その結果を

教授会に付議している。学校推薦型選抜や特別入試（学部独自の入試）の問題作成、全ての入学試

験の判定については、学部長と、入学試験制度毎に学科から選出された入学試験判定委員が行って

いる。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②点検・評価の結果を活用した入学者の受け入れに関わる事項の改善・向上に向けた取り組みの

適切性 
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【現状説明】 

学科会議において教員間で点検・評価の結果を検討し、入学者の受け入れに関わる事項の改善・

向上に向けた取り組みの適切性を図っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上 
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＜教育研究上の目的について＞ 

(1) 達成目標 

本学が掲げる理念（21 世紀ビジョン「社会知性の開発」）に基づき、人材育成の目的その他の

教育研究上の目的を適切に設定し公表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①本学が掲げる理念を踏まえ、学部・研究科における教育研究上の目的の明確化 

【現状説明】 

    教育研究上の目的は学則第２条の２第６号に規定し、『ネットワーク情報学部学修ガイドブッ

ク』等により教職員や学生に、ホームページでの発信により社会に対しても広く公表している。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

評価の視点 

②教育研究上の目的の教職員、学生への周知および社会への公表 

【現状説明】 

上記は、専修大学の Webサイトで公表し誰でもいつでも見られる状態である。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

 

＜学修成果の明確化について＞ 

(1) 達成目標 

達成すべき学修成果を明確にし、教育・学修の基本的なあり方を明らかにする。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果の明確化 

【現状説明】 

本学の卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー：DP）を踏まえて、ネットワーク情報学

部の DPを定め、修得すべき知識、技能、能力を具体的に設定している。 また、『ネットワーク情報

学部学修ガイドブック』等により教職員や学生に、ホームページでの発信により社会に対しても広く

公表している。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

評価の視点 

②教育課程編成・実施の方針において、学修成果を達成するために必要な教育課程および教育・学

修の方法の明確化 

【現状説明】 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー：CP）において、「学位授与の方針を踏まえ

た教育課程編成の方針」、「同実施の方針」及び「教育内容・方法」を具体的に設定している。 また、

『ネットワーク情報学部学修ガイドブック』等により教職員や学生に、ホームページでの発信により

社会に対しても広く公表している。 

 

【長所・特色】 

科目で計画されている内容と CPとの整合性を複数名で確認するために、教務委員会では 2月・

3月にシラバスチェックの機会を設けている。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

評価の視点 

③学修成果は授与する学位にふさわしいかの検証 

【現状説明】 

各学生が 1年次から「学修ポートフォリオ」を作成し、年次が上がるたびに自身のそれまでの

学修を振り返り整理している。そして 4年次前期に設置している「修了能力認定 S/D」におい

て、学生 1人 1人が自身の４年間の学びを振り返り、総まとめを行って学修成果を検証する。担

当教員は成績に加えて、この学修ポートフォリオの情報も用いて学位に相応しいかを検証してい

る。 
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【長所・特色】 

学生は 1年次から「学修ポートフォリオ」を作成し、進級するたびに更新しそれを教員が確認し

ている。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

学修成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的

に編成する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講と、各授業科目の到達

目標の明確化 

【現状説明】 

本学部では、専門性に基づく「履修パッケージ（プログラムと呼ぶ）」を 6種類用意し、プログ

ラムごとに異なる必修・選択必修科目を設置し、それぞれの専門性の深い学びをサポートしてい

る。また各科目の到達目標はシラバスに明記している。 

 

【長所・特色】 

各学生は 1 つ以上のプログラムを選択して学修を進め、プログラムで指定された科目群につい

て単位認定されると、卒業時に「プログラム修了証」が授与される。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

評価の視点 

②学修の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当および学びの過程の可視化 

【現状説明】 

本学部では 4年間の学びを、1年次：情報学の基礎を身につけるЍ�年次：様々な専門領域か

ら深める方向を探るЍ�年次：プロジェクトで知識を融合し発展させるЍ�年次：４年間の学び

の仕上げ、として整理し、それを学修ガイドブックに「４年間の学びのステップ」として図で明

記している。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 
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【問題点】 

特に無し。 

 

評価の視点 

③学生の学修時間の考慮とそれを踏まえた単位設定 

【現状説明】 

シラバスに「授業を受講するうえでの事前の準備（予習等）や事後の展開（復習等）に関する

こと」も明記すると共に CAPSを設定し、特定の学期に科目履修が偏らないように指導してい

る。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

＜授業内容・方法について＞ 

(1) 達成目標 

課程修了時に求められる学修成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっている。また、学

生が学修を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業形態、授業方法の適切性（学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学修成果

および教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

講義科目についてはオンライン・オンデマンドを積極的に導入する（2025 年度は専門科目の

12.3％）と共に、演習科目については原則として対面授業とし、授業形態に合わせた授業方法を

推進している。 

 

【長所・特色】 

   特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 
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評価の視点 

②遠隔授業の効果的な活用（自らの方針に沿って、適した授業科目に用いられていること。また、

効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

学生数の多い科目について遠隔授業を導入すると共に、複数教室に分かれて実施している科目

で合同発表会を行う時に遠隔授業を導入することで、教室間の物理的な移動なく他教室の発表会

に参加できるなどの効果的な活用を推進している。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

評価の視点 

③学修状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応 

【現状説明】 

本学部では基本的には学修状況に応じたクラス分けなどは行っていないが、外国人留学生に対

して日本語学修の科目を設置し、学生の多様性に対応している。 

 

【長所・特色】 

  特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

評価の視点 

④単位の実質化を図る措置（単位制度の趣旨に沿った学修内容、学修時間の確保が適切であるこ

と） 

【現状説明】 

本学部では CAP制を導入している。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 
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評価の視点 

⑤シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学修を進めるために十分

な内容であること） 

【現状説明】 

各教員がシラバスを作成した後、教務委員会によるシラバスチェックの機会を設けている。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

＜単位認定・学位授与について＞ 

(1) 達成目標 

成績評価、単位認定および学位授与を適切に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①成績評価および単位認定の客観的かつ厳格、公正、公平な実施 

【現状説明】 

シラバス作成に際して、到達目標に対する成績評価方法をおよび評価基準（例：Aは到達目標が

十分に満たされている時）を明記すると共に、期末試験前に学部長および教務委員長名の文書で、

学生に不正行為に関する注意喚起を行っている。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

評価の視点 

②成績評価および単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）の学生への明

示 

【現状説明】 

学生に対して、成績評価に対する問合せ方法・期間を明示し、「成績調査確認票」による成績調

査を行っている。また学位授与に関しては、卒業発表に伴う成績評価疑義対応を行っている。 
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【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

評価の視点 

③既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等の適切性 

【現状説明】 

本学部には既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定の制度はない。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

評価の視点 

④学位授与における実施手続および体制の明確化 

【現状説明】 

毎年 3月と 9月に教務委員会にて卒業判定を行い、合格した学生に対して学位を授与している。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

評価の視点 

⑤卒業認定・学位授与の方針に則した、適切な学位授与 

【現状説明】 

４年次前期に設置している「修了能力認定 S/D」において、各学生は自身の４年間の学びを DP

に基づいて振り返り、学修成果の総まとめを行う。本学部では各学生の修得単位数に加えて、この

学修ポートフォリオの情報も用いて学生に学位を授与している。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 
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【問題点】 

特に無し。 

 

＜学修成果の把握および評価について＞ 

(1) 達成目標 

卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果を適切に把握および評価する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果の適切な把握および評価（設定した学修

成果を把握・評価するために、指標や方法を適切に導入し、運用していること） 

【現状説明】 

学生には 1年次から毎年「学修ポートフォリオ」を作成させ、それを使って 4年次科目の「修了

能力認定」で学位授与方針を満足するかどうか確認する。 

 

【長所・特色】 

「修了能力認定」では、１年次から作成してきた「学修ポートフォリオ」を「Google サイト」

または「Googleスライド」にまとめ、ピアレビューを行っている。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

＜教育課程・内容・方法の点検・評価および改善・向上への取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教育課程およびその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組

む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、周

期等の明確化 

【現状説明】 

各学期において、教務委員会を中心に授業評価アンケートの項目・方法を確認し、各学期の最後

の授業などにおいて授業評価アンケートを実施している。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 
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【問題点】 

教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準や周期が明確でないので明確

化する必要がある。 

 

評価の視点 

②適切な情報に基づく点検・評価（課程修了時に求められる学修成果の測定・評価結果や授業内外

における学生の学修状況、資格試験の取得状況、進路状況等の情報活用など） 

【現状説明】 

授業評価アンケートの結果に基づいて、各教員が点検・評価を行っている。また本学部では、１

年次前後期それぞれ、GPAまたは修得単位で一定基準以下の学生及び保証人への警告文発送（前期

は面談も実施）、１年次（必履修科目「情報英語入門」）と４年次（必修科目「修了能力認定 S/D」

の授業内で TOEIC 受験機会を設け、学生自らが英語力の伸長を把握・内省する機会の創出、学部

IR 委員会による学部独自アンケートで進路先業種、就職活動の自己アピールで役立った授業科目

等の把握に努めている。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

評価の視点 

③自己点検・評価の客観性を高めるための工夫（外部の視点や学生の意見を取り入れるなど） 

【現状説明】 

授業評価アンケートを無記名で実施し、履修者が 10名に満たない科目についてはアンケート結

果を学生には公表しないこととしている。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

評価の視点 

④自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびその内容、教育方法の改善・向上への取り組み 

【現状説明】 

4年生から回収したアンケートの結果を教務委員会で情報共有し、教育課程およびその内容、教

育方法の改善・向上に役立てている。 
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【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

＜入学者受入れの方針について＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れの方針に基づき、学生募集および入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、入

学者選抜を公平、公正に実施する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①志願者に理解しやすい入学者受入れの方針の設定（入学前の学修歴、学力水準、能力等の求める

学生像や、入学希望者に求める水準等の判定方法の明示） 

【現状説明】 

７項目にわたり、具体的に求めている知識・技能、能力、態度をわかりやすく示している。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

評価の視点 

②入学者受入れの方針に沿った適切な体制・仕組みの構築および公平、公正な入学者選抜の実施 

【現状説明】 

2020年度より総合型選抜、学校推薦型選抜では記述式総合問題を課し、2022年度より学校推薦

型選抜ではグループ面接を課し（総合型選抜では従来より個人面接を課している）、アドミッショ

ンポリシーに関わる能力を有しているか確認している。学部入試委員会・総合型選抜委員会のも

と、判定基準を整理し、公平、公正な入学者選抜となるようにしている。 

 

【長所・特色】 

ネットワーク情報学部の学修に特に求められる、「情報・データリテラシー及び論理的思考の基

礎となる、算数・数学」、「自己や他者の思考・判断を理解し、表現することができる、日本語によ

るコミュニケーション能力」、「自己とは異なる思考・価値観を有する他者を含むグループでの学習

活動に、主体的に参画する態度」を明示することで、入学後のミスマッチを減らすことができてい

る。 
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【問題点】 

特に無し。 

 

評価の視点 

③特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備 

【現状説明】 

総合型選抜、学校推薦型選抜では、入学センターと教務課（学部担当）、学部入試委員会・総合

型選抜委員会と連携して対応する仕組みを構築している。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

評価の視点 

④すべての志願者に対する情報提供の適切性 

【現状説明】 

大学のホームページに明示して、学部のホームページ・入学者向けパンフレット、入試要項など

から参照できるようにすることで、すべての志願者が情報を得られるようにしている。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

＜定員管理について＞ 

(1) 達成目標 

適切な定員を設定して入学者の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適正

に管理する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①各学部・学科、各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数の適正な維持 

【現状説明】 

2015 年度入学者は入学定員比 1.20 と大幅超過なったが、2016 年度入試から実施された、電話

連絡による繰上合格の入学意思確認を適切に活用することで、毎年の入学者が、入学定員比 0.99
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〜1.12の範囲（平均 1.04倍）に収めている。 

 

【長所・特色】 

2016 年以降、専修大学のすべての学部の中で、最も安定的に、適正な入学者数を確保できてい

る。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

評価の視点 

②大幅な定員超過または定員未充足の場合における対策の適切性 

【現状説明】 

2015年度のように、入学定員比 1.20倍の入学者がいるような状況においては、学生の学修環境

を適切に維持できるよう、学部長から学長に兼任講師の増員等の対応を依頼するようにしている。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

＜入学者受入れに関する点検・評価および改善に向けた取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①入学者の受け入れに関わる事項の定期的な点検・評価および当該事項における現状や成果が上

がっている取り組みおよび課題の適切な把握 

【現状説明】 

入試方式（学校推薦型選抜の場合には高校）ごとの「GPA分布」「退学者数」「優秀者を対象とし

た奨学金受給者数」「入学前教育の学習状況」等のモニタリング指標を用いて定期的に確認し、そ

れを元に、入試方式毎の募集人員、指定校推薦の依頼校及び推薦条件、総合型選抜の応募要件を毎

年見直している。 

 

【長所・特色】 

2020 年度より一般選抜では、「数学を必須科目する入試」の他には、「共通テスト数学Ϩ・Ａ」

の受験を必須として、「平均点－標準偏差」を目安とした基準点を設けて、数学能力を担保するよ
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うにしたことは、他大学でもあまり見ない、ネットワーク情報学部の特徴的な取り組みである。ま

た、2025年度入学試験からは、共通テスト利用後期入学試験に「情報Ⅰ」の受験を必須とする「情

報必須型」を新設したことも特長である。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

評価の視点 

②点検・評価の結果を活用した入学者の受け入れに関わる事項の改善・向上に向けた取り組みの

適切性 

【現状説明】 

モニタリング指標の数値が悪い入試方式（学校推薦型選抜の場合には高校）は、取り組みによっ

て改善される傾向にあり、適切な取り組みをしていると考えている。 

 

【長所・特色】 

特に無し。 

 

【問題点】 

特に無し。 

 

以 上  
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➨ 16 ᮇ ⮬ᕫⅬ᳨䞉ホ౯୰㛫ሗ࿌ 

䠄07䠅ே㛫⛉Ꮫ㒊 

 

＜教育研究上の目的について＞ 

(1) 達成目標 

本学が掲げる理念（21 世紀ビジョン「社会知性の開発」）に基づき、人材育成の目的その他の

教育研究上の目的を適切に設定し公表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①本学が掲げる理念を踏まえ、学部・研究科における教育研究上の目的の明確化 

【現状説明】 

人間科学部は、実験、観察及び調査を軸として、科学的及び実証的に人間の理解を目指し、人間

の心と社会に生起する様々な現象のメカニズム（因果関係）を解明する領域を総合的に学び、主体

的に社会を支え活動できる人材及び高度な専門性を備えた人材を養成することを目的とする。  

人間科学部心理学科は、心理学の様々な領域で蓄積されてきた知識と理論（ 「知」 ）及び研究

方法（ 「スキル」 ）を実習を通して修得させることにより、現代心理学の持つ批判的、分析的か

つ主体的な人間行動理解に到達させることを目標とし、もって心理学実務家、心理学研究者その他

の修得した心理学を社会に還元できる人材を養成することを目的とする。これらの目的は、高等教

育機関の目的として、また人間科学部心理学科の目的として適切である。 

一方、人間科学部社会学科では、人々の生活の場を主要な研究及び学問の領域とし、そこに現わ

れてくる人間の行為や意識、社会関係や組織などの実態と現代社会の構造及び問題性を明らかに

することを目標とし、社会状況を適確に判断し、着実に活動できる人材を育成すると同時に、学問

の発展に寄与する人材を養成することを目的と定めている。 

 

【長所・特色】 

教育研究上の目的の達成状況に関しては、人間科学部における極めて高い 100%という就職希望

者就職率によって部分的に評価できる（2023 年度）。心理学科の卒業生は「情報通信」 「教育・

公務」 「製造」など幅広い分野に進出しており、教育課程において修得した心理学を社会に還元

できる人材を多数輩出している。また、心理学実務家（公認心理師や臨床心理士の有資格者等）や

心理学研究者を目指すべく、大学院に進学する学生が多いことも心理学科の特色である。 

一方、社会学科では、実験、観察及び調査を軸として、科学的及び実証的に人間の理解を目指す

ことを念頭に一般社団法人社会調査協会が認定する社会調査士資格を主とするためのプログラム

を充実させている。その結果として、2023 年度には卒業生 146 人中 43 人（およそ 30%）が社会

調査士資格を取得した。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

②教育研究上の目的の教職員、学生への周知および社会への公表 

【現状説明】 

大学の目的は専修大学学則第 1 条に、人間科学部心理学科における人材の養成に関する目的そ

の他教育研究上の目的は専修大学学則第 2 条の 2 にそれぞれ明記されており、教職員及び学生に

適切に周知がなされている。また、いずれも大学ホームページ、学科ホームページ、学部パンフレ

ット、『学修の手引き』も掲載されており、社会に対しても適切に公表がなされている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学修成果の明確化について＞ 

(1) 達成目標 

達成すべき学修成果を明確にし、教育・学修の基本的なあり方を明らかにする。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果の明確化 

【現状説明】 

心理学科における卒業認定・学位授与の方針は以下の 5 つであり、大学ホームページにて学生

が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果は明確に示されている。 （1）文化・歴史・社会、自

然などについて幅広い教養を身に付け、多様な価値観を受け入れた上で、社会生活上の諸課題に取

り組むことができる（知識・理解、態度・志向性）。 （2）心理学のさまざまな領域で蓄積されて

きた知識と理論を説明することができる（知識・理解）。 （3）人間行動の理解のために、研究機

器の利用方法をはじめとしてさまざまな実証的研究の手法を活用することができる（汎用的技能）。 

（4）現代心理学の持つ批判的、分析的かつ主体的な人間行動理解に基づき、知見や技能を活用す

ることができる（知識体系に基づく思考と知の創出）。 （5）未解決の問題を発見し、それを適切

な方法で解決することができる（知識体系に基づく思考と知の創出）。 

一方、社会学科では、以下の 5 点を学位授与の方針とし、それぞれに対応する学生が修得すべ

き知識、技能、態度等の学修成果を明示している。（1）幅広い一般知識として、社会学の専門教育

を超えた、文化、歴史、社会、自然など幅広い領域の知識を理解し、説明することができる。（知

識・理解） （2）社会学のさまざまな領域で蓄積されてきた知識と理論を体系的に理解し、社会的

行為と諸制度との相互関係を社会学的に説明できる。（知識・理解） （3）実証的調査の方法をい

て量的・質的なデータを収集・分析し、グループで作業する能力とコミットメントを身につけ、自

らの思考を文章や口頭によって分かりやすく他者にえることができる。（汎的技能） （4）諸社会
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が有する文化や価値の多様性に関心を持ち、他者に寛容な態度で接するとともに、社会の成員とし

ての自己を理解し、自分が得た知識や価値観を反省し相対化して行動することができる。（態度・

志向性） （5）社会における実践的な課題を発見し、上記の能力を総合的に駆使して理論的に思

考・分析し、社会を構想し提言することができる。（知識体系に基づく思考と知の創出） 

 

【長所・特色】  

該当なし。  

 

【問題点】  

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育課程編成・実施の方針において、学修成果を達成するために必要な教育課程および教育・学

修の方法の明確化 

【現状説明】 

教育課程編成・実施の方針として、人間科学部では、教育研究上の目的及び養成する人材の目的

を達成するために、教育課程を「転換・導入科目」、「教養科目」、「外国語科目」、「専門科目」の４

つの科目群から構成することとし、教育課程全体の体系性・順次性を確保し、かつ教養教育と専門

教育の有的連携を図っている。「学位授与の方針を踏まえた教育課程編成の方針」、「学位授与の方

針を踏まえた教育課程実施の方針」、「教育内容・方法」の各区分によって教育課程編成・実施の方

針に関する基本的な考えを明確に示している。これらの教育課程編成・実施の方針は大学ホームペ

ージと学修ガイドブックに示されており、学生が容易に情報を得られるように適切な配慮がなさ

れている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修成果は授与する学位にふさわしいかの検証 

【現状説明】 

学修成果の把握と評価に際しては、アセスメントプラン及びカリキュラム・マップを使用してい

る。アセスメントプランを定めることで、ディプロマ・ポリシーに示された資質・能力及び総合的

な活用力の修得状況を、「大学レベル」、「学部・学科レベル」および「学生個人レベル」の 3 つの

レベルで把握し、評価している。カリキュラム・マップには、ディプロマ・ポリシーに示された資

質・能力と授業科目との間の対応関係を示してある。アセスメントプランとカリキュラム・マップ
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を活用しつつ、各授業科目における到達目標、授業内容、成績評価基準等をシラバスによって明示

し、対応関係にある資質・能力に応じて試験等（筆記試験、口述試験、実技試験、レポート）を実

施することで、学修成果は授与する学位にふさわしいかどうかを適切に検証している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

学修成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的

に編成する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講と、各授業科目の到達

目標の明確化 

【現状説明】 

科目区分「転換・導入科目」、「教養科目」、「外国語科目」では、学修の基盤となる自ら学修計画

を立て、主体的な学びを実践する能力、自分自身の思考や判断を明晰かつ適切に達するための基礎

力、自分自身の思考や判断を明晰かつ適切に達するための基礎力、情報・データリテラシーの基礎

力、幅広い領域の知識・理解力を養成するための科目を開設している。 

心理学科では、科目区分「専門科目」では、①心理学専門科目に関連した言語運能力を養成する

科目として「心理学講読 1」、②心理学に関する専門分野の基礎的な知識を理解して説明する能力

と多様な価値観を受け入れ、主体的に学ぶ自己設計・管理力の養成のための科目として、1 年次に

「心理学基礎実験 1（心理学実験）」、「心理学概論」、「臨床心理学概論」、2 年次に「心理学基礎実

験 2」の必修科目、「心理学研究法」をはじめとする 19 の選択必修科目と、「公認心理師の職責」

をはじめとする 3 つの選択科目、③心理学に関する専門分野の基礎的な知識を理解して説明する

能力、知識の統合と活用する能力、論理的思考力を養成する選択必修科目として、「心理学の思想

と歴史 1・2」、「基礎心理学特殊講義Ａ」をはじめとする 10 の選択科目、④心理学に関する専門

分野の基礎的な知識を理解して説明する能力、知識の統合する能力、論理的思考力、問題解決能力

の養成のための科目として、選択必修科目の「情報処理心理学実習 1・2」、「心理学特殊講義Ａ（障

害者・障害児心理学）」をはじめとする 15 の選択科目、⑤心理学の研究方法を理解するための情

報・データリテラシー能力を養成する必修科目として、1 年次の「心理学データ解析基礎 1（心理

学統計法）・2」、「心理学コンュータ実習 1」を実施するほか、「心理学コンュータ実習 1」をはじ

めとする 4 つの選択必修科目、⑥倫理観と社会的責任、論理的思考力、心理学の知識の統合する
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能力、問題解決力を養成する必修科目として 3 年次に「心理学実験演習 1」、4 年次に「心理学実

験演習 2」と「卒業論文」を開設している。各授業科目の到達目標については、シラバスにおいて

適切に明示されている。 

一方、社会学科では、礎部門と専門分野からなるカリキュラム編成を行い、基礎部門では社会学

の理論や社会学的思考法、方法論を学修する科目を開講し、専門分野では「文化・システム」系、

「生活・福祉」系、「地域・エリアスタディーズ」系という３つのゆるやかに結びあう研究・学修

領域を設定し、それぞれの専門分野を学修する科目を開講している。各授業の到達目標について

は、講義要項において明示している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②学修の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当および学びの過程の可視化 

【現状説明】 

学部・学科の教育課程は、順次性及び体系性に配慮して「転換・導入科目」「教養科目」「外国語

科目」「専門科目」の 4 つの科目区分で適切に編成している。また、各学部の「専門科目」におい

ても、基礎から応用・発展的内容へ段階的に学ぶことができるよう教育課程を編成しており、学修

の順次性に配慮して年次配当を行っている。さらに、全学部で実施している「科目ナンバリング」

によっても、順次性及び体系性を明確なものにしている。 

心理学科では、実験実習系の科目は積み上げ型とし、1 年次に通年 1 コマ「心理学基礎実験 1」、

2 年次に通年 2 コマの「心理学基礎実験 2」を配置し、徐々に学修内容、分量が高度になるように

配置している。そして、これらの基礎実験科目群を受け、3、４年次で自らの計画のもと研究を実

施する「心理学実験演習 1、２」を置き、学修の集大成である卒業論文への対応が可能になるよう

にしている。講義群については、1 年次に必修科目として「心理学概論」、2 年次に心理学の基幹

科目群を選択必修として、さらに 3 年次には高度の専門科目群を特殊講義として配置し、段階的

に専門的な内容を学べるようにしている。 

一方、社会学科では、基礎部門と専門分野からなるカリキュラム編成を行い、基礎部門では社会

学の理論や社会学的思考法、方法論を学修する科目を開講し、専門分野では「文化・システム」系、 

「生活・福祉」系、 「地域・エリアスタディーズ」系という３つのゆるやかに結びあう研究・学

修領域を設定し、それぞれの専門分野を学修する科目を開講している。各授業の到達目標について

は、講義要項において明示している。 
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【長所・特色】 

国家資格の公認心理師をはじめとする心理系の資格を取得するために必要な科目が開講されお

り、学修の順次性に配慮した科目配置になっている。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学生の学修時間の考慮とそれを踏まえた単位設定 

【現状説明】 

学びの過程の可視化については、大学ホームページにおいて「履修モデル」として各年次および

各自の専門にもとづく履修プランを明示している。学修の順次性については授業科目すべてに「科

目ナンバリング」を付し分類することで、学習の段階や順序等を表し、教育課程の体系性を明示し

ている。また、学則第 5 条の 5 に定めてあるとおり、1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要と

する内容をもって構成することを標準とし、試験その他の学修評価方法により学修の成果を評価

して単位認定を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜授業内容・方法について＞ 

(1) 達成目標 

課程修了時に求められる学修成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっている。また、学

生が学修を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業形態、授業方法の適切性（学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学修成果

および教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

学生の主体的参加を促す授業形態、授業内容及び授業方法については、全学（学士課程）の教育

課程編成・実施の方針において、 「能動的な学修への参加を促すため、グループ・ディスカッシ

ョン、ディベート、グループ・ワーク等のアクティブ・ラーニングを導入します」としている。ま

た、前述したとおり、授業において必要な学生の学修を活性化し効果的な教育を行う工夫につい

て、本学では、全学的に導入しているリアルタイムアンケートシステムの respon を活用し、履修

者数に関わらず双方向型の授業が可能な環境となっている。  
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人間科学部心理学科では、 心理学研究を実践する実習授業において、 学生同士の協調的参加や

議論への積極的参加を求めている。1 年次必修「心理学基礎実験 1（心理学実験） 」 、2 年次必

修「心理学基礎実験 2」 、3 年次必修「心理学実験演習 1」 、4 年次必修「心理学実験演習 2」

は、心理学における実験等の研究を実践しながら学ぶ科目であり、学生の主体的参加が不可欠であ

る。 「心理学基礎実験 1（心理学実験） 」及び「心理学基礎実験 2」では、担当教員とティーチ

ング・アシスタントにより、学生を小グループに分けて、学生同士が協調的かつ積極的に学ぶこと

ができるよう配慮している。また「心理学実験演習 1」及び「心理学実験演習 2」では、学生は

個々の興味関心に基づいて 15 人の教員のいずれかのクラスに分かれ、それぞれのクラスのグル

ープにおいて、自身の成果の発表と学生同士での議論を通して研究を進めていくことができるよ

うにしている。 

さらに、社会学科では、「社会学特殊講義 A・B・C/D・E・F」では遠隔授業も取り入れ、学生

の多様な興味・関心に対応した授業を実施している。 

 

【長所・特色】 

徹底した少人数教育により、一人ひとりに時間をかけながら双方向的な教育を行っている点が

長所である。演習・実習の授業では、学生は少人数に分かれて、教員やティーチング・アシスタン

トからきめ細やかな指導を受けることができる。 ゼミナールに相当する「心理学実験演習 1」及

び「心理学実験演習 2」では、教員 1 人あたりの各年次の担当学生は 6 名程度であり、意欲的かつ

効果的に学修を進めるための指導や支援を十分に行える体制が整っている。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②遠隔授業の効果的な活用（自らの方針に沿って、適した授業科目に用いられていること。また、

効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

現状では、体系的には実施していない。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応 
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【現状説明】 

外国語科目のうち必修科目の「英語」では、習熟度別クラスで学修することになっており、学生

の多様性に適切に対応している。入学時の「英語科目プレイスメントテスト」によって、Basics of 

English と Intermediate English のどちらを履修するかが決定する。基礎的な学修が必要な場合は 

Basics of English、基礎が修得されている場合は Intermediate English を履修する。Intermediate 

English はさらに Mid と High にわかれている。特に希望すれば、英語科目プレイスメントテス

トによって指定されたクラスより１レベル上（Basics of English → Intermediate English（Mid）、

Intermediate English（Mid） → Intermediate English（High））のクラスの履修を許可されること

もある。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④単位の実質化を図る措置（単位制度の趣旨に沿った学修内容、学修時間の確保が適切であるこ

と） 

【現状説明】 

単位制度の実質化を図る観点から、特定の学期における偏りのある履修登録を避けるために、履

修登録単位数の上限を適切に明示している。各年次一律に 48 単位を上限としている。海外語学短

期研修及び資格課程科目については、年間履修上限単位数には含めていない。また、履修上限単位

数には再履修科目も含めている。学生には、各年次に修得する単位の目安（１年次 38 単位、２年

次 38 単位、３年次 36 単位、４年次 12 単位）を示した上で、毎年の履修計画を立てるように周知

している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学修を進めるために十分

な内容であること） 

【現状説明】 

大学の統一のフォーマットにより作成している。シラバスには、「講義内容（到達目標、講義概
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要、講義計画、アクティブ・ラーニングの要素、課題に対するフィードバックの方法）」「教科書・

参考書」「成績評価方法・基準」「履修上の留意点」「担当教員へのアクセス」を必須項目として記

すことになっている。単なる講義概要にとどまることなく、到達目標と成績評価の方法・基準を明

示するとともに、学生が授業のための事前の準備や事後の展開などを行うことができる、授業の工

程表として機能するような内容となっている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜単位認定・学位授与について＞ 

(1) 達成目標 

成績評価、単位認定および学位授与を適切に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①成績評価および単位認定の客観的かつ厳格、公正、公平な実施 

【現状説明】 

成績評価の客観性を担保するための措置として、GPA（Grade Point Average）制度を導入して

いる。成績評価は、100 点を満点とし、60 点以上を合格とする。授業科目ごとの成績に対してグ

レードポイントを付与し、GPA を算出している。成績評価の区分を明示するために、学生には成

績評価の区分を表にして提示している。なお、成績評価は、学則第 17 条第 2 項に基づき 100 点を

満点とし、60 点以上を合格とし、60 点未満を不合格とする。成績評価の区分は、90 点以上を S、

85 点以上 90 点未満を A＋、80 点以上 85 点未満を A、75 点以上 80 点未満を B＋、70 点以上 75 

点未満を B、65 点以上 70 点未満を C＋、60 点以上 65 点未満を C、60 点未満を F とする。 

成績評価の厳格性を担保するための措置として、本学（学部・学科）では、各授業科目のシラバ

スに「到達目標」「講義計画」「成績評価方法・基準」を明示し、これに基づいて厳格な成績評価を

行っている。学生からの成績評価に関する疑義の申し立てに対しては、カリキュラム委員会（教務

委員会）が中心になって対応することで厳格性を適切に担保している。 

成績評価は、授業科目ごとに行う試験（筆記試験、口述試験、実技試験またはレポート）によっ

て適切に実施されている。科目によっては、それに学修の状況等を平常点として加味し評価される

場合や、平常点だけで評価される場合もある。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

177



【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②成績評価および単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）の学生への明

示 

【現状説明】 

成績評価および単位認定にかかる基準・手続については、履修ガイダンスをとおして学生に対し

周知しているほか、学修ガイドブックにも情報を掲載し、学生へ適切に明示している。また、各科

目ごとに成績評価の基準については、講義要項（シラバス）において、「成績評価方法・基準」を

明記している。また卒業論文を必修とし、「手引き」を定めて学生に明示し、体裁や提出期限など

厳格に運用を行なっている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等の適切性 

【現状説明】 

他大学等で修得した単位や入学前に修得した単位の認定に関しては、大学設置基準に基づき適

切に行っている。学部・学科では、学則第 5 条の 3 第 1 項において、「本大学は、教育上有益と認

めるときは、次に掲げる単位を、本大学における授業科目の履修により修得したものとみなすこと

ができる」と規定し、また、同条第 2 項において、「本大学は、教育上有益と認めるときは、次に

掲げる学修を、本大学における授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。(1)短期

大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修(2)本大学へ入学す

る前の前号の学修」と規定している。これらの規定により修得したものとみなし、又は授与するこ

とのできる単位数については、同条第 3 項において「学生が編入学又は学士入学をした場合を除

き、60 単位を超えないものとする」としている。 

なお、既修得単位の認定にあたっては、単位制度の趣旨に基づいて授業内容・時間等を確認し、

カリキュラム委員会（教務委員会）、教授会の議を経て厳正に行われている。 

また、また英語科目および英語以外の外国語科目では資格試験において一定の基準を満たして

いる学生に対して単位認定を行っている。また交換留学プログラムでは留学中に修得した単位を

審査のうえ本学の単位に振り替えることができる。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④学位授与における実施手続および体制の明確化 

【現状説明】 

学位授与に関しては、各学部・学科、研究科・専攻・課程ごとに定めた卒業認定・学位授与の方

針を踏まえ、学則第 18 条に明示し、適切に授与されている。学部・学科の卒業要件は、学生に配

付する学修ガイドブックにあらかじめ明記するとともに、大学ホームページにおいても公表して

いる。学位授与に係る責任体制、手続きは、学則第 18 条及び学位規定において規定し、これに基

づき学部教授会規定を定め、教授会において審議し、適切に行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤卒業認定・学位授与の方針に則した、適切な学位授与 

【現状説明】 

ディプロマ・ポリシーの方針に基づき、所定の単位を修得したものを卒業と認め、心理学科では

学士（心理学）、社会学科では学士（社会学）の学位を授与している。 

なお、両学科とも学生全員に卒業論文を課している。卒業論文の構成と字数等については学科で

定めており、卒業論文の提出前に卒論ガイダンスを実施して卒業論文の形式等について過不足が

生じることがないように指導している。卒業論文の最終的な成績評価は当該学生の指導に当たっ

た個々の担当教員が責任を負うが、評価に際しては担当教員以外の教員が副査として卒業論文の

査読を行うことによって客観性の担保を図っている。 

心理学科では、各担当教員による卒業論文中間発表と、成績評価に前もって口述試験が課されて

いる。学位授与に係る手続きとして、全ての卒業論文についてその成績を心理学科の教員全員によ

って確認する会を設けており、これによって成績評価の厳正性を保持し、学位授与に対する心理学

科全体の責任とその適切性を担保している。 

社会学科では、成績評価に前もって口述試験を複数教員によって行い、成績評価の厳正性を保持

し、全ての卒業論文についてその成績を社会学科の教員全員によって確認し、学位授与に対する学

科全体の責任とその適切性を担保している。また、学科全体、すなわち全学年が参加する卒業論文
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報告会を行い、評価の透明性を確保するとともに、学術的成果が多くの人に享受される機会を設け

ている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学修成果の把握および評価について＞ 

(1) 達成目標 

卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果を適切に把握および評価する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果の適切な把握および評価（設定した学修

成果を把握・評価するために、指標や方法を適切に導入し、運用していること） 

【現状説明】 

卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果の適切な把握及び評価に関しては、アセス

メントプラン及びカリキュラム・マップを活用することで行っている。アセスメントプランを定め

ることで、ディプロマ・ポリシーに示された資質・能力及び総合的な学力の修得状況を、「大学レ

ベル」、「学部・学科レベル」および「学生個人レベル」の 3 つのレベルで把握し、評価している。

カリキュラム・マップには、ディプロマ・ポリシーに示された資質・能力と授業科目との間の対応

関係を示してある。これらを組織的に活用することで、卒業認定・学位授与方針で定めた学修成果

の実態を適切に把握及び評価している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

 

＜教育課程・内容・方法の点検・評価および改善・向上への取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教育課程およびその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組

む。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、周

期等の明確化 

【現状説明】 

教育課程及びその内容、方法の適切性については、人間科学部の自己点検・評価実施委員会にお

いて定期的に自己点検・評価を行い、自己点検・評価の結果をもとに改善・向上に向けた取組みを

適切に行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②適切な情報に基づく点検・評価（課程修了時に求められる学修成果の測定・評価結果や授業内外

における学生の学修状況、資格試験の取得状況、進路状況等の情報活用など） 

【現状説明】 

自己点検・評価の際には、大学ホームページや学修ガイドブックなどの根拠資料に基づいて、適

切に記述・報告を行っている。また、「授業に関する学生アンケートの結果と授業の改善」の FD 

研修を実施し、教育過程およびその内容、教育方法についての点検を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③自己点検・評価の客観性を高めるための工夫（外部の視点や学生の意見を取り入れるなど） 

【現状説明】 

自己点検・評価の客観性および公平性を担保し、かつ、教育研究水準の更なる向上を図ることを

目的に、「専修大学自己点検・評価に関する外部評価委員会」が運営され、点検・評価における客

観性及び妥当性の確保が適切に図られている。なお、自己点検・評価項目は、本学の内部質保証推

進委員会において設定された自己点検・評価項目の大綱に基づき、自己点検・評価委員会が決定し

ている。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびその内容、教育方法の改善・向上への取り組み 

【現状説明】 

自己点検・評価中間報告書における外部評価委員会委員からの指摘を踏まえて学科の長所・特色

について検討するなど、適切に教育方法の改善・向上への取り組みを行っている。また、自己点

検・評価の結果をふまえた大学としてのカリキュラム改正のもと、教育課程や教育方法の改善・向

上への取り組みとしてカリキュラム編成の検討を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜入学者受入れの方針について＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れの方針に基づき、学生募集および入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、入

学者選抜を公平、公正に実施する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①志願者に理解しやすい入学者受入れの方針の設定（入学前の学修歴、学力水準、能力等の求める

学生像や、入学希望者に求める水準等の判定方法の明示） 

【現状説明】 

人間科学部心理学科では、入学者受入れの方針について、卒業認定・学位授与の方針及び教育課

程編成・実施の方針に定める教育を受けるために必要な、以下に掲げる知識・技能、能力、態度を

備えた人を求めることとしている。（1）高等学校の教育課程を幅広く修得している。（2）高等学校

に至るまでの履修内容のうち、「国語」と「英語」において、聞く・話す・読む・書く、という基

礎的な能力を身につけており、併せて、「数学（II、B）」の基礎知識に基づいて数理的分析を行い、

その結果から事象を論理的に考察する思考を身につけている。（3）人間性の理解をめざし、人間の

意識や行動、それをもたらす精神活動や心理的能について学ぼうとする強い意志を持っている。

（4）心理学と関連する、生理学・精神医学・人文科学・自然科学・社会科学等の専門分野に対し
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て広く関心をもっている。（5）心理学のさまざまな領域で蓄積されてきた研究成果や理論の修得、

及び、実証科学としての心理学の研究方法について実習を通して体得し、卒業後は、社会に役立つ

人材として活躍する強い意欲を持っている。この方針には、入学者に求める関心・意欲、資質・能

力等の人物像や判定方法が志願者にも理解しやすいように明確に示されており、卒業認定・学位授

与の方針及び教育課程編成・実施の方針にも整合した内容となっている。 

一方、社会学科では、入学者受入れの方針を高等学校までの履修内容をふまえて以下のように設

定している。（1）高等学校の教育課程を幅広く修得している。（2）高等学校までの履修内容のう

ち、「国語」と「英語」の両方において、聞く・話す・読む・書く、という基礎的なコミュニケー

ション能力を身につけている。（3）高等学校までの履修内容のうち、科学的思考力の基礎として

「数学（Ⅰ、A、B）」において、確率・統計にかかわる知識を身につけている。（4）高等学校まで

の履修内容のうち、「地理歴史（世界史・地理・日本史）」において、グローバル化する現代社会の

多様性とその歴史的前提を理解するために必要な知識を身につけている。（5）社会への寄与を念

頭に、そのために社会学を学び、その高度な専門性を応用したいという意欲がある。（6）必要な知

識を身につけるための講義・実習・演習に最後まで取り組むことができる。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②入学者受入れの方針に沿った適切な体制・仕組みの構築および公平、公正な入学者選抜の実施 

【現状説明】 

学部・学科では、入学者受入れの方針を踏まえ、一般選抜入学試験、学校推薦型選抜入学試験、

外国人留学生試験といった多様な入学者選抜を設けている。選抜方法・選考方法を多様化し、個々

の受験生の長所である能力・適性等を多面的に評価することで、求める学生を適切に見出し、様々

な学生を入学させて大学教育を活性化させることとしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備 
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【現状説明】 

本学では、身体の障がい等により、受験上特別の配慮を必要とする場合は、出願に先立って問合

せを行うよう、入学試験要項にその旨を明記している。その際には、障がい学生支援室が中心とな

り、入学試験受験時の配慮、入学後の支援体制等について、関係所管を交えて事前相談の会を設け

ている。これにより、受験だけでなく修学していくうえでも、可能な限り配慮するようにしてい

る。また、外国籍を有する方で出願条件を満たしている方を対象に「外国人留学生入学試験」を実

施している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④すべての志願者に対する情報提供の適切性 

【現状説明】 

大学ホームページにおいて入学試験要項を公開するとともに、入学試験関連の情報提供を行っ

ている。また入学試験要項や願書の請求を受け付けるとともに、各種入試関連イベントにおいても

配布を行っている。 

入学者受入れの方針については大学ホームページなどにおいて適切に公表している。また、授業

その他の費や経済的支援に関する情報提供は、専修大学入学ガイドや大学ホームページなどによ

って、適切に行っている。また、入学試験要項においても学費及び各種の奨学生制度について情報

提供を行っている。更に、入学後は、学内ポータルシステムや書面等を通じて適期に学生に周知す

るとともに、迅速な事務対応を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜定員管理について＞ 

(1) 達成目標 

適切な定員を設定して入学者の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適正

に管理する。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①各学部・学科、各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数の適正な維持 

【現状説明】 

本学の入学定員及び収容定員は、大学設置基準に基づき、教員組織、校地・校舎等の施設・設備

その他教育上の諸条件を総合的に考慮して、適切に設定している。また、収容定員の管理について

は、毎年度、定員充足率等を勘案し、これに基づき適正な合否判定を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②大幅な定員超過または定員未充足の場合における対策の適切性 

【現状説明】 

学部・学科における収容定員に対する在籍学生数の過剰又は未充足に関する対応のひとつとし

て、繰上合格制度が挙げられる。本制度の導入により、仮に入学定員が未充足となった場合におい

ても、繰上合格を行うことで、定員充足を図ることが可能としている。また、在籍学生数の適切な

管理として、転部科試験の実施や低単位修得者への対策等を行うことで、退学・除籍者の抑制を図

っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜入学者受入れに関する点検・評価および改善に向けた取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①入学者の受け入れに関わる事項の定期的な点検・評価および当該事項における現状や成果が上

がっている取り組みおよび課題の適切な把握 
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【現状説明】 

教授会及び各学部の入学試験委員会において定期的に点検・評価を行っている。具体的には、入

学試験別募集定員の設定、入学試験制度の新設及び廃止、入学試験科目の変更等の検討を行ってい

る。また、入学試験委員会における出願時アンケート結果にもとづく検討や学部教授会および学科

会議における入学者受入れ状況についての検証を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②点検・評価の結果を活用した入学者の受け入れに関わる事項の改善・向上に向けた取り組みの

適切性 

【現状説明】 

入学者の受入れ状況を踏まえ、翌年度の入学者受入れ（定員数等）について検討を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上  

186



➨ 16 ᮇ ⮬ᕫⅬ᳨䞉ホ౯୰㛫ሗ࿌ 

䠄08-1䠅ᅜ㝿䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁Ꮫ㒊 ᪥ᮏㄒᏛ⛉ 

 

＜教育研究上の目的について＞ 

(1) 達成目標 

本学が掲げる理念（21 世紀ビジョン「社会知性の開発」）に基づき、人材育成の目的その他の

教育研究上の目的を適切に設定し公表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①本学が掲げる理念を踏まえ、学部・研究科における教育研究上の目的の明確化 

【現状説明】 

国際コミュニケーション学部日本語学科では、「言語や文化の多様性に深い理解をもちながら、

日本国内における日本語の言語生活向上と課題解決に貢献できる人材や、国内外における日本語

教育に貢献できる人材を養成すること」を目的としている。 

 

【長所・特色】 

学則の「旧い権威や強力に対してあくまで批判的であることを精神とし」は、国際コミュニケー

ション学部では「より広い視野をもち、強靱な論理的思考を実践できる」に言い換え、日本語学科

では、「国際化社会の中で、言語や文化の多様性に深い理解をもちながら、日本国内における日本

語の言語生活向上と課題解決に貢献できる人材や、国内外における日本語教育に貢献できる人材

を養成する」に具体的に言い換えている。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育研究上の目的の教職員、学生への周知および社会への公表 

【現状説明】 

教職員、学生へは『学修ガイドブック』によって周知し、社会へはウェブページで公表している。 

 

【長所・特色】 

日本語学科では、大学の 21 世紀ビジョンを具現化し、「国際化社会の中で、言語や文化の多様

性に深い理解をもちながら、日本国内における日本語の言語生活向上と課題解決に貢献できる人

材や、国内外における日本語教育に貢献できる人材」を育成することを掲げ、ホームページ上でも

公表している。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

＜学修成果の明確化について＞ 

(1) 達成目標 

達成すべき学修成果を明確にし、教育・学修の基本的なあり方を明らかにする。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果の明確化 

【現状説明】 

日本語学科としての学士（文学）の学位授与の方針を、『学修ガイドブック』に記載して学生に

周知し、ウェブページ上でも公表している。 

 

【長所・特色】 

日本語学科は、言語や文化の多様性への深い理解と、日本国内における日本語の言語生活向上と

課題解決、および国内外における日本語教育を重視した専門教育を特色とする学科である。「ディ

プロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）」は、 

(1) 日本語の時間的変異、空間的変異、社会的変異の諸相についての理解という観点、 

(2) 言語学的視点に立った日本語の高い運用能力や、客観的な視点から情報を統合して分析す

る能力を身につけているという観点、 

(3) 日本語の言語教育（国語教育・日本語教育等）の分野だけでなく、日本語を必要とする様々

な領域に還元しようとするという観点 

と定めている。これは、日本語の言語生活と日本語教育という両側面を重視し、どちらも不可欠で

あることを端的に述べたものである。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育課程編成・実施の方針において、学修成果を達成するために必要な教育課程および教育・学

修の方法の明確化 

【現状説明】 

教育課程の体系と教育内容は、カリキュラム・ポリシーとして設定され、これに整合したカリキ

ュラムとして教育課程を構成する授業が適切な科目区分及び適切な授業形態として具体的に設定

されている。いずれも『学修ガイドブック』に掲載し、公表している。 
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【長所・特色】 

『学修ガイドブック』には、学科ごとの特色を記して履修への指針及び「卒業認定・学位授与の

方針」を示している。また、各科目の区分、配当年次、卒業要件単位数をわかりやすく一覧にした

「図表」を掲載しているほか、4 年間でどのように学修が進められていくかを年次別に科目名称を

挙げつつ解説し、「教育課程編成・実施の方針」を実際の履修の指針を提示しながら、わかりやす

く説明している。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修成果は授与する学位にふさわしいかの検証 

【現状説明】 

「（1）日本語の音声、音韻・表記、文法、語彙・意味、語用論等の各分野について体系的な知識

を獲得し（知識・理解）、（2）言語学的視点に立った日本語の高い運用能力や、客観的な視点から

情報を統合して分析する能力を身につけ（技能・表現、思考・判断）、（3）卓越した知見を活かし、

日本語の言語教育（国語教育・日本語教育等）の分野だけでなく、日本語を必要とする様々な領域

に還元しようとする態度を有している。（関心・意欲・態度）」ということに適切に連関している。 

 

【長所・特色】 

日本語学の知識、分析する能力、国語教育・日本語教育といった教育力の 3 体系を柱とし、すべ

ての体系について「基礎科目」「基幹科目」「発展科目」「応用科目」「関連科目」の科目群を設置す

る順次的かつ体系的なカリキュラムを編成している。4 年間の順次的かつ体系的な科目履修を通し

て知識と能力を身につけることが可能となるよう配慮し、基礎から基幹、基幹から発展、発展から

応用へと順次性のある展開で編成している。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

学修成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的

に編成する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講と、各授業科目の到達

目標の明確化 
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【現状説明】 

教育課程の体系と教育内容は、カリキュラム・ポリシーとして設定され、これに整合したカリキ

ュラムとして教育課程を構成する授業が適切な科目区分及び適切な授業形態として具体的に設定

されている。いずれも『学修ガイドブック』に掲載し、公表している。 

 

【長所・特色】 

『学修ガイドブック』には、学科ごとの特色を記して履修への指針及び「卒業認定・学位授与の

方針」を示している。また、各科目の区分、配当年次、卒業要件単位数をわかりやすく一覧にした

「図表」を掲載しているほか、4 年間でどのように学修が進められていくかを年次別に科目名称を

挙げつつ解説し、「教育課程編成・実施の方針」を実際の履修の指針を提示しながら、わかりやす

く説明している。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②学修の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当および学びの過程の可視化 

【現状説明】 

日本語学の知識、分析する能力、国語教育・日本語教育といった教育力の 3 体系を 4 年間で学

修するために、年次が上がるにつれて次第に学修内容を高めていけるように、順序だてた体系化を

行っている。 

 

【長所・特色】 

日本語学の知識、分析する能力、国語教育・日本語教育といった教育力の 3 体系を柱とし、すべ

ての体系について「基礎科目」「基幹科目」「発展科目」「応用科目」「関連科目」の科目群を設置す

る順次的かつ体系的なカリキュラムを編成している。4 年間の順次的かつ体系的な科目履修を通し

て知識と能力を身につけることが可能となるよう配慮し、基礎から基幹、基幹から発展、発展から

応用へと順次性、および体系性を配慮している。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学生の学修時間の考慮とそれを踏まえた単位設定 

【現状説明】 

国際コミュニケーション学部では、大学設置基準における 1 単位当たり 45 時間の学修時間とい

う基準に基づき、単位設定をしている。 
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【長所・特色】 

単位制については『国際コミュニケーション学部学修ガイドブック』にも記載し、周知している。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜授業内容・方法について＞ 

(1) 達成目標 

課程修了時に求められる学修成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっている。また、学

生が学修を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業形態、授業方法の適切性（学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学修成果

および教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

授業科目は、「卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」の下に設計し、「シラバス」

を作成している。 

 

【長所・特色】 

シラバスは、ウェブ上で公開しており、授業の毎時の内容（テーマ）まで詳細に記載することと

している。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②遠隔授業の効果的な活用（自らの方針に沿って、適した授業科目に用いられていること。また、

効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

国際コミュニケーション学部日本語学科では、教育効果等の観点からオンライン授業とするこ

とが望ましいと判断した授業科目をオンライン授業として開講している。 

 

【長所・特色】 

全授業の中でのオンライン授業の割合は、概ね 1 割程度としている。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

③学修状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応 

【現状説明】 

日本語学科では、2 年次から専門科目の必修科目として専門ゼミナールを開講している。専門ゼ

ミナールの内容は担当教員がそれぞれの分野に基づいて設定し、学生が、自分が深く学びたい分野

を選ぶ形になっている。 

 

【長所・特色】 

専門ゼミナールの選択は 1 年次後期に行い、それに先立ち、授業や説明会で各ゼミの紹介をし

ている。また、学年が変わる時期にゼミナール変更の機会を設けている。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④単位の実質化を図る措置（単位制度の趣旨に沿った学修内容、学修時間の確保が適切であるこ

と） 

【現状説明】 

日本語学科では、科目の特性を考慮した配当年次を設定するとともに各年次における履修上限

単位数（1 年次～3 年次 44 単位、4 年次 48 単位）を設定している。 

 

【長所・特色】 

4 年間にわたってバランスのよい履修・学修ができるように履修上限単位を設定している。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学修を進めるために十分

な内容であること） 

【現状説明】 

シラバス執筆に当たっては、「講義内容」欄に＜到達目標＞、＜卒業認定・学位授与の方針との

関連＞、＜講義概要＞、＜授業の形態＞、＜講義計画＞、＜課題に対するフィードバックの方法＞

の各項を必ず記載することとしている。また、「成績評価方法・基準」、「履修上の留意点」、「担当

教員へのアクセス」の各欄も設けている。 

 

【長所・特色】 

シラバスは、ウェブ上で検索可能なものとして、広く公開している。 

192



【問題点】 

該当なし。 

 

＜単位認定・学位授与について＞ 

(1) 達成目標 

成績評価、単位認定および学位授与を適切に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①成績評価および単位認定の客観的かつ厳格、公正、公平な実施 

【現状説明】 

「カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）」の中で明記しており、大学ホームペ

ージ及び『国際コミュニケーション学部学修ガイドブック』で公表している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②成績評価および単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）の学生への明

示 

【現状説明】 

シラバスの中で「成績評価方法・基準」を明示している。また、成績評価に疑義がある場合は、

教務課に申し立てることにより、評価に至る理由を本人に開示している。 

 

【長所・特色】 

シラバス執筆に当たっては、「成績評価方法・基準」の記載を必須としている。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等の適切性 

【現状説明】 

本学の協定校への海外留学プログラム（長期交換留学プログラム、セメスター交換留学プログラ

ム）に参加し、留学先大学で習得した単位は、審査の上本学の単位に振り替えることができる。 
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【長所・特色】 

海外留学プログラムについては、学内に設置された「国際交流センター」が運営し、学部・学科

が適正な審査を行うことで、単位認定を行っている。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④学位授与における実施手続および体制の明確化 

【現状説明】 

学位授与に係る責任体制及び手続きは学則第 18 条及び「専修大学学位規程」第 3 条で規定し、

これに基づき、「専修大学国際コミュニケーション学部教授会規程」を規定し、卒業認定を行って

いる。 

 

【長所・特色】 

「専修大学学位規程」では、「学士の学位は、大学卒業の要件を満たした者に授与するものとす

る」と規定している。また、「専修大学国際コミュニケーション学部教授会規程」の第 6 条(2)で

は、「学生の入学、卒業その他学生の在籍に関すること」と規定している。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤卒業認定・学位授与の方針に則した、適切な学位授与 

【現状説明】 

「卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）」を、大学ホームページ及び『国際コミュ

ニケーション学部学修ガイドブック』で公表した上で、定められた責任体制及び手続きによって学

位授与を行っている。 

 

【長所・特色】 

「学期末卒業」制度や「卒業延期」制度も設け、5 年次生以上が条件を満たした場合に、年度途

中でも卒業できることとしている。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜学修成果の把握および評価について＞ 

(1) 達成目標 

卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果を適切に把握および評価する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果の適切な把握および評価（設定した学修

成果を把握・評価するために、指標や方法を適切に導入し、運用していること） 

【現状説明】 

国際コミュニケーション学部では、他学部同様に、アセスメント・テスト「GPS-Academic」を

全学生を対象に実施している。この実施結果については、教育開発支援委員会及び教務課 IR 担当

が協働で分析を行い、分析結果は、内部質保証推進委員会において報告されている。 

 

【長所・特色】 

「GPS-Academic」の分析結果は、学部における授業運営改善の重要な資料と位置付けている。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程・内容・方法の点検・評価および改善・向上への取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教育課程およびその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組

む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、周

期等の明確化 

【現状説明】 

「専修大学自己点検・評価規程」に基づいて「自己点検・評価」委員会を置き、定期的な点検・

評価を行っている。 

 

【長所・特色】 

学則第 7 条に基づき、教育開発支援委員会を置き、国際コミュニケーション学部では、同委員

会と連携する FD 委員会を設け、定期的に点検・評価を行っている。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

②適切な情報に基づく点検・評価（課程修了時に求められる学修成果の測定・評価結果や授業内外

における学生の学修状況、資格試験の取得状況、進路状況等の情報活用など） 

【現状説明】 

国際コミュニケーション学部 FD 委員会では、定期的な点検・評価として、「授業評価アンケー

ト」を実施している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③自己点検・評価の客観性を高めるための工夫（外部の視点や学生の意見を取り入れるなど） 

【現状説明】 

「授業評価アンケート」は、専任教員が担当する科目のうち、一定数以上の履修者がいる科目に

おいて実施している（無記名での回答であるが、履修者数が少ない科目では、回答者が特定される

可能性があるため、実施していない）。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびその内容、教育方法の改善・向上への取り組み 

【現状説明】 

国際コミュニケーション学部 FD 委員会による、FD 研修を実施することで、改善・向上への取

り組みを行っている。 

 

【長所・特色】 

「授業評価アンケート」の集計・分析結果は、FD 委員会が FD 研修を実施する際の基礎資料と

して活用している。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜入学者受入れの方針について＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れの方針に基づき、学生募集および入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、入

学者選抜を公平、公正に実施する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①志願者に理解しやすい入学者受入れの方針の設定（入学前の学修歴、学力水準、能力等の求める

学生像や、入学希望者に求める水準等の判定方法の明示） 

【現状説明】 

日本語学科においては、学生像として「日本語に対する興味と感心や学習意欲を有している人」

「社会の諸課題の解決に取り組むための思考力やコミュニケーション能力の基礎を身につけてい

る人」を受け入れることを明示している。それとともに、入学希望者に求める水準として、「学部

教育を受けるために必要となる基礎的な学力として、高等学校の主要科目における教科書レベル

の知識を有している」とし、高等学校卒業者に対して無理のない設定を行っている。 

 

【長所・特色】 

日本語学科では、「日本語に対する興味と感心や学習意欲を有している人」だけではなく、「社会

の諸課題の解決に取り組むための思考力やコミュニケーション能力の基礎を身につけている人」

として、コミュニケーション能力も要件に含めることで、広い視野をもった学生の受け入れ姿勢を

示している。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②入学者受入れの方針に沿った適切な体制・仕組みの構築および公平、公正な入学者選抜の実施 

【現状説明】 

「入学試験委員会規程」に基づき、全学的な機関として「入学試験委員会」を設けている。入学

試験委員会では、入学試験の実施、入学試験制度及び入学試験の方法に関する諸施策の審議・立案

を行っている。 

 

【長所・特色】 

国際コミュニケーション学部内にも、学部独自の入学試験委員会を設置し、各種推薦入学試験等

の方法について検討主体となっている。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

③特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備 

【現状説明】 

特別入学試験として、「外国人留学生入学試験」等を設けている。 

 

【長所・特色】 

日本語学科の場合、特に「外国人留学生入学試験」においては、比較的多くの出願がなされてい

る。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④すべての志願者に対する情報提供の適切性 

【現状説明】 

本学の「入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）」及び学部・学科の「入学者受入れ

の方針（アドミッション・ポリシー）」は、大学ホームページ及び『専修大学入学ガイド』で公表

している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜定員管理について＞ 

(1) 達成目標 

適切な定員を設定して入学者の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適正

に管理する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①各学部・学科、各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数の適正な維持 

【現状説明】 

日本語学科の 1 学年の定員は、学則第 52 条で定めている。その上で、各入学試験の合格判定の

際に、判定目標数を設定し、入学定員の管理に細心の注意を払っている。 
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【長所・特色】 

多様な入学試験の実施は、合格判定の機会を複数回設けることにもなり、定員管理も行いやすく

なっている。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②大幅な定員超過または定員未充足の場合における対策の適切性 

【現状説明】 

定員超過については、特に未卒者数を増やさないよう、国際コミュニケーション学部カリキュラ

ム委員会で、対応を行っている。なお、現時点で、未充足には該当していない。 

 

【長所・特色】 

収容定員管理のためには、退学者・除籍者を極力出さないことと、4 年間で卒業できるようにす

ることに重点を置いて、きめ細かい履修指導、学修指導を行っている。その結果、5 年次生以上の

在籍学生を抑えることができている。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜入学者受入れに関する点検・評価および改善に向けた取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①入学者の受け入れに関わる事項の定期的な点検・評価および当該事項における現状や成果が上

がっている取り組みおよび課題の適切な把握 

【現状説明】 

日本語学科の指定校推薦入学試験の対象校については、過去の入学実績に基づいて選定してい

る。 

 

【長所・特色】 

日本語学科の指定校推薦入学試験の対象校については、必要に応じて更新を行うこととしてい

る。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②点検・評価の結果を活用した入学者の受け入れに関わる事項の改善・向上に向けた取り組みの

適切性 

【現状説明】 

前年度の入学者選抜の結果に基づいて、学部入試委員会および学科会議において当該年度の入

学者選抜の指針について必要な改善を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置を講じているか＞ 

(1) 達成目標 

従来の専門科目に加え、日本語学の専門知識の有暯性を実体験し、学修意欲を高めることを目的

とする「日本語学応用実習」において複数の実習を実施する。さらに、学生の積極的な学修を促進

するため、学生による研究発表会を開催し、また、日本語学の魅力について学生自らが学外に発信

する場を設ける。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

「日本語学応用実習」の各実習の特色を生かした実施状況 

【現状説明】 

「日本語学応用実習」は、日本語学科の専門科目で学んだ日本語学の専門知識について、各種機

関で実施するさまざまな実習の中で実体験することでその有用性を確認し、さらなる学修意欲を

高めることを目的とする定時外科目である。実習先の機関・実習内容・実習期間は、年度ごとに設

定される。学生は、個々人の学問的興味に応じて実習を選び、事前研修を受けたうえで実習に参加

する。 

 

【長所・特色】 

2025 年度の「日本語学応用実習」は、(1) 九段日本語学院での業務体験、(2) 群馬県富岡市で

の農泊体験、(3) クロアチア、プーラ大学とオンラインで実施する「チーム研究」、(4) シンガポ

ール大学・シンガポール経営大学の視察と、複言語文化体験、という、4 通りの充実したプログラ

ムを実施した。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②全ゼミナール合同での研究発表会の開催 

【現状説明】 

例年、9 月の夏期休暇期間中に「専大日語の夏フェス」を、1 月に「専大日語の冬フェス」を、

それぞれ開催している。日本語学科の各ゼミナールから発表希望者を募り、グループまたは個人で

の研究発表や卒業論文に関する発表を行っている。 

 

【長所・特色】 

2021 年度から開始した本企画は、毎回多くの学生が参加し、好評を博している。特に、ゼミナ

ール同士の横のつながりの強化や、1 年次生が次年度から所属するゼミナールを選択するための情

報提供の場として、有効に機能している。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学生が幅広い視野から日本語・日本文化を学べるような措置を講じているか＞ 

(1) 達成目標 

従来の専門科目に加え、学生たちがより幅広い視野から日本語・日本文化を学ぶための機会を

提供する。授業内・授業外において、学生たちが日本語・日本文化を体験し、自らの言語文化を

再発見するための企画を導入し、学生自身の自主的・積極的な学びが得られるよう導く。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①「日本語学応用実習」の各実習の特色を生かした実施状況 

【現状説明】 

「日本語学応用実習」は、日本語学科の専門科目で学んだ日本語学の専門知識について、各種機

関で実施するさまざまな実習の中で実体験することでその有用性を確認し、さらなる学修意欲を

高めることを目的とする定時外科目である。実習先の機関・実習内容・実習期間は、年度ごとに設

定される。学生は、個々人の学問的興味に応じて実習を選び、事前研修を受けたうえで実習に参加

する。 

 

【長所・特色】 

2025 年度の「日本語学応用実習」は、(1) 九段日本語学院での業務体験、(2) 群馬県富岡市で

の農泊体験、(3) クロアチア、プーラ大学とオンラインで実施する「チーム研究」、(4) シンガポ

ール大学・シンガポール経営大学の視察と、複言語文化体験、という、4 通りの充実したプログラ
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ムを実施した。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②学生が授業時間内・授業時間外に日本語・日本文化を学ぶための機会の提供 

【現状説明】 

2024 年度、2025 年度の 2 年間、日米友好親善のために来日された「全米さくらの女王」ご一行

を専修大学にお迎えし、歓迎行事を催した。相撲、居合、合気道の披露、アニメーションのアフレ

コ、神田明神伝統の木遣歌の披露、日本語学に関する英語での模擬授業など、日本語・日本文化に

関する催しを実施した。日本語学科の在学生も多く参加し、日本語・日本文化を海外に紹介すると

はどういうことかについて見学した。また、2025 年度はクロアチアとスロバキアからゲストを招

き、講演会を催した。 

 

【長所・特色】 

国際コミュニケーション学部に位置付けられる日本語学科ならではの企画を通し、日本語・日本

文化を海外に発信していくことの実態を体験することができた。この趣旨による催しは、継続的に

実施していく予定である。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（08-2）国際コミュニケーション学部 異文化コミュニケーション学科 

 

＜教育研究上の目的について＞ 

(1) 達成目標 

本学が掲げる理念（21 世紀ビジョン「社会知性の開発」）に基づき、人材育成の目的その他の

教育研究上の目的を適切に設定し公表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①本学が掲げる理念を踏まえ、学部・研究科における教育研究上の目的の明確化 

【現状説明】 

国際コミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科としての、人材育成および教育研

究上の目的を設定している。国際コミュニケーション学部は、その教育研究上の目的を、学則第 2

条の 2 に定める通り、その教育研究上の目的を「日本語を含む諸言語についての研究、言語教育

の手法やコミュニケーションの在り方そのものについての研究及び社会・思想・文化の研究を基礎

としながら、より広い視野をもち、強靱な論理的思考を実践できる人材を養成すること」としてい

る。さらに、異文化コミュニケーション学科では、その教育研究上の目的を「国際化社会の中で、

言語や文化の多様性に深い理解をもちながら、複数の言語によるコミュニケーション能力をもっ

て国際社会に貢献できる人材を養成すること」としている。 

 

【長所・特色】 

国際コミュニケーション学部は、学則第 1 条（本大学の目的）に記された「批判的であること

の精神」及び「人間の値打ちを尊重する平和的良心」を、国際コミュニケーションという視点から

具現化して記している。さらに、異文化コミュニケーション学科は、言語や文化の多様性への深い

理解と複数の言語によるコミュニケーション能力の育成による国際化社会への貢献という視点か

ら具現化して記している。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育研究上の目的の教職員、学生への周知および社会への公表 

【現状説明】 

学科の人材育成および教育研究上の目的を、『学修ガイドブック』によって周知し、ウェブペー

ジで社会に対して公表している。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学修成果の明確化について＞ 

(1) 達成目標 

達成すべき学修成果を明確にし、教育・学修の基本的なあり方を明らかにする。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果の明確化 

【現状説明】 

言語運用能力の進度を測るための外部の外国語認定試験受験制度や、卒業認定の目安となる「卒

業研究」においてルーブリックを策定し、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果を明確

にしている。 

 

【長所・特色】 

国際コミュニケーション学部では、「より広い視野をもち、強靱な論理的思考を実践できる人材」

の養成を重視している。異文化コミュニケーション学科では、「国際化社会の中で、言語や文化の

多様性に深い理解をもちながら、複数の言語によるコミュニケーション能力をもって国際社会に

貢献できる人材を養成すること」として、 特に国際化の進む現代社会の要請に応えるものとして

いる。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育課程編成・実施の方針において、学修成果を達成するために必要な教育課程および教育・学

修の方法の明確化 

【現状説明】 

『学修ガイドブック』において、本学科の特色および教育課程編成とその実施方針について詳細

に明記しているほか、学修成果を達成するために必要な学修方法を明確に提示している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修成果は授与する学位にふさわしいかの検証 

【現状説明】 

卒業要件単位を充足するのはもちろんのこと、卒業認定の目安となる「卒業研究」を必修として

いる。また、「卒業研究」の口述試験では、専任教員の副査を置き、学修成果を検証している。 

 

【長所・特色】 

卒業要件単位充足のためには、＜文化＞＜地域＞＜コミュニケーション＞の 3 つの体系につい

ての科目を広く学ぶ必要が生じるよう設定されている。その上で、「卒業研究」を必修とし、副査

の制度を設けて複数の教員が評価に関わることで、相応しい学修成果が得られているかを検証し

ている。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

学修成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的

に編成する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講と、各授業科目の到達

目標の明確化 

【現状説明】 

外国語科目を通じての複数言語の修得のほか、＜文化＞＜地域＞＜コミュニケーション＞に関

する学修による幅広い知見の獲得、研究手法の理解等において、基礎的な内容から高度な内容に進

めるよう、順序立てた体系化を行っている。 

 

【長所・特色】 

外国語科目に加え、＜地域＞＜文化＞＜コミュニケーション＞の 3体系を柱として、「基礎科目」

「基幹科目」「発展科目」「応用科目」「関連科目」の科目群から編成している。4 年間の体系的な

科目履修を通して知識と能力を身につけることが可能となるよう配慮し、基礎から基幹、基幹から

発展、発展から応用へと順次性のある展開で編成している。＜地域＞＜文化＞＜コミュニケーショ

ン＞を軸とする体系として設置しつつ、基幹から発展、応用へと順次性を進むにしたがって各体系
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が相互作用するように設計している。 

 

【問題点】  

該当なし。 

 

評価の視点 

②学修の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当および学びの過程の可視化 

【現状説明】 

外国語科目による複数言語の修得においては言語能力の段階に応じて、＜文化＞＜地域＞＜コ

ミュニケーション＞に関する学修においては幅広い知見の獲得、研究手法の理解等に関して、初歩

的基本的な内容から高度な内容に進めるよう、順序立てた体系化を行っている。 

 

【長所・特色】 

外国語科目に加え、＜地域＞＜文化＞＜コミュニケーション＞の 3 体系を柱として、「基礎科目」

「基幹科目」「発展科目」「応用科目」「関連科目」の科目群から編成している。 4 年間の体系的な

科目履修を通して知識と能力を身につけることが可能となるよう配慮し、基礎から基幹、基幹から

発展、発展から応用へと順次性のある展開で編成している。＜地域＞＜文化＞＜コミュニケーショ

ン＞を軸とする体系を設置しつつ、基幹から発展、応用へと順次性を進むにしたがって各体系が相

互作用するように設計している。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学生の学修時間の考慮とそれを踏まえた単位設定 

【現状説明】 

各学年において、年間に履修できる単位数に上限を設けている。 

 

【長所・特色】 

学科学生全員が前期に留学する 2 年次のみ、年間履修単位上限を 40 単位に設定し、後期に無

理のない履修ができるよう配慮している。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜授業内容・方法について＞ 

(1) 達成目標 

課程修了時に求められる学修成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっている。また、学

生が学修を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業形態、授業方法の適切性（学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学修成果

および教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

教育課程の体系と教育内容は、カリキュラム・ポリシーとして設定されており、これに整合する

カリキュラムとして教育課程を構成する授業が適切な科目区分及び適切な授業形態が具体的に設

定されている。いずれも『学修ガイドブック』に掲載して公表しており、各科目の授業形態と授業

方法はシラバスとして公表している。 

 

【長所・特色】 

『学修ガイドブック』には、学科ごとの特色を記して履修への指針及び「卒業認定・学位授与の

方針」を示している。また、4 年間でどのように学修が進められていくかを年次別に科目名称を挙

げつつ解説し、「教育課程編成・実施の方針」を実際の履修の指針を提示しながら、わかりやすく

説明している。実際の科目の授業形態・授業方法においては、外国語科目は少人数で効果的な授業

運営を、外国語以外の科目においては、それぞれの目的に応じた人数や方法で対応している。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②遠隔授業の効果的な活用（自らの方針に沿って、適した授業科目に用いられていること。また、

効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

遠隔授業は、学科では全体の 5％程度の科目で実施しているほか、対面授業であっても教育効

果が高いと判断される場合は、半期全 15 回授業のうち 4 回程度までを遠隔授業にて実施するこ

とを認めている。ただし、対面授業を遠隔授業にする回については、学部のカリキュラムを統括す

るカリキュラム委員会に報告することを義務づけている。 

 

【長所・特色】 

外国語科目に関しては、少人数で行うのが効果的であるため、展開数の調整を含めて適正な人数

で授業が運営されるよう配慮している。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応 

【現状説明】 

外国語科目のうち、入学時に既習言語である英語については、 1 年次よりプレイスメントテス

トによる習熟度や学修状況に応じたクラス分けを実施している。 

 

【長所・特色】 

英語に関して、1 年次はプレイスメントテストによるクラス分けを実施しているのに加え、 2 年

次より履修する外国語科目においては、シラバス内において学修状況に応じたクラスレベルを設

定し、学生が個々の習熟度や意欲に合わせて学修できるように配慮している。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④単位の実質化を図る措置（単位制度の趣旨に沿った学修内容、学修時間の確保が適切であるこ

と） 

【現状説明】 

外国語科目の習熟度に応じた対応に加え、＜文化＞＜地域＞＜コミュニケーション＞の科目で

も、基礎的な内容から高度な内容に進めるよう、順序立てた体系化を行っている。各科目の特性を

考慮した年次配当を設定するとともに、各年次における履修上限単位数（各年次における履修上限

単位数（1 年次 44 単位、単位、2 年次 40 単位、単位、3 年次 44 単位、単位、4 年次 48 単位）

を設単位）を設定している。 

 

【長所・特色】 

海外研修を実施する 2 年次の履修上限単位数を少なく設定していることから、4 年間にわたっ

てバランスのよい履修・学修ができるように配慮している。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学修を進めるために十分

な内容であること） 
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【現状説明】 

全ての科目について、シラバスに必要事項を明示し、原則としてシラバスに記載した授業計画に

基づいた授業運営を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜単位認定・学位授与について＞ 

(1) 達成目標 

成績評価、単位認定および学位授与を適切に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①成績評価および単位認定の客観的かつ厳格、公正、公平な実施 

【現状説明】 

成績評価方法およびその配分について、すべてのシラバスにおいて明示している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②成績評価および単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）の学生への明

示 

【現状説明】 

シラバスの中で「成績評価方法・基準」を明示しているほか、成績評価に疑義がある場合は、教

務課を通じて申し立てることにより、評価に至る理由を本人に開示している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

③既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等の適切性 

【現状説明】 

異文化コミュニケーション学科においては、既修得単位および実践的な能力を修得している者

に対する単位は認定していない。ただし、学科カリキュラム外の研修として、国際交流センターの

主催する海外語学研修に参加した場合、そこでの修得単位を自由選択修得要件単位として単位認

定している。また、高大連携において専修大学附属高等学校の生徒が専修大学の科目を履修できる

ようになっており、それらの科目で修得した単位は既修得単位として、学部学科の所定単位に算入

することが許されている。 

 

【長所・特色】 

学科のカリキュラム・ポリシー に則した教育を公平に学修してもらうため、異文化コミュニケ

ーション学科では既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位は認定していない。

ただし、国際交流センターを通じた長期留学については、留学先で修得した単位を、本学科の開設

する科目と内容の一致がみられることをカリキュラム委員会が精査したうえで、単位を認定する

ことを制度化している。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④学位授与における実施手続および体制の明確化 

【現状説明】 

学位授与に係る責任体制及び手続きは学則第 18 条ならびに「専修大学学位規程」第 3 条に基づ

き、「専修大学国際コミュニケーション学部教授会規程」を規定し、卒業認定を行っている。「専修

大学学位規程」では、「学士の学位は、大学卒業の要件を満たした者に授与するものとする」と規

定している。また、「専修大学国際コミュニケーション学部教授会規程」の第 6 条(2)では、「学生

の入学、卒業その他学生の在籍に関すること」と規定している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤卒業認定・学位授与の方針に則した、適切な学位授与 
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【現状説明】 

4 年間の学修の集大成である卒業研究の評価については、教員全員が全学生の成績を確認すると

ともに卒業研究を閲覧することができるようにし、適切な学位授与を担保している。 

 

【長所・特色】 

ゼミナールの教員が指導を担当する卒業研究については、各学生が研究を進める過程から学科

の専任教員の間で個々の卒業研究について把握するようにしており、専任教員による副査の制度

により適切なものを合格としている。そのうえで、教授会の判断で卒業および学位授与の妥当性を

確認している。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学修成果の把握および評価について＞ 

(1) 達成目標 

卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果を適切に把握および評価する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果の適切な把握および評価（設定した学修

成果を把握・評価するために、指標や方法を適切に導入し、運用していること） 

【現状説明】 

卒業認定の目安となる「卒業研究」の口述試験において、専任教員の副査を置き、ルーブリック

を相互のクライテリアとしつつ、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果の検証としてい

る。 

 

【長所・特色】 

学修成果の達成に関して、教員と学生との間のコミュニケーション・ツールとしてルーブリック

が策定されている。また、主査と副査同席による口述試験にて、学位授与の適正さを検証してい

る。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程・内容・方法の点検・評価および改善・向上への取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教育課程およびその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組

む。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、周

期等の明確化 

【現状説明】 

カリキュラム委員会を中心に策定しており、学科会議や学部教授会で必要に応じ情報を共有し

ている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②適切な情報に基づく点検・評価（課程修了時に求められる学修成果の測定・評価結果や授業内外

における学生の学修状況、資格試験の取得状況、進路状況等の情報活用など） 

【現状説明】 

全学の自己点検・評価方針に基づいて、点検・評価を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③自己点検・評価の客観性を高めるための工夫（外部の視点や学生の意見を取り入れるなど） 

【現状説明】 

学部選出の自己点検・評価委員を中心に、学科長を学科委員として選出し、自己点検・評価を行

っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

④自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびその内容、教育方法の改善・向上への取り組み 

【現状説明】 

毎年実施している自己点検・評価における未解決の問題点に対して、学部の FD 委員会、カリ

キュラム委員会および学科会議で改善策を議論している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜入学者受入れの方針について＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れの方針に基づき、学生募集および入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、入

学者選抜を公平、公正に実施する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①志願者に理解しやすい入学者受入れの方針の設定（入学前の学修歴、学力水準、能力等の求める

学生像や、入学希望者に求める水準等の判定方法の明示） 

【現状説明】 

大学の発行するガイドブックに加え、学部のパンフレットおよびホームページにて、入学者受入

れの方針を周知している。また、 総合型選抜においても、受入れる方針についての説明会を設け

ている。 

 

【長所・特色】 

学科ホームページでの周知のほか、オープンキャンパスにおいて総合型選抜説明会、学部独自の

イベントを企画し、志願者に対して適切な説明をしている。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②入学者受入れの方針に沿った適切な体制・仕組みの構築および公平、公正な入学者選抜の実施 

【現状説明】 

入学者の選抜に関する情報提示は、すべての志願者に公平に行っている。入学者選抜の実施に関

しては、学部の理念に沿い、また学部入試委員会にて策定された方法により、厳正かつ公正に行わ
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れている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備 

【現状説明】 

学部・学科間の公平性に配慮しつつ、大学の方針に沿った方針を採用している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④すべての志願者に対する情報提供の適切性 

【現状説明】 

入学者の受け入れ方針を、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針とともに、ホームページ、

『学修ガイドブック』によって公表している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

 

＜定員管理について＞ 

(1) 達成目標 

適切な定員を設定して入学者の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適正

に管理する。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①各学部・学科、各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数の適正な維持 

 

【現状説明】 

定員は適切に設定されていると考える。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

2025 年度現在、超過が見られる。これは次年度以降の調整により改善する予定である。 

 

評価の視点 

②大幅な定員超過または定員未充足の場合における対策の適切性 

【現状説明】 

定員の超過・未充足の場合の対策は、学部長・学科長・入試委員を中心に教員間で共有し、各入

試制度の判定会議にも厳格な定員管理を行う体制がとられている。 

 

【長所・特色】 

開設以降、異文化コミュニケーション学科ではこれまで未充足は発生していない。 

 

【問題点】 

2025 年度現在の超過については、2026 年度入試でより厳格な定員管理を進める予定である。 

 

＜入学者受入れに関する点検・評価および改善に向けた取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①入学者の受け入れに関わる事項の定期的な点検・評価および当該事項における現状や成果が上

がっている取り組みおよび課題の適切な把握 

【現状説明】 

前年度の入学者選抜の結果に基づいて入学者選抜の現状を把握し、学部入試委員会および学科

会議において当該年度の入学者選抜の課題や指針の取り組みを検討している。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

評価の視点 

②点検・評価の結果を活用した入学者の受け入れに関わる事項の改善・向上に向けた取り組みの

適切性 

【現状説明】 

前年度の入学者選抜の結果に基づいて、学部入試委員会および学科会議において当該年度の入

学者選抜の指針について必要な改善を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜創造的あるいは自主的な学修の活性化＞ 

(1) 達成目標 

学生の学修を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置を講じているか。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①学生の主体的参加を促す授業形態、授業内容及び授業方法は適切であるか。 

【現状説明】 

感染症対策に留意しつつ、対面を基本とし、外国語科目を中心に実践的な発音や会話練習、グル

ープワーク、プレゼンテーション等を多く実践しており、語学以外の科目でもアクティブラーニン

グを多く含む授業形態をとっている。 

 

【長所・特色】 

言語によるコミュニケーションのみでなく、身体を通した感性を研くために、多くの科目で、対

面による対話、グループディスカッションなど、協働的タスクを取り入れた内容・方法を採用して

いる。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

②学生の関心が授業内容に留まらずに広がっていく工夫をしているか。 

【現状説明】 

学科学生全員が履修する科目において、学科の専門科目の繋がりが俯瞰して理解できるように

横断的な内容を展開している。また、個々の科目においても、課外での学びの指針を学生に示すよ

う試みている。 

 

【長所・特色】 

「異文化理解の実践」「異文化交流ワークショップ」等の学科学生全員が履修する科目において、 

学科の目指す理念・目標を学生と共有するとともに、学生の関心が＜地域＞＜文化＞＜コミュニケ

ーション＞の 3 体系に拡がっていくように工夫している。また、卒業研究においては、各教員の

狭義の専門領域にとどまることなく、発展的な内容に広がるよう指導を行っている。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜「海外研修」の積極的な応用＞ 

(1) 達成目標 

「海外研修」の成果を積極的に学修の充実化へとつなげているか。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①「海外研修」で得られた成果を学科カリキュラムにおいて適切に応暯しているか。 

【現状説明】 

留学から戻った直後の学期に受講する科目である「異文化交流ワークショップ」に見られるよう

に、受講生がそれぞれの言語文化圏にて修得してきた言語コミュニケーションおよび身体的コミ

ュニケーションを直接に交換する機会を設けている。 

 

【長所・特色】 

「異文化交流ワークショップ」は、異なる言語文化圏に留学した学生が混在するようにクラス編

成をすることで、単に「日本文化」と「外国文化」の対比に留まらず、異なる言語を学んだ学生た

ちが複数の異文化交流を実現できている。同様にゼミナールなど他の科目においても、異なる地域

における異文化体験を学生同士が共有したり議論したりする場が設けられている。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

②「海外研修」を学生の将来の学修につなげる工夫をしているか。 

【現状説明】 

留学直後の学期からインテンシブな語学科目を設置し、帰国後の語学教育を強化している。ま

た、専門性の高い講義科目を設置することで、学生が「海外研修」で体験したり感じとってきたり

したものを言語化して語ることができる工夫をしている。 

 

【長所・特色】 

専門ゼミナールの説明会や見学会などを留学後に実施することで、学生の関心やニーズにあっ

た学修を継続できるようにしている。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（09）経済学研究科 

 

＜教育研究上の目的について＞ 

(1) 達成目標 

本学が掲げる理念（21 世紀ビジョン「社会知性の開発」）に基づき、人材育成の目的その他の教

育研究上の目的を適切に設定し公表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①本学が掲げる理念を踏まえ、学部・研究科における教育研究上の目的の明確化 

【現状説明】  

大学を取り巻く厳しい社会環境の変化に対応していくため、本学では、大学の基本的な方向性を全

学的観点から検討し、その結果、建学の精神である「社会に対する報恩奉仕」を現代的に捉え直し、

21 世紀ビジョンとして「社会知性の開発（Socio-Intelligence）」を掲げ、このビジョンのもと教育・

研究体制の改革に取り組むとともに、「学生を基本に据えた大学づくり」を念頭に積極的な大学運営

を行っている。本学の 21 世紀ビジョン「社会知性の開発」の具体的な推進に向け、各研究科は、専

攻・課程ごとに専修大学大学院学則（以下、「大学院学則」という。）第 5 条の 2 において、人材の養

成に関する目的その他の教育研究上の目的を定めている。これらの目的は、高等教育機関の目的とし

て適切である。 

 

【長所・特色】 

該当なし 。 

 

【問題点】 

該当なし 。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育研究上の目的の教職員、学生への周知および社会への公表 

【現状説明】 

大学院の目的は、大学院学則第 1 条に明記し、人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的

については、大学院学則第 5 条の 2 において適切に明示している。研究科の目的は、それぞれ大学

HP ホームページ（情報公開）において周知、公表している。また、『大学院要項』にも掲載し、学

生及び教職員に対し周知している。 
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【長所・特色】  

該当なし。 

  

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

該当なし。 

 

＜学修成果の明確化について＞ 

(1) 達成目標 

達成すべき学修成果を明確にし、教育・学修の基本的なあり方を明らかにする。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果の明確化 

【現状説明】  

研究科の卒業認定・学位授与の方針は、大学院学則第 3 条に規定する目的及び人材養成に関する

目的その他教育研究上の目的に基づき設定しており、大学 HP を通して公表している。また、『大学

院要項』にこれらを掲載し、学生に配付することで、学生が容易に情報を得られるよう配慮してい

る。  

経済学研究科では、DP において博士論文についてのみ要求水準が詳細提示されている。これは、

在籍人数が相対的に少ない博士後期課程学生に向けて、博士論文の要求水準への意識を高める狙い

があったためである。修士課程においては、かつて修士論文をリサーチペーパーで代替するコースが

存在していたこともあり、修士論文についての同様の記述が存在していない。今後は修士論文の要求

水準も明示していくことが求められる。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

要求される学修成果についての DP の記述が不明確な点に問題が認められる。修士論文の要求水

準を明記することが求められる。  

 

【根拠資料】  

・2025（令和 7）年度大学院要項 49-51 ページ 

・「学位授与の方針（DP）と教育課程編成・実施の方針（CP）の改正案について」2022（令和 4）

年度第 8 回経済学研究科委員会〔2022 年 11 月 29 日〕議事資料（議題 5） 
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評価の視点 

②教育課程編成・実施の方針において、学修成果を達成するために必要な教育課程および教育・学

修の方法の明確化 

【現状説明】  

研究科・専攻・課程の CP は、原則として「教育課程の編成／教育内容・方法」及び「学修成果の

評価方法」の区分で構成し、CP に関する基本的な考え方を明確に示している。  

経済学研究科の CP においては、「学修成果の評価方法」に関して、論文発表会、学位請求論文の

口述試験についての説明が適切に提示されてきた。一方「教育課程の編成／教育内容・方法」につい

ては不明確な記述であったので、2022 年度に CP の改正が行なわれた。改正により、カリキュラム

には講義のほかに論文指導科目として、修士課程には「演習及び論文指導科目」が、博士後期課程に

は「特殊研究演習」が設置されていることが明記された。これにより、本研究科の授業科目が論文指

導を行う必修科目と講義中心の選択科目との二本立てであること、論文指導に関して演習・論文指導

の授業における日常的な指導と年数回の論文発表会との二本立てであることが明確になった。適切

な対応がなされたといえる。 

 

【長所・特色】 

これまで両学位課程の教育内容が CP に十分表現されていなかった。2022 年度の改正で明確化が

達成されたことは評価できる。 

 

【問題点】 

該当なし 。 

 

【根拠資料】 

・2025（令和 7）年度大学院要項 49-51 ページ 

 

評価の視点 

③学修成果は授与する学位にふさわしいかの検証 

【現状説明】 

経済学研究科では、各学位課程の学位授与の方針（DP）により、学位取得のためには、4 点にわ

たる「資質や能力」を獲得したうえで、学位請求論文を執筆・提出することが必要とされている。 

「資質や能力」の（1）では、経済学の分野を明記したうえで、それぞれに関する専門的知識・能

力（修士）および理解力・分析力（博士後期）を学修成果として要求している。 

他の「資質や能力」としては、各学位課程とも経済学における（2）研究能力・論文作成能力、（3）

問題発見・解決能力、（4）論理的思考能力を明記し、加えて博士後期課程については「高度な学識に

裏打ちされた問題意識に基づく」ことを要求している。 

学修成果として４点にわたる「資質や能力」を獲得することは、「修士（経済学）」「博士（経済学）」

の学位にふさわしいといえる。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし 。 

 

【根拠資料】  

該当なし。 

 

＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

学修成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的

に編成する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講と、各授業科目の到達目

標の明確化 

【現状説明】 

大学院研究科においては、大学院学則第 6 条第 3 項において提示している。履修にあたっては、

研究科、専攻、課程ごとに示した主要科目の中から 1 特論科目（特研科目）を選択し、これを学生の

専修科目とするとしている。なお、各授業科目の到達目標については、シラバスにおいて明記してい

る。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②学修の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当および学びの過程の可視化 

【現状説明】  

経済学研究科では、履修証明プログラムの実施に伴い社会人の学習便宜を図るために、2025 年度

より生田修士課程において講義科目の半期化を導入した（既に神田においては半期化が導入済み）。 
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この結果、学修の順次性に配慮したカリキュラム上の措置として(1)~(3)が実現されている。(1)論

文指導科目の必修指定による 2 年間連続の論文指導、(2)講義科目半期化により学期配当（Ⅰ→Ⅱ）

を通じた学修高次化の実現、(3)エコノミックリサーチコースの理論・計量系科目における段階的学

修のための履修制限。 

また『大学院要項』では、これらを含む学びの過程について表やフローチャートを使った可視化が

図られている。 

以上より、評価の視点②に関して、適切な措置がとられているといえる。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

・2025（令和 7）年度大学院要項の「履修方法について」（78－89 ページ、93－94 ページ），「経済

学研究科授業科目の履修制限について」（90 ページ） 

 

評価の視点 

③学生の学修時間の考慮とそれを踏まえた単位設定 

【現状説明】 

経済学研究科の授業科目は講義・演習からなっている。１回の授業時間は 1.5 時間（90 分）であ

り、半期２単位の科目と通年４単位の科目がある。１回の授業に対して学修時間は６時間、うち自習

時間は 4.5 時間となる。大学院の授業で扱う知識は高度なものであるため、この単位設定は適切であ

るといえる。 

修得すべき単位は、修士課程が 30 単位以上、博士後期課程が 16 単位以上である。学生の学位論

文研究とのバランスを考慮して、適切な単位設定である。大学院における研究指導計画の明示とそれ

に基づく研究指導の実施について、修士課程に関しては 2 年間の概ねの研究スケジュールを、博士

後期課程に関しては３年間の概ねの研究スケジュールを、それぞれ大学院要項及び大学院 HP にて

公表している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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【根拠資料】 

該当なし。 

 

＜授業内容・方法について＞ 

(1) 達成目標 

課程修了時に求められる学修成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっている。また、学

生が学修を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業形態、授業方法の適切性（学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学修成果

および教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】  

大学院では、各研究科ともにコースワークとして特殊講義の科目群とリサーチワークとして演習

を中心とした論文指導があり、例えば、リサーチワークとして修士課程において「演習」を 8 単位以

上、博士課程において「演習」を 12 単位以上の修得を必須とするなどして、適切な組み合わせとし

ている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②遠隔授業の効果的な活用（自らの方針に沿って、適した授業科目に用いられていること。また、

効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】  

経済学研究科では、全研究科の方針に従い、対面による授業の実施を基本としている。遠隔授業の

利用については、各教員の裁量的工夫に委ねられている。研究科全体としての遠隔授業の利用につい

ての検討は未着手であり、この点で取り組みは不十分である。まずは各授業における遠隔授業の利用

状況について情報収集することから、検討に着手することが求められよう。なお論文発表会において

は、神田キャンパスでは引き続きオンライン方式が利用されているが、生田キャンパスでは 2024 年

度から対面で実施されている。  
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

遠隔授業の活用について組織的な検討がなされていない点が問題である。学部授業において、遠隔

授業の活用が進んでいることなども踏まえ、経済学研究科においても、遠隔授業のあり方について検

討を進める必要がある。まずは、個々の経験やニーズについて情報を集めるところから始める必要が

ある。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応 

【現状説明】 

経済学研究科では、学生の関心や研究分野、習熟度に応じて、他コースの授業科目を自由に選択す

ることができる。エコノミックリサーチコースにおいては、一部の科目に履修制限を設け、学生によ

る習熟度の違いに配慮している。全コースの外国書講読の科目にベイシック・アドバンストの段階を

設けている。また、研究指導においては、担当教員が学生の習熟度に応じて柔軟かつ適切な指導を行

っている。 

 

【長所・特色】 

学修状況の違いに関して、科目上の必要性に応じて対応している点は評価できる。  

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

・2025（令和 7）年度大学院要項 82 ページ 

 

評価の視点 

④単位の実質化を図る措置（単位制度の趣旨に沿った学修内容、学修時間の確保が適切であること） 

【現状説明】 

大学院研究科（修士課程・博士後期課程）においては、履修上限単位を設けていないが、大学院学

則第 6 条第 3 項において、修士課程では、「授業科目は、30 単位以上を履修しなければならない」と

規定し、博士後期課程では、「授業科目は 16 単位以上を履修しなければならない」としている。こ

れらの情報は、『大学院要項』に記載し、学生に対し周知することで、適切な履修を促している。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学修を進めるために十分な

内容であること） 

【現状説明】 

本学研究科のシラバスは、統一のフォーマットにより作成している。シラバスには、「到達目標」

「講義概要」「講義計画（講義のテーマ、概要、予習・復習の内容及びそれに要する時間などを記載）」

「課題に対するフィードバックの方法」「教科書・参考書」「成績評価方法・基準」「履修上の留意点」

を必須項目としている。この他、担当教員へのアクセスを任意項目としている。これにより、学生が

授業のための事前の準備や事後の展開などを行うことができる授業の工程表として機能するような

内容となっている。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

＜単位認定・学位授与について＞ 

(1) 達成目標 

成績評価、単位認定および学位授与を適切に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①成績評価および単位認定の客観的かつ厳格、公正、公平な実施 

【現状説明】 

大学院研究科においては、大学院学則第 6 条の 9 において、次のように定めている。成績評価は、
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100 点を満点とし、60 点以上を合格とし、60 点未満を不合格とする。成績評価の区分は、90 点以上

を S、85 点以上 90 点未満を A＋、80 点以上 85 点未満を A、75 点以上 80 点未満を B＋、70 点以上

75 点未満を B、65 点以上 70 点未満を C＋、60 点以上 65 点未満を C、60 点未満を F とする。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②成績評価および単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）の学生への明

示 

【現状説明】 

研究科・専攻・課程の修了要件については、学生に配付する『大学院要項』に明記している。また、

『大学院要項』には、研究科ごとの「修士論文審査基準」及び「博士論文審査基準」を明記するとと

もに、学位授与までの諸手続きを明記し、学生に周知している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等の適切性 

【現状説明】 

大学院設置基準の一部を改正する省令に伴い、他大学院の単位互換及び入学前の既修得単位の認

定の柔軟化並びに入学前の既修得単位を勘案した在学期間の短縮に対応することとし、これにより、

学生が本大学院に入学する前に本大学院又は他大学の大学院（外国の大学の大学院を含む）において

修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む）については、15 単位を超えない範囲で本

大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすこととした。また、本大学院は、学生が
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本大学院に入学する前に本大学院又は他大学の大学院において修得した単位を本大学院において修

得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本大学院の修士課程の教育課程の一部を

履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して 1 年を超えない範

囲で本大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、本大

学院の修士課程に少なくとも 1 年以上在学するものとした。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④学位授与における実施手続および体制の明確化 

【現状説明】 

学位論文審査基準の明示については、『大学院要項』及び大学 HP に研究科ごとの「修士論文審査

基準」及び「博士論文審査基準」を明記し、学生に周知している。なお、『大学院要項』は、年度当

初に冊子体として大学院生全員に配付していることから、学生は常に学位論文審査基準を確認する

ことが可能である。なお、学位授与に係る責任体制、手続は、大学院学則第 11 条及び学位規程にお

いて規定し、これに基づき各研究科委員会規程を定め、各大学院研究科委員会において審議し、適切

に行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤卒業認定・学位授与の方針に則した、適切な学位授与 

【現状説明】 

経済学研究科では、各学位課程の学位授与の方針（DP）により、学位取得のためには、4 点にわ
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たる「資質や能力」を獲得したうえで、学位請求論文を執筆・提出することが必要とされている。こ

れを達成できるよう、教育課程の編成・実施方針（CP）に基づき、カリキュラムが組まれ授業科目

が設置されており、その履修による学修成果を、適切な審査方法に基づいて評価したうえで学位授与

がされている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。  

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

＜学修成果の把握および評価について＞ 

(1) 達成目標 

卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果を適切に把握および評価する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果の適切な把握および評価（設定した学修成

果を把握・評価するために、指標や方法を適切に導入し、運用していること） 

【現状説明】 

経済学研究科では、DP において 4 項目の資質・能力（知識・能力、研究能力・論文作成能力、問

題発見・解決能力、論理的思考の能力）を要求するとともに、その判定の目安として学位論文審査基

準の中に 7 項目からなる「審査項目」を設けている。令和 4 年 10 月 22 日に研究科長から運営委員

会に対して、DP の要求する資質・能力 4 項目を指標とする評価方法についての検討要請がなされ

た。そこで提示されたのは、4 項目をそのまま用いて修士課程修了生に自己評価してもらおうという

試案である。試案は、学部授業評価アンケートと同じアンケート方式に基づき、4 項目について 5 段

階で自己評価してもらい、別個に自由記述欄も設ける、というものである。しかし、試案についてそ

の後議論は進んでおらず、他にどのような指標が考えられるかを含め、今後の本格的な検討が待たれ

る。 

経済学研究科では、毎年、税理士志望の社会人学生が財政・租税政策関連のテーマで修士論文を執

筆し、修士課程を修了している。こうした、専門的な職業との関連性が強いテーマの修了生に対して

は、指導教員が学位授与式等の機会に、専門的職業人としてのキャリアとの関連において大学院での

学修・研究の成果はどうであったかという聴き取りが個別的・非体系的に行われている。そこでの情

報は、学修成果の自己評価を含むものであるが、得られた情報は、教員間の日常の会話等を通じて他

の教員に伝達・拡散されてはいる。しかし、組織的に共有されるには至っていない。アンケートの利
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用はその一助となる可能性がある。大学院教育の目的には、学科目上の専門知識を取得することの他

に、自己の学修・研究を管理する能力を身につけ生涯学習の基礎を築くことも含まれているので、自

己評価の機会を設けることは教育上有意義である。 

今回の試案は、この点を改善し、学修成果の自己評価のためのより組織的な手続きを進めようとす

る点において適切である。 

 

【長所・特色】 

学修成果を自己評価する機会の提供を検討することは、生涯学習の理念に照らして有意義なもの

として評価できる。  

 

【問題点】 

・4 項目を指標とする評価方法は研究科長からの試案提示の段階にとどまっており、議論は不十分で

ある。これまで個別的に行ってきた学修成果の伝達の経験を踏まえ、研究科委員会等の場において、

学修成果測定の指標に関する引き続きの検討が求められる。 

・修了生に自己評価をしてもらう機会は個別的なものにとどまり、組織的なものになっていない。試

案を手がかりに議論を発展させるとともに、評価方法や実施のタイミング（学位授与式当日等）等、

手続き上の工夫についても検討していくことが望まれる。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

＜教育課程・内容・方法の点検・評価および改善・向上への取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教育課程およびその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組

む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、周

期等の明確化 

【現状説明】 

経済学研究科では、教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方

法、プロセス、周期等の明確化を、２年度をサイクルとして全学的に実施される自己点検・評価活動

を活用して実施している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②適切な情報に基づく点検・評価（課程修了時に求められる学修成果の測定・評価結果や授業内外

における学生の学修状況、資格試験の取得状況、進路状況等の情報活用など） 

【現状説明】 

経済学研究科においては、課程修了時に求められる学修成果の測定・評価結果について、大学院事

務課において蓄積されている。また、授業内外における学生の学修状況、資格試験の取得状況、進路

状況等の情報も大学院事務課において整理・蓄積されており、点検・評価は、これらの情報に基づき

適切に実施されている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③自己点検・評価の客観性を高めるための工夫（外部の視点や学生の意見を取り入れるなど） 

【現状説明】 

経済学研究科では、自己点検・評価に当たり、経済学研究科自己点検・評価実施委員会を設置して

検討・審議を実施すると共に、同実施委員会の審議を踏まえ、経済学研究科委員会においても検討・

審議することによって、客観性の向上を図っている。また、学生募集の方法の改善など、学外に向け

た対応の効果については慎重に確認し、実施結果を当該業務の改善に反映するよう努めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびその内容、教育方法の改善・向上への取り組み 

【現状説明】  

博士後期課程の学生には、博士論文作成の上で、また研究職応募のために、研究業績として査読付

き論文の執筆・公表が求められている。近年、学会誌査読をパスする上で、まずは学会報告を行うこ

とが重要なプロセスとなってきている。ところが、博士課程学生の学会発表者への現行の助成制度

は、国内・海外問わず年 1 回の補助となっており、近年の動向に対応していなかった。令和 5 年度

第 1 回経済学研究科委員会（4 月 25 日）において、博士後期課程学生を受け持つ教員から、学会発

表助成の充実のニーズを指摘する意見が出された。研究科委員会では、全研究科で検討する問題であ

ると判断し、大学委員会レベルの検討に委ねることで了承した。その後、大学院委員会、大学院改革

検討委員会でこの問題が検討に付され、最終的に令和 5 年度第 11 回大学院委員会（1 月 19 日）に

おいて、「大学院学生の学会発表に対する助成に関する内規」の改正が承認され、助成強化が実現さ

れた。これにより、これまでは「助成は、学会開催の国内海外を問わず、1 人、年 1 回までとする。」

とされていたものが、「助成の回数は、学会開催の国内海外を問わず、1 人につき年 1 回までとする。

ただし、博士後期課程の学生であって海外で開催される学会の交通費及び宿泊費の助成に限り、年 2

回までとする。」（ただし、助成を 2 回受ける場合の上限あり）と改訂され、2024 年度から施行され

た。 

 

【長所・特色】 

業績における査読論文の重要性が高まる中、学会発表助成についての検討がなされ、内規改正にま

で至ったことは評価できる。博士課程学会発表者への助成の強化は、大学院生の研究への意欲を高め

実績を増進する上で大きな促進方策となると考えられる。  

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

・「大学院学生の学会発表に対する助成に関する内規」第 7 条、第 8 条 

 

 

＜入学者受入れの方針について＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れの方針に基づき、学生募集および入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、入

学者選抜を公平、公正に実施する。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①志願者に理解しやすい入学者受入れの方針の設定（入学前の学修歴、学力水準、能力等の求める

学生像や、入学希望者に求める水準等の判定方法の明示） 

【現状説明】 

大学院研究科では、DP および CP を踏まえた AP を設定し、学生募集要項、大学 HP 等において

周知・公表している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②入学者受入れの方針に沿った適切な体制・仕組みの構築および公平、公正な入学者選抜の実施 

【現状説明】 

大学院入学者選抜試験の入試制度・方式、入試日程は、各研究科委員会で審議されたのち大学院委

員会において審議・決定している。また、入学者選抜試験運営体制については各研究科委員会で入学

試験委員を選出し（文学研究科の場合は、各専攻より入学試験委員を選出）、入試問題作成、チェッ

ク、実施、判定を行っている。文部科学省より通知される「大学入学者選抜における出題・合否判定

ミス等の防止について」を参考に、各研究科の研究科長及び入学試験委員は事前の入試問題チェック

を行い、問題文等の誤りや受験生に誤解を与える試験問題はないか確認している。特に入学試験当日

は、入学試験本部を設置し、入学試験該当研究科の研究科長及び入学試験委員を配置し、入試問題の

チェック、入学者選抜試験の適切・円滑な運営、受験生からの質問等、不測の事態に備えている。 

公平、公正な入学者選抜の実施にあたっては、「監督要領」を作成し、監督者に対し周知・徹底を

図っており、これにより統一的な入学試験実施を可能としている。公平性を担保する取組みとして、

例えば、記述採点及び合否判定時においては、氏名を隠すなど、個人が特定できないよう配慮してい

る。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備 

【現状説明】 

特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備に関しては、本学では、身体の障がい等に

より、受験上特別の配慮を必要とする場合は、出願に先立って問合せを行うよう、入学試験要項にそ

の旨を明記している。その際には、障がい学生支援室が中心となり、入学試験受験時の配慮、入学後

の支援体制等について、関係所管を交えて事前相談の機会を設けている。これにより、受験だけでな

く修学していくうえでも、可能な限り配慮するようにしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④すべての志願者に対する情報提供の適切性 

【現状説明】 

大学 HP において「大学院特設サイト」が開設され、経済学研究科においても、研究科としての研

究指導の方法及びスケジュールをモデルとして HP 上に掲示した。特設サイト以外の情報媒体（本

研究科公式ホームページやパンフレット・入試要項等配付物）において、3 つのポリシーにそった統

一的な記述・表現がなされているかどうかの精査はまだ十分に行われていない。 

 

【長所・特色】 

「大学院特設サイト」において両学位課程について、研究指導の方法及びスケジュールが提示され

たことは評価できる。 

 

【問題点】 

特設サイト以外の情報媒体における情報提供の充実が望まれる。AP に沿った統一的記述がなさ

れているかどうか、CP や DP の改正状況などが適切に反映しているかについて点検・評価を進める

ことが、今後の課題である。 
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【根拠資料】 

本学ホームページにおける、「大学院特設サイト」における本研究科コーナー 

(https://www.senshu-u.ac.jp/education/graduate/special/economics/、2026 年 2 月 15 日取得） 

 

＜定員管理について＞ 

(1) 達成目標 

適切な定員を設定して入学者の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適正

に管理する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①各学部・学科、各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数の適正な維持 

【現状説明】 

大学院研究科修士課程における 2025（令和 7）年度の収容定員に対する在籍学生数比率は、経済

学研究科 0.30 倍となっている。また、博士後期課程についても定員未充足となっている。定員設定

は、大学院全体の調整決定事項であり、経済学研究科修士課程の定員未充足に関しては、文学研究科

専攻新設との調整において、2025 年度より定員削減による対応（30 名から 25 名へ）がなされた。

今後は新たな定員規模を前提として定員充足を進めることが求められる。博士後期課程については、

定員未充足問題への対応として、学会発表助成の充実化による支援強化で定員未充足問題への対応

が行われた。 

 

【長所・特色】 

定員調整による対応がなされたことは評価できる。 

 

【問題点】 

新定員の下での定員充足のための検討は行われている（次項参照）成果はまだ得られていない。 

 

【根拠資料】 

「文学研究科修士課程ジャーナリズム学専攻設置に伴う経済学研究科修士課程の収容定員変更に

ついて」2023（令和 5）年度第 7 回研究科委員会〔2023 年 10 月 10 日開催〕議事資料（議題 4） 

 

評価の視点 

②大幅な定員超過または定員未充足の場合における対策の適切性 

【現状説明】 

前項の定員削減の他、経済学研究科では、受験時の志望者の指導教授選択が不適切であることから

合格に結び付かない問題（いわゆるミスマッチ問題）を重視し、2 面から取り組みを行ってきた。第

一に、願書提出後または入学決定後の指導教授変更について従来よりも柔軟に対処できるよう、令和

4 年度制定の「修士課程指導教授選定に関する申し合わせ」の見直しを行い、令和 5 年度第 11 回研
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究科委員会（令和 6 年 1 月 23 日）にて改正を承認した。 

・プロフェッショナルコース（財政学系統）における指導教授の決定は、従来通り、担当者間の調

整によることとし、その旨を面接時に伝える。 

・エコノミックリサーチにおける指導教授の決定は、従来通り、関連する研究分野の教員の合議制

とする。二次試験当日に指導教授が決まらない場合、合格発表後に指導教授を知らせるということを

面接時に受験者に伝える。 

・その他のコース（系統）でも、入試後に同一専修科目の教員間で担当の調整を行うことは手続き

上可能である。二次試験当日に指導教授が決まらない場合、合格発表後に指導教授を知らせるという

ことを面接時に受験者に伝える。 

・指導教授が決まったときの連絡は、Ⅱ期合格発表後の通知によることとする。 

第二は、研究科公式ホームページにある教員紹介ページのリニューアルである。大学院改革検討委

員会からの学生募集力強化のための教員紹介充実化の必要性という提起を受けて、経済学研究科に

おいては令和 5 年度第 12 回研究科委員会（令和 6 年 2 月 20 日）にて、教員紹介ページ・リニュー

アルについての説明・了承がなされた。従来の同ページは、担当科目と簡単な研究テーマが記される

だけの簡易なものであり、詳細は研究者情報システムの参照に委ねるものであった。今回のリニュー

アルにより、従来の情報に、研究テーマ、研究指導領域、志願者へのメッセージが提示されることに

なった。 

また、長期的な対策として、令和 7 年度より開始の専修大学大学院の履修証明プログラム（科目

等履修生制度を活用した社会人対象リカレントプログラム）に積極的に参加することとし、経済学研

究科から 5 つのプログラムを提案した。 

 

【長所・特色】 

受験者の意向に即した指導教員の選定は、確実な入学者確保のためにも、また入学後の円滑な研究

活動のためにも重要である。特に、増加する中国人留学生の受験に対応して、指導教員の研究内容と

受験者の研究計画のミスマッチに対する対策は焦眉の課題であったので、指導教授変更の柔軟化と

教員内の手続き明確化、教員紹介ページの充実化という今回の取り組みは評価に値する。 

また、長期的な対策として、令和 7 年度より開始の専修大学大学院の履修証明プログラム（科目

等履修生制度を活用した社会人対象リカレントプログラム）に積極的に参加することとし、経済学研

究科から 5 つのプログラムを提案した。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

・「修士課程指導教授選定に関する申し合わせ（改正案）について」2023（令和 5）年度第 11 回研

究科委員会〔2024 年 1 月 23 日開催〕議事資料（議題 5） 

・「大学院履修証明プログラム運営委員会の設置について」、2024（令和 6）年度第 8 回大学院委員会

〔2024 年〕議事資料（議題 4） 
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・「科目等履修生制度を活用した社会人対象リカレントプログラムの経済学研究科の企画案について」

2024（令和 6）年度第 5 回経済学研究科委員会〔2024 年 6 月 25 日〕議事資料（議題 3） 

 

＜入学者受入れに関する点検・評価および改善に向けた取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①入学者の受け入れに関わる事項の定期的な点検・評価および当該事項における現状や成果が上が

っている取り組みおよび課題の適切な把握 

【現状説明】 

大学院研究科では、大学院委員会、研究科委員会、各研究科自己点検・評価実施委員会などで、学

生の受入れの適切性について定期的に検証を行っている。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②点検・評価の結果を活用した入学者の受け入れに関わる事項の改善・向上に向けた取り組みの適

切性 

【現状説明】 

経済学研究科では、入学者の受け入れに関わる事項について、常に自己点検・評価の結果を活用し

て改善・向上に取り組んでいる。 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 
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＜リカレント教育の充実に向けた体制整備について＞ 

(1) 達成目標 

神田キャンパスにおける夜間開講の授業科目を安定的に運営できるよう授業担当者の勤務環境

を改善する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①神田キャンパス大学院授業の担当者の勤務条件に関する課題の把握 

【現状説明】 

神田キャンパスの授業科目は、平日夜間（6 時限・7 時限）および土曜日昼夜間で開講されている。

キャンパス間移動をともなうこと、夜間や土曜日の開講であることによって、神田の授業担当は、生

田の授業担当よりも時間的・精神的な負担が大きいと言える。リカレント教育の推進が求められる

中、現在、社会人学生を重要な受入れ対象とする神田２コース（プロフェッショナルコース、エコノ

ミックリサーチコース）では、正規課程と履修証明プログラムの両方で受け入れ充実を追求してい

る。円滑な授業運営、円滑な科目任用を確保するために、担当教員の負担を軽減する方策について議

論し、適切な配慮を講じていくことが求められる。 

大学院担当の学部教員の負担軽減措置については、「専門科目カリキュラム編成に関する経済学部

教授会申し合わせ事項」（平成 27 年 7 月 14 日教授会承認）がある。この申し合わせでは、大学院の

指導学生がいて当該年度の大学院授業開講が確定している場合、学科内の授業運営上の調整を講じ

たうえで４コマまでの軽減が認められている。大学院Ⅱ期入試（２月）で指導学生が決まった場合で

も、現在は、軽減願の提出→研究科委員会・教授会での承認、という手続きで軽減が実現されている

（以前は、M1 の学生に関しては、Ⅰ期入試合格者のみが考慮対象であった）。一方で、神田で大学

院授業を担当した場合、超過講義手当（１コマ目 13,500 円、2 コマ目 14，000 円……）と大学院講

義手当（修士 3,000 円、博士後期 3,500 円）の他に、夜間講義手当（6 時限目 6,000 円、7 時限目

8,500 円）が支給されている。このような現状を踏まえ、目標達成の方策を検討していく必要があり、

そのためまずは、アンケートや聞き取りなどの方法により、神田キャンパス大学院授業の担当者の勤

務条件に関する課題を把握する必要がある。本件については、経済学研究科運営委員会において検討

を進めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

教員の授業負担状況の調整を行うのは学部教授会であり、研究科委員会は大学院授業運営の観点

から学部教授会に配慮を依頼する必要がある。現状を充分に把握したうえで、学部との協議を重ね、

現実的な解決策を見出す必要がある。 
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【根拠資料】 

「専門科目カリキュラム編成に関する経済学部教授会申し合わせ事項」（平成 27 年 7 月 14 日教授

会承認） 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（10）法学研究科 

 

＜教育研究上の目的について＞ 

(1) 達成目標 

本学が掲げる理念（21世紀ビジョン「社会知性の開発」）に基づき、人材育成の目的その他

の教育研究上の目的を適切に設定し公表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①本学が掲げる理念を踏まえ、学部・研究科における教育研究上の目的の明確化 

【現状説明】 

大学を取り巻く厳しい社会環境の変化に対応していくため、本学では、大学の基本的な方向性を全学

的観点から検討し、その結果、建学の精神である「社会に対する報恩奉仕」を現代的に捉え直し、21 世

紀ビジョンとして「社会知性の開発（Socio-Intelligence）」を掲げ、このビジョンのもと教育・研究体

制の改革に取り組むとともに、「学生を基本に据えた大学づくり」を念頭に積極的な大学運営を行って

いる。本学の 21 世紀ビジョン「社会知性の開発」の具体的な推進に向け、法学研究科は、課程ごとに

専修大学大学院学則（以下、「大学院学則」という。）第5条の2第2項において、人材の養成に関する目

的その他の教育研究上の目的を、「法学研究科修士課程は、法的創造性豊かな研究者等並びに研究能力

および教育能力を兼ね備えた大学教員、卓越した法的専門知識および能力を有する高度の専門職業人

並びに知識基盤社会を多様に支える法的考え方に習熟した知的人材を養成することを目的とし、博士

後期課程は、修士課程および法科大学院等専門職大学院における教育を基盤として、高度の専門知識お

よび能力を備え、国際社会における貢献に資するとともに、国際競争力を有する研究教育に優れた大学

教員、研究者等を養成することを目的とする」と定めている。これらの目的は、高等教育機関の目的として

適切である。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育研究上の目的の教職員、学生への周知および社会への公表 

【現状説明】 

大学院の目的は、大学院学則第1条に明記し、人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的

については、大学院学則第5条の2において適切に明示している。法学研究科の目的は、大学公式サ

イトおよび『大学院要項』にも掲載し、学生および教職員に対し周知している。また、『大学院要項』は、

学生に配付することで、学生が容易に確認できるよう配慮している。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学修成果の明確化について＞ 

(1) 達成目標 

達成すべき学修成果を明確にし、教育・学修の基本的なあり方を明らかにする。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果の明確化 

【現状説明】 

法学研究科の卒業認定・学位授与の方針は、大学院学則第3条に規定する目的および人材養成に

関する目的その他教育研究上の目的に基づき設定しており、大学公式サイトおよび『大学院要項』を

通して公表している。『大学院要項』は、学生に配付することで、学生が容易に情報を得られるよう配

慮している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育課程編成・実施の方針において、学修成果を達成するために必要な教育課程および教育・学

修の方法の明確化 

【現状説明】 

法学研究科・専攻・課程の教育課程・実施の方針（カリキュラム・ポリシー：CP）は、原則とし

て「教育課程の編成／教育内容・方法」および「学修成果の評価方法」の区分で構成し、CPに関する

基本的な考え方を明確に示し、大学公式サイトおよび『大学院要項』を通して公表している。『大学

院要項』は、学生に配付することで、学生が容易に情報を得られるよう配慮している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

③学修成果は授与する学位にふさわしいかの検証 

【現状説明】 

CP における「学修成果の評価方法」の変更を踏まえて、法学研究科委員会において自己点検の報

告を行う際に確認している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

学修成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体

系的に編成する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講と、各授業科目の到達目

標の明確化 

【現状説明】 

法学研究科においては、大学院学則第6条第3項において提示している。履修にあたっては、研究科、

専攻、課程ごとに示した主要科目の中から特論科目（博士後期課程にあっては特殊研究科目）を 1 つ

選択し、これを学生の専修科目とするとしている。なお、各授業科目の到達目標については、シラバ

スにおいて明記している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②学修の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当および学びの過程の可視化 

【現状説明】 

法学研究科では、学年進行につれ内容が高まる順次性と体系性に考慮した適切な教育課程を編成

し、大学公式サイトおよび『大学院要項』を通して履修モデルを公表し、学生が容易に情報を得られ

るよう配慮している。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学生の学修時間の考慮とそれを踏まえた単位設定 

【現状説明】 

大学院における研究指導計画の明示とそれに基づく研究指導の実施について、修士課程に関しては、

2 年間の概ねの研究スケジュールを大学院要項および大学院公式サイトにて公表している。博士後期

課程に関しては、3 年間の概ねの研究スケジュールを大学院要項および大学院公式サイトに明示する

とともに、個々の学生の研究進捗状況を踏まえ、指導教授と学生が相談した上で、具体的な年間スケ

ジュールを設定している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜授業内容・方法について＞ 

(1) 達成目標 

課程修了時に求められる学修成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっている。また、

学生が学修を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業形態、授業方法の適切性（学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学修成果

および教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

法学研究科では、コースワークとして講義の科目群とリサーチワークとして演習を中心とした論

文指導があり、例えば、リサーチワークとして修士課程において「演習」を 8 単位以上、博士課程に

おいて「演習」を 12 単位以上の修得を必須とするなどして、適切な組み合わせとしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②遠隔授業の効果的な活用（自らの方針に沿って、適した授業科目に用いられていること。ま

た、効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

法学研究科においては面接授業を基本とし、文部科学省の「遠隔教育の実施に関するガイドライン」

を踏まえて、担当教員の判断で、遠隔授業を実施する授業時数が半数を超えない範囲で行われるよう

になっており、遠隔授業を効果的に取り入れた授業の工夫がなされている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応 

【現状説明】 

学生の習熟度に応じたクラス分けは実施していないが、履修者が多い科目においては、科目を担当

する教員による集団指導を実施して個々に補習を行い、他学生の研究状況や複数の教員からの助言

等を参考できるようにしている。また、それ以外においても担当教員が指導学生の状況把握に努め、個

別に指導することで対応している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④単位の実質化を図る措置（単位制度の趣旨に沿った学修内容、学修時間の確保が適切であるこ

と） 

【現状説明】 

法学研究科（修士課程・博士後期課程）においては、履修上限単位を設けていないが、大学院学則

第 6 条第 3 項において、修士課程では、「授業科目は、30 単位以上を履修しなければならない」と規定

し、博士後期課程では、「授業科目は 16 単位以上を履修しなければならない」としている。これら
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の情報は、『大学院要項』に記載し、学生に対し周知することで、適切な履修を促している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学修を進めるために十分な

内容であること） 

【現状説明】 

法学研究科のシラバスは、全学統一のマニュアルに基づき、統一フォーマットにより作成されている。

シラバスには、「到達目標」「講義概要」「講義計画（講義のテーマ、概要、予習・復習の内容およびそ

れに要する時間などを記載）」「課題に対するフィードバックの方法」「教科書・参考書」「成績評価方

法・基準」「履修上の留意点」を必須項目としている。この他、担当教員へのアクセスを任意項目として

いる。これにより、学生が授業のための事前の準備や事後の展開などを行うことができる授業の工程表

として機能するような内容となっている。また、ウェブ上でも公開し、いつでも内容を参照し、学習

を進めるための参考とすることができるようにしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜単位認定・学位授与について＞ 

(1) 達成目標 

成績評価、単位認定および学位授与を適切に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①成績評価および単位認定の客観的かつ厳格、公正、公平な実施 

【現状説明】 

大学院学則第 6 条の 9 において「90 点以上を「S」、85 点以上を「A+」、80 点以上を「A」、 75 点

以上を「B+」、70 点以上を「B」、65 点以上を「C+」、60 点以上を「C」、60 点未満を「F」とする」

としている。この場合において、60 点以上を合格とし、60 点未満を不合格とするとしており、法学

研究科においては、研究科委員会を通じて客観的かつ厳格、公正、公平な成績評価の実施を呼びかけ

ている。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②成績評価および単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）の学生への

明示 

【現状説明】 

成績評価方法・基準は、シラバスにおいて詳細に記載するとともに、研究科・専攻・課程の成績評

価および単位認定に係る基準については、学生に配付する『大学院要項』に明記している。また、

『大学院要項』には、「修士論文、リサーチ・ペーパー審査基準」および「博士論文審査基準」を明記する

とともに、学位授与までの諸手続を明記し、学生に周知している。『大学院要項』は、学生に配付するこ

とで、学生が容易に情報を得られるよう配慮している。また、成績評価および単位認定にかかる学生

からの不服申立への対応手続きについては、成績通知時に、成績通知後一定期間の申立期間を設けて

いる旨を成績通知に記載し、周知している。申立てのあった場合は、申立ての内容を基に大学院事務課

から担当教員へ確認を行い、必要に応じた対応を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等の適切性 

【現状説明】 

大学院設置基準の一部を改正する省令に伴い、他大学院の単位互換および入学前の既修得単位の

認定の柔軟化並びに入学前の既修得単位を勘案した在学期間の短縮に対応することとし、これにより、

学生が本大学院に入学する前に本大学院又は他大学の大学院（外国の大学の大学院を含む）において

修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む）については、15単位を超えない範囲で本

大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすこととした。また、本大学院は、学生が

本大学院に入学する前に本大学院又は他大学の大学院において修得した単位を本大学院において修

得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本大学院の修士課程の教育課程の一部を履

修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して 1 年を超えない範囲で本

大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、本大学院の

修士課程に少なくとも 1 年以上在学するものとした。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④学位授与における実施手続および体制の明確化 

【現状説明】 

学位授与に係る責任体制、手続は、大学院学則第 4 章および学位規程、並びに「修士論文、リサー

チ・ペーパー審査基準」および「博士論文審査基準」において明示されている。これらは、大学公式

サイトおよび『大学院要項』において公表することで、学生に周知している。これにより、学生は常

に学位論文審査手続を確認することが可能である。なお、学位授与にあたっては、法学研究科委員会

規程第 6 条第 4 号に基づき、研究科委員会において審議し、議事録を作成している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤卒業認定・学位授与の方針に則した、適切な学位授与 

【現状説明】 

個々の授業の単位認定については、シラバスにおいて成績評価の基準を示して、それに基づき評価し

ている。また、研究科長による相談体制も確保されており、一定の客観性・厳格性が担保されている。 

修士課程における学位審査は、指導教授を主査とし、審査対象となる学位請求論文に関連する授業科

目担当教員を副査として、学位請求論文の審査と、学位請求論文を中心とした試問の方法によって行わ

れる最終試験からなる。論文審査と最終試験の結果は、法学研究科委員会で審議される。このような

複数人による審査と法学研究科委員会の審議を行うことにより、修士（法学）の学位の審査と修了認

定には、客観性と厳格性を確保することが図られている。 

博士後期課程における学位審査は、指導教授を主査とし、学位請求論文に関連する授業科目の担当教

員 2 名を副査として、学位請求論文の審査と、学位請求論文を中心とした口頭試問により行われる

最終試験からなる。最終試験では、筆答試問を併せて行う場合がある。学位請求論文やその審査結果等

を、法学研究科委員会の委員の閲覧に供したのち、審査と最終試験の結果が法学研究科委員会で審議さ

れる。このような複数人が関与する手続きにより、博士（法学）の学位の審査と修了認定の客観性と

厳格性を確保することが図られている。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学修成果の把握および評価について＞ 

(1) 達成目標 

卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果を適切に把握および評価する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果の適切な把握および評価（設定した学修成

果を把握・評価するために、指標や方法を適切に導入し、運用していること） 

【現状説明】 

履修指導から論文指導まで、各指導教員が、個々の学生について、学生の学修成果を把握し、指導

しているが、法学研究科の制度としては導入していない。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程・内容・方法の点検・評価および改善・向上への取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教育課程およびその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取

り組む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、周

期等の明確化 

【現状説明】 

法学研究科における教育課程およびその内容、方法の適切性については、全学および法学研究科自

己点検・評価実施委員会において定期的に自己点検・評価を行い、自己点検・評価の結果を基に、改

善・向上に向けた取り組みを行っている。研究科自己点検・評価実施委員会の活動状況は、全学自己

点検・評価委員会において『自己点検・評価報告書』として取りまとめ、学長へ報告している。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②適切な情報に基づく点検・評価（課程修了時に求められる学修成果の測定・評価結果や授業内外

における学生の学修状況、資格試験の取得状況、進路状況等の情報活用など） 

【現状説明】 

大学院ファカルティ・ディベロップメント委員会による大学院授業評価アンケートおよび教員ア

ンケートの結果に基づき、各指導教員が点検・評価を行なっている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③自己点検・評価の客観性を高めるための工夫（外部の視点や学生の意見を取り入れるなど） 

【現状説明】 

法学研究科自己点検・評価実施委員による自己点検・評価に関する報告書の草案について、大学院

事務課職員から意見を聴取した上で、報告書案を作成し、法学研究科委員会において、委員の閲覧に

供し、意見を求めるとともに、その意見を勘案して最終的な報告書を作成するという手順を踏むことによ

り、客観性を高めることに努めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびその内容、教育方法の改善・向上への取り組み 

【現状説明】 

修士課程において、研究者の育成という従来の法学研究科の教育目的に加えて「法曹・法律行政実

務の高度専門職業人の育成」を図るための方策として、令和４年の入学生から修士論文にかわる「実務

的課題を研究テーマとするリサーチ・ペーパー」を選択可能とした。また、学修成果の測定を目的と

249



 

して、令和５年度より、修士課程、博士後期課程に対して中間論文発表会の制度を導入した。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜入学者受入れの方針について＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れの方針に基づき、学生募集および入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備

し、入学者選抜を公平、公正に実施する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①志願者に理解しやすい入学者受入れの方針の設定（入学前の学修歴、学力水準、能力等の求める

学生像や、入学希望者に求める水準等の判定方法の明示） 

【現状説明】 

研究科では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー：DP）および CP を踏まえた入

学者に関する受入方針（アドミッション・ポリシー：AP）を設定し、学生募集要項、大学公式サイ

ト等において周知・公表している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②入学者受入れの方針に沿った適切な体制・仕組みの構築および公平、公正な入学者選抜の実施 

【現状説明】 

大学院入学者選抜試験の入試制度・方式、入試日程は、法学研究科委員会で審議されたのち大学院

委員会において審議・決定している。また、入学者選抜試験運営体制について入学試験委員を選出し、

入試問題作成、チェック、実施、判定を行っている。文部科学省より通知される「大学入学者選抜に

おける出題・合否判定ミス等の防止について」を参考に、作成された入試問題については、入学試験

問題の出題ミス等の防止に関する委員会を設けて、事前の入試問題チェックを行い、問題文等の誤りや受

験生に誤解を与える試験問題はないか確認している。特に入学試験当日は、入学試験本部を設置し、法

学研究科長および入学試験委員を配置し、入試問題のチェック、入学者選抜試験の適切・円滑な運営、

受験生からの質問等、不測の事態に備えている。 
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公平、公正な入学者選抜の実施にあたっては、「監督要領」を作成し、監督者に対し周知・徹底を図

っており、これにより統一的な入学試験実施を可能としている。公平性を担保する取組みとして、例え

ば、記述採点および合否判定時においては、氏名を隠すなど、個人が特定できないよう配慮している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備 

【現状説明】 

特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備に関しては、身体の障がい等により、受

験上特別の配慮を必要とする場合は、出願に先立って問合せを行うよう、入学試験要項にその旨を明記

している。その際には、障がい学生支援室が中心となり、入学試験受験時の配慮、入学後の支援体制

等について、関係所管を交えて事前相談の機会を設けている。これにより、受験だけでなく修学して

いくうえでも、可能な限り配慮するようにしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④すべての志願者に対する情報提供の適切性 

【現状説明】 

過去問題を含む入学試験に関する情報、三つのポリシー（AP、CP、D P）、入学後の授業に関する

情報（講義要項、履修モデルなど）、学生生活に関する情報（奨学金など）等は本学公式サイトに公

開されており、すべての志願者が情報を入手できるようになっている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜定員管理について＞ 

(1) 達成目標 

適切な定員を設定して入学者の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき

適正に管理する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①各学部・学科、各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数の適正な維持 

【現状説明】 

法学研究科では令和6年度の収容定員に対する在籍学生数比率は、修士課程で 0.58、7 年度は 

0.42 と変動はあるが、定員未充足が改善した。しかし、博士後期課程については定員未充足の状態で

ある。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②大幅な定員超過または定員未充足の場合における対策の適切性 

【現状説明】 

法学研究科では、修士課程入学試験において、「高度専門職業人の養成」および「社会人等のリカレ

ント教育の促進」を目指し、学内選考入学試験および社会人入学試験において、学部での成績や学

修・研究に対する意欲・これまでのキャリアなどを評価基準として、多様な入学者を確保するため、

筆記試験の廃止を基軸とした、以下の入学試験改革を行っている。 

①2021（令和 3）年度学内選考入学試験より、学部と大学院との教育連携を密にし、かつ公務員や

税理士・司法書士・行政書士など「高度専門職業人の養成」を図り、学部学生の大学院進学を促すべ

く、筆記試験制度を廃止し、出願書類を基に口述試験のみにより選考することとした。 

②2022（令和 4）年度社会人入学試験より、様々な領域でキャリアを積んだ社会人等のリカレント

教育を促進するため、筆記試験制度を廃止し、出願書類を基に口述試験のみにより選考することとした。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜入学者受入れに関する点検・評価および改善に向けた取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①入学者の受け入れに関わる事項の定期的な点検・評価および当該事項における現状や成果が上が

っている取り組みおよび課題の適切な把握 

【現状説明】 

法学院研究科では、大学院委員会、法学研究科委員会、自己点検・評価実施委員会などで、学生の

受入れの適切性について定期的に検証を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②点検・評価の結果を活用した入学者の受け入れに関わる事項の改善・向上に向けた取り組みの適

切性 

【現状説明】 

本学の学部学生がより進学しやすくなり、修士の学位取得を促すことを目的とした、学内選考入学試

験と法学研究科特修制度に加えて、本学学部学生の法学研究科への進学を促すものとして、学部の

４年次段階で修士課程の授業（ただし、取得単位数を制限）を体験できるようにすることにより、修士

課程進学の意欲を高めようとする「法学部学生（４年次生）の大学院法学研究科修士課程授業科目の履

修」制度、大学院特別進学制度（研究科大学院へ進学を希望する学生が、学部早期卒業制度を利用して

３年次で卒業し、大学院に進学することができる制度）を導入し、法学部の学修ガイドブックやパン

フレットにも制度を掲載して周知に努めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（11）文学研究科 

 

＜教育研究上の目的について＞ 

(1) 達成目標 

本学が掲げる理念（21 世紀ビジョン「社会知性の開発」）に基づき、人材育成の目的その他の教

育研究上の目的を適切に設定し公表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①本学が掲げる理念を踏まえ、学部・研究科における教育研究上の目的の明確化 

【現状説明】 

大学を取り巻く厳しい社会環境の変化に対応していくため、本学では、大学の基本的な方向性を全

学的観点から検討し、その結果、建学の精神である「社会に対する報恩奉仕」を現代的に捉え直し、

21 世紀ビジョンとして「社会知性の開発（Socio-Intelligence）」を掲げ、このビジョンのもと教育・

研究体制の改革に取り組むとともに、「学生を基本に据えた大学づくり」を念頭に積極的な大学運営

を行っている。本学の 21 世紀ビジョン「社会知性の開発」の具体的な推進に向け、各研究科は、専

攻・課程ごとに専修大学大学院学則（以下、「大学院学則」という。）第 5 条の 2 において、人材の養

成に関する目的その他の教育研究上の目的を定めている。これらの目的は、高等教育機関の目的とし

て適切である。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

・大学院学則 第 5 条の 2 

 

評価の視点 

②教育研究上の目的の教職員、学生への周知および社会への公表 

【現状説明】 

大学院の目的は、大学院学則第 1 条に明記し、人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的

については、大学院学則第 5 条の 2 において適切に明示している。研究科の目的は、それぞれ大学

HP ホームページ（情報公開）において周知、公表している。また、『大学院要項』にも掲載し、学

生及び教職員に対し周知している。 
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【長所・特色】  

該当なし。 

  

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

・大学院学則 第 1 条及び第 5 条の 2 

 

＜学修成果の明確化について＞ 

(1) 達成目標 

達成すべき学修成果を明確にし、教育・学修の基本的なあり方を明らかにする。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果の明確化 

【現状説明】 

文学研究科の卒業認定・学位授与の方針は、大学院学則第 3 条に規定する目的及び人材養成に関

する目的その他教育研究上の目的に基づき設定しており、大学 HP を通して公表している。また、

『大学院要項』にこれらを掲載し、学生に配付することで、学生が容易に情報を得られるよう配慮し

ている。 

 

【長所・特色】  

文学研究科は、専攻が多岐にわたっているため、専攻ごとに学生が修得すべき知識、技能、態度等

の学修成果を設定し、教員と学生との距離の近い指導を実現していることが特色である。 

卒業認定・学位授与の方針を具現化するために、『大学院要項』では、指導事項や指導に深くかか

わる行事等を、各専攻ごとに、実施月とともに箇条書きで明記している。教員は、このスケジュール

に添いながら、大学院生の個々人の研究テーマ等に応じた指導を行っている。 

また、日本語日本文学専攻及び地理学専攻においては、各年度の初めに全大学院生を対象とする履

修指導と指導教員による個別の履修指導を行い、達成すべき学修成果の明確化を図っている。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】  

・2025（令和 7）年度大学院要項 152-165 ページ。  

 

 

255



評価の視点 

②教育課程編成・実施の方針において、学修成果を達成するために必要な教育課程および教育・学

修の方法の明確化 

【現状説明】 

文学研究科・専攻・課程の CP は、原則として「教育課程の編成／教育内容・方法」及び「学修成

果の評価方法」の区分で構成し、CP に関する基本的な考え方を明確に示している。  

 

【長所・特色】  

該当なし。 

  

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修成果は授与する学位にふさわしいかの検証 

【現状説明】  

文学研究科では DP に基づいて学修成果の評価を行っている。 

例えば、心理学専攻では、複数の教員による論運指導や実習指導を通じ、各学生の学修成果が授与

する学位にふさわしいかを検証している。 

日本語日本文学専攻及び心理学専攻では、学修の公聴会形式の中間発表会を行い、心理学専攻では

最終成果のポスター発表も行っており、こうしたことを通じて検証を行っている。 

 

【長所・特色】  

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

・中間発表会のプログラム等（日本語日本文学専攻及び心理学専攻） 

・最終成果のポスター発表のプログラム等（心理学学専攻） 
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＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

学修成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的

に編成する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講と、各授業科目の到達目

標の明確化 

【現状説明】 

文学研究科においては、大学院学則第 6 条第 3 項において提示している。履修に当たっては、専

攻、課程ごとに示した主要科目の中から 1 特論科目（特研科目）を選択し、これを学生の専修科目と

するとしている。なお、各授業科目の到達目標については、シラバスにおいて明記している。 

地理学専攻においては、あわせて専門地域調査士および GIS 専門学術士の資格認定科目としての

適合性を点検している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②学修の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当および学びの過程の可視化 

【現状説明】 

文学研究科では、学年進行につれ内容が高まる順次性と体系性を考慮した適正な教育課程を編成

している。 

例えば、地理学専攻においては、技能にかかわる科目を 1 年次に履修させることにより、他の講

義科目や演習科目における分析や論考の充実化を図っている。 

また、心理学専攻は、公認心理士及び臨床心理士資格取得に対応した科目配置とすることで学修の

順次性に配慮した教育課程の編成としている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学生の学修時間の考慮とそれを踏まえた単位設定 

【現状説明】 

文学研究科における研究指導計画の明示とそれに基づく研究指導の実施について、修士課程に関

しては、2 年間の概ねの研究スケジュールを大学院要項及び大学院 HP にて公表している。博士後期

課程に関しては、大学院要項に概ねの研究スケジュールを明示し、個々の学生の研究進捗を踏まえ、

指導教授と学生が相談した上で、具体的な年間スケジュールを設定している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

＜授業内容・方法について＞ 

(1) 達成目標 

課程修了時に求められる学修成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっている。また、学

生が学修を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業形態、授業方法の適切性（学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学修成果

および教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

文学研究科では、コースワークとして特殊講義の科目群とリサーチワークとして演習を中心とし

た論文指導がある。リサーチワークとして修士課程において「演習」を 8 単位以上、博士課程におい

て「演習」を 12 単位以上の修得を必須とするなどして、適切な組み合わせとしている。 

例えば、心理学専攻では、学内外において心理実践を行う実習科目を設置し、学生の心理実践スキ

ルの習得と向上を可能とする授業を展開している。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②遠隔授業の効果的な活用（自らの方針に沿って、適した授業科目に用いられていること。また、

効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

前期（第 15 期）では、遠隔授業の教育効果を認識し、授業の充実化を目的とした遠隔授業の活用

方法について検討してきた。 

遠隔授業の活用は、遠方の研究者の兼任講師担当などによる授業の充実化や、大学院単位互換制度

の活性化につながると考えられる。しかしながら、文学研究科の研究指導においては、対面授業の方

にメリットを感じているため、遠隔授業を主体とする科目の設置は行っていない。 

なお、日本語日本文学専攻（日本語学コース及び日本語プロコース）や心理学専攻等では、臨時的

に zoom 等を使用することで海外の研究者や大学院生との共同学習の機会を設けたり、社会人の大

学院生が本務の都合で一時的に遠隔地にいる際の授業参加に利用したりするなど、遠隔授業を補助

的に活用しているケースは見られる。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応 

【現状説明】 

心理学専攻においては、取得を希望する資格によって授業のクラス編成や指導教員を考慮するな

ど、大学院生の志向に対応した授業運営を行っている。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④単位の実質化を図る措置（単位制度の趣旨に沿った学修内容、学修時間の確保が適切であること） 

【現状説明】 

文学研究科（修士課程・博士後期課程）においては、履修上限単位を設けていないが、大学院学則

第 6 条第 3 項において、修士課程では、「授業科目は、30 単位以上を履修しなければならない」と

規定し、博士後期課程では、「授業科目は 16 単位以上を履修しなければならない」としている。 

これらの情報は、『大学院要項』に記載し、学生に対し周知することで、適切な履修を促している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

・大学院学則 第 6 条第 3 項 

 

評価の視点 

⑤シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学修を進めるために十分な

内容であること） 

【現状説明】 

文学研究科のシラバスは、統一のフォーマットにより作成している。シラバスの記載に当たって

は、「到達目標」「講義概要」「講義計画（講義のテーマ、概要、予習・復習の内容及びそれに要する

時間などを記載）」「課題に対するフィードバックの方法」「教科書・参考書」「成績評価方法・基準」

「履修上の留意点」を必須項目としている。また、担当教員へのアクセスを任意項目としている。 

これにより、学生が授業のための事前の準備や事後の展開などを行うことができる授業の工程表

として韴能するような内容となっている。 

更なる取り組みとして、歴史学専攻では、毎年 4 月のガイダンス時に新入生および在学生にたい

して全専任教員によりシラバス内容の説明を行い、その内容理解を促している。また、地理学専攻で
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は、修士課程・博士後期課程ともに、技能に関する科目を共通シラバスとし、必要とされる標準的な

技能を分野の違いに関係なく修得できるようにしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

＜単位認定・学位授与について＞ 

(1) 達成目標 

成績評価、単位認定および学位授与を適切に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①成績評価および単位認定の客観的かつ厳格、公正、公平な実施 

【現状説明】 

文学研究科においては、大学院学則第 6 条の 9 において「90 点以上を「S」、85 点以上 90 点未満

を「A+」、80 点以上 85 点未満を「A」、75 点以上 80 点未満を「B+」、70 点以上 75 点未満を「B」、

65 点以上 70 点未満を「C+」、60 点以上 65 点未満を「C」、60 点未満を「F」とする」としている。

この場合において、60 点以上を合格とし、60 点未満を不合格とするとしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②成績評価および単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）の学生への明

示 
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【現状説明】 

文学研究科の専攻・課程の修了要件については、学生に配付する大学院要項及び大学 HP には、文

学研究科の「学位論文審査基準」（修士課程及び博士後期課程）を明記するとともに、学位授与まで

の諸手続きを明記し、学生に周知している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

・2025（令和 7）年度大学院要項 217‐235 ページ 

 

評価の視点 

③既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等の適切性 

【現状説明】 

大学院設置基準の一部を改正する省令に伴い、他大学院の単位互換及び入学前の既修得単位の認

定の柔軟化並びに入学前の既修得単位を勘案した在学期間の短縮に対応することとし、これにより、

学生が本大学院に入学する前に本大学院又は他大学の大学院（外国の大学の大学院を含む）において

修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む）については、15 単位を超えない範囲で本

大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすこととした。 

また、本大学院は、学生が本大学院に入学する前に本大学院又は他大学の大学院において修得した

単位を本大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本大学院の修

士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘

案して 1 年を超えない範囲で本大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。 

ただし、この場合においても、本大学院の修士課程に少なくとも 1 年以上在学するものとした。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 
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評価の視点 

④学位授与における実施手続および体制の明確化 

【現状説明】 

学位論文審査基準の明示については、大学院要項及び大学 HP に研究科の「学位論文審査基準」

（修士課程及び博士後期課程）を明記し、学生に周知している。 

なお、大学院要項は、年度当初に冊子体として大学院生全員に配付していることから、学生は常に

学位論文審査基準を確認することが可能である。なお、学位授与に係る責任体制、手続は、大学院学

則第 11 条及び学位規程において規定し、これに基づき文学研究科委員会規程を定め、文学研究科委

員会において審議し、適切に行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

・2025（令和 7）年度大学院要項 217‐219 ページ 

 

評価の視点 

⑤卒業認定・学位授与の方針に則した、適切な学位授与 

【現状説明】 

文学研究科では、各専攻において、卒業認定・学位授与の方針に則して評価し、適切な学位授与を

行っている。学位論文の審査では、口述試験・公聴会を実施し、合議によって学位授与に相応しい学

修成果であるかを評価している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

＜学修成果の把握および評価について＞ 

(1) 達成目標 

卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果を適切に把握および評価する。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果の適切な把握および評価（設定した学修成

果を把握・評価するために、指標や方法を適切に導入し、運用していること） 

【現状説明】 

文学研究科では、各専攻において、卒業認定・学位授与の方針に祖則した、学生の学修成果につい

て把握し、適切な評価を行っている。 

例えば、歴史学専攻では、所定の教育課程編成・実施方針に即して、授業科目評価について①適宜

論文作成のためのレポート作成・提出を課す、②学内外の学会・研究会における口頭発表や学術雑誌

への投稿のための支援を行って評価対象とする、さらに③研究指導の評価に当たり複数の教員によ

る検討の部会を設定する、④学位請求論文の評価に当たっては、修士論文の場合は必ず主査１名・副

査 2 名の計 3 名の教員による評価を行い、博士論文の場合は学外者を含めた公開審査会において必

ず主査 1 名・副査 2 名以上の教員による評価を行うことにより、学習評価の適切な把握及び評価を

実践している。 

地理学専攻では提出された修士論文・博士論文の研究について、主査・副査による口頭試問とは別

に全専攻教員の参加による公聴会を実施し、公平・公正な論文評価ができるように努めている。 

心理学専攻の学位論文の審査では、口述試験・公聴会を実施し、合議によって学位授与に相応しい

学修成果であるかを評価している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

＜教育課程・内容・方法の点検・評価および改善・向上への取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教育課程およびその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組

む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、周

期等の明確化 
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【現状説明】 

文学研究科における教育課程及びその内容、方法の適切性については、各研究科自己点検・評価実

施委員及び研究科委員が中心になって定期的に自己点検・評価を行い、自己点検・評価の結果をもと

に、改善・向上に向けた取組みを行っている。 

文学研究科の自己点検・評価実施状況は、自己点検・評価委員会によって自己点検・評価報告書と

して取りまとめた上で、学長へ報告している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

・第 15 期 自己点検報告書 

 

評価の視点 

②適切な情報に基づく点検・評価（課程修了時に求められる学修成果の測定・評価結果や授業内外

における学生の学修状況、資格試験の取得状況、進路状況等の情報活用など） 

【現状説明】 

文学研究科では、「定期的な自己点検・評価」及び「IR による客観性を重視したデータ分析」に基

づく点検・評価を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③自己点検・評価の客観性を高めるための工夫（外部の視点や学生の意見を取り入れるなど） 

【現状説明】 

文学研究科では、IR によるデータの活用を積極的に行うことによって、自己点検・評価の客観性

を高めるようにしている。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびその内容、教育方法の改善・向上への取り組み 

【現状説明】 

文学研究科では、各専攻において、自己点検・評価の結果及び IR によるデータの分析結果を活用

することで、した教育課程及びその内容、教育方法の改善・向上への取り組みを行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

＜入学者受入れの方針について＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れの方針に基づき、学生募集および入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、入

学者選抜を公平、公正に実施する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①志願者に理解しやすい入学者受入れの方針の設定（入学前の学修歴、学力水準、能力等の求める

学生像や、入学希望者に求める水準等の判定方法の明示） 

【現状説明】 

大学院研究科では、DP および CP を踏まえた AP を設定し、学生募集要項、大学 HP 等において

周知・公表している。 

 

 

266



【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

・2026（令和 8）年度 大学院募集要項 

・大学 HP 

 

評価の視点 

②入学者受入れの方針に沿った適切な体制・仕組みの構築および公平、公正な入学者選抜の実施 

【現状説明】 

文学研究科の入学者選抜試験の入試制度・方式、入試日程は、文学研究科委員会で審議された後、

大学院委員会において審議・決定している。 

また、入学者選抜試験運営体制については文学研究科委員会で入学試験委員を選出し（文学研究科

の場合は、各専攻より入学試験委員を選出）、入試問題作成、チェック、実施、判定を行っている。 

入学試験の実施に当たっては、文部科学省から通知される「大学入学者選抜における出題・合否判

定ミス等の防止について」を参考に、各研究科の研究科長及び入学試験委員は事前の入試問題チェッ

クを行い、問題文等の誤りや受験生に誤解を与える試験問題はないか確認している。特に入学試験当

日は、入学試験本部を設置し、入学試験該当研究科の研究科長及び入学試験委員を配置し、入試問題

のチェック、入学者選抜試験の適切・円滑な運営、受験生からの質問等、不測の事態に備えている。 

公平、公正な入学者選抜の実施に当たっては、「監督要領」を作成し、監督者に対し周知・徹底を

図っており、これにより統一的な入学試験実施を可能としている。公平性を担保する取組みとして、

記述採点及び合否判定時においては、氏名を隠すなど、個人が特定できないよう配慮している。 

例えば、地理学専攻においては、入試問題の作成に当たり出題担当者の分担を全専攻教員で確認し

ている。出題内容や採点結果についても全専攻教員で点検し、面接試験を全専攻教員で実施するなど

して、入学者選抜の公平・公正な実施に努めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 
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評価の視点 

③特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備 

【現状説明】 

特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備に関しては、本学では、身体の障がい等に

より、受験上特別の配慮を必要とする場合は、出願に先立って問合せを行うよう、入学試験要項にそ

の旨を明記している。その際には、障がい学生支援室が中心となり、入学試験受験時の配慮、入学後

の支援体制等について、関係所管を交えて事前相談の部会を設けている。これにより、受験だけでな

く修学していく上でも、可能な限り配慮するようにしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④すべての志願者に対する情報提供の適切性 

【現状説明】 

文学研究科においては、全ての志願者に対して適切な情報提供を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

＜定員管理について＞ 

(1) 達成目標 

適切な定員を設定して入学者の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適正

に管理する。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①各学部・学科、各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数の適正な維持 

【現状説明】 

文学研究科における 2025（令和 7）年度の収容定員に対する在籍学生数比率は、修士課程 0.94 倍、

博士後期課程 0.51 倍であり、適切な定員管理ができている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②大幅な定員超過または定員未充足の場合における対策の適切性 

【現状説明】 

文学研究科における 2025（令和 7）年度の収容定員に対する在籍学生数比率は、修士課程 0.94 倍、

博士後期課程 0.51 倍であり、概ね適切な定員管理ができている。 

だだし、専攻ごとに見ると、定員未充足のところもある。地理学専攻では、大学院生募集のポスタ

ーを作成し他大学に配付するなど、定員充足に向けた取り組みを行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

・地理学専攻 大学院生募集のためのポスター 

 

＜入学者受入れに関する点検・評価および改善に向けた取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組む。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①入学者の受け入れに関わる事項の定期的な点検・評価および当該事項における現状や成果が上が

っている取り組みおよび課題の適切な把握 

【現状説明】 

文学研究科では、各専攻において、学生の受入れの適切性について、毎年、検証を行っている。 

社会人入試においては、書類出願と面接のみで筆記試験が課せられていない状況に対応するため、

面接時に学術的な知識・技能の修得を確認している。例えば、歴史学専攻では、研究遂行に必須の語

学能力や専門知識の修得の有無を評価することで、入学後の研究指導を円滑に進められるようにな

った。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

【根拠資料】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②点検・評価の結果を活用した入学者の受け入れに関わる事項の改善・向上に向けた取り組みの適

切性 

【現状説明】 

文学研究科では、各専攻において、点検・評価の結果を活用した入学者の受け入れに関わる事項の

改善・向上に向けた取り組みを行っている。 

例えば、歴史学専攻では、社会人入試において、面接時に学術的な知識・技能の修得を確認するこ

とにより、入学後の指導時に発生する問題を回避している。 

また、日本語日本文学専攻（日本語学コース）の博士後期では、修士課程日本語プロコース修了者

の受験に対応すべく、専門に関する筆記試験の増設について検討を始めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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【根拠資料】 

該当なし。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（12）経営学研究科 

 

＜教育研究上の目的について＞ 

(1) 達成目標 

本学が掲げる理念（21 世紀ビジョン「社会知性の開発」）に基づき、人材育成の目的その他の教

育研究上の目的を適切に設定し公表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①本学が掲げる理念を踏まえ、学部・研究科における教育研究上の目的の明確化 

②教育研究上の目的の教職員、学生への周知および社会への公表 

 【現状説明】 

大学を取り巻く厳しい社会環境の変化に対応していくため、本学では、大学の基本的な方向性を全

学的観点から検討し、その結果、建学の精神である「社会に対する報恩奉仕」を現代的に捉え直し、

21 世紀ビジョンとして「社会知性の開発（Socio-Intelligence）」を掲げ、このビジョンのもと教育・

研究体制の改革に取り組むとともに、「学生を基本に据えた大学づくり」を念頭に積極的な大学運営

を行っている。本学の 21 世紀ビジョン「社会知性の開発」の具体的な推進に向け、経営学研究科は、

専攻・課程ごとに専修大学大学院学則（以下、「大学院学則」という。）第 5 条の 2 において、人材の

養成に関する目的その他の教育研究上の目的を「経営学及び情報管理の分野において、創造性豊かな

研究能力を有する研究者等、確かな教育能力を兼ね備える大学教員並びにこれらの分野に関する卓

越した専門知識及び能力を有する高度の専門職業人を養成する」ことと定めている。これらの目的

は、高等教育機関の目的として適切である。 

大学院の目的は、大学院学則第 1 条に明記し、人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的

については、大学院学則第 5 条の 2 において適切に明示している。くわえて経営学研究科の目的は、

大学 HP ホームページ（情報公開）において周知、公表している。さらに『大学院要項』にも掲載し、

学生及び教職員に対し周知している。 

 

  【長所・特色】 

特になし。 

 

  【問題点】 

   特になし。 

 

＜学修成果の明確化について＞ 

(1) 達成目標 

達成すべき学修成果を明確にし、教育・学修の基本的なあり方を明らかにする。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果の明確化 

②教育課程編成・実施の方針において、学修成果を達成するために必要な教育課程および教育・学

修の方法の明確化 

③学修成果は授与する学位にふさわしいかの検証 

 【現状説明】 

 経営学研究科の卒業認定・学位授与の方針は、大学院学則第 3 条に規定する目的及び人材養成に

関する目的その他教育研究上の目的に基づき設定しており、大学 HP を通して公表している。また、

『大学院要項』にこれらを掲載し、学生に配付することで、学生が容易に情報を得られるよう配慮し

ている。 

研究科・専攻の CP は、原則として「教育課程の編成／教育内容・方法」及び「学修成果の評価方

法」の区分で構成し、CP に関する基本的な考え方を明確に示している。 

経営学研究科委員会にて、5 月に修士 2 年次以上の指導教授、副指導教授、研究テーマを確認し、

10 月の経営学研究科委員会にて、主査 1 名と副査 2 名を承認している。また口述試験にあたり、DP

にそった面接を行うよう主査および副査に依頼し、1 月に提出された修士論文について口述試験を実

施、主査・副査による審査を経て、最終的に経営学研究科委員会にて、学位授与に相応しいかどうか

を審査、検証している。 

 

  【長所・特色】 

   特になし。 

 

  【問題点】 

   特になし。 

 

＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

学修成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的

に編成する。 

 

(2) 中間報告 

①授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講と、各授業科目の到達目

標の明確化 

②学修の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当および学びの過程の可視化 

③学生の学修時間の考慮とそれを踏まえた単位設定 

 【現状説明】 

 経営学研究科では、授業科目については大学院学則第 6 条第 3 項において提示している。開講状

況については、大学院要項にて示している。直近、退職教員が続いたこともあり、休講科目が多かっ
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たが、令和８年度に修士課程をセメスター化することにあわせて、授業科目の再編成を行い、あらた

に講義担当者の任用を行い、休講科目の削減を行った。履修にあたっては、研究科、専攻、課程ごと

に示した主要科目の中から 1 特論科目（特研科目）を選択し、これを学生の専修科目とするとして

いる。なお、各授業科目の到達目標については、それぞれシラバスにおいて明記している。経営学研

究科では、学年進行につれ内容が高まる順次性と体系性に考慮した適切な教育課程を編成している。 

経営学研究科における研究指導計画の明示とそれに基づく研究指導の実施について、修士課程に

関しては、2 年間の概ねの研究スケジュールを大学院要項及び大学院 HP にて公表している。博士後

期課程に関しては、大学院要項に概ねの研究スケジュールを明示し、個々の学生の研究進捗をふま

え、指導教授と学生が相談したうえで、具体的な年間スケジュールを設定している。 

 

 【長所・特色】 

   特になし。 

 

  【問題点】 

   特になし。 

 

＜授業内容・方法について＞ 

(1) 達成目標 

課程修了時に求められる学修成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっている。また、学

生が学修を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行う。 

 

(2) 中間報告 

①授業形態、授業方法の適切性（学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学修成果

および教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られていること） 

②遠隔授業の効果的な活用（自らの方針に沿って、適した授業科目に用いられていること。また、

効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られていること） 

③学修状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応 

④単位の実質化を図る措置（単位制度の趣旨に沿った学修内容、学修時間の確保が適切であること） 

⑤シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学修を進めるために十分な

内容であること） 

 【現状説明】 

 経営学研究科ではコースワークとして講義の科目群とリサーチワークとして演習を中心とした論

文指導を行っている。リサーチワークとして修士課程において「演習」を 8 単位以上、博士課程にお

いて「演習」を 12 単位以上の修得を必須とするなどして、適切な組み合わせとしている。また修士

2 年生においては、副指導教授の演習も履修することを推奨し、リサーチワークの充実を目指してい

る。 

遠隔授業については、授業の内容上、対面と同等の効果が得られると教員が判断し、学生が了承し

た場合、各国の方針により、出入国に制限がある場合、また教員・学生のやむを得ない理由がある場
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合に実施している。経営学研究科では、学生数が多くは無いので、履修している学生のニーズに応じ

て個別対応している。 

大学院研究科（修士課程・博士後期課程）においては、履修上限単位を設けていないが、大学院学

則第 6 条第 3 項において、修士課程では、「授業科目は、30 単位以上を履修しなければならない」と

規定し、博士後期課程では、「授業科目は 16 単位以上を履修しなければならない」としている。こ

れらの情報は、『大学院要項』に記載し、学生に対し周知することで、適切な履修を促している。 

本学研究科のシラバスは、統一のフォーマットにより作成している。シラバスには、「到達目標」

「講義概要」「講義計画（講義のテーマ、概要、予習・復習の内容及びそれに要する時間などを記載）」

「課題に対するフィードバックの方法」「教科書・参考書」「成績評価方法・基準」「履修上の留意点」

を必須項目としている。この他、担当教員へのアクセスを任意項目としている。これにより、学生が

授業のための事前の準備や事後の展開などを行うことができる授業の工程表として機能するような

内容となっている。 

 

  【長所・特色】 

   特になし。 

 

  【問題点】 

   特になし。 

 

＜単位認定・学位授与について＞ 

(1) 達成目標 

成績評価、単位認定および学位授与を適切に行う。 

 

(2) 中間報告 

①成績評価および単位認定の客観的かつ厳格、公正、公平な実施 

②成績評価および単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）の学生への明

示 

③既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等の適切性 

④学位授与における実施手続および体制の明確化 

⑤卒業認定・学位授与の方針に則した、適切な学位授与 

 【現状説明】 

 経営学研究科においては、大学院学則第 6 条の 9 において「90 点以上を「S」、85 点以上 90 点未

満を「A+」、80 点以上 85 点未満を「A」、75 点以上 80 点未満を「B+」、70 点以上 75 点未満を「B」、

65 点以上 70 点未満を「C+」、60 点以上 65 点未満を「C」、60 点未満を「F」とする」としている。

この場合において、60 点以上を合格とし、60 点未満を不合格とするとしている。修了要件について

は、学生に配付する『大学院要項』に明記している。また、『大学院要項』には「修士論文審査基準」

及び「博士論文審査基準」を明記するとともに、学位授与までの諸手続きを明記し、学生に周知して

いる。 
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経営学研究科では、大学院設置基準の一部を改正する省令に伴い、他大学院の単位互換及び入学前

の既修得単位の認定の柔軟化並びに入学前の既修得単位を勘案した在学期間の短縮に対応すること

とし、これにより、学生が本大学院に入学する前に本大学院又は他大学の大学院（外国の大学の大学

院を含む）において修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む）については、15 単位

を超えない範囲で本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすこととした。また、

本大学院は、学生が本大学院に入学する前に本大学院又は他大学の大学院において修得した単位を

本大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本大学院の修士課程

の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して

1 年を超えない範囲で本大学院が定める期間在学したものとみなすことができるようにしている。た

だし、この場合においても、本大学院の修士課程に少なくとも 1 年以上在学するものとした。 

学位論文審査基準の明示については、『大学院要項』及び大学 HP に「修士論文審査基準」及び「博

士論文審査基準」を明記し、学生に周知している。なお、『大学院要項』は、年度当初に冊子体とし

て大学院生全員に配付していることから、学生は常に学位論文審査基準を確認することが可能であ

る。なお、学位授与に係る責任体制、手続は、大学院学則第 11 条及び学位規程において規定し、こ

れに基づき各研究科委員会規程を定め、各大学院研究科委員会において審議し、適切に行っている。 

経営学研究科において、毎年 1 月に開催される委員会にて DP に則って学位を授与していること

を確認している。 

 

 【長所・特色】 

  特になし。 

 

 【問題点】 

  特になし。 

 

＜学修成果の把握および評価について＞ 

(1) 達成目標 

卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果を適切に把握および評価する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果の適切な把握および評価（設定した学修成

果を把握・評価するために、指標や方法を適切に導入し、運用していること） 

 【現状説明】 

 経営学研究科では、事前に主査および副査に対して、DP の到達状況を確認できるような口述試験

の実施を要請したうえで、論文審査において、主査 1 名、副査 2 名が論文審査ならびに口述試験を

行い評価している。この評価結果については、最終的には研究科委員会で承認し、認めることとして

いる。 
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  【長所・特色】 

   特になし。 

 

  【問題点】 

   特になし。 

 

＜教育課程・内容・方法の点検・評価および改善・向上への取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教育課程およびその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組

む。 

 

(2) 中間報告 

①教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、周

期等の明確化 

②適切な情報に基づく点検・評価（課程修了時に求められる学修成果の測定・評価結果や授業内外

における学生の学修状況、資格試験の取得状況、進路状況等の情報活用など） 

③自己点検・評価の客観性を高めるための工夫（外部の視点や学生の意見を取り入れるなど） 

④自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびその内容、教育方法の改善・向上への取り組み 

 【現状説明】 

 経営学研究科における教育課程及びその内容、方法の適切性については、経営学研究科自己点検・

評価実施委員会において定期的に自己点検・評価を行い、自己点検・評価の結果をもとに、改善・向

上に向けた取組みを行っている。自己点検・評価実施委員会の活動状況は、自己点検・評価委員会に

おいて『自己点検・評価報告書』として取りまとめ、学長へ報告している。報告内容については、自

己点検評価実施委員会ならびに、大学院委員会にて各研究科の自己点検状況を公表・説明し、相互に

確認している。 

また経営学研究科では、修了者に対して、カリキュラム評価（アンケート）を実施し、CP と DP

に則った教育成果をえられているか、評価している。修了者によるアンケート結果は、研究科委員会

にて報告し、共有することによって、担当教員にフィードバックし、必要に応じて、改善策を講じて

いる。 

 

  【長所・特色】 

   特になし。 

 

  【問題点】 

   特になし。 
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＜入学者受入れの方針について＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れの方針に基づき、学生募集および入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、入

学者選抜を公平、公正に実施する。 

 

(2) 中間報告 

①志願者に理解しやすい入学者受入れの方針の設定（入学前の学修歴、学力水準、能力等の求める

学生像や、入学希望者に求める水準等の判定方法の明示） 

②入学者受入れの方針に沿った適切な体制・仕組みの構築および公平、公正な入学者選抜の実施 

③特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備 

④すべての志願者に対する情報提供の適切性 

 【現状説明】 

 経営学研究科では、DP および CP を踏まえた AP を設定し、学生募集要項、大学 HP 等において

周知・公表している。大学院入学者選抜試験の入試制度・方式、入試日程は、経営学研究科委員会で

審議されたのち大学院委員会において審議・決定している。また入学者選抜試験運営体制について

は、まず研究科長が入試問題の作問担当者を選出し、作問担当者が作問したうで、経営学研究科委員

会で承認された運営委員が、文部科学省より通知される「大学入学者選抜における出題・合否判定ミ

ス等の防止について」を参考に、入試問題チェックを行い、研究科委員会が実施、判定を行っている。 

また入学試験当日は、入学試験本部を設置し、入学試験該当研究科の研究科長及び入学試験委員を

配置し、入試問題のチェック、入学者選抜試験の適切・円滑な運営、受験生からの質問等、不測の事

態に備えている。公平、公正な入学者選抜の実施にあたっては、「監督要領」を作成し、監督者に対

し周知・徹底を図っており、これにより統一的な入学試験実施を可能としている。公平性を担保する

取組みとして、例えば、記述採点及び合否判定時においては、氏名を隠すなど、個人が特定できない

よう配慮している。 

特別な配慮を必要とする志願者に対応する仕組みの整備に関しては、本学では、身体の障がい等に

より、受験上特別の配慮を必要とする場合は、出願に先立って問合せを行うよう、入学試験要項にそ

の旨を明記している。その際には、障がい学生支援室が中心となり、入学試験受験時の配慮、入学後

の支援体制等について、関係所管を交えて事前相談の機会を設けている。これにより、受験だけでな

く修学していくうえでも、可能な限り配慮するようにしている。 

またすべての志願者が公平に情報にアクセスできるように、公表されている媒体（ウェブ、要項）

すべてを通じて、情報を記載している。 

 

  【長所・特色】 

   特になし。 

 

  【問題点】 

   特になし。 
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＜定員管理について＞ 

(1) 達成目標 

適切な定員を設定して入学者の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づき適正

に管理する。 

 

(2) 中間報告 

①各学部・学科、各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数の適正な維持 

②大幅な定員超過または定員未充足の場合における対策の適切性 

 【現状説明】 

 大学院研究科における 2024（令和 6）年度の収容定員に対する在籍学生数比率は、経営学研究科

35％であり、定員未充足となっている。また、博士後期課程においても同様に定員未充足となってい

る。 

ここ数年、定員の 40%弱で推移している。志願者はいるものの、大学院入学後しっかりと学修が

行える基礎学力を備えているかを、筆記試験および口述試験で確認している。そのため、合格率は

29％程度となっている。合格者では、収容定員は満たしているものの、他大学への進学による入学辞

退者が多く、結果入学者数は、定員の 40％程度となっていた。 

志願者数確保のために、近年増加している留学生向けの広報・日本語学校への出張模擬授業、ま

た、学内進学向けに３、４年生のガイダンスで大学院の宣伝を行っている。大学院の特設サイトから

は、教員の紹介を行い、連絡方法や大学院生に何を期待しているのかの情報発信を行い、問い合わせ

や志願のハードルを下げる試みを継続して行っている。また大学院全体での進学相談会に加え、経営

学研究科のみの個別相談会を実施し、不安を感じている志願者の対応も行っている。また休講科目を

新任の担当教員を採用するなどして、減らすことも行い、今後も継続していく。 

留学生向けには、出口（日本での就職）への対応や、特修プログラムの募集日程を志願しやすいよ

うに 9 月及び 2 月に選考を行うこととした。大学院進学に興味がある、学部生、研究生に対して、

大学院の中間報告会を公開し、身近に感じてもらえるよう取りはからっている。 

以上のような取組の成果もあり、2026（令和 8）年度には、入学手続者が増加し、収容定員の 50％

以上は確保できる見込みである。 

 

  【長所・特色】 

   特になし。 

 

  【問題点】 

   特になし。 

 

＜入学者受入れに関する点検・評価および改善に向けた取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組む。 
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(2) 中間報告 

①入学者の受け入れに関わる事項の定期的な点検・評価および当該事項における現状や成果が上が

っている取り組みおよび課題の適切な把握 

②点検・評価の結果を活用した入学者の受け入れに関わる事項の改善・向上に向けた取り組みの適

切性 

 【現状説明】 

 経営学研究科では、大学院委員会、研究科委員会、各研究科自己点検・評価実施委員会などで、学

生の受入れの適切性について定期的に検証を行っている。留学生向けに、要望のあった日本語学校へ

模擬授業の講師を派遣するとともに、受験生が受験勉強を適切に行えるように、受験にあたって参考

とする文献を、入学試験科目ごとに提示するようにしている。 

 

  【長所・特色】 

   特になし。 

 

  【問題点】 

   特になし。 

 

＜卒業後の進路について＞ 

(1) 達成目標 

修了予定者が、大学院で身につけたスキル（DP）を活用できる進路を円滑にみつけることがで

きる。 

 

(2) 中間報告 

①自身が身につけた能力を自覚できるようにする。 

②S ネットなどを活用して、希望の就職先を円滑にリストアップできる。 

 【現状説明】 

 日本人学生は就職課から提供されるマイナビ等のサイトなどを利用して、自ら就職先を選択でき

るのだが、外国人留学生に関しては、日本人学生向けの情報だけでは不足している感が否めず、情報

収集も自己責任で行われていた。この点に対し、留学生に対して、定期的に S ネットなどで就職先

を紹介し、その利用法が不明であれば、個別に支援するなどの対策を行っている。 

 

  【長所・特色】 

   特になし。 

 

 【問題点】 

  特になし。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（13）商学研究科 

 

＜教育研究上の目的について＞ 

(1) 達成目標 

本学が掲げる理念（２１世紀ビジョン「社会知性の開発」）に基づき、人材育成の目的その他の

教育研究上の目的を適切に設定し公表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①本学が掲げる理念を踏まえ、学部・研究科における教育研究上の目的の明確化 

【現状説明】 

大学を取り巻く厳しい社会環境の変化に対応していくため、本学では、大学の基本的な方向性を全

学的観点から検討し、その結果、建学の精神である「社会に対する報恩奉仕」を現代的に捉え直し、

21 世紀ビジョンとして「社会知性の開発（Socio-Intelligence）」を掲げ、このビジョンのもと教育・

研究体制の改革に取り組むとともに、「学生を基本に据えた大学づくり」を念頭に積極的な大学運営

を行っている。本学の 21 世紀ビジョン「社会知性の開発」の具体的な推進に向け、商学研究科は、

専攻・課程ごとに専修大学大学院学則（以下、「大学院学則」という。）第 5 条の 2 において、人材の

養成に関する目的その他の教育研究上の目的を商学及び会計学に関する基礎理論及び幅広い教養の

基礎の上に、高度の専門的知識及び能力を有する高度の専門職業人、知識基盤社会を支える人材並び

に研究能力及び教育能力を有する大学教員を養成することを目的とすると定めている。これらの目

的は、高等教育機関の目的として適切である。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育研究上の目的の教職員、学生への周知および社会への公表 

【現状説明】 

大学院としての目的は、大学院学則第 1 条に明記し、商学研究科における人材の養成に関する目

的その他教育研究上の目的については、大学院学則第 5 条の２に明記している。商学研究科の目的

は、大学ホームページ（情報公開）において教職員、学生および社会への周知、公表している。また、

『大学院要項』にも掲載し配付することで、学生が容易に確認できるよう配慮している。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学修成果の明確化について＞ 

(1) 達成目標 

達成すべき学修成果を明確にし、教育・学修の基本的なあり方を明らかにする。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針において、学生が修得すべき知識、技能、態度等の学修成果の明確化 

【現状の説明】 

研究科の卒業認定・学位授与の方針は、大学院学則第 3 条に規定する目的及び人材養成に関する

目的その他教育上の目的に基づき専攻、課程ごとに設定し、大学ホームページを通して公表してい

る。また、『大学院要項』にも掲載し、学生に配布することで、学生が容易に情報を得られるよう配

慮している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②教育課程編成・実施の方針において、学修成果を達成するために必要な教育課程および教育・学

修の方法の明確化 

【現状の説明】 

研究科の教育課程編成・実施の方針は、原則として「教育課程の編成／教育内容・方法」及び「学

修成果の評価方法」の区分で校正し、基本的な考え方を明確に示している。また、論文指導に関して

も指導計画の概要や審査基準を『大学院要項』に明確に示し、大学ホームページでの公表している。

また、『大学院要項』の配付により学生が容易に情報を得られるよう配慮している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修成果は授与する学位にふさわしいかの検証 

【現状説明】 

修了に必要な単位の取得については、授業ごとに定められた成績評価基準に従って各授業担当教

員が評価し、学位請求論文については、あらかじめ『大学院要項』にて示している論文審査の基準に

基づき、指導教授を含めた集団指導体制のもと論文発表会、最終試験を通じて学修成果について学位

授与にふさわしいかどうかを審査、検証している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

学修成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的

に編成する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授与する学位と整合し専門分野の学問体系等にも適った授業科目の開講と、各授業科目の到達目

標の明確化 

【現状説明】 

大学院研究科においては、大学院学則第 6 条において提示している。履修にあたっては、専攻、課

程ごとに示した主要科目から 1 科目を選択し、これを専修科目としている。なお、各授業科目の到

達目標については、シラバスにおいて明記している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

②学修の順次性に配慮した授業科目の年次・学期配当および学びの過程の可視化 

【現状説明】 

分野ごとに履修モデルを設定し、体系的な履修を組めるよう大学ホームページおよび『大学院要

項』に記載している。また、論文指導においても研究指導の概要を明記し、学位請求論文を提出する

までの過程を『大学院要項』に明記している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学生の学修時間の考慮とそれを踏まえた単位設定 

【現状説明】 

大学院における研究指導計画の明示とそれに基づく研究指導の実施については、修士課程に関し

ては 2 年間、博士後期課程に関しては 3 年間の概ねの研究スケジュールを『大学院要項』および大

学ホームページにて公表している。研究スケジュールを明示し、個々の学生の研究進捗をふまえ、指

導教授と学生が相談したうえで、具体的な年間スケジュールを設定している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜授業内容・方法について＞ 

(1) 達成目標 

課程修了時に求められる学修成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっている。また、学

生が学修を意欲的かつ効果的に進めるための指導や支援を十分に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業形態、授業方法の適切性（学部・研究科の教育研究上の目的や課程修了時に求める学修成果

および教育課程の編成・実施方針に応じたものであり、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

商学研究科では、コースワークとして講義の科目群とリサーチワークとして演習科目を中心とし
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た論文指導があり、例えば、リサーチワークとして修士課程において「演習」8 単位以上、博士後期

課程において「演習」12 単位以上の習得を必須とするなどして、適切な組み合わせとしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②遠隔授業の効果的な活用（自らの方針に沿って、適した授業科目に用いられていること。また、

効果的な授業となるような工夫を講じ、期待された効果が得られていること） 

【現状説明】 

大学院全体における方針として対面による授業実施が基本としているが、商学研究科では、授業の

進捗や内容、学生の事情にあわせて各教員の裁量において遠隔授業を取り入れることを認めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③学修状況に応じたクラス分けなど、学生の多様性への対応 

【現状説明】 

学修状況に応じたクラス分けは行っていないが、個々の学生の学修状況や論文執筆状況等を指導

教授が個別に指導を行い、学生個人にあわせた履修指導や論文指導を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④単位の実質化を図る措置（単位制度の趣旨に沿った学修内容、学修時間の確保が適切であること） 

【現状説明】 

商学研究科（修士課程・博士後期課程）においては、履修上限単位は設けていないが、大学院学則
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6 条第 3 項において、修士課程では、「授業科目は、30 単位以上を履修しなければならない」と規定

し、博士後期課程では、「授業科目は 16 単位以上を履修しなければならない」としている。これら

の情報は、『大学院要項』に履修方法として記載し、学生に対し周知することで、適切な履修を促し

ている。 

  

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤シラバスの作成と活用（学生が授業の内容や目的を理解し、効果的に学修を進めるために十分な

内容であること） 

【現状説明】 

商学研究科のシラバスは、統一のフォーマットにより作成している。シラバスには、「到達目標」

「講義概要」「講義計画（講義のテーマ、概要、予習・復習の内容及びそれに要する時間などを記載）」

「課題に対するフィードバックの方法」「教科書・参考書」「成績評価方法・基準」「履修上の留意点」

を必須項目としている。この他、担当教員へのアクセスを任意項目としている。これにより、学生が

授業のための事前の準備や事後の展開などを行うことができる授業の工程表として機能するような

内容となっている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜単位認定・学位授与について＞ 

(1) 達成目標 

成績評価、単位認定および学位授与を適切に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①成績評価および単位認定の客観的かつ厳格、公正、公平な実施 

【現状説明】 

大学院学則 6 条の９において、90 点以上を「S」、85 点以上 90 点未満を「A+」、80 点以上 85 点

未満を「A」、75 点以上 80 点未満を「B+」、70 点以上 75 点未満を「B」、65 点以上 70 点未満を「C+」、
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60 点以上 65 点未満を「C」、60 点未満を「F」とし、この場合において、60 点以上を合格とし、60

点未満を不合格とするとした。また、区分に応じてグレード・ポイントを付与する GPA 制度も導入

され、客観的かつ厳格、公正、公平な成績評価を実施している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②成績評価および単位認定にかかる基準・手続（学生からの不服申立への対応含む）の学生への明

示 

【現状説明】 

授業科目における成績評価および単位認定の基準は、シラバスに明記されている成績評価方法・基

準に則して単位認定に係る手続きを行っている。学生からの成績に関する不服申し立てについては、

成績通知後一定期間の申立期間を設けており、成績通知時に周知している。申し立てのあった場合

は、申立内容を基に担当教員への確認を行い、必要に応じて対応し、確認した結果を学生に告知して

いる。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③既修得単位や実践的な能力を修得している者に対する単位の認定等の適切性 

【現状説明】 

大学院学則 6 条の 2 において「本大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学

する前に本大学院又は他大学の大学院（外国の大学の大学院を含む。）において修得した単位(科目等

履修生及び特別の課程履修生として修得した単位も含む。) を 15 単位を超えない範囲で本大学院に

おける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる」としている。また、本大学院は、

学生が本大学院に入学する前に本大学院又は他大学の大学院において修得した単位を本大学院にお

いて修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本大学院の修士課程の教育課程の

一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して 1 年を超え

ない範囲で本大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合において

も、本大学院の修士課程に少なくとも 1 年以上在学するものとした。上述の本大学院商学研究科へ
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の入学前に修得した単位の認定を行う場合は、既修得単位科目の講義要項等の提出を求め、科目内容

について単位の認定を行うか商学研究科委員会にて審議している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④学位授与における実施手続および体制の明確化 

【現状説明】 

実施手続き及び審査体制等については、『大学院要項』および大学ホームページに修士論文および

博士後期課程の論文審査基準として、満たすべき水準、審査体制等の概要、審査項目、審査方法等に

ついて明記し、学生に周知している。なお、『大学院要項』は、大学院生全員に配付していることか

ら、学生は常に学位論文審査基準を確認することが可能である 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

⑤卒業認定・学位授与の方針に則した、適切な学位授与 

【現状説明】 

学位授与方針に則して各科目における到達目標が設定され、それに基づいて学修成果の評価が実

施されている。論文についても審査基準に基づいて、研究科内公開で試験実施のうえ基準を満たして

いるかを審査している。審査結果については、研究科委員会にてその合否を審議し、学位授与の方針

に則した適切な学位授与を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜学修成果の把握および評価について＞ 

(1) 達成目標 

卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果を適切に把握および評価する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①卒業認定・学位授与の方針に明示した学生の学修成果の適切な把握および評価（設定した学修成

果を把握・評価するために、指標や方法を適切に導入し、運用していること） 

【現状説明】 

指導教授による履修指導および論文指導および、2 年次以降からは副指導教授を設定し、2 名体制

での論文指導、並びに各年次で論文発表会を商学研究科委員会委員への公開で実施し、集団指導体制

で学生への指導及び現状把握および評価を行っている。  

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程・内容・方法の点検・評価および改善・向上への取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教育課程およびその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組

む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①教育課程およびその内容、教育方法に関する自己点検・評価の基準、体制、方法、プロセス、周

期等の明確化 

【現状説明】 

全学の自己点検・評価委員会の下、商学研究科自己点検・評価実施委員会を組織し、定期的に自己

点検・評価を行い、自己点検・評価の結果を受けて商学研究科運営委員会にて改善・向上に向けた取

り組みの検討を行い、研究科運営委員会および研究科委員会にて審議している。自己点検評価実施委

員会の活動状況は、自己点検・評価委員会に置いて『自己点検・評価報告書』として取りまとめ、学

長へ報告している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②適切な情報に基づく点検・評価（課程修了時に求められる学修成果の測定・評価結果や授業内外

における学生の学修状況、資格試験の取得状況、進路状況等の情報活用など） 

【現状説明】 

学生の学修状況については、大学院 FD 委員会による学生アンケートの結果を共有することや定

期的な発表会等において確認することで適切に把握している。また、修了生からの進路報告書にて進

路状況等の終了後の状況についても適切に把握したうえで、点検・評価を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③自己点検・評価の客観性を高めるための工夫（外部の視点や学生の意見を取り入れるなど） 

【現状説明】 

自己点検・評価実施委員会により自己点検評価に関する報告書案を作成し、商学研究科委員会にお

いて報告書の内容を確認、意見の聴取を実施している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④自己点検・評価の結果を活用した教育課程およびその内容、教育方法の改善・向上への取り組み 

【現状説明】 

自己点検・評価の結果を踏まえて、商学研究科運営委員会にて教育方法の改善・向上への取り組み

について検討し、研究科委員会にて審議しており、現在はカリキュラム編成の検討を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

＜入学者受入れの方針について＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れの方針に基づき、学生募集および入学者選抜の制度や運営体制を適切に整備し、入

学者選抜を公平、公正に実施する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①志願者に理解しやすい入学者受入れの方針の設定（入学前の学修歴、学力水準、能力等の求める

学生像や、入学希望者に求める水準等の判定方法の明示） 

【現状説明】 

商学研究科では、DP および CP を踏まえた AP を設定し、学生募集要項、大学ホームページ等に

おいて周知・公表をしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②入学者受入れの方針に沿った適切な体制・仕組みの構築および公平、公正な入学者選抜の実施 

【現状説明】 

大学院入学者選抜試験の入試制度・方式、入試日程は、各研究科委員会で審議されたのち大学院委

員会において審議・決定している。また、入学者選抜試験運営体制については商学研究科委員会で入

学試験委員を選出し、入試問題作成、チェック、実施、判定を行っている。文部科学省より通知され

る「大学入学者選抜における出題・合否判定ミス等の防止について」を参考に、研究科長、大学院委

員会委員及び入学試験委員は事前の入試問題チェックを行い、問題文等の誤りや受験生に誤解を与

える試験問題はないか確認している。特に入学試験当日は、入学試験本部を設置し、研究科長、大学

院委員会委員及び入学試験委員を配置し、入試問題のチェック、入学者選抜試験の適切・円滑な運

営、受験生からの質問等、不測の事態に備えている。 

公平、公正な入学者選抜の実施にあたっては、「監督要領」を作成し、監督者に対し周知・徹底を

図っており、これにより統一的な入学試験実施を可能としている。公平性を担保する取組みとして、

例えば、記述採点においては、氏名を隠すなど、個人が特定できないよう配慮し、口述試験において

は指導教授に選択された教員の他入試委員や研究科長が同席し複数人での体制で行っている。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①各学部・学科、各研究科・専攻の入学者数や在籍学生数の適正な維持 

【現状説明】 

商学研究科における令和 6 年度の収容定員に対する在籍学生比率は、修士課程で 0.82、博士後期

課程で 0.83、令和 7 年度は、修士課程で 0.74、博士後期課程で 0.75 と定員未充足の状態が続いてい

る。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②大幅な定員超過または定員未充足の場合における対策の適切性 

【現状説明】 

商学研究科では、志願者確保のために、学部生には 1 年生から 4 年生までのガイダンスにおいて

大学院の宣伝資料を配付しているほか、大学ホームページでは教員紹介ページを作成し、教員から大

学院を目指す学生へのメッセージを発信している。また、学部 4 年生には大学院進学後に単位認定

も行われる学部生による大学院授業科目履修制度も実施し、志願のハードルを下げる試みを継続し

て行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜入学者受入れに関する点検・評価および改善に向けた取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

入学者受入れに関わる状況を定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①入学者の受け入れに関わる事項の定期的な点検・評価および当該事項における現状や成果が上が

っている取り組みおよび課題の適切な把握 
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【現状説明】 

商学研究科では、研究科委員会、運営委員会、自己点検・評価実施委員会などで、学生の受入れの

適切性について定期的に検証を行い、出願基準や判定基準の見直し、入試広報についての検証を行っ

ている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

  

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②点検・評価の結果を活用した入学者の受け入れに関わる事項の改善・向上に向けた取り組みの適

切性 

【現状説明】 

学内選考入学試験における出願基準で GPA を導入し、適切な GPA の設定を行うため、商学研究

科運営委員会等で検討し、基準の見直しを行った。また、商学研究科で実施している入学試験制度と

判定基準の設定にずれが生じていたため、現状の入試制度に則した形に判定基準の見直しを行った。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（14）全学カリキュラム関係 

 

＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

学修成果の達成につながるよう各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的

に編成する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業科目の開設状況 

【現状説明】 

授業科目の開設状況について、令和４年度における現行カリキュラムの設置科目数と展開数に関

する分析を行い、「現行カリキュラムの設置科目数・展開数および新カリキュラムの科目区分につい

て」としてまとめ、内部質保証推進委員会に報告した。こうした取組が、令和８年度カリキュラム改

正における基本方針の「人的・物的な資源の制約の中で、中期計画の「学士課程教育の質向上」を実

現するためには、リソースの確保が重要な課題であることから、全学的にカリキュラムのスリム化を

図ることとする」につながったものと考えている。 

この基本方針の達成状況を確認するため、同様の手法により、今年度中に現行カリキュラムの最終

年度である令和７年度の状況について確認し、令和８年度以降も継続して確認することを計画して

いる。 

 

【長所・特色】 

   該当なし。 

 

【問題点】 

   該当なし。 

 

＜教育課程・内容・方法の点検・評価および改善・向上への取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教育課程およびその内容、教育方法について定期的に点検・評価し、改善・向上に向けて取り組

む。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①アセスメントプランのモニタリング用ダッシュボードによる点検・評価 

②新カリキュラムの準備および実施状況 
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【現状説明】 

アセスメントプランのモニタリング用ダッシュボードによる点検・評価については、令和７年度卒

業生のデータが反映された後（令和７年度末以降）、点検・評価を行う予定としている。 

新カリキュラムの準備については、令和８年度の開始に向けて以下の事項に取り組み、概ね計画ど

おりに進捗している。 

・社会知性基盤科目、教養科目および外国語科目の展開数について、5 月 20 日に各教育課程運営

機関に検討を依頼し、6 月 17 日および 10 月 7 日の全学カリキュラム協議会で検討結果を確認。

その後、10 月 9 日の内部質保証推進委員会および学部長会、10 月 14 日の教授会に付議した。 

・英語による授業、インテンシブコース、クォーター制について、5 月 20 日に全学カリキュラム

協議会の各委員会に検討を依頼し、検討結果を 9 月 30 日に提出した。 

・グローバルスタディについて、6 月 17 日に各教育課程運営機関に検討を依頼し、その結果を 7

月 22 日の全学カリキュラム協議会で確認。その後、「グローバルスタディの運用方法等につい

て」を策定し、9 月 19 日に確認した。 

・学修ガイドブックの共通原稿について、5 月 20 日に全学カリキュラム協議会の各委員会等に作

成を依頼し、7 月 22 日および 10 月 7 日の全学カリキュラム協議会で確認した後、各学部に学

修ガイドブックの作成を依頼した。 

・全学カリキュラム協議会関係委員会規程の改正等について、6 月 17 日に各担当委員会に検討を

依頼し、10 月 7 日の全学カリキュラム協議会で改正等の内容を確認した。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

   該当なし。 

 

＜授業内容・方法について＞ 

(1) 達成目標 

課程修了時に求められる学修成果の達成のために適切な授業形態、方法をとっている。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業形態、授業方法の適切性 

②遠隔授業の効果的な活用 

【現状説明】 

各授業科目の講義要項（シラバス）には、授業形態（講義、演習、実験及び実習）を表示するとと

もに、対面・オンラインの別、授業に取り入れているアクティブ・ラーニングの要素や、課題に対す

るフィードバックの方法なども掲載している。 

令和７年度の遠隔授業については、学長文書「令和７年度 オンライン授業の検討について（願）」
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（令和 6 年 10 月 3 日）に基づいて検討し、全学カリキュラム協議会関係科目の遠隔授業は、3,014

展開中 71 展開（2.4％）となっている。 

令和８年度の遠隔授業については、学長文書「令和８年度オンライン授業の検討について（願）」

（令和 7 年 10 月 9 日）に基づいて、今後検討を進めることとなる。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

   該当なし。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（15）教育開発支援関係 

 

＜教員の教育能力の向上、教育課程や授業方法の開発及び改善につなげる組織的な取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動を組織的に行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①新任教員教育支援説明会の実施状況 

②教育開発支援 NEWSLETTER および授業のツールボックスの発行状況 

③FD 関連講演会等の開催状況 

【現状説明】 

教育内容・方法の改善を図ることを目的とした組織的なファカルティ・ディベロップメント（Ｆ

Ｄ）活動として、新任教員教育支援説明会およびＦＤ研修会を実施した。 

新任教員教育支援説明会は、2025（令和 7）年 4 月 1 日に開催して参加教員 60 名（専任 30 名、

兼任 30 名）であり、教育開発支援委員会から授業のツールボックス、Google Classroom、respon お

よび視聴覚機器の利用について、情報科学センターから in Campus をはじめとする各種情報システ

ムについて説明した。 

ＦＤ研修会は、専任教員を対象として、2025（令和 7）年 7 月 15 日に「授業に関する学生アンケ

ートの結果と授業の改善」（参加教員 358 名）を実施した（オンライン会議システムを利用した動画

の視聴）。 

教育開発支援 NEWSLETTER については、2025（令和 7）年 11 月 30 日の発行に向けて編集作業

を進めているところであり、授業のツールボックスについては、新カリキュラムに対応した改訂版を

発行する方向で、委員会内で検討を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育研究環境の適切な整備について＞ 

(1) 達成目標 

ティーチング・アシスタント（ＴＡ）、授業補助員（ＳＡ）等の教育研究活動を支援する体制を

整備する。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①ティーチング・アシスタント（ＴＡ）・授業補助員（ＳＡ）制度の利用状況 

②ティーチング・アシスタント（ＴＡ）・授業補助員（ＳＡ）制度の適切性 

【現状説明】 

2015（平成 27）年度に行われたティーチング・アシスタント（ＴＡ）および授業補助員（ＳＡ）

制度の改正は、教育開発支援委員会による改善提案に基づくものであり、委員会では、制度改正後の

利用状況の確認および適切性の検証を継続して行っている。 

ティーチング・アシスタント（ＴＡ）および授業補助員（ＳＡ）の採用が許可された授業数につい

ては、制度改正前の 2014（平成 26）年度の 950 件と比較して、翌年度は 1,175 件に増加し、その後

大幅な減少がみられないことから、改正内容が利用状況に反映されているものと判断している。 

近年は減少傾向にあるが、コロナ禍によりティーチング・アシスタント（ＴＡ）および授業補助員

（ＳＡ）の勤務がオンラインとなったことことによるもので、新型コロナウイルスが５類感染症とな

った 2023（令和５）年度以降も同様の傾向が続いていることは、コロナ禍前に制度を利用していた

教員が申請を再開しなかったことが、主な要因であると考えている。 

 

 

 

 

 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教育課程及びその内容、教育方法の適切性について＞ 

(1) 達成目標 

教育課程及びその内容、教育方法に関して、適切な根拠（資料、情報）に基づき点検・評価を行

う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①GPS-Academic の分析 

②卒業生アンケートの分析 

【現状説明】 

GPS-Academic の結果と、本学が保有する各種ＩＲ情報を用いて、三つの方針を踏まえ、本学学士

年度 授業数 年度 授業数 年度 授業数 

2014 年度 950 2018 年度 1,164 2022 年度 784 

2015 年度 1,175 2019 年度 1,060 2023 年度 827 

2016 年度 1,172 2020 年度 920 2024 年度 827 

2017 年度 1,175 2021 年度 792 2025 年度 798 
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課程教育の適切性等について検証を行っている。 

2025（令和 7）年度は、卒業認定・学位授与の方針の検証等について、教務課ＩＲ担当者との協働

により分析を行い、それらの結果は教育開発支援NEWSLETTERの第 51号に掲載することとした。 

卒業生アンケートの結果についても、教務課ＩＲ担当者との協働により分析を行い、こちらも教育

開発支援 NEWSLETTER の第 51 号に掲載することとした。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（16-1）教職課程 

 

＜教職課程に関わる教職員の共通理解に基づく協働的な取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

教職課程教育の目的 ・目標の共有の実施。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①育成を目指す教師像の実現に向けて、関係教職員が教職課程の目的 ・目標を共有し、教職課程教

育を計画的に実施している 

【現状説明】 

教員養成の目標を達成するための計画を策定している。本学教職課程カリキュラムの特色を共有

するように努めている。 

 

【長所・特色】 

本学の教職課程カリキュラムの特色を学修ガイドブックに掲載している。また、教員養成の目標を

達成するための計画をホームページ上に公開して共有を図っている。 

 

【問題点】 

新たな教育課題に対応するために教職課程カリキュラムの特色、教員養成の目標を達成するため

の計画の見直し、改善を常に行っていく必要がある。 

 

＜学生の確保・育成・キャリア支援について＞ 

(1) 達成目標 

教職へのキャリア支援の実施。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①学生のニーズや適性の把握に基づいた適切なキャリア支援を組織的に行っている 

【現状説明】 

教職課程協議会では教職課程を履修している学生に対し、継続的に支援を行なう仕組みを構築し

ている。 

 

【長所・特色】 

教職課程協議会では、キャリア支援の一環として、教員採用試験対策講義、出願書類作成指導およ

び個人面接指導、教職相談、教科研修生制度を年間計画に位置づけ継続的に行っている。教科研修性

制度は教職インターンシップとも言うべき制度で、連携校の協力を得て希望する教科の授業見学を
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定期的に行うもので、教職に対するイメージをより具体的に持つことができ有効に機能している。 

 

【問題点】 

出願書類作成指導および個人面接指導は、受講希望者が多いため、当初の枠を増やして対応してい

る。また、教員採用試験の早期化に伴い、教職相談員を増員し、早い段階から教員採用試験対策を実

施した。今後は、学生のニーズをより的確に把握し、さらなる改善を進めていく。 

 

＜適切な教職課程カリキュラムについて＞ 

(1) 達成目標 

教職課程カリキュラムの編成 ・実施の実施。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①教職課程シラバスにおいて、各科目の学修内容や評価方法等を学生に明確に示している 

【現状説明】 

教職課程のシラバスに各科目の学修内容や評価方法等を学生に明確に示している。 

 

【長所・特色】 

教職課程科目は統一した「講義要項（シラバス）執筆要領」を用いて作成され、授業の目的、到達

目標、授業内容・方法、1 年間の授業計画、教科書・参考文献、成績評価方法・基準、履修条件等が

記載され、学生に公表される。学生にとって、授業選択のガイドとして役立ち、実際の授業のイメー

ジを掴む、評価方法を事前に知る、各授業科目の準備学習等を進めるなどの機能を果たしている。 

 

【問題点】 

初回授業では、科目のシラバスを提示しながら事前に目を通したか否か確認するが、事前に確認し

ている履修生がほとんどいないのが現状である。科目登録前にしっかり目を通すような指導を行っ

ていくことが必要である。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（16-2）司書・司書教諭・学校司書課程 

 

＜教育課程について＞ 

(1) 達成目標 

司書資格等の取得に資する適切なカリキュラムを編成し、運用する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①学生の履修実態に応じた配当年次の設定状況 

【現状説明】 

現行カリキュラムの配当年次は、基礎的な知識・技術を内容とする科目については１年次からの履

修とし、学年が進むにつれて段階的に、既習の知識・技術を前提とした学修内容の科目を履修するよ

うに考慮して設定している。しかしながら、主に３・４年次の配当科目について、学部の専門科目

（ゼミナール等）と開講曜日・時限と重なるために履修できないという、（主に生田キャンパスの）

学生の状況が把握された。この状況は、二部の廃止に起因している。以前は、専門科目と曜日時限が

重なった場合には、二部開講科目として神田キャンパスで６・７時限に開講している当該科目の受講

を推奨しており、特段の支障はなかった。 

対応を検討し、在学中に司書資格取得のための単位修得を希望する学生のための有効かつ適切な

方策として、履修可能な学年を広げる方針のもとで配当年次を見直すカリキュラム改正を行った。令

和８年度以降入学者より適用される新カリキュラムでは、現行の「３・４年次」の配当科目（６科目）

は全て「２・３・４年次」の配当とした。併せて、１年次の学生の学修意欲に応えることを意図して、

「２・３・４年次」に配当している科目のうち３科目を、１年次から履修可能とするように配当年次

を引き下げた。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

新たな配当年次が適用される令和８年度以降の入学者に対して、履修実態及び各科目の学修内容

と配当年次の妥当性等を注視していく必要がある。 

 

評価の視点 

②学生の履修実態に応じた時間割の設定状況 

【現状説明】 

二部廃止にともない、令和６年度以降の神田キャンパスの開講科目は、平日の５～６時限および土

曜日の１～４時限に設定している（但し、オンライン授業の２科目については平日の７時限に配置し

ている）。学生の履修実態について、令和７年度現在では特に支障や混乱等はないと判断するが、引
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き続き受講生の実情を把握する必要がある。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③履修に関する相談体制の適切性 

【現状説明】 

２年次以上の学生に対しては、年度当初のガイダンスにおける履修に関する説明に加えて、随時、

対面やメール等で相談に応じている。「在学中に資格取得に必要な科目が修得できなかった場合に、

卒業後の単位修得は可能か」などの質問が寄せられており、卒業後に本学の科目等履修生制度等を活

用した単位修得が可能であることを含めて、様々な事例とともに紹介しながら、相談者の意向に応じ

た方法を案内している。 

１年次については、年度当初に対面での個別相談の機会を設定している。相談内容は、司書課程と

司書教諭課程の違い、司書と学芸員との両方の資格取得は可能か、２年次から履修しても資格取得に

支障はないか、など様々である。過去の事例などを紹介しながら、相談者の所属する学部に応じた具

体的な情報を提供している。 

いずれの学年からも相談が寄せられる状況にあり、適切な体制であると判断している。今後も教務

課資格課程係と連携した相談体制を継続する必要がある。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜教員の共通理解に基づく協働的な取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

専任教員と兼任教員の連携を図る取り組みを、組織的に実施する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①専任教員と兼任教員の情報交換・意思疎通の適切性 

【現状説明】 

平成７年度も例年通り７月上旬に「資格課程懇談会」を開催し、９名の兼任教員の出席を得て、専
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任教員（２名）及び教務課職員（２名）とで、１時間半程度の懇談を行った。専任教員からは、「授

業に関する学生アンケート」の実施や、図書館実習に関する状況を報告した。兼任教員からは、担当

科目の授業時における学生の状況等の情報提供があり、また、障がいのある学生に対する支援につい

ての本学の取組を踏まえて、意見交換を行った。懇談会で出された意見等は、教務課職員によって記

録され、参照できる状態にある。司書課程等の教員間で共通理解を形成するうえで有意義な機会であ

り、今後も継続していく必要がある。日程等の都合により参加できない兼任教員もいるが、個別に連

絡を取り合うことにより対応している。概ね適切な状態にある。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学生のキャリア支援について＞ 

(1) 達成目標 

司書資格等を活かした進路選択や、図書館等への就職のための適切な支援を行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①進路選択や図書館等への就職に関する情報提供の適切性 

【現状説明】 

図書館等への就職に関する情報提供の機会として、すべての学年を対象とした「就職（進路）懇談

会」を、令和７年度も開催する。図書館に勤務する卒業生による、採用に至る過程や現在の仕事内容、

司書として働くやりがい、学生時代に取り組んでいたことなどの講演、及び参加者との質疑応答を予

定している。生田・神田の両キャンパスの学生を対象とするため、オンラインで開催する。 

４年次以上に対しては in Campus による求人情報の提供を行うとともに、面接試験に備えた個別

相談に応じている。 

司書資格等を活かした進路選択や図書館等への就職支援は適切である。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

②図書館実習の実施状況 

【現状説明】 

３年次以上の希望者を対象として、図書館業務を経験する「図書館実習」を実施している。令和７

年度は８名（いずれも３年生、例年とほぼ同数）が、公立図書館や専修大学図書館で実習を行った。

「図書館実習事前ガイダンス」では、実習予定者に対して諸手続きや実習期間中の注意事項等を伝え

た。実習期間中は「実習日誌」に、１日の主な実習内容や感想等を記録して実習先の担当者に確認を

得ること、及び実習終了後は司書課程の担当教員に「実習日誌」を提出することを課している。司書

課程担当教員は、実習先の図書館を訪問して、担当者から実習中の様子などを把握した。また、実習

期間中の経験や学びを共有する機会として「図書館実習報告会」を開催する。 

全般的に問題なく実施できている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上  
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＜学内実習の充実について＞ 

(1) 達成目標 

シラバスの内容に基づき、学内実習をさらに充実した形で実施しているか。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①学生の授業評価に基づく、学内実習の教育的効果の分析。 

【現状説明】 

博物館実習室を活用した学内実習では、実際に考古資料、陶磁資料、和鏡類、絵画資料(掛け軸、

絵巻)などを計測し、調書の作成、扱い方の実習、資料解説の作成、展示実習などを行っている。こ

れらによって、学芸員にとって必要とされる知識、実務の技術、学問的な蓄積などの成果が見られる。 

 

【長所・特色】 

本学の実習では、主に美術、考古、歴史などの人文科学分野に重点を置いた少人数での実習を行っ

ている。博物館実習室の積極的活用により、技術面はもとより、経験として博物館の学芸員の疑似体

験ができており、館務実習と総合することで、履修学生の能力の向上が認められると共に、授業評価

の満足度も高いようである。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②実習学生による提出課題の質の高まりの分析 

【現状説明】 

博物館の学芸員に求められる実際的な知識や技術を習得できるよう、課題を課している。学内実習

では資料の取り扱いを学ぶと共に、課題として、「特別展の企画書の作成」「出品予定リストに載せる

実物資料の検索」「展覧会図録の構想」「作品について、内容の検索と作品解説の執筆」「調書の作成」

などを課している。 

 

【長所・特色】 

少人数での実習であるので、提出された課題に対して学生それぞれにフィードバックを行うこと

を基本としている。また、対外的にも展示実習室を活用した展示実習で授業内容をアウトプットする

ことから、学生の課題の質も高まっている。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜館務実習館との連携について＞ 

(1) 達成目標 

館務実習館と連携して、事前事後実習および館務実習を学内実習にフィードバックさせている

か。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①館務実習館の担当者との、実習についての踏み込んだ討議検討の実施状況 

【現状説明】 

館務実習については、担当教員が実習館の８割程度を訪問しており、実習担当者や博物館の責任者

と面談し、実習学生を受け入れにあたっての受け入れ条件、考え方や、大学における準備の内容など

を確認している。さらに都合のつく限り、学生の実習期間に訪問することで、その状況を確認すると

共に、実習の感想や希望などの聞き取りを行っている。 

 

【長所・特色】 

他大学においては、必ずしも館務実習期間に担当教員の実習館への訪問が実施されていない。学芸

員資格取得を希望する学生の増加により、各大学では実習館の確保に困難を増している現状がある

が、本学では実習館の確保が比較的円滑に行えており、館務実習担当者との踏み込んだ討議検討の成

果と考えられる。今後も、担当者の密接な討議を重ねて、実習館の確保に努めたい。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②学生の館務実習体験について、学内授業への反映状況 

【現状説明】 

学内実習の授業において、新たに訪問した博物館と共に、館務実習先の博物館についてのレクチャ

ーを課題としている。その結果、履修学生に広範な実際の博物館についての知識を共有すると共に、

館務実習で学んだ成果を、他の学生にもフィードバックできている。 

 

【長所・特色】 

館務実習で学んだことは授業内で情報交換を積極的に行うと共に、展示実習室を活用した展示実

習でテーマとして取り上げることで、学芸員に求められる知識と技術の深い理解につながっている。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜学生の就職に関する支援が積極的に行われているかについて＞ 

(1) 達成目標 

学芸員課程セミナーの実施を踏まえて、より実践的な就職支援を実施しているか。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①OB・OG による就職活動の体験談等の講演会の開催状況 

【現状説明】 

隔年で「学芸員課程セミナー」を実施している。資格取得後、実際に学芸員として就職し、現場で

活躍している卒業生、博物館関連の重要業務に携わっているゲストを招いて、体験談を履修学生全員

に話してもらう講演会であり、2025 年度は来年度の実施に向けて、準備を進めている。 

 

【長所・特色】 

「学芸員課程セミナー」を積極的に開催することで、履修学生が就職活動の体験談や学芸員として

の実務などに関心を抱く機会となっており、実際の学芸員として就職を果たす人材が少しずつ増え

ている。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②博物館の見学や現場の学芸員によるレクチャーの実施状況 

【現状説明】 

履修学生全体で、生田緑地の川崎市立日本民家園への団体見学を行い、実際の民家を前にして、館

の担当者からの詳細なレクチャーを受けた。古い民家の特徴や歴史的背景などを踏まえた解説によ

り、参加学生の理解が深まるとともに、学芸員の実際の活動の一端にも触れる機会となり、履修学生

の資格取得への意欲の向上につながっている。 

 

【長所・特色】 

博物館実習室を活用した学内実習、博物館見学とレクチャーの実施、館務実習という３つの実習を

通して、本格的な博物館を有する他大学の学芸員課程履修学生と比べても遜色なく、学芸員と博物館

についての理解が促進されている。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（17）図書館 

 

ʽਦॽؙγʖϑη͹ैࣰͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ָरڧ؂͹ैࣰͶΓΖཤ༽ଇ਒ɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅཤ༽ं͹৚ๅϨτϧεʖگү͹ࣰࢬয়ڱ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ຌָਦॽؙͲͺɼ৚ๅϨτϧεʖگүͳ͢ͱकͶҐԾ͹ 3 ͯΝࣰ͢ࢬͱ͏Ζɽ 

ᶅ઒र୉ָ೘໵κϝψʖϩͶ͕͜Ζਦॽؙཤ༽Ҍ಼ેخαʖη͹ࣰࢬ 

֦ਦॽؙ͹ࢬઅ͕Γ;ɼh ଄ॽࡩݗ(OPAC)ʱ͹خຌద͵ࡩݗ๏๑ΝಊժΉͪͺଲ໚दۂͲҌ಼ͤ

Ζɽ࿊ಊةժͳ͢ͱɼཤ༽Ҍ಼͹ཀྵմౕΝ֮೟Ͳ͘Ζ؈ୱ͵έ΢θΝh ਦॽؙέ΢θˏηνϱϕϧϨ

ʖʱͳ͢ͱࣰ͢ࢬͱ͏Ζɽ 

ྫ࿪ 7(2025)೧ࣰౕࢬয়ڱͺҐԾ͹ͳ͕Εͳ͵ͮͱ͏Ζɽ 

ʀಊժࢻ௎յ਼ʁ1,663 յʤαϱτϱς 7 ຌܯ߻ʥ(9 ݆ 30 ೖࡑݳ) 

ʀଲ໚दࢬࣰۂέϧη਼ ਫ਼ీʁ104 έϧηʤ2,338 ໌ʥ 

               ਈీʁ37 έϧηʤ794 ໌ʥ 

ʀਦॽؙέ΢θˏηνϱϕϧϨʖࢂՅं਼ ਫ਼ీʁ120 ໌ 

                       ਈీʁ362 ໌ 

ᶆਦॽؙཤ༽Ҍ಼Ԣ༽αʖη͹ࣰࢬ 

द͟ۂͳͶชݛ͹୵͢๏Ώ೘घ๏๑ɼ֦झυʖνϗʖη͹ཤ༽๑͵ʹΝگҽ͹س๮Ͷ߻Κͦͱࣰ

सΝި͓͵͗ΔҌ಼ͤΖɽ 

ྫ࿪ 7(2025)೧ࣰౕࢬয়ڱͺҐԾ͹ͳ͕Εͳ͵ͮͱ͏Ζɽ 

ʀਫ਼ీʁ23 έϧηʤ550 ໌ʥ(9 ݆ 30 ೖࡑݳ) 

ʀਈీʁ32 έϧηʤ357 ໌ʥ(9 ݆ 30 ೖࡑݳ) 

ˠଲ໚ͳΨϱϧ΢ϱ͹ࣰࢬյ਼͹ܯ߻ 

ˠਈీͺਈీ෾ؙɼKnowledge Baseɼ๑Ռ୉ָӅ෾ؙͲࣰͪ͢ࢬյ਼͹ܯ߻ 

ᶇ৚ๅߪࡩݗसճ͹ࣰࢬ 

ྫ࿪ 6(2024)೧ౕΉͲͺɼ઴غɼͨغޛΗͩΗ 5 ೖͥͯυʖνϗʖηΝཤ༽ͪ͢৚ๅࡩݗ͹๏๑Ν

ָ΁ߪसճΝࣰ͢ࢬͱ͏ͪɽ 

ʽਈీʾ 

Յ͗৾ΖΚ͵͏ͪΌɼྫ࿪ࢂ 7(2025)೧ౕΓΕࣰࢬ๏๑͹ݡ௜͢Νͪͮߨɽ 

ྫ࿪ 7(2025)೧ౕ͹಼ࣰࢬ༲ͳয়ڱͺҐԾ͹ͳ͕Εͳ͵ͮͱ͏Ζɽ 

ʀࣞܙʁGoogle Classroom ಼Ͷݸఈޮ֋͹ YouTube ಊժΝࡎܟ 

ʀ಼༲ʁਈీΫϡϱϏη͹ָ෨ͶϓΧʖΩηͪ͢৚ๅࡩݗ͹๏๑ΝΉͳΌɼਦॽؙཤ༽Ҍ಼Ԣ༽ 
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αʖη͹෰सࡒگͳ͢ͱ΍׈༽Ͳ͘ΖΓ͑Ͷࡠ੔͢ͱ͏Ζɽ 

ʀ࠸ਫ਼յ਼ʁ 59 յʤ9 ݆ 30 ೖࡑݳʥ 

ˠྫ࿪ 7(2025)೧ 7 ݆ 7 ೖΓΕޮ֋ 

ˠ࠸ਫ਼յ਼ͺαϱτϱς 5 ຌ͹਼ܯ߻ 

ʽਫ਼ీʾ 

͞ΗΉͲͳಋ༹Ͷଲ໚ͳΨϱϧ΢ϱͲߪसճΝͪͮߨɽ 

ྫ࿪ 7(2025)೧ౕ઴غ͹಼ࣰࢬ༲ͳয়ڱͺҐԾ͹ͳ͕Εͳ͵ͮͱ͏Ζɽ 

ʀࣞܙʁଲ໚ٶ;Ψϱϧ΢ϱ 

ʀ಼༲ʁϪϛʖφ͹ॽ͘๏ɼӀ༽ʀߡࢂชݛ͹ॽ͘๏ΝҌ಼ͤΖɽΉͪɼϪϛʖφࡠ੔͹ࡏͶߡࢂ

ͳ͵Ζࣁྋ͹ࡩݗ๏๑Ͷͯ͏ͱ΍Ҍ಼Ν͑ߨɽ 

ʀࢂՅं਼ʁܯ߻ 14 յ਼ࢬࣰ)໌ 5 յ) 

ˠࢂՅं਼ͺଲ໚ɼΨϱϧ΢ϱࢂՅंܯ߻  

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

ਦॽؙཤ༽Ҍ಼Ԣ༽αʖηͺگҽ͹གྷ๮Ͷ߻ΚͦͱࣰसͤΖͪΌɼ͘Ό͖ࡋ͵ଲԢ͗Ն೵ͳ͵ͮ

ͱ͏Ζɽदܯۂժ͹஦ͶૌΊࠒΞͲ͏Ζگҽ΍ଁՅ͢ͱ͏Ζɽ 

৚ๅߪࡩݗसճͺɼࠕ೧ౕਈీͲࣰࢬ๏๑Νรͪ͢ߍɽָ ਫ਼͹ऩགྷͶ߻Κͦͱࣰ͗ࢬͲ͘ΖΓ͑ɼ

Ӏ͘କ͘րવΝ॑͸Ζɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

ਦॽؙཤ༽Ҍ಼Ԣ༽αʖηͺگҽ͹གྷ๮Ͷ߻ΚͦͱΩηνϜ΢θͤΖͪΌɼࣆ઴६ඍͶ࣎ؔΝགྷ

͢ͱ͏ΖɽΉͪਅ͢ࠒΊ਼݇͹ଁՅͶ൒͏ɼଲԢ΃͹ෝ୴ଁՅͳ௪৙ۂແͶଲԢͤΖਕҽ֮ฯ͗՟ୌ

ͳ͵Ζɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆਦॽؙઅඍΏٵೖ֋ؙ͹ཤ༽য়ڱ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ຌָਦॽؙͲͺ੫ऒΦϨΠͳ͢ͱ͹Ԁལੰɼ൅࿫͢͵͗ΔήϩʖϕָरΝՆ೵ͳͤΖ࣪ݺ͵ʹ͗

͍Εɼָ ਫ਼͹ଡ༹͵ָरην΢ϩͶଲԢͪ͢ਦॽؙઅඍΝ఑͢ڛͱ͏ΖɽҐԾ͹Γ͑͵֦͗࣪ݺΫϡ

ϱϏηͶ͍Ζɽ 

ᶅਫ਼ీΫϡϱϏη 

ҐԾ͹࣪ݺͲָਫ਼ͺ൅࿫͢͵͗Δήϩʖϕָर͗Ն೵ͳ͵ͮͱ͏Ζɽ 

ʀήϩʖϕԀལ࣪ AʀBʤఈҽ:֦ 24 ໌ʥ 

Նಊࣞ͹طͳҞࢢɼϙϭ΢φϚʖχ͗અ஖͠Ηͱ͏Ζɽ 

ʀήϩʖϕԀལ࣪ Cʤఈҽ:8 ໌ʥ 

Նಊࣞ͹طͳҞ͗ࢢઅ஖͠Ηͱ͏Ζɽ 

ʀAV ϩʖϞʤఈҽ:29 ໌ʥ 

Նಊࣞ͹طͳҞ͗ࢢઅ஖͠Ηͱ͏Ζɽ 
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ྫ࿪ 6(2024)೧ౕ͹ཤ༽য়ڱͺҐԾ͹ͳ͕Εͳ͵ͮͱ͏Ζɽ 

ʀήϩʖϕԀལ࣪ Aʁ46 ݇ʤ358 ໌ʥ 

ʀήϩʖϕԀལ࣪ Bʁ22 ݇ʤ103 ໌ʥ 

ʀήϩʖϕԀལ࣪ Cʁ48 ݇ʤ177 ໌ʥ 

ʀAV ϩʖϞʁ0 ݇ʤ0 ໌ʥ 

ᶆਈీΫϡϱϏη 

ਈీ෾ؙ ήϩʖϕָसΦϨΠ 1ʀ2ɼKnowledge Base Space1ʛ3 Ͳָਫ਼ͺ൅࿫͢͵͗Δήϩʖ

ϕָर͗Ն೵ͳ͵ͮͱ͏Ζɽ 

ʀਈీ෾ؙ ήϩʖϕָसΦϨΠ 1ʀ2 

ʤήϩʖϕָसΦϨΠ 1 ఈҽ:30 ໌ɼήϩʖϕָसΦϨΠ 2 ఈҽ:26 ໌ʥ 

Նಊࣞ͹طͳҞࢢɼϙϭ΢φϚʖχ͗અ஖͠Ηͱ͏Ζɽ 

ʀKnowledge Base Space1ʤఈҽ:40 ໌ʥ 

௪৙ͺՆಊࣞ͹طͳҞࢢɼϙϭ΢φϚʖχ͗અ஖͠Ηͱ͏ΖɽηέϨʖϱΝ࢘༽͢ɼPC ժ໚͹

౦Ӫ͗Ն೵͵ͪΌɼཤ༽Ҍ಼ͺकͶ Space1 Ͳࣰ͢ࢬͱ͏ΖɽΉͪɼళҬ͖Δϭ΢ϢʖΝԾ͝Ζ͞

ͳ͗Ͳ͘ΖͪΌɼϏϋϩ౵ΝఴࣖͤΖ͞ͳ΍Ն೵Ͳ͍Ζɽ͞ ΗΉͲɼࣺ ਇఴΏϏϋϩఴࣖ౵Νͮߨ

ͱͪ͘ɽ 

ʀKnowledge Base Space2ɼ3(ఈҽ֦̒໌) 

4 ਕֽ͜͹τʖϔϩͳλϓΟ͗અ஖͠Ηͱ͏ΖɽτʖϔϩͶͺυΡηϕϪ΢͗અ஖͠ΗɼέϨρ

έεΥΠͳ͏͑حؽΝ࢘༽ͤΖ͞ͳͲɼϏλαϱ͹ժ໚ΝυΡηϕϪ΢Ͷ౦ӪͤΖ͞ͳ͗Ն೵ͳ

͵ͮͱ͏Ζɽ 

ʀKnowledge Base Cube1ʛ6(ఈҽ֦ 1 ໌) 

੫͖͵ڧ؂Ͳݺਕָर͗Ն೵͵ϔʖηͳ͵ͮͱ͏Ζɽϔʖη͹ҕ͏ͶͺٷԽો࢘͗ࡒ༽͠Ηͱ

͕ΕɼָरͶॄ஦ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ 

ྫ࿪ 6(2024)೧ౕ͹ཤ༽য়ڱͺҐԾ͹ͳ͕Εͳ͵ͮͱ͏Ζɽ 

ʀήϩʖϕָसΦϨΠ 1ʁ1 ݇ʤ23 ໌ʥ 

ʀSpace 2ɼ3ʁ61 ݇ʤ139 ໌ʥ 

ʀCube 1ʛ6ʁ585 ݇ʤ585 ໌ʥ 

 

ೖ֋ؙͺɼָٵ ɼਦॽ͏ߨ͹ೖ༷ೖΏॗೖͶ֋ؙΝؙٵΚͦͱɼ௪৙ͺ߻Ͷؔغݩࢾ຦τηφΏغ

 ͱ͏Ζɽ͢ࢬΖ͞ͳΝ໪దͳ͢ͱࣰͤڛྋΏָर͹৖Ν఑ࣁ

ຌؙɼਈీ෾ؙɼKnowledge Base Ͳ೧ؔ 15 ೖɼ๑Ռ୉ָӅ෾ؙͲ೧ؔ 20 ೖ֋ؙ͢ͱ͏Ζɽ 

ྫ࿪ 6(2024)೧ౕ͹೘ؙं਼ͺҐԾ͹ͳ͕Εͳ͵ͮͱ͏Ζɽ 

ਦॽؙ 
ຌؙ ਈీ෾ؙ Knowledge Base ๑Ռ୉ָӅ෾ؙ 

 ؔغ

઴420 غ ໌ 98 ໌ 446 ໌ 382 ໌ 

640 غޛ ໌ 177 ໌ 301 ໌ 46 ໌ 

1,060 ܯ߻ ໌ 275 ໌ 747 ໌ 428 ໌ 
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ˠ֋ؙೖ਼ͺҐԾ͹ͳ͕Εɽ 

ຌؙɼਈీ෾ؙɼKnowledge Baseʁ઴غ 5 ೖؔɼغޛ 10 ೖؔ 

๑Ռ୉ָӅ෾ؙʁ઴غ 15 ೖؔɼغޛ 5 ೖؔ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

Knowledge Base Ͷ͍Ζ Space1 ͺ௪৙ͺήϩʖϕָर͗Ն೵͵અඍͳ͵ͮͱ͕Εɼয়ڱͶΓΕद

 ৖ॶΏɼఴࣖ৖ॶͳ͢ͱ࢘༽ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽࢬࣰۂ

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

ͱ͕Εɼ2022͢ࢯΝ஦ࢬೖ֋ؙͺαϫψՔͶͺࣰٵ ೧͹غޛΓΕ֋ؙΝ࠸֋ͪ͢ɽ࠸֋࣎ͺָਫ਼

΃͹बஎ͗ॉ෾Ͳͺ͵͚ɼ೘ؙं͗ঙ͵͖ͮͪɽ2024 ೧ౕΓΕਦॽؙϛʖνϩ͹͕எΔͦΏΩΤϱ

νʖͲοϧεഓාΝͪͮ͞ߨͳͲɼཤ༽ंͺଁՅͪ͢ɽ 

͖͢͢αϫψՔΝܨͱɼָ र͗ڧ؂୉͚͘รԿͪ͢͞ͳͶΓΕɼ͖ ͯͱ͹೘ؙं਼Ͷͺ಩͖͵͚͵

ͮͱ͏ΖɽਦॽؙͶଲͤΖऩགྷΝܩକదͶ෾ੵ͢ɼޛࠕ͹ࣰࢬͶͯ͏ͱݗ౾Ν͑ߨචགྷ͍͗Ζɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇ಼ָ֐͹ཤ༽ंͶؖͤΖཤ༽౹ܯ͹ਬҢ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

क͵಼ָཤ༽ं͹ཤ༽౹ܯ͹ਬҢͺ ҐԾ͹ͳ͕Εͳ͵ͮͱ͏Ζɽ͵͕ɼαϫψՔҐ઴͹਼஍ͳർ

ֳͤΖͪΌྫ࿪(2019)ݫ೧ౕ͹౹ܯ΍߻Κͦͱ͢ࡎىͱ͏Ζɽ 

ˠKnowledge Base ͺྫ࿪ 2(2020)೧ౕͶ֋ؙͪ͢ɽ 

ᶅ೘ؙं਼ 

ਦॽؙ 
ຌؙ ਈీ෾ؙ Knowledge Base ๑Ռ୉ָӅ෾ؙ 

 ؔغ

2019 ೧ౕ 207,699 ໌ 103,299 ໌ - 11,251 ໌ 

2022 ೧ౕ 68,480 ໌ 29,749 ໌ 45,860 ໌ 4,518 ໌ 

2023 ೧ౕ 97,501 ໌ 34,632 ໌ 51,220 ໌ 7,317 ໌ 

2024 ೧ౕ 107,247 ໌ 37,272 ໌ 56,535 ໌ 8,760 ໌ 

ᶆୁड़਼࡯ 

ਦॽؙ 
ຌؙ ਈీ෾ؙ Knowledge Base ๑Ռ୉ָӅ෾ؙ 

 ؔغ

2019 ೧ౕ 68,064 16,081 ࡯ 1,848 - ࡯  ࡯

2022 ೧ౕ 47,408 6,843 ࡯ 5,992 ࡯ 2,011 ࡯  ࡯

2023 ೧ౕ 53,341 9,706 ࡯ 8,609 ࡯ 3,238 ࡯  ࡯

2024 ೧ౕ 56,826 9,527 ࡯ 7,830 ࡯ 2,308 ࡯  ࡯

ຌؙ͹೘ؙं਼ͺαϫψՔҐ઴͹ൔ෾ΉͲյ෰͢ͱ͏ΖɽΉͪୁड़਼࡯΍ଁՅ͢ͱ͏Ζɽਈీ෾

ؙɼKnowledge Base ͹೘ؙं਼͹ܯ߻ͺαϫψՔҐ઴͹ਈీ෾ؙ͹਼஍Ͷ͚ۛ͵ͮͱ͏Ζɽୁड़࡯

਼΍յ෰ܑ޴Ͷ͍Ζ΍͹͹ɼ2024 ೧ౕͶͺݰঙ͢ͱ͏Ζɽ๑Ռ୉ָӅ෾ؙͺɼ೘ؙं਼ʀୁड़਼࡯
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 ͶαϫψՔҐ઴Ͷۛ͏਼஍ͳ͵ͮͱ͏Ζɽڠ

ΉͪɼຌָਦॽؙͲͺҐԾ͹ਐ෾͹ཤ༽ंΝָ֐ཤ༽ंͳ͢ͱɼཤ༽Ν೟Όͱ͏Ζɽ 

ʀࢃघતԌતཱིࢴ୉ָਦॽؙαϱλʖεΠϞՅ໏ؙ͹๏ 

ʀh ਈ಺ઔ಼ݟ୉ָਦॽؙڠ௪ԀལৄʱΝ͟ཤ༽͹๏ 

ʀೖຌ୉ָਦॽؙ๑ָ෨෾ؙͳ͹૮ޕཤ༽͹๏ 

ʀਈ಺ઔཱིݟ͹ਦॽؙͶཤ༽ౌ࿧͠Ηͱ͏Ζ๏ 

ʀઔࢤ࡜ଡຐۢͶेࡑʀۊࡑ͹๏ 

ʀ౨ښ౐એେీۢͶेࡑ͹๏ 

ʀຌָߏ༓ʀү༓ճճҽ  ଠ 

ྫ࿪ 3(2021)೧ౕͶຌָ͗ࢃघતԌતཱིࢴ୉ָਦॽؙαϱλʖεΠϞͶՅ໏ޛɼָ ଁ਼͗ं༼ཤ֐

Յ͢ͱ͏Ζɽ 

क͵ָ֐ཤ༽ं͹ཤ༽౹ܯ͹ਬҢͺҐԾ͹ͳ͕Εͳ͵ͮͱ͏Ζɽ͵ ͕ɼαϫψՔҐ઴͹਼஍ͳർֳ

ͤΖͪΌྫ࿪(2019)ݫ೧ౕ͹౹ܯ΍߻Κͦͱ͢ࡎىͱ͏Ζɽ 

  ˠKnowledge Base ͺྫ࿪ 2(2020)೧ౕͶ֋ؙͪ͢ɽ 

ˠ๑Ռ୉ָӅ෾ؙͺָ֐ཤ༽ं͹ཤ༽ΝخຌదͶ೟Όͱ͏͵͏ͪΌ͢ࡎىͱ͏͵͏ɽ 

ᶅ೘ؙं਼ 

ਦॽؙ 
ຌؙ ਈీ෾ؙ Knowledge Base 

 ؔغ

2019 ೧ౕ 4,340 ໌ 2,681 ໌ - 

2022 ೧ౕ 47 ໌ 151 ໌ 58 ໌ 

2023 ೧ౕ 2,540 ໌ 1,400 ໌ 901 ໌ 

2024 ೧ౕ 3,526 ໌ 1,922 ໌ 789 ໌ 

ᶆΩʖχ൅ߨ(৿وʀߍ৿ܯ߻) 

ਦॽؙ 
ຌؙ ਈీ෾ؙ 

Knowledge 

Base ؔغ 

2019 ೧ౕ 614 ທ 275 ທ - 

2022 ೧ౕ 146 ທ 138 ທ 23 ທ 

2023 ೧ౕ 444 ທ 302 ທ 71 ທ 

2024 ೧ౕ 455 ທ 327 ທ 80 ທ 

ᶇୁड़਼࡯ 

ਦॽؙ 
ຌؙ ਈీ෾ؙ 

Knowledge 

Base ؔغ 

2019 ೧ౕ 4,367 1,236 ࡯  - ࡯

2022 ೧ౕ 500 250 ࡯ 70 ࡯  ࡯

2023 ೧ౕ 2,945 919 ࡯ 260 ࡯  ࡯

2024 ೧ౕ 4,155 1,388 ࡯ 316 ࡯  ࡯
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ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

ช෨Ռָ঴͹Ψʖϕϱγ΢Φϱη࣎େͶ͕͜Ζ୉ָਦॽؙ͹ࡑΕ๏ݗ౾෨ճͲ৻٠͠ΗͪʲΨʖ

ϕϱγ΢Φϱη࣎େͶ͕͜Ζ୉ָਦॽؙ͹ࡑΕ๏Ͷͯ͏ͱʤ৻٠͹ΉͳΌʥr Ͳͺɼ୉ָਦॽؙؔ͹

ްՎద͵࿊ܠ͹॑གྷ੓Ͷͯ͏ͱ͢ٶݶͱ͏ΖɽຌָͲͺɼࢃघતԌતཱིࢴ୉ָਦॽؙαϱλʖεΠϞ

ͶՅ໏ͪ͢͞ͳͲɼ૮ޕཤ༽͹࿊ܠର੏͗ॉ෾Ͷߑ஛͠Ηͪͳ͓ݶΖɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

ਈీΫϡϱϏηͶ͍Ζ 3 ͯ͹ਦॽؙͶͯ͏ͱɼ2024 ೧ౕͺ઴೧ͳർֳ͢ͱ೘ؙं͗ଁՅ͢ͱ͏Ζ

͗ୁड़ݰ਼͗࡯ঙ͢ͱ͕ΕɼԀལ஦ৼ͹ཤ༽͗ଁՅ͢ͱ͏Ζͳ͓ߡΔΗΖɽޛࠕ΍ཤ༽౹ܯ͹ਬҢΝ

෾ੵ͢ɼਦॽؙγʖϑη͹͍Ε๏Νݗ౾ͤΖචགྷ͍͗Ζɽ 

Ήͪɼָ ແۂ౵͹ΩΤϱνʖ٭Ͷ͕͜Ζघକ͘Ώୁड़ɼศߨཤ༽ं਼͗ଁՅͤΖ͞ͳͲΩʖχ൅֐

͗ଁՅͤΖͪΌͨΗͶଲԢͤΖਕࡒ͹ഓ஖͗චགྷͳ͵ΖɽΉͪɼຌָָਫ਼ʀگ৮ҽͶ΍αϱλʖεΠ

ϞͶՅ໏͢ͱ͏Ζ୉ָਦॽؙΝ੷ۅదͶཤ༽͢ͱ΍Δ͏ɼ૮ޕཤ༽͹׈੓ԿΝਦΖ͞ͳ͗ٽΌΔΗ

Ζɽ 

  

ʽָढ़৚ๅ͹ుࢢԿ͕Γ;Πέιηڧ؂੖ඍͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ָढ़৚ๅ͹ుࢢԿ͹ਬ਒͕Γ;Πέιηڧ؂͹޴৏ɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅॶ଄ࣁྋ͹ుࢢԿ͕Γ;൅৶য়ڱ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ຌָਦॽؙ͹॑يॽαϪέεϥϱ͹ుࢢԿٶ; WEB ޮ֋ۂࣆͳ͢ͱɼ޴Ҭ৶෋ชށΝͺͣΌͳͤ

Ζਦॽؙॶ଄॑يॽ͹ժ଀υʖν͹υζνϩԿٶ;ϙʖϞϘʖζͲ͹ޮ֋ͶΓΕɼ෱گ͚߁үڂݜ

Ͷر༫ͤΖͳͳ΍Ͷɼࣁݬ͵॑يྋ͹௜ંཤ༽ͶΓΖଝ໥Ν࠹ঘݸͶཊ͓ΖखΕૌΊΝͮߨͱ͏Ζɽ 

ʀ޴Ҭ৶෋ชށ 

ͺɼٖށҬ৶෋ช޴ ͹ࡠ͹ঘઈ͕Γ;ූ੊ֈ͹αϪέεϥϱͲ͍ΕɼಝͶٖغޛރߒͻΗΖݼͳࡠ

෾໼Ͷ͕͏ͱͺ਼಼༙ࠅ͹αϪέεϥϱͳ͢ͱஎΔΗͱ͏Ζɽ 

ຌชށ͹ٖࡠͺɼࠅชָࣁڂݜྋؙ͗ͮߨͱ͏Ζh ೖຌޢ͹ྼ࢛దఱ੸͹ڠࡏࠅಋڂݜϋρφϭʖ

έߑ஛ܯժʱۂࣆͶ͢ྙڢɼ2018ʤฑ੔ 30ʥ೧ౕΓΕ 6 Ω೧ܯժͲυζνϩࡳӪΝ͏ߨɼॳ࣏ժ଀

Νޮ֋͢ͱ͏Ζɽ2025ʤྫ࿪ 7ʥ೧ 9 ݆ 30 ೖࡑݳɼ1,854 ఼͗ʰࠅॽυʖνϗʖηʱͶͱޮ֋ࡃͲ

͍Ζɽຌۂࣆͺ 2023ʤྫ࿪ 5ʥ೧ౕΝ΍ͮͱश྅ͪ͗͢ɼܩޛϕϫζΥέφͳ͢ͱʰυʖνۨಊͶ

ΓΖ՟ୌմ݀ܗਕชָ͹૓੔ʱ͗ۂࣆ 2024ʤྫ࿪ 6ʥ೧ౕΓΕ֋࢟͠Ηɼຌชށ͹͑ͬ໎࣑ॵקغ

 ෾Νଲেͳ͢ͱӀ͘କ͘υζνϩԿͶखΕૌΞͲ͏Ζɽߨ

ූ੊ֈͶؖ͢ͱͺɼཱིໍؙ୉ָΠʖφʀϨγʖοιϱνʖͳ૮ྙڢޕ͹΍ͳࡳӪ͗ߨΚΗɼh ઒र

୉ָਦॽؙʰ޴Ҭ৶෋ชށʱූ੊ֈυʖνϗʖηʱͳ͢ͱ 2023ʤྫ࿪ 5ʥ೧Ͷસ఼υζνϩժ଀͗

ޮ֋͠Ηͱ͏Ζɽ 
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ʀϝεΥϩʀϗϩϱεϣν΢ϱชށ 

ϝεΥϩʀϗϩϱεϣν΢ϱชށͺϓϧϱηַໍغ͹αϪέεϥϱͲ͍Εɼ࣯ ʀྖͳ΍ϓϧϱη͹

ࢿਦॽؙॶ଄Ͷ࣏͛ͳ͏ΚΗɼॽཱིࠅ 45,478 ݇ʤਦॽ 44,733 ࢿࡸɼ࡯ 745 ν΢φϩʥͶ৏ΖαϪ

έεϥϱͲ͍Ζɽ 

ຌָਦॽؙͲͺɼϝεΥϩʀϗϩϱεϣν΢ϱชށ͹ࣁྋΝཤ༽ंͶͤڛΖͪΌɼ1980 ೧େͶϜ

΢έϫϓΡϩϞΝࡠ੔ͪ͗͢ɼۛ ೧ɼϜ΢έϫϓΡϩϞ͹྾Կ͗࢟ΉΕ͍ͯͯΖɽຌָ͹ࣁ॑يྋ͹

஦Ͳ΍ɼಋชށ͹ࣁྋͺཤ༽΃͹གྷ๮͗߶͚ɼϜ΢έϫࣁྋͶͯ͏ͱ΍ཤ༽͗ଡ͏ͪΌɼ׮સͶ྾Կ

ͤΖ઴ͶɼϜ΢έϫϓΡϩϞ͖Δ͹υζνϩԿΝ͏ߨɼཤ༽ڧ؂Ν੖͓ΖͪΌɼ2023ʤྫ࿪ 5ʥ೧ౕ

ΓΕϜ΢έϫϓΡϩϞ͹ుࢢԿʤժ଀υʖνΝ CD-ROM Ͷफ࿧ʥۂࡠΝ֋࢟ͪ͢ɽ2025ʤྫ࿪ 7ʥ

೧ 9 ݆ΉͲͶྩܯͲɼॽࢿ 13,427 ݇ɼસର͹ Ν͞͹ΉΉң࣍Ͳڱ͹਒ṁয়ࡑݳ྅ͪ͢ɽ׮͗ˍ29.5

͘Ηͻɼ2033 ೧ౕʤ10 ೧ܯժʥ׮྅Ͳ͘ΖࠒݡΊͲ͍Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

ʱށҬ৶෋ช޴ॽυʖνϗʖηʱ͕Γ;ʰ઒र୉ָਦॽؙʰࠅͶͯ͏ͱͺɼժ଀͗ʰށҬ৶෋ช޴

ූ੊ֈυʖνϗʖηʱͶͱޮ֋͠ΗɼυζνϩͲ͹Ԁལ͗Ն೵Ͷ͵ͮͪɽ͞ ͹͞ͳͶΓΕɼಋชࣁށ

ྋ͹ཤ༽ͶؖͤΖ໲͏߻Κͦͺଁ͓ͪҲ๏Ͳɼࣁݬྋ͹Ԁལ਼݇ͺݰঙ͢ɼཤ༽ͳฯଚ͹ྈཱིͶر༫

͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

ϝεΥϩʀϗϩϱεϣν΢ϱชށϜ΢έϫϓΡϩϞࣁྋ͹ుࢢԿͶ͕͏ͱͺɼ࣏͹՟ୌ͍͗Ζɽ 

ʀుࢢԿඇ༽͹஍৏͗Ε͹ͪΌɼ࣏೧ౕҐ߳͹਒ṁͶӪ͗ڻड़ΖՆ೵੓͍͗Ζɽ 

ʀਕݘઑݶɼ෫࢙ժʤΩϨΩοϣΠʥ͵ ʹ͹ࣁྋ౵ɼϜ΢έϫϓΡϩϞࣁྋ͗Ϡόέϫ͵͞ͳ͖Δɼ 

΍ͳ΍ͳཤ༽ं͹གྷ๮ͶԢ͓ΔΗ͵͏ͳ͓ߡΔΗΖ΍͹͍͗Ζɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆਫ਼ీʀਈీྈΫϡϱϏηͶ͕͜Ζָढ़৚ๅΠέιηࢩԋয়ڱ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

2021ʤྫ࿪ 3ʥ೧͖Δ 2022ʤྫ࿪ 4ʥ೧Ͷ͖͜ਦॽؙεητϞϨϕϪ΢ηΝࣰࡏͪ͢ࢬͶ಍೘͢

ͪ৿ؽ೵͹ ERMSʤుࢢ৚ๅݱࣁΝ૱߻దͶ؇ཀྵͤΖεητϞʥͶΓΕɼుࣁࢢྋ͹఑ڛʀܘ༁͹Ҳ

 ཀྵΝ֋࢟ͪ͢ɽ؇ݫ

Ήͪࢿࡸࠅ֐Ͷͯ͏ͱͺɼड़൝ऀ͹ߨקஙԈɼ෼ླྀஙԈͶ൒͑೴඾͹ஙΗɼ༎ૻྋۜ͹߶ಇ౵͗ຘ

೧ܩକదͶ൅ਫ਼͢ͱ͏ͪͪΌɼ2025ʤྫ࿪ 7ʥ೧ౕͶɼ110 ν΢φϩΝࢢ࡯ର͖ΔుࢢζϡʖψϩͶ

ɽͪͮ͞ߨΝߍ༁รܘ ΗͶΓΕɼਫ਼ీʀਈీ͹ྈΫϡϱϏη಼ͫ͜Ͳ͵͚ɼָ͖֐Δ͹Πέιη΍͞

ΗΉͲҐ৏Ͷ҈ఈదͶ఑ڛͲ͘ΖΓ͑Ͷ͵ͮͪɽ 

υʖνϗʖη౵͹ుࣁࢢྋͶͯ͏ͱͺɼ৿و಍೘͹གྷ๮͗ଡ͚ͦرΔΗͱ͏Ζ΍͹͹ɼۛ ೧ɼ஍৏

Εକ͜ͱ͏Ζعଚ͹υʖνϗʖηΝң࣍ͤΖͫ͜Ͳ΍༩ࢋ͹֮ฯ͚͗͢ݭɼ৿و಍೘ΝૻݡΕͦ͡

ΖΝಚ͵͏য়͗ڱକ͏ͱ͏Ζɽͨ͹ͪΌɼ2025ʤྫ࿪ 7ʥ೧ౕ͹ଲࡨ͹ 1 ͯͳ͢ͱɼາܘ༁υʖνϗ

ʖη͹φϧ΢Πϩγʖϑη͹੷ۅద͵׈༽ͳɼ಼ָ͹ڂݜॶΝଲেͶڂݜॶ͹༩ࢋͶΓΕਦॽؙܘ
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༁υʖνϗʖη΃͹Ψϕεϥϱ௧Յਅࠒ͹ण෉Ν֋࢟ͪ͢ɽ͞ ΗͶΓΕɼݸఈద͵ؔغͲͺ͍Ζ͗ଡ

झଡ༹͵υʖνϗʖη΃͹Πέιη͹఑͗ڛՆ೵ͳ͵ͮͪɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

ERMS ༁৚ๅΝਦॽؙεητϞ৏ͲܘζϡʖψϩϏρίʖζ͹ࢢ೵ͶΓΕɼυʖνϗʖηʀుؽ

؇ཀྵ͢ɼ֦ుࣁࢢྋ΃͹ંକ URL ΝҲׇౌ࿧ͤΖ͞ͳͲ OPAC Ͳ͹౹ࡩݗ߻ΝࣰͤݳΖ͞ͳ͗Ͳ

ͪ͘ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

υʖνϗʖηΏుࢢζϡʖψϩ͵ʹ͹ుࣁࢢྋͶͯ͏ͱͺɼࣁྋ͹ಝ੓৏ܩକ͢ͱ߬೘ʀܘ༁ͤΖ

͞ͳ͗චགྷͫ͗ɼࢿࡸࠅ֐͹Ճ֪߶ಇΏࠕࡤ͹ҟ଺͹ԃ҈ܑ޴ͶΓΕɼຘ೧༩ֻࢋΝ௔գ͢ͱ͏Ζয়

 චགྷ͍͗Ζɽ͑ߨ௜͢Νݡഓ෾͹ࢋ௜͢ͳ༩ݡ༁͹ܘ໼Ͷ೘Ηͪࢻʀ೘Η଺͓ΝࢯͶ͍ΖͪΌɼ஦ڱ

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇָਫ਼ʀگҽ΃͹ްՎద͵ཤ༽ଇ਒͹खΕૌΊয়ڱ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ָ෨ָਫ਼Ͷଲ͢ͱͺɼदۂʀκϝψʖϩୱҒ͜޴͹ʰਦॽؙཤ༽Ҍ಼Ԣ༽αʖηʱͳ͢ͱɼชݛ͹

୵͢๏ɼ֦ झυʖνϗʖη͹ཤ༽๏๑͵ʹΝگҽ͹س๮Ͷ߻ΚͦͱߪसΝͮߨͱ͏Ζɽࣆىࢿࡸʀ࿨

ชࡩݗɼ৿ซࣆىɼۂة৚ๅɼ๑৚ๅɼ౹ܯ৚ๅɼք֐࿨ช͵ʹ͖Δ೜қ͹υʖνϗʖηΝૌΊ߻Κ

಼ͦͪ༲ͳ͵ͮͱ͏Ζɽࣰ ͺଲ໚ΉͪͺΨϱϧ΢ϱʤGoogle Classroomʥ͖ࣞܙࢬ Δમ୔Ն೵ͳͤΖ

͞ͳͲɼ༹ʓ͵दܙۂସͶଲԢ͢ͱ͏Ζɽ 

Ήͪɼਦॽؙक࠷͹ʰ৚ๅߪࡩݗसճʱͶͯ͏ͱɼ2025ʤྫ࿪ 7ʥ೧ౕͺɼਫ਼ీຌؙͺଲ໚ͳΨϱ

ϧ΢ϱ͹ύ΢ϔϨρχࣞܙͲ֋͢࠷ɼਈీΫϡϱϏηͲͺɼυʖνϗʖη͹ཤ༽๏๑ΝΉͳΌͪಊժ

Ν௪೧Ͳޮ֋͢ɼָ ਫ਼͗ͤؔ࣎ؔ͘ͲࢂՅͲ͘ΖΓ͑Ͷ޽෋ͪ͢ɽ͢ ͖͢͵͗Δɼ઴ࢬࣰغয়ڱͳ͢

ͱͺɼࣆ઴ౌ࿧ं਼͗ 61 ໌ͫͮͪ͹Ͷଲ͢ɼࣰࢂՅं਼ͺԈ΄ 14 ໌ʤଲ໚ࣞܙʁ5 ໌ɼΨϱϧ΢ϱ

ʁ9ࣞܙ ໌ʥɼಊժࢻ௎յ਼ͺ 59 յʤ2025ʤྫ࿪ 7ʥ೧ 9 ݆຦ࡑݳʥͳ͵ͮͱ͏Ζɽ 

ҽʀ୉ָӅਫ਼Ͷଲ͢ͱͺɼhگ ઒र୉ָָढ़ؖؽϨϛζφϨʤSI-Boxʥɦ Ͷ͕͜Ζຌָ൅ߨ͹نགྷ࿨

ชͳദ࢞࿨ชΝਦॽؙͲϨϛζφϨͶେౌߨ࿧ͤΖ͵ʹ͹ࢩԋͶՅ͓ɼͨ ΗҐ֐Ͷɼຌָگҽʀ୉ָ

Ӆਫ਼͹ָढ़ࡎܟࢿࡸ࿨ชΏՌݜඇ͹ঁڂݜ੔ۜͶΓΕڂݜ੔Վๅࠄॽ͵ʹ͹ஸࡠ෼΍ϨϛζφϨͲ

ޮ֋Ͳ͘ΖΓ͑घକ͘͹੖ඍΝͪͮߨɽ 

ྫ࿪ 7 ೧ 6 ݆ΓΕαϧϚϓϫʖͲਅ੧घକ͘ʤ઒र୉ָָढ़ؖؽϨϛζφϨౌ࿧ਅ੧ॽʤָढ़ࡸ

 ॽ༽ʥ͹ण෉Ν֋࢟͢ͱ͏Ζɽࠄ੔Վๅڂݜ/༼࿨ชࡎܟࢿ

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

ʰਦॽؙཤ༽Ҍ಼Ԣ༽αʖηʱͺɼ2025ʤྫ࿪ 7ʥ೧ౕ͹઴غΉͲͶܯ 47 έϧηɼ790 ໌͗णߪ

͢ɼుࣁࢢྋ͹ཤ༽ଇ਒ͳ͢ͱҲఈ͹ްՎΝ͍͝ͱ͏Ζɽ 

 

 

317



 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

ਦॽؙक࠷͹h ৚ๅߪࡩݗसճ Ͷɦͯ͏ͱͺɼଲ໚ͳΨϱϧ΢ϱ͹ύ΢ϔϨρχࣞܙΏಊժഓ৶͵

ʹ৿͢͏ࣰࣞܙࢬΝࢾΊͪ͗ɼࢂՅं਼͕Γ;ಊժࢻ௎յ਼ͺ৵;ೲΞͲ͏Ζɽޛࠕ΍ɼ֋غ࣎࠷ɼ

 Ζ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽͤ౾ݗ௜͢ɼݡକ͢ͱܩಊ͵ʹસൢͶͯ͏ͱ׈ๅ߁ɼࣞܙࢬࣰ

 

ʽਦॽؙ͹଄ॽυʖν੖ඍͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ਦॽؙεητϞͶΓΖ଄ॽ؇ཀྵ͹ਬ਒ɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅ଄ॽ؇ཀྵυʖν΃͹ึ׮೘ྙয়ڱ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ਦॽؙͲͺɼࢶഖର͹ʰਦॽݬ฿ʱΝࢊࣁ؇ཀྵୈீͳ͢ͱ࢘༽͢ͱͪ͘ɽਦॽؙͲͺɼௗ೧ͶΚͪ

Εࢶഖର͹ʰਦॽݬ฿ʱΝࢊࣁ؇ཀྵ͹ࣁેخྋͳ͢ͱ׈༽͢ͱ͏Ζɽ 

1994ʤฑ੔ 6ʥ೧ΉͲͺघॽ͘Ών΢ϕϧ΢νʖͲࡠ੔͠Ηͱ͏ͪ͗ɼ1995ʤฑ੔ 7ʥ೧ౕ͖Δͺ

ਦॽ؇ཀྵεητϞʤҐԾʰεητϞʱͳ͏͑ɽʥΝຌ֪దͶ಍೘͢ɼҐ߳ͺ೘ྙ͠ΗͪਦॽυʖνΝ

εητϞ͖Δਦॽݬ฿ͳ͢ͱड़ྙͤΖӣ༽Ͷรͪ͢ߍɽεητϞԿҐ઴͹h ਦॽݬ฿ ͹ɦυʖνͺ༁

100 ຬ݇ͳ๴୉Ͳ͍ΖͪΌɼୁड़ศ٭Ͷ࢘༽ͤΖॽߴࣆࢿʤν΢φϩɼड़൝ंɼड़൝೧͵ʹʥͺ༑઎

͢ͱεητϞͶḬٶ೘ྙ͠Ηͱ͏Ζɽ͢ ͖͢͵͗Δɼۜ ֻ͵ʹ͹৚ๅͺ෈׮સ͵ΉΉ͹য়ସͲ͍Ζͪ

Όɼғષࢶഖର͹ʰਦॽݬ฿ʱΝ֮೟ͤΖؽճͺଡ͚ɼଡ͚͹͖࣎ؔ͗ׄΗͱ͏ΖɽΉͪɼεητϞ

ԿҐ߳͹υʖνͶͯ͏ͱ΍ɼεητϞรߍͶ൒͑υʖνҢ࣎ߨͶɼҲ෨υʖν͗ܿଝ͢ͱ͏Ζ͞ͳ͗

൓໎ͪ͢ɽͨ͞Ͳɼࡑݳ෈໎֮ͳ͵ͮͱ͏Ζ৚ๅΝึ͢׮ɼචགྷ͵৚ๅΝεητϞͶॄ༁ͤΖ͞ͳ

Ͳɼυʖν͹ҲݫԿͳܨ৙ۂແ͹ްིԿΝਦΖ͞ͳͳͪ͢ɽ 

ྫ࿪ 7ʤ2025ʥ೧ౕͺҐԾ͹ 3 ఼Ν఼॑దͶࣰͤࢬΖɽ 

ᶅਦॽݬ฿͹υʖνԿ 

εητϞͶҲׇౌ࿧ͤΖ͞ͳΝ઴఑Ͷɼචགྷ͵৚ๅͶͯ͏ͱਦॽݬ฿Ν֮೟͢͵͗ΔΦέιϩ

υʖνͶ೘ྙ͢ͱ͏͚ɽ೧େͶΓͮͱࡎى๏๑͗ҡ͵Ζ͵ʹ͹໲ୌ΍͍Εɼྫ࿪ 7 ೧ౕ͹೘ྙࣰ

੹Ν΍ͳͶɼޛࠕ͹ηίζϣʖϩΝݗ౾͢ͱ͏͚ɽ͵ ͕ɼਦॽݬ฿Ͷ͗ࡎى͵͏৚ๅͶͯ͏ͱͺɼ

 ੔ͤΖ༩ఈͲ͍Ζɽࡠ৚ๅΝ׮Ν੷Ί॑͸͵͗Δึྭࣆ

ᶆ݀ࢋॽͳεητϞυʖν͹ಧͦ߻ 

੔͠Ηͱ͏Ζɽͨ͞ͲɼεητϞυࡠͲܙΝൕӫͤΖݰɼֻۜͶ౲೧ౕଁ਼࡯຦͹غॽͺ઴ࢋ݀

ʖν͹੖߻੓Ν֮೟ͤΖͪΌɼ೧ౕୱҒͲ͹ଁՅ਼͕݇Γ;ֻۜ͹֮೟Ν͑ߨɽ͞ Ηͺ࠹৿೧ౕ͖

ΔḬͮͱ͑ߨɽ 

ᶇঈ੸฿ͳεητϞυʖν͹ಧͦ߻ 

2 ͳಋ༹Ͷɼ೧ౕୱҒͲ͹ݰঙ਼͕݇Γ;ֻۜ͹֮೟Ν͏ߨɼεητϞυʖν͹੖߻੓Νͤৄݗ

Ζɽ 
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ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

ຌۂແ͗׮྅ͪ͢৖߻Ͷͺɼࢊࣁ؇ཀྵୈீ͹ుࢢԿࣰ͗͠ݳΗΖɽ͞ΗͶΓΖ୉͘͵รԿͺ 2 ఼

͍Ζͳ͓ߡͱ͏ΖɽҲͯ໪ͺճܯ৏͹ֻۜͳεητϞυʖν͗׮સͶҲ஗ͤΖ͞ͳͶΓΕɼ͞ ΗΉͲ

઴غ຦͹਼࡯ʀֻۜͳ౲೧ౕଁݰ෾ΝघಊͲ͢ࢋܯɼຌָ͹଄ॽ਼Νࢋड़͢ͱͪ͗͘ɼޛࠕͺεητ

Ϟ͖ΔυʖνΝड़ྙͤΖͫ͜ͲଲԢ͗Ն೵ͳ͵Ζɽ2 ͯ໪ͳ͢ͱɼεητϞ৏Ͷυʖν͗͵͏Ն೵੓

͍͗ΖͪΌɼॶ଄ࣁྋ͹ֻ֮ۜ೟ͺɼࢶ͹ࢊࣁ؇ཀྵୈீͲͮߨͱ͏ͪɽॶ଄ࣁྋ͹ֻ֮ۜ೟ͺकͶঈ

੸ΝͤΖࡏͶߨΚΗΖ͗ɼεητϞυʖνͳࢊࣁ؇ཀྵୈீ͹੖߻੓֮೟͹ͪΌ͹οΥρέΝ෵਼յ

Ͷ෾͜ͱ͑͞ߨͳͲɼືݭ͵؇ཀྵΝͮߨͱͪ͘ɽޛࠕͺεητϞ৏͹υʖνΝͨ͹ΉΉ࢘༽ͤΖ͞ͳ

͗Ͳ͘Ζ͞ͳͲɼ୉෱͵ްིԿ͗ࠒݡΉΗΖɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

εητϞԿͶ͍ͪͮͱɼਦॽݬ฿ͳεητϞυʖνͺ׮સͶҲ஗ͤ΄ͫ͗͘ɼ෵਼յ͹εητϞร

ۂ৙ܨয়ͲͺɼݳΔ͖Ͷ͵ͮͱ͏Ζɽ໎͗ߍ౵͗གྷҾͳ͵ͮͱɼҲ෨υʖν͹รߨͶ൒͑υʖνҢߍ

ແ͹஦Ͳ΍υʖν΃͹Πέιη͗Ն೵ͳ͵ͮͱ͏ΖͪΌɼࢊࣁ؇ཀྵୈீ͹ͤ΄ͱΝుࢢԿͤΖࡏͶ

ͺɼݬຌ੓͹ฯৄ͹؏఼͖Δ΍υʖν͹ϫρέؽ೵͵ʹ͹಍೘Νݗ౾ͤΖචགྷ͍͗Ζɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆIC νήͶΓΖ଄ॽ؇ཀྵްིԿ͹ਬ਒য়ڱ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ۛ೧ɼIC νήΝ༽͏ͱ଄ॽ؇ཀྵΝްིԿͤΖਦॽؙ͗ଁՅ͢ͱ͏ΖɽIC νήΝ಍೘ͤΖ͞ͳͲɼ

͞ΗΉͲҲͯͥ࡯ώʖαʖχΝηΫϡϱ͢ͱ͏ͪୁड़ʀศ٭ॴཀྵ͗ɼ෵਼࡯ಋ࣎Ͷ͓ߨΖͫ͜Ͳͺ͵

͚ɼ଄ॽ఼ۂࡠݗ΍ඉંৰʀҲׇಣΊखΕͳ͵Εɼॴཀྵ࣎ؔ͗୉෱Ͷ୻क़͠ΗΖɽΉͪɼࣙಊୁड़ؽ

ͶΓΕཤ༽ंࣙਐͲୁड़ॴཀྵΝ͑͞ߨͳ΍Ͳ͘Ζɽ͠ΔͶɼIC νήͶଲԢ಼ؙͪ͢Ԁལਦॽศ٭ୈ

ΝਦॽؙεητϞͳ࿊ͤܠΖ͞ͳͲɼୁड़ͫ͜Ͳ͵͚ॽ୪͖ΔखΕड़͢ศ٭ୈͶ໯ͤͳ͏಼ؙ͑Ͳ

͹ཤ༽য়ڱΝ௒ࠬʀ෾ੵͤΖ͞ͳ͗Ն೵ͳ͵Ζɽ 

ຌָਦॽؙͲͺɼKnowledge Base Ͷ͕͏ͱਦॽ͹ IC νή͗಍೘͠Ηͱ͕Εɼࣙಊୁड़ؽΝ༽͏

ͪཤ༽ंࣙਐͶΓΖୁड़ॴཀྵΏɼIC νήΝ಼ؙ࢘ͮͪཤ༽য়ڱ͹೼Ѵ͗Ն೵ͳ͵ͮͱ͏ΖɽΉͪɼ

଄ॽ఼ݗͲ΍ύϱυΡνʖϝψϩΝ༽͏ͪඉંৰʀҲׇಣΊखΕΝࣰͤࢬΖ͞ͳ͗Ͳ͘ͱ͕Εɼۂແ

͹ްིԿ͗ਦΔΗͱ͏Ζɽ͖͢͢ Knowledge Base Ґ֐͹ਦॽؙʤຌؙɼਫ਼ీ෾ؙɼਈీ෾ؙɼ๑Ռ

୉ָӅ෾ؙʥͶͯ͏ͱͺɼIC νήͲͺ͵͚ώʖαʖχ͵Δ;Ͷ౬ೋ๹ࢯ༽͹νφϩτʖϕΝ༽͏ͪ

଄ॽ؇ཀྵ͗͵͠Ηͱ͏ΖͪΌɼ৏ى͹Γ͑͵ॴཀྵͺͲ͘ͱ͏͵͏ɽ 

ྫ࿪̕ʤ2025ʥ೧ౕ͖Δɼ৿وण೘෾͹ਦॽͶͯ͏ͱͺસͱ͹ਦॽؙΝଲেͶ IC νήΝహ෉͢ͱ

͏Ζ͗ɼգڊ͹଄ॽ෾Ͷͯ͏ͱͺ IC νή͗హ෉͠Ηͱ͏͵͏ɽ 

ͨ͞Ͳྫ࿪̕ʤ2025ʥ೧ౕͺɼΉͥͺਈీ෾ؙͳ๑Ռ୉ָӅ෾ؙͶعଚ͹଄ॽ༁ 24 ຬ࡯͹͑ͬɼ

̖ຬ࡯Ν໪ඬͶɼIC νήహ෉ۂࡠΝࣰͤࢬΖɽྫ࿪̕೧݆̒̏ೖͶϕϫζΥέφΝ൅ଏ̒͢໌͹ָ

ढ़৚ๅਦॽ՟৮ҽͲహ෉Ν֋࢟ͪ݃͢Վɼྫ࿪ 7 ೧ 9 ݆ 30 ೖ఼࣎Ͳਈీ෾ؙ෾̔ຬ̓,000 ݇͹హ

෉͗श྅͢ͱ͏ΖɽӀ͘କ͘ۂࡠΝ਒Όɼྫ ࿪ ʤ̗2027ʥ೧ౕ຦Ͷͺɼਈీ෾ؙͳ๑Ռ୉ָӅ෾ؙ͹

଄ॽͤ΄ͱͶ IC νή͹హ෉Ν໪ͤࢨɽ 
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ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

IC νήεητϞΝ಍೘ͪ͢ Knowledge Base Ͳͺɼཤ༽য়ڱΝ೼Ѵʀ෾ੵͤΖ͞ͳͲɼݸΔΗͪ

ηϘʖη͹ਦॽؙͶ͕͏ͱɼཤ༽ི͹߶͏ਦॽࣁྋΏָਫ਼Ͷචགྷͳ͠Ηͱ͏ΖਦॽࣁྋΝஎΖ͞ͳ

͗Ն೵ͳ͵ͮͱ͏ΖɽΉͪɼॽՏͶഓՏͪ͢য়ସͲ଄ॽ఼ݗΝࣰࢬͲ͘ΖΓ͑Ͷ͵ͮͪɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

ྫ࿪ 7ʤ2025ʥ೧ౕͶ͕͜Ζ IC νήహ෉ۂࡠͺɼ4 ໌͹՟ҽͲଲԢ͢ͱ͏Ζ͗ɼͨ͹஦Ͷͺ࣏೧

ౕୂ৮ं΍؜ΉΗΖɽྫ ࿪ 8ʤ2026ʥ೧ౕҐ߳΍ 4 ໌ର੏Νң࣍ͤΖ΄͚ਕҽ͹֮ฯ͗චགྷͳ͵Ζɽ 

Ήͪɼࡑݳ͹޽ۂࡠఖͺɼࣁྋͶ IC νήΝహ෉͢ɼIC νήͶࣁྋ৚ๅ͹ॽ͘ࠒΊΝ͏ߨɼॶ଄υ

ʖνͶ౲֚ࣁྋ͗ IC ؇ཀྵͲ͍Ζ͞ͳΝͤࡎىΖͳ͏͑΍͹Ͳ͍Ζ͗ɼహ෉ࡃΊ͹౬ೋ๹ࢯ༽νφϩ

τʖϕͳ IC νή͗ױম͢͏߻ɼͽͳघؔՅ͓͵͏ͳࣁྋ৚ๅ͹ॽ͘ࠒΊ͗Ͳ͘͵͏৖͍͗߻Ζɽ͠

ΔͶɼଲেͳ͵Ζࣁྋ͹ॽࢿΏॶ଄υʖν͗͏ݻ΍͹Ͷͯ͏ͱͺɼਜ਼͚͢͵͏ίʖη͍͗Εɼͨ ͹ϟ

ϱτψϱη΍චགྷͳ͵ͮͱ͏Ζɽ 

 

Ґ ৏  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（18-1）社会科学研究所 

 

＜研究活動の活性化について＞ 

(1) 達成目標 

①定例研究会を適切に開催していく。 

②研究助成による研究成果の社会的還元を図る。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①定例研究会が年間計画に則り適切に開催されているか、また、研究会成果が適切に社会的に還元

されているか（『社会科学研究所月報』へ研究会開催概要を掲載）チェックする 

【現状説明】 

定例研究会については、社会科学研究所ではこれまで、おおよそ月に一回程度、社会科学研究所本

体が企画する研究会（月例あるいは定例の研究会と呼称）として開催してきた。2025 年度は、2026

年 2 月末現在、5 回開催している。開催記録は、当該あるいは翌月の『月報』巻末に記載されてい

る。 

 

【長所・特色】 

対面開催に加えて ZOOM 等のオンライン開催あるいはそれらの併用（ハイブリッド型）により、

多くの参加者を募ることが可能になっている。 

夏季休業期間を除き、開催時期も適度なばらつきでもって開催されている。 

 

【問題点】 

特になし。 

 

評価の視点 

②研究助成の研究成果が、上記の定例研究会枠において適切に報告され、研究成果が社会的に還元

されているかチェックする 

【現状説明】 

グループ研究助成を受けているグループでは、その研究の成果（あるいは、その中間報告）を最低

年一回研究会を開催して開示することとなっており、2025 年度は 2026 年 2 月末日までに 14 回開

催済である。 

 

【長所・特色】 

内部資金（大学補助金）によるグループ研究において、経費（専門的知識の提供やそれに伴う旅費

等）を使う研究会は必ずその成果の一部を公開することと定めていて、それが実現している。 
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【問題点】 

特になし。 

 

＜海外の研究機関との研究交流について＞ 

(1) 達成目標 

海外の研究機関との共同の研究会・シンポジウムの開催、フィールド調査等により、研究交流を

行う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①コロナ禍で停滞気味であった国際交流について、過去に結んだ覚書を含む組織間協定を再確認し

つつ、これらに基づく研究交流の再開やその遂行についてチェックする 

【現状説明】 

2023 年 2 月に締結されたベトナム社会科学院・東北アジア研究所（VASS-INAS）との「国際交流

組織間協定」について、今年度具体的な交流活動はなかったものの、その関係は継続・保持されてお

り、次年度に今後の交流について検討していくこととしている。コロナ禍以降、「覚書」の更新をし

てない檀国大学との研究交流再開の可能性についても次年度検討していく予定である。 

 

【長所・特色】 

2023 年のベトナム社会科学院・東北アジア研究所とは、協定に基づき、研究交流の一環として研

究論文を双方の紀要に交換掲載するなども申し合わせられている。 

 

【問題点】 

現状、ベトナム社会科学院・東北アジア研究所（VASS-INAS）との研究交流については、中心と

なる担い手のいないことが課題である。 

 

評価の視点 

②新たに海外の研究機関との研究交流機会の創出に取り組むことができたかをチェックする 

【現状説明】 

2025 年 11 月 6-9 日に中国 山東大学東北アジア学院にて今後の研究交流の可能性について協議を

行った。 

 

【長所・特色】 

来年度の社会科学研究所の海外実態調査を山東省にて実施する可能性が見いだされ、その際には

山東大学東北アジア学院との共同研究会開催実施についても検討していくことになった。 

 

【問題点】 

日中関係を中心とした国際情勢によって、研究交流がスムーズに進められるかどうかの懸念がある。 
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＜研究成果の社会的還元について＞ 

(1) 達成目標 

①月報・年報の電子情報（PDF）化と社会科学研究所叢書の刊行。 

②一般市民等を対象とした公開シンポジウム、定例研究会の開催。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①月報・年報は、刊行後すみやかに社会科学研究所 HP 上に各巻の論文等の PDF ファイルが個別

に公開されているかチェックする。叢書は、年度内の刊行に向け、出版契約書の作成および編集作

業が日程どおりに進捗しているかどうかチェックする 

【現状説明】 

2025 年度 2026 年 2 月末時点で、『月報』11 月号（749 号）まで社会科学研究所 HP に PDF に

変換されてアップされている。『年報』については、2025 年 3 月に第 59 号（2024 年度の刊行物）

まで刊行され、社会科学研究所 HP に PDF でアップされている。叢書については、第 27 巻が 

2025 年 3 月に専修大学出版局から刊行されている。 

 

【長所・特色】 

PDF 論文が一本ずつ HP にアップされているので、キーワード検索によりヒットすることとな

る。 

 

【問題点】 

著作権処理の済んでいない論文（執筆者の生死不明などで確認のとれていないものなど）について

は、PDF 原稿のアップが進んでいないものもある。 

 

評価の視点 

②一般市民向けの定例研究会やシンポジウムが、生田サテライトキャンパスや神田校舎等で開催さ

れたかチェックする。加えて、これらの公開研究会が社会科学研究所 HP および大学 HP で適切に

周知されたかもチェックする。 

【現状説明】 

今年度、市民を対象とする定例研究会・シンポジウムはまだ開催されていない。 

これまでのシンポジウムを You Tube 上で公開・発信しているが、現在アクセス数を増やす工夫を

検討している。 

定例研究会については、社会科学研究所 HP を用いて、開催案内を毎回発信している。 

 

【長所・特色】 

社会科学研究所 HP を見た人（社会科学研究所所員はもとより、学外の一般の方々も）は、定例

研究会・シンポジウムの開催を知って、参加する機会を得ることができる。 
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【問題点】 

当初より一般公開を前提としている研究会は、大学広報窓口を通じて開催について記者発表など

もなされるが、社会科学研究所内部（グループ研究）の研究会企画の場合は社会科学研究所 HP に

案内が掲載されるにとどまることとなり、一般市民の認知度は低くなる。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（18-2）会計学研究所 

 

＜研究活動の活性化について＞ 

(1) 達成目標 

共同研究グループの成果報告を促進する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①共同研究に採択されたグループまたはメンバーの定例研究会を実施する 

【現状説明】 

これまで所員による定例研究会報告を 3 名が実施している。なお、定例研究会には、所員の約 7

割が参加しており、共同研究グループのメンバー以外での意見交換も活発に行われている。 

 

【長所・特色】 

所員の参加率が高い。生田と神田キャンパスに分かれているが、対面形式を基本としながら、オ

ンラインで繋いで研究会を開催している。さらに、オンラインでの参加も可能にし、研究会の実施

環境を整えている。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②共同研究に採択されたグループまたはメンバーの所報または年報で論文投稿を行う 

【現状説明】 

共同研究の成果報告は、定例研究会、所報または年報で当年度あるいは次年度に行わなければな

らない。なお、今年度は 6 件の共同研究が採択され、すでに研究会報告が 3 件、所報の刊行が 1 件

ある。 

 

【長所・特色】 

成果報告は、途中の段階では定例研究会での報告、研究がまとまった段階では所報や年報での論

文投稿のように、所員が状況に合わせて選択できるように設定している。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜研究成果の社会との共有について＞ 

(1) 達成目標 

研究所における研究成果を外部に発信する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①これまでの研究成果をテーマやトピックにまとめて、研究所のホームページで外部に発信する 

【現状説明】 

研究所で実施してきた定例研究会や公開講演会については、実施報告を研究所の HP で行ってい

る。今年度も既に実施した公開講演会と定例研究会は HP にアップしている。これらの情報をカテ

ゴライズして発信できるように、現在作業を進めているところである。 

 

【長所・特色】 

これまで発刊してきた所報と年報の著者と論文タイトルは、研究所の HP にアップするとともに、

リポジトリへのリンクを付している。今後、分野別・テーマ別に分類することによって一覧性が高

まるものと考える。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②研究所における研究成果を講演会や研究会等によって、外部者が参加できる形式で公開する 

【現状説明】 

今年度、すでに実施した第 1 回公開講演会は、全学部の学部生と大学院生のみを対象としたもの

であった。なお、12 月に開催した第 2 回公開講演会は、外部者が参加できる形式をとり、研究所の

HP でもアナウンスしている。 

 

【長所・特色】 

外部からの参加については、事前の申し込み方式はとっておらず、当日会場で署名する方式をと

っている。基本的には、大学の学部生と大学院生を中心とし、外部参加者を大きく増やすことを主

たる目的とはしていない。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜学外の研究機関や企業との連携について＞ 

(1) 達成目標 

学外の研究機関や企業等とのエンゲージメントを強化する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①学外の組織との連携によって、研究プロジェクト等を実施する 

 

【現状説明】 

これまで協力協定を結んでいたラオス国立大学経済経営学部と会計学研究所の所員が参加してい

る大学のプロジェクトを進めているとともに、研究所全体でプロジェクトのサポートを実施してい

る。昨年度は、プロジェクトの成果を研究所の年報で公表している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②企業との連携によって、講演会等を実施する 

【現状説明】 

今年度は、外部の企業と協力して公開講演会は開催していない。しかし、現在、税理士法人と次

年度の開催について協議している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（18-3） 今村法律研究室 

 

＜今村法律研究室の設置状況の維持について＞ 

(1) 達成目標 

本学の理念・目的に照らし、今村法律研究室の設置状況を適切に維持する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①今村力三郎先生の関わった事件に関する直接・間接の資史料を収集する 

【現状説明】 

従来より行っている作業のひとつで、古本などの情報に目を向け、積極的に資史料収集を行ってい

る。但し、近年ではオークションなどによる資史料の売買が増えたこともあり、資史料によっては購

入できない場合もある。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②「今村力三郎」関係の資料の再確認および目録化を推進する 

【現状説明】 

史料の再確認および目録化を推進するための基礎調査を実施している。 

資史料を扱える人材と予算に限りがあるため、多くの作業を行うことができていない。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③大学史資料室などと連携して、資史料の研究・調査に努める 

【現状説明】 

基礎調査は、大学史資料室と連携して行っている。大学史資料室と連携をとることで、新情報など

が得られやすく、資史料購入についての情報も共有しあえている。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜研究成果を踏まえた、社会連携・社会貢献について＞ 

(1) 達成目標 

無料法律相談などの実施を通して、社会連携・社会貢献をはかる。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①専修大学法曹会・法科大学院と連携して、無料法律相談を実施する 

【現状説明】 

専修大学法曹会の主催により神田キャンパス８号館で行われている無料法律相談につき、本研究

室が後援を行っている。相談については、法曹会所属の弁護士が担当している。本学の卒業生や千代

田区民の方々を対象とした無料法律相談であるため、社会的需要がある。 

今村法律研究室の HP の更新が滞ることがあり、外部からの問い合わせに迅速に応じられないこ

とがある。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②無料法律相談の機会があることを、HP などを活用して社会に発信する 

【現状説明】 

HP の更新の滞りにより、発信ができないことがある。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜教育・調査・研究の成果を社会に還元することについて＞ 

(1) 達成目標 

教育・調査・研究を活発化し、その成果を積極的に発表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①学外の研究機関との連携をはかり、資史料の発見・保存・学術的調査を行う 

【現状説明】 

刊行を続けている『神兵隊事件 別巻』は茨城県立歴史館所蔵の史料である。 

未刊行の史料について、今後も刊行を続けていく予定である。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②訴訟記録等の刊行を継続する 

【現状説明】 

令和７年度においては、『神兵隊事件 別巻十四』を刊行している（令和８年１月 31 日に刊行済）。 

史料は撮影済であるが、紙質の劣化や綴じ方によっては読みにくい箇所もあるので、校正の際に補

足説明をつけ、読みやすいように工夫をほどこしている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③資史料を社会的に活かすため、企画展などを行う 

【現状説明】 

『今村力三郎文庫』や訴訟記録をもとに、今村法律研究室主催のミニ企画展を開催している。令和

７年度は 10 月 1 日～同 24 日まで、神田キャンパス５号館１階において、「今村力三郎文庫の世界 

PartⅤ 帝人事件弁論のゆくえ今村力三郎のかけた思い」を開催した。学内の学生・教職員のみなら

ず、卒業生や一般の方々にも今村力三郎について理解を深めてもらうため、普段あまり目にしない史

料などを展示することを心掛けた。企画展の周知（学内・学外共に）を行っているが、期日ギリギリ

になることが多い。準備に時間と人手がかかっている。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上  
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➨ 16 ᮇ ⮬ᕫⅬ᳨䞉ホ౯୰㛫ሗ࿌ 

䠄18-4䠅⤒Ⴀ◊✲ᡤ 

 

ʽ׈ڂݜಊ͹׈੓ԿͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

׈ڂݜɼ͏ߨదͶۅԋΝ੷ࢩಊ΃͹׈ڂݜକͯͯ͢ɼॶҽ͹ܩಊΝ׈ڂݜॶͳ͢ͱ͹௒ࠬʀڂݜ

ಊΝଇ਒ͤΖɽ͍Κͦͱɼք֐͹ݳஏࣰସ௒ࠬΝ؜΋ɼླྀިࡏࠅΝଇ਒ͤΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅ୉ঁڂݜܗ੔ɼݺਕঁڂݜ੔ɼ६ॶҽঁڂݜ੔͹֦੏ౕ͹੷ۅద͵׈༽ਬ਒ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ྫ࿪ 7 ೧ౕͺɼ1 ݇͹୉ঁڂݜܗ੔ɼ2 ݇͹ݺਕঁڂݜ੔ɼ1 ݇͹६ॶҽঁڂݜ੔Νࣰͪ͢ࢬɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆླྀިࡏࠅɼݳஏࣰସ௒ࠬ͹ࣰࢬ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ྫ࿪ 7 ೧ 10 ݆ 30 ೖʤ໨ʥʛ11 ݆ 2 ೖʤೖʥͶ͖͜ͱɼؘࠅͶ͕͜Ζࣰସ௒ࠬΝͪͮߨɽ۫ରద

Ͷͺɼؘ ୉ָΝ๜໲ͤΖͳͳ΍Ͷɼؘࠅ͹உࠅ ࡱࢻ͹ஏҮ֋൅Ώఽ౹ชԿ΃͹ཀྵմΝ਄ΌΖͪΌ͹ࠅ

ΝͪͮߨɽܨӨڂݜॶ͖Δॶҽ 5  Յͪ͢ɽࢂ͗໌

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

ॶҽ͹ڂݜଲে͹ଡ༹Կͳ͏͑қັ͏߻ͳɼڢླྀިࡏࠅఈߏͲ͍Ζஉࠅ୉ָͳ͹ϋρφϭʖέΝ

 ΔΗΖɽ͓ߡ༫ͪ͢ͳرԿͤΖ఼Ͷک

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

ࣰସ௒ࠬ͹ةժΏูॄηίζϣʖϩ͹໲ୌͲɼࢂՅं͗ 5 ໌ͶͳʹΉͮͪɽࡑݳɼࣰସ௒ࠬ͹಼

 ժཱིͬ৏͝ʀูॄ͗Ͳ͘ΖΓ͑Ͷ௒੖͢ͱ͏Ζɽة͵׊Ν੖ඍͤΖ͞ͳͲɼԃو
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ʽڂݜ੔Վ͹൅৶Ͷͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ॶҽ͹׈ڂݜಊΝ਄Կͦ͠ΖͪΌɼఈغదͶڂݜճΝ֋ͤ࠷Ζͳͳ΍Ͷɼ઒रϜϋζϟϱφʀζ

ϡʖψϩʤSMJʥͶΓΖ಼ָ֐΃͹ڂݜ੔Վ͹൅৶Ν͑ߨɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅॶҽɼ६ॶҽ֐ָ;ٶ͹ΰηφηϒʖΩʖͶΓΖڂݜճ͹೧ؔ 10 յҐ৏͹֋࠷ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ΉͲͶࡑݳ 3 յ͹ఈྭڂݜճΝ֋ͪ͢࠷ɽ 

୊ 1 յఈྭڂݜճʤ6 ݆ 10 ೖʥ 

ๅंࠄʁনຌྍ ॶҽʤܨӨָ෨ࢥߪʥ 

τʖϜʁh αϫψغ͹ۜࣁ௒ୣࢩԋΨϘ͗ஏҮۜ༧ؖؽͶ༫͓ͪӪڻʱ 

୊ 2 յఈྭڂݜճʁʤ6 ݆ 24 ೖʥ 

ๅंࠄʁᩂᇈඊॶҽʤܨӨָ෨گदʥ 

τʖϜʁh ҫྏυζνϩς΢ϱߑ஛Ͷͪ͜޴Բ಼ RFID ௧੽υʖν͹੖ඍघ๑͹ݗ౾ʱ 

୊ 3 յఈྭڂݜճʁʤ7 ݆ 15 ೖʥ 

ๅंࠄʁਁ಼଻ࢥߪʤܨӨָ෨ࢥߪʥ 

τʖϜʁh (Work in Progress) Why did some MNCs reduce expatriates during the COVID-19 crisis  

ZKLOH�RWKHUV�GLGQbW"ʱ 

 Ζ༩ఈͲ͍Ζɽͤ࠷ԍճΝ֋ߪճʀڂݜదͶۅͶ͕͏ͱ΍ɼ੷ؔغΕ͹࢔

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

৿وͶܨӨָ෨Ͷ஥೜͠Ηͪॶҽ͹ڂݜճΝ͑͞ߨͳͲɼ૮ޕ͹಼ڂݜ༲ΝཀྵմՆ೵͵ؽճͳ 

͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆ઒रϜϋζϟϱφʀζϡʖψϩʤSMJʥ͹ࠬಣର੏͹ैࣰͶΓΖɼࡎܟ࿨ช͹࣯޴৏ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

Ί͹ࡃߨק SMJ ຌ೧ౕ୊ 1 ༩ఈ͹ຌ೧ౕ୊ߨקɼߺ 2 ࢬ࿨ชͶͯ͏ͱࠬಣΝࣰߚ΃͹સͱ͹౦ߺ

͢ɼࡎܟ࿨ช͹࣯͹޴৏Ͷ౔Όͪɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 
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ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽ৚ๅ൅৶͹րવͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

 దͶ൅৶ͤΖɽۅʀ಼ָ΃ͳ੷֐ಊͶؖͤΖ৚ๅΝָ׈ॶ͹ঀڂݜ

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅϙʖϞϘʖζ͹నٕߍ৿ͶΓΖɼڂݜॶͶؖͤΖ৚ๅ͹੷ۅద൅৶ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ϙʖϞϘʖζͺనٕߍ৿͠Ηͱ͏Ζɽ͠ޛࠕΔ͵Ζ৚ๅ͹൅৶Ͷ౔ΌΖɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆڂݜճ֋࠷৚ๅ͹಼ָ΃͹ࠄஎ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

 எ͢ͱ͏Ζɽࠄ͹ϛηνʖΝ௪ͣͱࣖܟॶॶҽѾ͹ϟʖϩͳ಼ָڂݜ

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

Ґ ৏  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（18-5）商学研究所 

 

＜研究活動の活性化について＞ 

(1) 達成目標 

所員同士や外部講師（研究者や実務家）との研究交流を促進することで、研究レベルの向上を

はかる。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①所員の研究成果報告のための定例研究会を年 3 回以上開催する 

【現状説明】 

これまで、所員による定例研究会を 5 回実施している。今後、年度内に、1 回実施予定である。 

・6 月 17 日（火）「ベトナムの経済と課題」 池部亮所員 

・7 月 8 日（火）「二地域居住を考える」 吾郷貴紀所員 

・7 月 22 日（火）「R6 年在外研究（アメリカ）活動報告」 柏木悠所員 

・11 月 4 日（火）「Sovereign Credit Default Swap に関する研究のレビュー」 鶴田大所員 

・12 月 17 日（水）「イタリア・ルネサンスの商人に宛てた賜り物－ルカ・パチョーリ著『スムマ』 

初版：1494 年－」佐々木重人所友 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②所員の研究活動促進のために個人研究助成を年 1 件程度助成する 

【現状説明】 

個人研究助成を 1 件助成している。 

・「システム思考に立脚した社会参画を見据えた課題解決型の地理教育の実践研究―自己変容か 

ら社会変容への変化を意識した「循環型社会形成」へ向けた授業の開発―」 泉貴久所員 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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評価の視点 

③外部講師（研究者や実務家）を招いた定例研究会を年 1 回以上開催する 

【現状説明】 

外部講師（研究者や実務家）を招いた定例研究会を検討しているが、実現には至っていない。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

   外部講師（研究者や実務家）を招いた定例研究会が実施できなかったため、今後の課題としたい。 

 

＜研究成果の対外発信（社会還元）について＞ 

(1) 達成目標 

研究誌および書籍の発行、公開シンポジウムなどを通じて、研究成果の外部発信（社会還元）

を推進する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

① 所員の研究成果として、所報を年４冊以上、専修ビジネスレビュー（ＳＢＲ）を年１冊発行す

る 

【現状説明】 

年度内に、所報を 14 編発行予定である。専修ビジネスレビュー（ＳＢＲ）も年度内に 1 冊発行予 

定である。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

② 研究プロジェクトの成果報告として、叢書を年１冊発行する 

【現状説明】 

年度末の叢書発刊に向けて、執筆中である。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③ 研究成果の対外発信の場として、商学研究所主催の公開シンポジウムを年１回以上開催する 

【現状説明】 

年度内に、商学研究所主催の公開シンポジウムを 1 回開催予定である。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④ 所報と専修ビジネスレビュー（ＳＢＲ）の研究成果を本学リポジトリに登録する 

【現状説明】 

所報と専修ビジネスレビュー（ＳＢＲ）の研究成果を本学のリポジトリに登録している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学外研究機関との連携・交流について＞ 

(1) 達成目標 

国内外の研究機関や企業などとの連携をとおして、研究交流を深めていく。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

① 学内外のメンバーが関与する研究プロジェクトを年３件は維持していく 

【現状説明】 

学内外のメンバーが関与する研究プロジェクトを年 3 件維持している。 

・「ステークホルダー型ガバナンスの現状と課題―アジアの異文化及び地政学リスクとソフトコ 

ントロール」 田畠真弓所員、上田和勇所友、小林守所員、池部亮所員 

   ・「コーポレート・ガバナンスと企業価値に関する研究」 湯山智教所員、金鐘勲所員、太田裕貴所員 

・「スポ–ツ・自然（地域資源・観光資源）・教育を基軸とした持続可能な地域社会の形成のための 

Well–Being 向上に関する研究」 柏木悠所員、大崎恒次所員、岡田穣所員 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②国内外の研究機関や企業などとの連携による調査・研究交流の機会を年に１回以上は設ける 

【現状説明】 

国内外の研究機関や企業などとの連携による調査・研究交流の機会を検討しているが、実現には

至っていない。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

国内外の研究機関や企業などとの連携による調査・研究交流が実施できなかったため、今後の課

題としたい。 

 

評価の視点 

③組織間協定校との連携による調査・研究交流の機会を年に１回以上は設ける 

【現状説明】 

年度内に、組織間協定校との研究交流を実施する予定である。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

 以 上  

338



第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（18-6）人文科学研究所 

 

＜研究活動の活性化について＞ 

(1) 達成目標 

調査研究活動を活発化するとともに、その成果を発表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①所員の個人および共同研究の成果の発表状況 

【現状説明】 

定例研究会や公開講演会の開催に加え、『専修大学人文科学研究所月報』や『人文科学年報』にお

いて、所員の個人研究および共同研究の成果を発表する機会を設けている。また、研究所が支援する

特別共同研究・共同研究の成果については、前期・後期の所員総会において代表者が適切に報告して

いる。 

とりわけ定例研究会（対面とオンラインの併用）を定期的に開催し、新入所員による報告の機会や

質疑応答の場を増やすことで、所員間の研究交流が活発に行われている。 

さらに、総合研究として国内外への調査旅行を実施し、その成果を『専修大学人文科学研究所月報』

において報告している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②学会、学会誌、紀要、所報、一般雑誌などへの研究成果の発表状況 

【現状説明】 

『専修大学人文科学研究所月報』を原則として年 5～6 冊、また『人文科学年報』を年 1 冊、定期

的に刊行し、所員による個人論文や共同研究の成果を公表している。さらに『人文科学年報』には、

研究所の活動全般を記録した「所報」を収録している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

近年の物価高騰により、人文科学研究所の財政は全般的に厳しい状況にあり、印刷費をはじめとす

る刊行にかかる費用についても節減を考慮せざるを得ない状況にある。このような必要経費の不足
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は、研究成果の公開をはじめとする活動全般に深刻な影響を及ぼしかねない。 

 

評価の視点 

③研究会や講演会での研究成果の発表と参加状況 

【現状説明】 

オンラインと対面を併用して開催している定例研究会には、テーマによって差はあるものの、毎回

少なくとも 10～20 名前後の参加者があり、盛況に行われている。公開講演会についても、時宜にか

なったテーマを設定することにより、多数の学外者が積極的に参加し、好評を博している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

④外部講師を招いた研究会および外国研究機関との学術交流 

【現状説明】 

学外の研究機関に所属する研究者や客員所員を招いて定例研究会や公開講演会を開催している。

また、総合研究で実地調査をした地域の研究機関（博物館や資料館等）とも継続的に学術交流を重ね

ている。これらの取り組みにより、専修大学所属の所員と外部の研究機関や研究者との間で、学術交

流が活発に展開されている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜研究機関としての取り組みについて＞ 

(1) 達成目標 

大学研究機関としての存在価値を高める。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①大学・大学院との連携 

【現状説明】 

博士後期課程の単位修得後に学籍を離れた者のうち、希望者を特別研究員とし、図書館の利用を容

易にするなどの連携を図っている。また、必要に応じて研究会への参加を呼びかける等の対応を行な
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っている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②他大学への発信 

【現状説明】 

研究活動の成果を広く社会に発信するため、『専修大学人文科学研究所月報』および『人文科学年

報』を刊行し、他大学などに配布するとともに、掲載論文等を「専修大学学術機関リポジトリ」を通

じて公開している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③社会への発信 

【現状説明】 

公開講演会の開催やホームページを通じた活動状況の公表を通じて、研究所はその活動を社会に

着実に発信している。さらに、学外者から寄せられる問い合わせにも適切に対応し、必要な情報提供

を行なっている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜研究所における知的財産の継承と発展について＞ 

(1) 達成目標 

数年先を見据えた中期ビジョンの設定とその実現に向けた態勢の整備。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①これまでの研究所の研究活動についての整理 

【現状説明】 

2027 年度に迎える人文科学研究所創立 60 周年に向けて、これまでの研究活動を総括する準備を

着実に進めている。創立 30 周年、40 周年、50 周年の事業を参照し、企画立案等の経緯を振り返り

ながら検討を重ねている。また、60 周年事業としてテーマを設定し、このテーマに基づく研究も進

展しつつある。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

②研究活動の公開 

【現状説明】 

定例研究会、公開講演会、特別共同研究、共同研究、総合研究などの開催記録や、『専修大学人文

科学研究所月報』および『人文科学研究所年報』に掲載された論文の情報などを、人文科学研究所の

ホームページで継続的に発信している。あわせて、これまでの活動全般を概観できるように、遡及入

力も進めている。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③調査研究体制の充実と発展のための方策 

【現状説明】 

所員それぞれの専門分野を横断して学際的な研究環境を構築できるよう、特別共同研究制度や共

同研究制度を設けて研究援助を行なっている。また、地域における実地調査を共同で進める総合研究

調査も定期的に行なっており、着実に研究活動を推進している。 
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【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（18-7）法学研究所 

 

＜研究活動の活性化について＞ 

(1) 達成目標 

研究所としての研究活動をより一層活性化するとともに、所員の研究活動への支援を行い、研究  

を促進する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①研究所主催の各種のワークショップ、シンポジウム、公開講座、合宿研究会等の開催状況及び所

員・客員所員による発表・報告の状況 

・量的目標と評価：政治学科の 20 周年記念事業、ワークショップ 3 回、公開講座ないし公開シン

ポジウム 1 回、合宿研究会 1 回、退職教員から研究生活の振り返りをお話しいただく「囲む会」

の開催などその他の報告の機会 1 回の開催 

・質的目標と評価：各研究分野から選出された運営委員による実施企画の学術的意義に関するレヴ

ューの実施 

②研究環境の整備及び機器等の貸し出し等による研究活動の支援 

・量的目標と評価：所員等への機材貸し出し等の機会 1 回の確保 

・質的目標と評価：機材貸し出し等による研究活動への貢献度に関する利用者への満足度調査の実

施 

③法学・政治学研究のさらなる活性化を促しうる研究企画の立案・実施 

・量的目標と評価：政治学科の 20 周年記念事業の実施、研究企画の立案を目的とした年 2 回の運

営委員会の開催 

・質的目標と評価：実施した企画に関与した所員等による企画に対するレヴューの実施 

【現状説明】 

①ワークショップについては、2025（令和 7）年は、1925 年に治安維持法が制定されてから 100

周年に当たるため、同法の制定の歴史的背景と運用を振り返るワークショップを 7 月に開催した。

11 月開催のワークショップにおいては、「譲渡担保等に関する新法の成立―譲渡担保契約及び所有

権留保契約に関する法律」に関して、法制審議会の取りまとめに当たられた道垣内弘人教授にご報告

いただいた。この他に、再審制度に関する法改正を検討するワークショップを 1 月に企画し、これ

を実施した。合宿研究会は令和 8（2026）年 2 月に実施予定である。この他、今年度をもって定年退

職する教員を囲む会を 1 月および 3 月にそれぞれ開催予定である。 

②所員の研究会や会議等のために様々な資料や機器、オンライン会議システム等の環境を整備し

ており、適宜所員の利用に供している。2025（令和 7）年 9 月 27 日には所員による法学研究所備品

の使用についての要望に応じるべく共催企画として「デジタル公正法―消費者問題諮問委員会の視

点からの第一段階評価」と題する講演会を開催した。また、事務室も所員の研究会や打ち合わせの場

として活用している。2023（令和 5）年度から機器の貸し出しおよび事務室の貸し出しは Google フ
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ォームによるオンライン申請ができるようにしている。今年度は所長以下の役員が交代したので、あ

らたな役員の目からみて機器や事務室の利用の利便性の改善策がありうるか検討中である。 

③法学・政治学研究のさらなる活性化を促しうる研究企画の立案・実施として、2025（令和 7）年

12 月に「専修大学法学部政治学科設立 20 周年記念シンポジウム ― 政治学科の設立と政治学の将

来」を開催した。また研究企画の立案を目的として本年度は運営委員会を四回にわたって開催した。 

 

【長所・特色】 

ワークショップに関しては、法学・政治学を専攻する所員の共通組織としての特色を生かし、憲

法、民法、刑事訴訟法の各分野の研究者による研究報告を企画することによって、法学・政治学の総

合的な研究組織としての長所を発揮した。また過去との対話と最新の法改正動向の両面にわたって

偏りのない研究企画を行える。 

オンライン会議の機器を用意するのみならず、それを実際に運用するシステムを用意することに

よって、所員の研究活動を支援している。 

 

【問題点】 

社会全体がコロナウイルスのパンデミック期から日常に戻り、オンラインと対面の両方式による

研究活動のバランスをどのように実現するかを模索中である。 

 

＜研究成果の発信について＞ 

(1) 達成目標 

研究成果を様々なかたちで発信するとともに、学生・市民の関心に沿った魅力的な企画や実務家

が参加できる企画を開催する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①紀要（年 1 回）、所報（年 2 回）の刊行及びそれぞれの雑誌の特色を明確に反映させること 

・量的目標と評価：年 1 回の紀要の刊行、年 2 回の所報の刊行 

・質的目標と評価：刊行した紀要及び所報それぞれの学術的意義に関する分析・評価の概要の公表 

②ホームページの更新頻度及び内容の充実 

・量的目標と評価：研究所活動の展開に応じた年 2～3 回のホームページ更新の機会の確保 

・質的目標と評価：閲覧数確認によるホームページの利用状況の確認とさらなる充実化のための工

夫の実施 

③学生・市民に開かれた企画の開催状況について 

・量的目標と評価：年 1 回の公開シンポジウムないし公開講座の開催 

・質的目標と評価：参加者数の調査とアンケート調査による参加者満足度調査の実施 

【現状説明】 

①現在、紀要 51 号『民事法の諸問題 XVII』の原稿を制作会社に入稿し、令和８（2026）年 2 月

に発行を予定する。所報 72 号は本年末に入稿を締切り、2026（令和 8）年 2 月の発行を予定する。 
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②ホームページの更新により、法学研究所の役員の交代などの組織動向を伝え、また法学研究所の

開催企画を広報した。 

③2025（令和 7）年度は法学研究所主催公開講座「法学・政治学の観点から見る大学生ボランティ

ア活動の実践」を全三回の構成で開催した。講座について外部研究者、自治体職員、警察官等を講師

として招き、法学研究所所員および本学学生、一般参加者とともに討論も実施した。 

 

【長所・特色】 

紀要は専門分野を特定した研究論文を掲載する。それに対して、所報は、研究論文のみならず、所

員間の議論、所員の研究活動の紹介および批評も採録することによって、所員間の交流の場としての

特色を兼ね備える。以上のように、紀要と所報を通じて各研究発表媒体の特色を反映させることがで

きる。 

法学研究所のウェブサイトを通じて研究企画を広報できる。 

学生と市民に開かれた知の発信の機会として、公開講座を企画運営できる。本年度の公開講座は、

学生ボランティアの実践というテーマを掲げ、実務家と学生・市民と専門研究者をつなぐ場としての

特色を有している。 

 

【問題点】 

   ホームページの更新作業の習熟と速度向上が必要である。 

 

＜学内外の研究者・研究機関との交流・連携の強化について＞ 

(1) 達成目標 

法学・政治学における研究の専門化と高度化が進む中で、学際的・総合的な知の創出の要請に応

えるため、積極的に学内外の他分野の専門家・実務家との対話、交流を進める。 

・量的目標と評価：政治学科の 20 周年記念事業の実施、年 1 回の学内外の他分野の専門家・実務家

も参加する公開シンポジウムないし公開講座の実施 

・質的目標と評価：専修大学における政治学研究の現水準を示しうる 20 周年記念事業の実施、所報

への公開シンポジウムの成果の掲載による研究活動の更なる公表の確保 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①今村法律研究室との間でのそれぞれの特色を活かした協力・連携 

・量的目標と評価：今村法律研究室との年 1 回の協力・連携企画の実施 

・質的目標と評価：法学研究所と今村法律研究室の今後の連携に関する意見交換の機会の設定 

②学内外の研究者・研究機関との交流及び法学・政治学の発展に寄与しうる企画の共催・後援 

・量的目標と評価：政治学科の 20 周年記念事業、ワークショップ 3 回、公開講座ないし公開シン

ポジウム 1 回、合宿研究会 1 回、退職教員から研究生活の総括等をお話しいただく「囲む会」の

開催などその他の報告の機会 1 回の開催、後援依頼への協力の実施 

・質的目標と評価：各研究分野から選出された運営委員による実施企画の学術的意義に関するレヴ

ューの実施、所報への実施企画の成果の掲載による研究活動の公開 
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③学問的または社会的に時宜に即した内容の企画・対話・交流の実施 

・量的目標と評価：政治学科の 20 周年記念事業、ワークショップ 3 回、公開講座ないし公開シン

ポジウム 1 回、 合宿研究会 1 回、退職教員から研究生活の振り返りをお話しいただく「囲む会」

の開催などその他の報告の機会 1 回の開催、後援依頼への協力の実施 

・質的目標と評価：各研究分野から選出された運営委員による実施企画の学術的意義に関するレヴ

ューの実施、所報への実施企画の成果の掲載による研究活動の公開 

【現状説明】 

①今村法律研究室とは、それぞれの特色を活かして協力助言を相互に行っている。定年退職予定の

教員を囲む会などの研究企画の実施は、相互に連絡をとりつつ行っている。今村法律研究室の室報と

法学研究所の所報の掲載原稿については、今村法律研究室との協議により重複や偏りが生じないよ

うに調整している。 

②2025（令和 7）年 11 月開催の第 2 回法学ワークショップにおいて、「譲渡担保等に関する新法

の成立 ― 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」に関して道垣内弘人所員にご報告いた

だき、当該分野に関する最新動向について所員間において理解を深めた。2026（令和 8）年 1 月開催

の第 3 回法学ワークショップでは、加藤克佳所員による報告「刑事再審法の改正 ― 動向と課題」

があり、続いて法の改正動向の到達点と課題について所員間において議論がなされた。 

   「専修大学法学部政治学科設立 20 周年記念シンポジウム － 政治学科の設立と政治学の将来」の

開催に当たって、外部の研究者として同志社大学政策学部の吉田徹教授をシンポジウム登壇者とし

て招請した。同シンポジウムは適切な時宜にかなったものとなった。 

   外部の講師をお招きして三回にわたり公開講座を開催することにより、外部の研究者および実務

家との交流の機会を設けた。 

今年度末に定年退職する教員を囲む会を 1 月および 3 月にそれぞれ開催予定である。 

   2025（令和 7）年 9 月 27 日には法学研究所と同志社大学デジタル法制研究センターとの共催によ

り、ドイツよりクリストフ・ブッシュ教授（オズナブリュック大学）をお迎えして、「デジタル公正

法―消費者問題諮問委員会の視点からの第一段階評価」と題する講演会を開催した。デジタル化およ

び越境的経済活動の活発化という現代社会の急速な発展に応じて、いかなる消費者保護法制を整備

するかという問題を扱うものであり、時宜にかなった企画となった。 

 

【長所・特色】 

①学内外の研究者および実務家との交流連携を通じて法学・政治学の専門性を追求するための組

織基盤を提供できる。 

②法学・政治学の動向を踏まえ、所員の意思を反映させつつ、時宜にかなった研究企画を実施できる。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（18-8）スポーツ研究所 

 

＜研究活動の活性化について＞ 

(1) 達成目標 

スポーツ・健康に関する調査研究活動を活発化するとともに、その成果を発表する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①個人研究、共同研究、および外部資金等を活用した研究の推進状況 

【現状説明】 

外部研究資金の獲得状況において、2025 年度の科学研究補助金は代表者及び分担者含めて 5 名と

なった。研究課題は「性ホルモンを介した骨格筋量の新たな調節機序」「イップスおよびジストニア

における発症のメカニズムと対処法に関する研究」である。これらの研究成果は、上述以外にも国内

外での学会や、各学会誌への投稿を通して発表するなど、研究活動は盛んに行われており、継続して

進める予定である。 

また、2021 年度より研究プロジェクトチームを立ち上げ、部門横断的な研究を実施しやすい環境

を整えている。2025 年度は 4 件のプロジェクト研究、「パラトライアスロン選手におけるフィット

ネスチェック」（富川理充所員・相澤勝治所員・柏木悠所員）、「ジュニア期からユース期にかけての

男・女サッカー選手の体格・運動能力に関する長期縦断研究」（渡辺英次所員・飯田義明所員）、「ア

スリートの競技転向に関する研究‐オリンピック競技・パラリンピック競技を対象に‐」（若井江利

所員・富川理充所員）、「アスリートのメンタルヘルスに関する実態調査」（平田大輔所員・佐藤雅幸

所員）が実施されている。 

 

【長所・特色】 

スポーツ科学の様々な分野にまたがり所員は研究発表・論文投稿をしている。様々な分野の所員が

研究しやすい環境を整えるために研究プロジェクトチームを立ち上げ、研究会での報告、所報への投

稿を行なっている。 

 

【問題点】 

特になし。 

 

評価の視点 

②学会等の学術集会や、学会誌、紀要、所報、スポーツ・健康関連の一般雑誌などへの発表状況 

【現状説明】 

研究所紀要、スポーツ研究所所報では研修会、研究会、プロジェクト研究報告、各所員報告が掲載

される予定である。学会発表においては、相澤勝治所員が「加齢および代償性筋肥大が骨格筋局所の

性ホルモン合成経路に及ぼす影響：高齢マウスを用いた検討」について第 25 回日本メンズ医学会に
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て発表している。また、富川理充所員が The Journal of Sports Engineering and Technology に

「Optimizing simulation suggests that maximizing swimming speed and minimizing undesirable body 

roll are contradicting for swimmers stroking with one upper limb.」のタイトルで論文掲載されている。 

 

【長所・特色】 

研究成果を学会や論文に発表するだけではなく、学生や地域社会に対して直接的なフィードバッ

クをする機会を増やすことができた。さらに、学内諸組織・諸活動との連携を深めるのみにとどまら

ず、学生・卒業生を当事者として巻き込んだ企画を実施できたことは評価できると考えられる。ま

た、これまでは部門ごとの研究成果の発表が多くなされていたが、近年はスポーツ科学の分野におい

ても部門に捉われず横断的な研究も多くみられることから、本研究所においても部門横断的な研究

が多くされるようになっている。 

 

【問題点】 

保健体育系科目を担当する所員間で、常日頃の情報交換や教材研究は進んでいるが、授業研究を行

うことも一考の価値があるかもしれない。 

 

評価の視点 

③他大学や他機関との合同研究会や外部講師を招いた研究会の開催状況および参加状況 

【現状説明】 

2025 年度では、狛江市教育委員会主催のスポーツ推進講演会の実施。タイトルは「近代スポーツ

の先駆者達」の連載で「無敵双葉山：相撲の神様 偉大なる 69 連勝」、「日本初のオリンピック金メ

ダリスト 織田幹雄：栄冠への跳躍」、「心をつなぐスパイク：大松博文と甲斐優斗が紡ぐ、夢と勇気

の挑戦」にスポーツ研究所として後援・協力している。狛江市スポーツフェスタでは、専修大学の学

生アスリートによる指導と交流を目的に小学生を対象に実施している。中高齢者向けウォーキング

教室「大人の知的好奇心ウォーキング」の運営協力、スポーツ推進委員企画のスポーツデーとして

「数字でわかるカラダ改革〜データを使って、健康を科学する〜」、「測ってわかるカラダ改革〜デー

タを使って健康を考える〜」の２回に講師派遣している。 

ビーチバレーボール NTC の協力として、U23 の高地で行われる大会前のコンディショニングと

して、低酸素トレーニング室での高地環境体験に協力している。 

 

【長所・特色】 

狛江市教育委員会主催の後援では、出場したオリンピックの様子だけではなく、その後の活動につ

いてエピソードを交えながら講演を行っている。「こまえスポーツフェスタ 2025」では、大学生アス

リートによる指導と交流を通じて、地域の子どもたちにスポーツの魅力や楽しさを伝えている。幅広

い年齢層に対して、様々なスポーツの魅力を伝える協力をしている。 

 

【問題点】 

研究所を基盤とした地域連携において、所員及び関係者の運用面（出張、補助等）のさらなる充実

も必要である。 
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評価の視点 

④研究環境の改善と整備状況 

【現状説明】 

研究環境に関しては、補助金とあわせて外部資金の活用により骨密度測定器、体組成計、推定ヘモ

グロビン濃度測定器や各種体力・運動能力測定器を揃えられているが、各研究が円滑に遂行できるよ

うに更なる整備の充実も目指している。2023 年度は新たにフォースプレートを揃え、歩行/走行計

測・重心計測・バランス計測が可能となった。これにより圧力中心位置の移動量や面積から重心動揺

を評価したり、フォースベクトルの大きさや向きから、怪我のリスクやパフォーマンスを評価が可能

となった。 

 

【長所・特色】 

数は少ないが、各種体力・運動能力が測定できる機器が揃いつつある。 

 

【問題点】 

研究活動に関連した研究機器の整備は十分に整っていないため今後の検討課題である。持久力を

評価する際に必要なトレッドミル器機が経年劣化しており、とくに長距離ランナーの持久力の評価

やトレーニング時に有効利用できない状態であることから、呼吸循環器系の測定環境を整備する事

は課題の一つである。 

 

＜スポーツ研究所と大学教育との連動について＞ 

(1) 達成目標 

大学教育と研究所の連携体制の充実。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①研究所のサブグループである健康科学部門、スポーツ科学部門、スポーツ文化部門と、本学保健

体育部会のスポーツリテラシー、スポーツウェルネス、アドバンストスポーツ、理論科目構成であ

るスポーツ論群との整合性を持たせるために、授業研究や教材研究、部門間による情報交換を実施

できたか 

【現状説明】 

研究所のサブグループである健康科学部門、スポーツ科学部門、スポーツ文化部門の各部門におい

て、本学保健体育部会の理論科目構成である健康科学論、スポーツ科学論、スポーツ文化論の整合性

を持たせるために、部門横断的なプロジェクト研究や常日頃より情報交換は頻繁に行っている。 

 

【長所・特色】 

教材研究も積極的に進め、教材のスライドは毎年必ず見直しして修正を施した上で用いるように

している。今年度は、テキスト「大学生のためのスポーツリテラシー＆スポーツウェルネス・テキス

トブック」は全体的な見直しを図り、大幅な改訂予定となっている。 
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【問題点】 

特になし。 

 

評価の視点 

②所員が開講する専門セミナール・教養ゼミナール科目を履修する学生および SWP 科目を履修学

生に対し、研究会への参加を支援できたか 

【現状説明】 

研究所における研究成果は、これらのゼミナールにおいてフィードバックされている。また所員は

経営学部・商学部のスポーツ推薦学生に開講されている SWP プログラムの授業科目も広く担当して

いる。 

 

【長所・特色】 

スポーツ科学の様々な分野のゼミナールが開講されており、所員により最新の研究知見がフィー

ドバックされている中で、公開研究会には、教養ゼミナール科目履修者および SWP 科目履修者、体

育会学生に対し、積極的に参加を促している。 

 

【問題点】 

   特になし。 

 

評価の視点 

③スポーツ科学、保健体育科目に関する研修会や講習会の開催状況および参加状況 

【現状説明】 

研究所主催の研修会は、外部の教育・研究機関や企業等に赴き現地の担当者と情報交換会を通して

研鑽を深めるように毎年１回実施している。2025 年度現在検討中である。 

 

【長所・特色】 

様々な外部の教育・研究機関との交流ができている。 

 

【問題点】 

特になし。 

 

評価の視点 

④学内の教育・研究関連諸活動や課外活動への貢献 

【現状説明】 

多くの所員は教養ゼミナールを開講しており、文学部の 5 つの専門ゼミナールを含め９講座を所

員で担当している。また、学会との連携では学会の理事、事務局として日々の学会運営に携わる所員

も複数いる。さらに体育会活動に関わっている所員も多数いる。 

 

351



【長所・特色】 

様々なスポーツ科学分野の所員が、ゼミナール、学会、体育会活動に関わっている。 

 

【問題点】 

特になし。 

 

＜研究成果の社会還元について＞ 

(1) 達成目標 

公開研究会、公開講座等の開催、および学外関連諸機関との協同による研究成果の社会還元を行

う。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①「公開研究会」を複数回開催できたか 

【現状説明】 

2025 年度の研究会は３回実施。第 1 回は「2024 年度プロジェクト研究報告①パラトライアスロン

選手におけるトレーニングによる総ヘモグロビン量の変化」（富川理充所員）「総ヘモグロビン量によ

るアスリートのコンディション評価」（禰屋 光男氏(びわこ成蹊スポーツ大学教授)・坂本 和大氏(び

わこ成蹊スポーツ大学助手)と「長期在外研究報告①ロサンゼルス在外研究報告」（柏木悠所員）であ

った。 

第 2 回は「2024 年度プロジェクト研究報告②日本女子陸上初のオリンピックメダリスト人見絹枝」

（佐竹弘靖所員）と国内長期研究期間（国外調査から）の報告「クラブ訪問から見えるドイツ・サッ

カーの現在地：ビジネス or 公共性？」（飯田義明所員）であった。 

第３回は「2024 年度プロジェクト研究報告③ウォーキングサッカーについて：韓国の現状におけ

る調査から検討」（李宇韺所員・平田大輔所員）と「2024 年度プロジェクト研究報告④スポーツにお

けるリテラシーフレームワーク構築とアウトカム評価」（相澤勝治所員）出会った。研究会の発表は、

スポーツ系に関わっている多くの学生が参加し、パラリンピック競技大会についての知識を深める

機会になった。 

 

【長所・特色】 

スポーツ庁をはじめ、日本スポーツ振興センター、日本オリンピック委員会、日本パラリンピック

委員会との専門能力による連携や情報交流など、積極的な活動を行っている。 

 

【問題点】 

特になし。 
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評価の視点 

②「公開講座」が開講されているか 

【現状説明】 

「専修大学スポーツ実践公開講座『中高年の健康を考える』」は 2025 年度で 27 回目を迎え、所員

は受講者の体力レベルに合わせたプログラムを提供するため、骨密度測定器、体組成計、推定ヘモグ

ロビン濃度測定器や各種体力・運動能力測定器を揃え、フィードバックする準備を行い、今年度は規

模を縮小して公開講座を実施した。 

スポーツ講座「子どもにおける“からだ”と“うごき”と“こころ”づくり教室」では、レスリングを教

材として週３回実施しており、継続して体力・運動能力測定を実施することができた。 

 

【長所・特色】 

中高年の健康を考えるでは継続して参加される方が多く、ここでのスポーツを楽しんでいる方が

多くみられる。また、子どもにおけるからだとうごきづくり教室では、運動の大切さだけでなく、各

種競技会に参加し、競技力向上をはかっている。 

 

【問題点】 

大学施設を使用しているため、大学の方針に影響を受けやすい。また「中高年の健康を考える」の

講座では参加者の高齢化がすすみ参加者や種目に関しての検討が必要である。 

 

評価の視点 

③文部科学省や日本スポーツ振興センター、日本オリンピック委員会、日本パラリンピック委員会、

国立スポーツ科学センター、中央競技団体、プロスポーツ団体などの学外諸団体における協同プロ

ジェクトに参画、および講師等での専門能力の提供による連携ができたか 

【現状説明】 

2019 年から継続して公益財団法人日本バレーボール協会・川崎市との連携協定を結び、スポーツ

医科学研究の知見をビーチバレーの競技力向上及び、地域活性化に協力している。 

2023 年度からは狛江市教育委員会との連携協定を結び、2025 年度は「スポーツ推進講演会」「親

子向けスポーツ講座」「高齢者向けウォーキングイベント」を実施した。 

高等学校との関わりでは、専修大学北上高等学校普通科アクティブターニングコーススポーツ専

攻におけるゲスト講師としてスポーツ研究所との連携を行っている。 

自治体との関わりでは、神奈川県スポーツセンターを中心に行われているタレント育成能力開発

プロジェクト「かながわジュニアチャレンジプロジェクト」のプログラム「体力・運動能力測定」「ジ

ュニア期の特性・発育発達」「トップアスリート講話」を担当している。 

 

【長所・特色】 

スポーツ庁をはじめ、日本スポーツ振興センター、日本オリンピック委員会、日本パラリンピック

委員会との専門能力による連携や情報交流だけでなく、自治体や高等学校などとも積極的な活動を

行っている。 
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【問題点】 

特になし。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（18-9）情報科学研究所 
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ॶๅ΃͹౦غ࣎ߚͶยΕ͍͗Ζ৖͍͗߻Ζ͞ͳ͖Δɼ൅ߨյ਼ʀ࣎ Ν౾ݗͶؖͤΖӣ༽ϩʖϩ͹غ

ঙ͵͏͞ͳ͖Δɼ2024ʤྫ࿪͗ߚ͹౦ࢿఈΝ਒Όͱ͏Ζɽӵชࡨ͹وɼ಼͏ߨ 6ʥ೧ౕΓΕ೧ๅ΃͹

;ఈ͕ΓوߚͲ͘ΖΓ͑ͶͤΖ͞ͳΝ݀ఈ͢ɼ೧ๅ΃͹ӵช࿨ช͹౦ߚӵช࿨ชΝ೧ๅͶ౦͢߻౹

 ఈΝ਒Όͱ͏Ζɽࡨ͹و಼

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆॶҽ͜޴͹ڂݜճΏιϝψʖ͹ࣰࢬʀࢂՅয়ڱ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

΋ʥΝɼ2024ʤྫ࿪؜ճɼ୉ָӅਫ਼୉ճͳڂݜүگճʤ৚ๅڂݜॶ͹ఈྭڂݜ 6ʥ೧ౕͺ 4 յʤݜ

൅නڂ 16 ݇ʥ֋ͤ࠷Ζ͵ʹɼ׈ڂݜಊͺ׈൅ͶߨΚΗͪɽ 

෨༙ࣟंΝড͏ͪϧϱοιϝψʖΝɼ2024ʤྫ࿪֐ 6ʥ೧ౕͺ 1 յʤߪԍ̐݇ʥ֋ͪ͢࠷ɽΨϱϧ

΢ϱͲ͹֋࠷Νญ༽ͤΖ͞ͳͶΓΕɼଲ໚Ͳͺডଶ͹ೋ͢͏ߪԍंͶΓΖιϝψʖ΍ࣰݳͲ͘ͱ͏

ΖɽॶҽҐ֐Ͷ΍ɼϋρφϭʖέ৚ๅָ෨ָ֐ࡑਫ਼ͶΨϱϧ΢ϱࢂՅ͗Ͳ͘ΖΓ͑ͶҌ಼ΝͤΖ͞ͳ

ͲɼࢂՅंΝଁΏͤΓ͑Ͷ͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 
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ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇ಼֐΃͹ϙʖϞϘʖζΝ׈༽ͪ͢৚ๅ఑ڛ͹য়ڱ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

৚ๅՌָڂݜॶಢࣙ͹ϙʖϞϘʖζΝ࣍ͬɼۛ ʓ֋͠࠷ΗΖڂݜճΏιϝψʖ͵ʹ͹৚ๅɼգڊ͹

೧ๅΏॶๅɼӵชࢿ͹ώρέψϱώʖ΍ҲལͲනࣖ͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽ౲֚ڂݜॶͳଠؖؽʤ୉ָӅɼଠڂݜॶʥͳ͹࿊ܠͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

౲֚ڂݜॶͳ୉ָӅʤܨӨָڂݜՌʥΏଠڂݜॶ͵ʹଠؖؽͳ͹࿊ܠΝଇ਒ͤΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅ୉ָӅָਫ਼͹ͪΌ͹൅නճ͹֋࠷য়ڱ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

2022ʤྫ࿪ 4ʥ೧ౕɼ2023ʤྫ࿪ 5ʥ೧ౕͶͺɼܨӨָڂݜՌॶ଒͹୉ָӅָਫ਼Νଲেͳͪ͢ڂݜ

൅න୉ճΝ 1 յ֋ͪ͢࠷ɽ৚ๅՌָڂݜॶͲͺɼ࣏େΝ୴࣯͑͹߶͏ंڂݜΝүͱΖ͞ͳ΍क͵׈

ಊ͹Ҳͯͳ͓ߡͱ͕Εɼ2009 ೧ΓΕ୉ָӅਫ਼Νଲেͳ͢ͱڂݜ൅න୉ճΝܩକ͢ͱͮߨͱͪ͘ɽ 

͖͢͢ɼ2024ʤྫ࿪ 6ʥ೧ౕͺ୉ָӅਫ਼͗͏͵͖ͮͪͪΌɼ֋࠷Ͳ͘͵͖ͮͪɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆଠڂݜॶ͵ʹ͹ଠؖؽͳ߻ಋ͹ڂݜճΏιϝψʖ͵ʹ͹֋࠷য়ڱ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

2023ʤྫ࿪ 5ʥ೧ౕҐ઴Ͷ͕͏ͱͺɼܨӨڂݜॶͳ͹߻ಋڂݜճɼιϝψʖΝܩକదͶ֋͢࠷ͱ͘
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ͱ͏ͪ͗ɼ2024ʤྫ࿪ 6ʥ೧ౕͺࣰͤࢬΖ͞ͳ͗Ͳ͘͵͖ͮͪɽޛࠕͺɼॊ઴௪Εɼڠಋ֋࠷Νࣰࢬ

Ͳ͘ΖΓ͑Ͷ౔ΌΖචགྷ͍͗Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇϋρφϭʖέ৚ๅָ෨ͳ͹ʰਕΝଲেͳͤΖ৚ๅָͶؖͤΖྛڂݜཀྵ৻ࠬ෨ճʱ͹׈ಊয়ڱ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

2024ʤྫ࿪ 6ʥ೧ౕͺɼ6 ݇͹৻ࠬ͹ਅ੧͍͗Εɼ7 յճ٠Ν֋ͪ͢࠷ɽ2025ʤྫ࿪ 7ʥ೧ౕͺɼ

ΉͲ͹ͳ͞Θɼ2ࡑݳ ݇͹৻ࠬ͹ਅ੧͍͗Εɼ2 յճ٠Ν֋ͪ͢࠷ɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽ౲֚ڂݜॶͶ͕͜Ζऀճ߫ݛͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ஏҮͶ͕͜Ζऀճ߫ݛΝଇ਒ͤΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅڂݜ੔Վ͹ٗढ़ఴࣖճ౵΃͹ड़ఴয়ڱ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

2009ʤฑ੔ 21ʥ ೧ౕΔܩକదͶड़ఴ͢ͱͪ͘ઔٗڧ؂ࡏࠅ࡜ढ़ఴͶɼ2023ʤྫ࿪ 5ʥ೧ɼड़ఱ

గ઀͗૥͖ͮͪͪΌͶड़ఱͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘͵͖ͮͪ͗ɼͨ ͹ޛɼϋρφϭʖέ৚ๅָ෨͹h ϕϫζΥ

έφʱ͵ʹͶ૥ΌͶड़ఱ͹ΠϕϫʖοΝͪͮ͞ߨͳͶΓΕɼ2024ʤྫ࿪ 6ʥ೧ɼ2025ʤྫ࿪ 7ʥ೧ͳ

࿊କ͢ͱड़ఱͤΖ͞ͳ͗Ͳͪ͘ɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

ઔٗڧ؂ࡏࠅ࡜ढ़ఴͶͺɼ2009ʤฑ੔ 21ʥ ೧ౕ͖Δ 2025ʤྫ࿪ 7ʥ೧ΉͲɼ2023ʤྫ࿪ 5ʥ೧

Νঈ͏ͱܩକదͶड़ఴ͢ͱ͏Ζɽ 
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ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆޮ֋࠴ߪΏߪԍճ͵ʹ͹ࣰࢬয়ڱ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

2023ʤྫ࿪ 5ʥ೧ౕҐ઴Ͷ͕͏ͱͺɼஏҮ͜޴͹ޮ֋ߪसճͳ͢ͱh ,7ʹ΍͹Ͱ͚Ε೘໵ʛαϱϒ

ϣʖνΝ࢘ͮͱࡠ޽Νର͢ݩͱΊΓ͑ʱΝ৚ๅՌָιϱνʖͳϋρφϭʖέ৚ๅָ෨ͳ࠷ڠͲܩକ

దͶࣰ͢ࢬͱ͘ͱ͏ͪ͗ɼ2024ʤྫ࿪ 6ʥ೧ౕͺɼঘָߏ΃͹ड़௃दۂͶ஭ྙͤΖͪΌࣰ͢ࢬ͵͖ͮ

ͪɽ2025ʤྫ࿪ 7ʥ೧ౕͺɼ࠸֋ࣰͤ͢ࢬΖ͞ͳ͗Ͳͪ͘ɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇঘָߏ΃͹ड़௃࠴ߪ͵ʹ͹ IT  ڱয়ࢬࣰݛү߫گ

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

2024ʤྫ࿪ 6ʥ೧ౕͶͺɼۛྣ͹ 2 ܯͶߏ͹ঘָߏ 3 ೖ͹ड़௃दۂΝͪͮߨɽ2025ʤྫ࿪ 7ʥ೧ౕ

Ͷ΍ɼ1 ܯͲͺߏ͹ঘָߏ 2 ೖ͹ड़௃दۂ͹ࣰࢬΝܩକͤΖ༩ఈͲ͍Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

2025ʤྫ࿪ 7ʥ೧ౕ͖Δͺɼଡຐۢ͹ SDGs ड़઴दۂ͹ 1 ͯͳ͢ͱҒ஖෉͜ΔΗͱ͏Ζɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

Ґ ৏  
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䠄18-10䠅⮬↛⛉Ꮫ◊✲ᡤ 

 

ʽ׈ڂݜಊ͹׈੓ԿͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ఈྭڂݜճΏঁ੔ڂݜΝ׈༽͢ɼ׈ڂݜಊΝ׈൅ԿͤΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅఈྭڂݜճ౵Ν௪ͣͱɼॶҽ͹઒໵෾໼Ώ಼ڂݜ༲Ͷͯ͏ͱɼॶҽؔͲ׈൅͵৚ๅި׷Ν͑ߨ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ఈྭڂݜճΝ೧̐ʛ̑յࣰ͢ࢬɼ֦ ॶҽ͹׈ڂݜಊΝஎΖؽճΝࡠΖͳͳ΍Ͷɼॶҽؔ͹ިླྀ΍ਦ

ͮͱ͏Ζɽ2025 ೧ౕͺ 7 ݆ 22 ೖͶఈྭڂݜճΝࣰͪ͢ࢬɽदۂ౵Ͳߪԍճ৖Ͷड़ੰͲ͘͵͏ॶҽ

͹ͪΌͶΨϱϧ΢ϱΝญ༽ͪ͢ύ΢ϔϨρχࣞܙͲ͑ߨͳͳ΍ͶɼڂݜճΝ࿧ժ͢ͱҲఈؔغฯଚ

͢ͱ͕͚͞ͳͶΓΕɼڂݜճͶड़ੰͲ͘͵͖ͮͪॶҽ΍ڂݜճ͹༹ࢢΝԀལͲ͘ΖΓ͑Ͷ͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆݺਕঁڂݜ੔͹׈༽Νଇ͢ɼಝͶ๘լద୵ࡩదڂݜΝࢩԋͤΖ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ԋֻͺࢩԋ͢ͱ͏Ζɽࢩ๮ͤΖॶҽͶଲ͢ͱɼঁ੔ۜΝ༫͓ͱس੔Νঁڂݜਕݺ 15ʛ25 ຬԃͳർ

ֳదঙֻͳͤΖେΚΕͶ๘լదʀேકద͵ڂݜΝࢩԋͤΖͳ͏͑Ғ஖Ͱ͜Ͷ͢ͱ͏Ζɽঁ ੔ۜ͹࢘౏

Ώ໪దͶͯ͏ͱͺਅ੧ॽΝঁ੔ۜ͹س๮࣎Ͷɼঁ੔ۜ͹ࣧߨๅࠄॽΝঁ੔ޛؔغͶ఑ड़ͦ͠Ζ͞ͳ

Ͳଧ౲੓Ν֮೟͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 
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඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇॶҽ͹ڧ؂ڂݜ͹޴৏ΝਦΖ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ຘ೧ڂݜॶ͹༩͖ࢋΔඍ඾ͳ͢ͱڂݜͶ࢘༽ͤΖૹ஖Ν߬೘͢ͱ͏Ζɽ2025 ೧ౕͺ߶ଐӹରέϫ

ϜφήϧϓΡʖͶ༽͏Ζݗड़ح౵Ν߬೘ͪ͢ɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽڂݜ੔Վ͹ऀճదؒݫͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ޮ֋ߪԍճ͵ʹΝ௪ͣͱڂݜ੔Վ͹ऀճదؒݫΝਦΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅޮ֋ߪԍճΝ೧̏յ֋͢࠷ɼڂݜ੔Վ͹ऀճదؒݫΝਦΖɽΉͪɼࢂՅं͖Δ͹͟қݡΝϓΡʖ

χώρέͤΖ͞ͳͲɼߪԍճ͹಼༲౵͹րવΏࢂՅं͹ଁՅΝਦΖ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

2025 ೧ౕͺ 8 ݆ 9 ೖͶޮ֋ߪԍճΝࣰͪ͢ࢬɽࡤ೧ౕ͖ΔΠέιη͹Γ͏γτϧ΢φΫϡϱϏη

Ͳ֋ͤ࠷Ζ͞ͳͶΓͮͱɼΓΕଡ͚͹๏Ͷ͟ड़ੰ͏ͪͫ͜ΖΓ͑Ͷ͢ͱ͏Ζɽߪԍ͹ޛͶͺ࣯ٛԢ౶

͹࣎ؔΝॉ෾Ͷઅ͜Ζͳͳ΍Ͷड़ੰंͶΠϱίʖφΝى೘͢ͱ΍Δ͑͞ͳͲߪԍճ͹րવͶༀཱིͱ

ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆࣙષՌָڂݜॶ͹ϙʖϞϘʖζΝ௪ͣͪڂݜ੔Վ͹৚ๅޮ֋Νଇ਒ͤΖ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ಊ಼༲ͳͳ΍Ͷड़׈ॶ͹ڂݜͱ͏Ζɽ͢ࡎܟॶ͹ϙʖϞϘʖζͶڂݜಊͶͯ͏ͱͺ׈ॶ͹ঀڂݜ

൝෼͹৚ๅΏॶҽ͹ϕϪηϨϨʖη͹ωϣʖη͵ʹͶͯ͏ͱ΍͢ࡎܟͱ͏Ζɽ 
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ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇਫ਼ీྚஏ͹৪෼ΠϩώϞΝրఙ͢ɼس๮ंͶ൨ාͤΖ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ਫ਼ీྚஏͲਫ਼ଋͤΖ৪෼ΝࣺਇͶफΌͪ৪෼ΠϩώϞʰ໨ຌ৪෼ฦ ͳɦʰ૴ຌ৪෼ฦ ΝɦͨΗͩΗ

2007 ೧ͳ 2008 ೧Ͷɼ͠ ΔͶ͞ΗΔ͹րఙ൝ΝͨΗͩΗ 2011 ೧ͳ 2012 ೧Ͷͪ͢ߨקɽ2025 ೧ 3 ݆

Ͷ৿ૹ൝ͳ͢ͱ͞ΗΔ್ͯ͹ΠϩώϞΝҲͯͶΉͳΌͪ΍͹Ν͢ߨקɼ͞ΗΉͲͳಋ༹Ͷس๮ंͶ

൨ා͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽ߁ๅʀଲ֐൅৶Ͷͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

 Ζɽͤڛ఑͚߁Ͷ৚ๅΝ֐ಊͶͯ͏ͱɼ಼ָ׈ॶ͹ڂݜ

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅॶҽ͹ڂݜ੔Վͳ͢ͱɼنགྷΝ೧̏࡯൅ͤߨΖɽॶҽͶଲ͢ͱنགྷ΃͹౦ߚΝଇ਒ͤΖ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ࣙષՌָنགྷΝຘ೧ 3 ݆Ͷ൅͢ߨͱ͏Ζɽ઴೧͹ 10 ݆Ͷ֦ॶҽͶ౦ߚ͹ูॄΝͮߨͱ͏Ζɽڂݜ

ॶ͹ݺਕঁڂݜ੔Νण͜ͱಚΔΗͪ੔ՎͶͯ͏ͱͺنགྷͶ౦ͤߚΖ͞ͳΝਬওͤΖ͞ͳͲɼΓΕଡ

͚͹࿨ช͗نགྷͶ౦͠ߚΗΖ͞ͳΝغଶ͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 
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඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆॶๅΝ೧̏࡯൅͢ߨͱɼڂݜॶ͹׈ಊΝ಼ָ֐Ͷ়͚߁ղͤΖ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ࣙષՌָڂݜॶॶๅΝຘ೧ 3 ݆Ͷ൅͢ߨͱ͏Ζɽڂݜॶ͹׈ಊ಼༲Ώॶҽ͹दۂΏڂݜͶؖͤΖ

͞ͳ͵ʹɼ༹ʓ͵͞ͳΝ൅৶͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇڂݜ੔ՎΝ͚߁఑ͤڛΖͪΌɼنགྷ͹ڂݜ੔ՎΝຌָϨϛζφϨͶౌ࿧ͤΖ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

 Ηͪ࿨ชͺસͱਦॽؙΝ௪ͣͱϨϛζφϨͶౌ࿧͠Ηͱ͏Ζɽ͠ࡎܟགྷͶن

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 
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＜教育研究のための情報通信技術(ICT)環境の整備・運用について＞ 

(1) 達成目標 

利用者の要望に配慮し、教育研究用 ICT 環境を適切に整備・運用する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①教育研究組織等の学内ユーザの意見・要望を吸い上げ、関係学内所管と調整した上で、 ICT 環境

等を整備できているか 

【現状説明】 

情報科学センターでは、協議会と運営委員会を通して教育研究組織代表者から意見・要望を吸い上

げている。 

2025（令和７）年度は、端末室 PC の機能をクラウドサーバ上で実現する VDI(Virtual Desktop 

Infrastrucrure)システムの最適化に取り組んでおり、マイナートラブルの改善、動作するアプリケー

ションの追加等を進めている。 

また、統合認証基盤システムを更新し、メールアドレスを用いたパスワード再設定機能を追加し

た。これまでパスワード失念時は、情報科学センター窓口で身分証明書を確認のうえ、パスワードの

リセットを行っていたが、新システムでは事前に Web サイトから再設定用のメールアドレスを登録

しておくことで、パスワード失念時に窓口に行くことなく自身でパスワードの再設定をすることが

可能となった。 

 

【長所・特色】 

該当無し。 

 

【問題点】 

該当無し。 

 

評価の視点 

②より良い環境を整備するために、他大学の状況、システム・機器の技術動向などの新しい情報を

収集し活用しているか 

【現状説明】 

随時、ベンダーや各種業者から情報を徴取し、また各種情報共有のためのイベントに参加し、技術

動向の収集に努めている。 

 

【長所・特色】 

該当無し。 
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【問題点】 

該当無し。 

 

評価の視点 

③導入業者、関連学内所管等と協力して、ICT 環境を適切に運用して、安定稼働を図っているか 

【現状説明】 

2024（令和 6）年度導入の教育・研究用コンピュータシステム、2021（令和 3）年導入の in Campus

（ポータル兼 LMS）において、月例・隔月で納入業者と打合せを行い、問題点とその対応について

協議している。小さな問題は発生しているが、その都度適切に対応して安定稼働できている状況であ

る。 

 

【長所・特色】 

該当無し。 

 

【問題点】 

該当無し。 

 

＜教育研究のための情報通信技術(ICT)環境の利用促進について＞ 

(1) 達成目標 

教育研究のための情報通信技術(ICT)環境の利用を促進する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①ネットワーク、オンラインサービスを適切に利用できるように開放しているか 

【現状説明】 

学生が自分のＰＣを、キャンパスの無線 LAN に接続し、オンラインサービスに接続して利用す

ることが増えており、ログデータをモニターしながら、適切に利用できているか把握するようにして

いる。 

 

【長所・特色】 

該当無し。 

 

【問題点】 

2025（令和７）年 4 月から 1 カ月ほど、利用者（接続デバイス）の急増により、無線 LAN に繋が

りづらい状況が発生した。システムの構成・設定変更により改善が見られている。 
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評価の視点 

②Web ページやマニュアルの整備、質問窓口の設置、説明会等、利用促進をはかるためのサービス

を展開しているか 

【現状説明】 

受付窓口の体制をシステム導入業者との連携により強化を行い、各クラウドサービスや BYOD 等

の専門的な質問にも対応できている。 

新入生向けのオンデマンド形式のオンラインガイダンスや、VDI・Office365 のセットアップ対応

の臨時窓口開設など、内容に応じてオンデマンド形式と対面形式を使い分ける工夫を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当無し。 

 

【問題点】 

該当無し。 

 

＜情報関連の教育の推進について＞ 

(1) 達成目標 

学生・教職員が、情報倫理・セキュリティ、情報処理、データサイエンス等の情報に関連する学

習の機会を適切に得られるように推進していく。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①授業科目の展開、講習会の開催、オンライン教材の整備等により、学習の機会を適切に用意して

いるか 

【現状説明】 

2025（令和 7）年度に情報科学センターで実施する「情報入門１」「情報入門２」においては、数

理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラムの履修率向上のため、展開数および時間割の見直しを行

った。 

2026（令和８）年度のカリキュラム改正に伴い、「情報入門１」「情報入門２」は「データサイエン

ス入門」「データサイエンス実践」となり、このうち「データサイエンス入門」は必履修となる。履

修者の増加に対応するため、生田校舎 9 号館４階端末室の整備を行った。 

また「データサイエンス入門」「データサイエンス実践」の時間割や運用方法については、各学部・

学科と連携して検討し、適切に準備を進めている。 

情報倫理・セキュリティの教育に関しては、情報システム課が事務局を担当している学校法人専修

大学情報セキュリティ委員会により、具体的な事例を通して情報セキュリティに対する適切な知識

を持っていただくことを目的として教職員に対し「情報セキュリティ理解度チェック」を実施した。

学生に対しては、研修用動画の視聴を新入生ガイダンス時に周知した。 
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【長所・特色】 

該当無し。 

 

【問題点】 

該当無し。 

 

評価の視点 

②テキストなどの教材を、担当教員や受講対象学科の意見、モデルカリキュラムの内容、社会の動

向を考慮し、適切な内容となるように改善しているか 

【現状説明】 

内閣府・文部科学省・経済産業省の 3 府省が連携した「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログ

ラム認定制度」が 2021（令和 3）年からスタートし、専修大学においてこの認定を受けた教育カリ

キュラム「Si データサイエンス教育プログラム」を、情報科学センター長を委員長とし、情報シス

テム課が事務局に加わった運営委員会を設置して運用を行っている。 

情報科学センターにおいては、教育企画室において、対応カリキュラムを検討し、それを情報科学

センターで実施する「情報入門 1・2」に導入していくとともに、他学部での専門科目で実施する際

の参考になるように展開した。また、モデルカリキュラムに準拠した 10 分程度の動画教材 3 本を、

教育企画室監修のもと作成し、オンデマンド教材として授業で活用できるようにしているが、この内

容について、生成 AI の急速な発展に対応できるようバージョンアップし、2026(令和８)年の授業で

活用できるように提供することを予定している。 

 

【長所・特色】 

該当無し。 

 

【問題点】 

該当無し。 

 

評価の視点 

③学習を支援する環境を適切に用意しているか 

【現状説明】 

学生アルバイトによる端末操作補助員や窓口スタッフを採用し、円滑な授業運営と学生の学習支

援を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当無し。 

 

【問題点】 

該当無し。 

 

以 上  
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＜新たな入学者選抜試験制度の提案について＞ 

(1) 達成目標 

新たな年内入試の提案および学内調整 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①志願者に理解しやすい入試制度設計 

②入学者受け入れ方針に関する学内調整および適切な体制・仕組みの構築 

③すべての志願者に対する情報提供の適切性 

【現状説明】 

  学内会議において、複数回の説明および意見聴取を実施（入学試験員会、学部長会、教授会）。10

月 29 日までに、各学部の意見を聴取した資料を取りまとめ、10 月 30 日に開催された学部長会で報

告し、次年度については、実施しないことが了承された。 

今後、11 月４日入学試験委員会・11 月 13 日学部長会・11 月 25 日教授会に付議し、承認され次

第、正式決定となる予定。（11/4 現在） 

 

【長所・特色】 

 新たな総合型選抜として、学業と学業以外の活動との調和のとれた、本学で学ぶことを希望する者

を早期に選抜することを目的とした入学者選抜試験である。選考方法は、基礎学力（２科目）及び、

全体の学習成績の状況の基準、志願者作成の活動報告書、高校で発行される調査書によって、正課・

課外の活動状況の評価を行い、学修の前提となる学力を評価する多面的・総合的な選抜である。 

 

【問題点】 

 導入における、作問体制の構築及び、システム改修費等のコスト面に関する学内調整。 

 

＜入学者選抜試験実施体制について＞ 

(1) 達成目標 

出題ミス防止に関わる状況の定期点検・評価および改善 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①作問体制における適切な進捗管理 

②作問内容に関するチェック体制の改善 

【現状説明】 

 ５月に実施した全体作問会議の資料に基づき、各科目において、問題なく作問業務が進んでいる。
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現在、作問内容に関する外部のチェック機関と調整し、入学試験実施直後のチェック体制構築を進め

ている。 

 

【長所・特色】 

 外部の専門機関を活用することで、合否判定に関する重大な事故を未然に防ぎ、合格発表後の予期

せぬ追加合格を抑止する効果が期待できる。 

 

【問題点】 

 該当なし。 

 

＜学生募集力の向上について＞ 

(1) 達成目標 

本学で実施するイベント参加者における志願率及び手続率の向上 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①オープンキャンパスの参加者における志願率の増加 

②オープンキャンパスの参加者における手続率の増加 

【現状説明】 

 2025（令和 7）年度のオープンキャンパスは、６月・７月・８月（合計６日間）に実施した。来場

者数の合計は、26,132 人で、前年比 1,062 人・4.2％増となり、模擬授業・個別相談を通じて、多く

の受験生と接触することができた。 

 

【長所・特色】 

アンケートによる来場者の満足度は、すべての回で 98％を超えており、オープンキャンパスの柱

である模擬授業・個別相談を通じて、十分な訴求ができたと考えられる。また、６月・７月のオープ

ンキャンパスにおいては、志願・手続大学の選択に大きな影響力を持つ保護者が積極的に参加してお

り、参加者の志願率・手続率向上に寄与すると推察される。 

 

【問題点】 

 該当なし。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（21-1）学生生活関係 

 

＜学生の修学に関する適切な支援（奨学金その他の経済的支援の整備）を行っているか＞ 

(1) 達成目標 

各種の奨学金制度など経済的な支援策の充実と適正な運用が行われ、学生が安心して安定した

学生生活を送ることができる環境が整えられていること。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①日本学生支援機構（高等教育の修学支援新制度含む）奨学金の運用が適切に行われているか 

【現状説明】 

[日本学生支援機構奨学金]   

・新規採用件数 

1,471 件（一種 602 件、二種 869 件） ※令和７年９月 30 日時点 

  ・貸与件数 

5,324 件（一種 2,275 件、二種 3,049 件） ※令和７年９月 30日時点 

  ［高等教育の修学支援新制度］ 

・授業料減免および給付型奨学金支給の対象になる「高等教育の修学支援新制度」3,167 名 

※令和７年９月 30 日時点 

   ※修学支援対象者には休停止中（適格認定停止、自己都合停止、休学による休止者）を含む 

 

令和７年度より、多子世帯に属する学生を対象に、所得制限を設けず、一定額まで大学等の授業料

および入学金を無償とする新制度が導入され、支援内容が拡充された。この結果、本学における制度

利用者は、令和 7年９月 30日現在で前年度の倍以上となった。 

 

【長所・特色】 

高等教育支援制度利用者の増加を踏まえ、事務業務の効率化、学生の利便性向上、各所管との連携

強化を目的に、奨学金クラウドサービスを導入した。これにより、授業料減免額の自動計算や、通知

書・申請書の一括作成が可能となり、従来の手計算や差し込み印刷による作業が不要になった。加え

て、作成した通知書の一部はクラウドサービスを通じて学生や保護者へオンラインで交付可能とな

った。 

 

【問題点】 

令和７年度は制度改正の初年度であり、周知不足による利用者からの問い合わせが多く、周知と運

用体制の整備が課題となった。また、制度の複雑さや対象者の拡大に伴い、事務負担が増加している

ことも課題である。 
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評価の視点 

②本学独自経済支援奨学金制度の運用が適切に行われているか 

【現状説明】 

本学独自の経済支援奨学金制度の運用状況は次のとおりである。※令和７年９月 30 日現在 

①利子補給奨学生  １名 

②家計急変奨学生  ５名 

③災害見舞奨学生  ０名 

④専修大学進学サポート奨学生  161 名 

⑤私費外国人留学生の学習奨励等のための授業料減免  32 名 

⑥育友会奨学生 ０名 

⑦校友会奨学生 ０名 

 

【長所・特色】 

経済支援奨学金制度が複数あり、学生の個々の経済支援が必要な状況に応じた支援を行っている。 

 

【問題点】 

 該当なし。 

 

評価の視点 

③民間団体等による奨学金制度の情報を適切に発信しているか 

【現状説明】 

民間財団への応募者について 

募集件数 114 件、応募者数 47 名、採用者数 27 名 ※令和７年９月 30日現在 

 ※上記採用者数以外に、大学が事前に認知せず、採用の連絡あるいは在籍確認等により採用を認知

した学生数は 12名となる。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

 

＜学生の生活に関する適切な支援（学生の心身の健康、保健衛生及び安全への配慮）を行っているか＞ 

(1) 達成目標 

学生が健康を維持し、事故を防止して、安全に学生生活を送る環境が整備されていること。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①学生の健康維持、増進を目的とした支援が適切に行われているか 

【現状説明】 

（１）定期健康診断の実施 

令和７年度 

オリエンテーション・ガイダンス期間の前週に実施した定期健康診断と 9 月 17 日（水）に国際コ

ミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科の留学者を対象とした健康診断を合わせた、

学部学生の受診率は 71.9%（前年度比＋3.3pt）であった。 

（２）歯科健診の実施 

  令和７年度 

 定期健康診断実施期間の 2 日間に歯科健診を実施した。対象者は 2 年次以上の希望者とし、実施

会場は神田校舎のみ 1,000 名を限度として実施した。歯科健診が義務づけられていない大学生の口

腔内状況に変化がないか調べ歯科受診勧奨を目的とした東京都歯科医師会に協力し令和５年度から

３か年の契約で実施し令和７年度が最終年度となった。 

 日  程 令和７年３月 27 日（木）、28日（金） 

場  所 神田校舎 

受診者数 403 名  

（３）学生生活支援プロジェクト の実施 

 物価高騰などで苦しむ学生に経済支援を目的に、学生の SDGs に対する意識改革、行動変容をめ

ざして、SDGs の視点を加えて食料品・生理用品の提供、ウォーターサーバの設置、応援ランチの実

施など学生の生活に密着した物品の提供やサービスを行う。  

第１弾 食料品等配布 

   食料品や日用品等を無償で提供することで学業への意欲と学生生活を支える。 

   令和７年度 

第 1回 4 月 ８日（火）、９日（水） 参加者数 生田 750 名、神田 330 名 ※ぶどう糖水の配布 

第 2回 4 月 25 日（金） 参加者数 生田 900 名、神田 600 名 ※パックご飯の配布 

第 3回 5 月 ７日（水） 参加者数 生田 983 名、神田 600 名 ※パックご飯の配布 

第 4回 7 月 10 日（木） 参加者数 生田 300 名、神田 200 名 ※熱中症対策品の配布 

第 5回 7 月 18 日（金） 参加者数 生田 504 名、神田 200 名 ※熱中症対策品の配布 

第 6回  12 月 12 日（金） 参加者数 生田 600 名、神田 400 名）※実施予定 

   ※育友会、校友会、教職員他からの支援により実施。 

第２弾 応援ランチの実施 

物価高騰により経済的に困窮する学生への支援として、栄養バランスが考えられ、ボリュームのあ

るメニューを特別価格で提供する。 

   令和７年度 

   前期 提供数 6,000 食 ５月・６月・７月（月５日間×３か月） 

    神田校舎 １日あたり 140 食 × 15 日 ＝ 2,100 食提供    
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    生田校舎 １日あたり 260 食 × 15 日 ＝ 3,900 食提供    

   後期 提供数 6,000 食 10 月・11月・12月（月５日間×３か月）※実施予定 

   神田校舎 １日あたり 140 食 × 15日 ＝ 2,100 食提供 

生田校舎 １日あたり 260 食 × 15 日 ＝ 3,900 食提供 

第３弾 ウォーターサーバーの設置 

安全で清潔な飲料水を無償提供することでマイボトル持参を促進し、プラスチックごみを削減す

る。 

令和７年度 

[既設] 

神田校舎３か所 １号館地下２階学生ホール、地下１階学生ホール、10 号館１階 

生田校舎３か所 生田会館２階、９号館５階 CABIN、10号館４階スカイテラス 

[新設] 

令和 7 年 7月に生田校舎総合体育館１階に増設 

第４弾 生理用品の提供 

社会問題として顕在化した「生理の貧困」への対応や、突然の生理や手持ちの生理用品が不足する

等の女性特有の困りごとへの支援としてキャンパスの一部トイレにおいて生理用品を提供すること

で学生生活を支援する。 

令和 7 年度 

  [既設] 

神田校舎 ３か所 １号館号館地下１階、９号館１階、10 号館７階 

生田校舎 ５か所 １号館１階、２号館１階、４号館２階、９号館５階、10号館４階 

[新設] 

神田校舎 ２か所増設 ５号館２階、７号館２階 

生田校舎 ３か所増設 ５号館１階、７号館１階、８号館２階 

（４）100 円朝食の実施 

  100 円朝食は「学生に対する食育」の観点から平成 26 年度より実施している。令和７年度は、提

供時間を拡大し経済支援の意味合いも含め年間 24,000 食を提供予定とする。１日 60～100 食程度を

目安に、それぞれの食堂がスープご飯や丼ものなど工夫を凝らして提供している。 

  令和７年度 

[対象となる食堂] 

神田校舎 ２店舗 

10号館７階「107（てんなな）食堂」、１号館地下１階食堂 

生田校舎 ３店舗 

生田食堂館２階「VIEW」、10 号館４階「スカイテラス」、 

生田会館１階「赤れんが食堂」（前期のみ） 

（５）献血の実施 

令和７年度 

神田校舎 ※実施場所 10 号館１階外広場 
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第１回  6 月 9日（月）  主催:学生自治会 

第２回 12月 5 日（金）  主催:学生自治会 ※実施予定 

生田校舎 ※実施場所 10 号館屋外エスカレーター前 

第 1回  4月 21日（月）  主催：学生生活課 

第 2回  4月 22日（火）  主催：学生生活課 

第 3回  5月 28日（水）  主催：学生生活課 

第 4回  5月 29日（木）  主催：学生生活課 

第 5回 10 月 １日（水）  主催：学生生活課 

第 6回 10 月 ２日（木）  主催：学生生活課 

第 7回 11 月 ８日（土）  主催：鳳祭実行員委員会 

  

【長所・特色】 

令和６年度まで、「食料支援プロジェクト」として実施していた業務について、食料品以外の支援

の必要から、令和７年度より「学生生活支援プロジェクト」と改称した。 

学生生活支援プロジェクトは育友会、校友会、教職員等の支援を得て実施している。加えて、令和

７年度日本学生支援機構の「物価高に対する経済対策支援事業」による 100 万円の助成金が交付さ

れた。この助成金を利用してより充実した学生支援の実施を検討する。 

歯科健診について、令和５年度から東京都歯科医師会の協力要請に応じ実施した。東京都歯科医師

会による大学生向け歯科健診事業は本学の他、青山学院大学、駒澤大学、法政大学で実施されてい

る。 

 

【問題点】 

定期健康診断受診率が前年度比＋3.3 ポイントの 71.9％となったが、コロナ禍以前（令和元年度）

の受診率（一部学生 80.5％）と比較すると未だに隔たりがある。定期健康診断により重篤な疾患に

気づく場合もあり、定期健康診断の受診率向上を図る。 

学生食堂においては、人件費の高騰や原材料費の高騰も重なり、食堂の運営に大きな負担が生じて

おり大変厳しい状況での営業となっている。こうした中で、生田校舎生田会館にある「赤れんが食

堂」が令和７年８月末で閉店したため、学生の食事の確保を目的にキッチンカーによる食事の販売を

開始した。学生の食事提供に課題がある。 

 

評価の視点 

②飲酒や薬物に関わる事故および事件の防止に関する取組みが適切に行われているか 

【現状説明】 

（１）飲酒に関わる事故および事件の防止に関する取組み状況 

本学では過去に発生した学生による飲酒死亡事故を二度と繰り返さないという基本姿勢を強く発

信している。 

①学生生活ガイダンス  

令和７年度 
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テーマ：本学の飲酒事故撲滅に対する本学の基本姿勢と過去の事故事例の紹介 

対 象：全学生 

備 考：神田校舎、生田校舎ともに対面で実施 

②専修大学入門ゼミナール（正課科目） 

令和７年度 

テーマ：飲酒時のトラブルに対する対処法および SNS 利用時の注意、成年年齢引き下げに伴う注意 

対 象：１年次 

③スポーツリテラシー（正課科目） 

令和７年度 

  テーマ：薬物乱用防止、20歳未満の飲酒・喫煙が身体に及ぼす危険性 

   対 象：１年次 

   備 考：神田校舎、生田校舎とも、川崎市健康福祉局より資料を借用し、本学教員が講義した。 

④アルコールパッチテスト 

令和７年度 

神田校舎、生田校舎とも、１年次については学生生活ガイダンス内で実施。他の年次については、 

保健室窓口、飲酒に関するセミナー内、BOSAI フェア内で実施。 

⑤その他の周知・啓発活動 

令和７年度 

飲酒事故撲滅に向け、HP（https://www.senshu-u.ac.jp/campuslife/support/）での告知に加え、適 

宜 in Campus 等で注意喚起を実施。 

（２）薬物等（大麻、危険ドラッグ等）の乱用防止に関わる啓発活動 

学生・教職員に対して薬物乱用の危険性を伝えることを目的として実施した。 

①スポーツリテラシー（正課授業） 

令和７年度 

テーマ：薬物乱用防止、20 歳未満の飲酒・喫煙が身体に及ぼす危険性 

   対 象：１年次 

備 考：神田校舎、生田校舎とも、川崎市健康福祉局より資料を借用し、本学教員が講義した。 

②薬物乱用防止セミナー 

令和７年度 

日  程：８月１日（金）18:00～19:00 

場  所：神田校舎７号館３階 731 教室（オンライン視聴会場） 

生田校舎１号館１階 114 教室（対面実施会場） 

        １号館３階 131 教室（オンライン視聴会場） 

オンライン：Google ｍeet 

講  師：GST 薬物乱用防止委員会委員長 根津万寿夫 氏 

参加者数：1,017 名（対面 706名、オンライン 311 名） 

③定期健康診断実施時の啓発 

令和７年度 
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神田校舎、生田校舎とも、定期健康診断の配布資料として、川崎市健康福祉局が作成したパンフレ

ットを配布し、薬物乱用防止について啓発した。 

④その他の周知・啓発活動 

令和７年度 

薬物等の乱用防止に関わる啓発として、HP（https://www.senshu-u.ac.jp/campuslife/support/）で

の告知に加え、適宜 in Campus 等で注意喚起を実施。 

（３）事件事故の防止に関わるセミナーの実施 

①適正飲酒啓発セミナー 

令和７年度 

（神田校舎） 

日  程：７月９日（水） 

場  所：５号館１階 51B 及び Google クラスルームを用いたオンライン配信 

講  師：サッポロビール株式会社 高林 充 氏 

参加者数：対面 22 名、オンライン９名 

（生田校舎） 

日  程：７月 16 日（水） 

場  所：10 号館４階 BIZREACH CAMPUS LOUNGE 及び Google クラスルームを用いたオン

ライン配信 

講  師：サッポロビール株式会社 高林 充 氏 

参加者数：対面 100 名、オンライン 17 名 

②トラブルになる前に！知っとこキャンペーン 

  交通安全、消費者トラブル、SNS 型投資詐欺など、身近に潜むリスクについて啓発し、学生自身

がトラブルを未然に防ぐ力を身につけることを目指した。学生食堂において、神奈川県警や本学のマ

スコットの着ぐるみによる資料配布を行い、親しみやすく、参加しやすい形で情報提供を行った。 

令和７年度 

日  程：９月 24 日（水） 

場  所：生田校舎 10 号館４階スカイテラスから BIZREACH CAMPUS LOUNGE  

協  力：多摩警察署、川崎市消費者行政センター  

参加者数：約 600 名 

③飲酒事故防止セミナー 

新入生を迎え入れるにあたり、20歳未満の飲酒やアルコールハラスメントなどの飲酒問題、また、

それによる事故や影響について学び、事件事故を未然に防ぐための正しい知識・方法を身につける。 

令和７年度 

神田校舎、生田校舎において、令和８年３月に実施予定。 

 

【長所・特色】 

飲酒事故防止および薬物等の防止に関する取り組みは、正課科目である「専修大学入門ゼミナー

ル」「スポーツリテラシー」および「キャンパス・ガイダンス」で注意喚起を行っている。 
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「適正飲酒啓発セミナー」「飲酒事故防止セミナー」は学生自治会の協力を得て実施している。３

月に実施するセミナーは新入生勧誘活動参加団体の出席を必須とすることを予定するなど、教職員・

学生の３者が協力する体制で実施している。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜学生の正課外活動（部活動等）を充実させるための支援を実施しているか＞ 

(1) 達成目標 

学生が正課外の諸活動を通して充実した学生生活を送ることができるよう大学としての支援体

制が整っていること。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①学生団体、公認団体に対する支援が適切に行われているか 

【現状説明】 

課外活動については、新型コロナウイルス感染症による活動中止されていた行事の再開など学生

の活動が充実したものとなるよう、指導・助言し学内外での活動を許可している。 

（１）新入生勧誘活動（主催 学生自治会） 

令和７年度 

神田校舎 ４月７日(月)、８日(火)、９日(水) 

生田校舎 ４月７日(月)、８日(火)、９日(水) 

（２）黒門祭（主催 黒門祭実行委員会） 

令和７年度 参加 19 団体、参加者数延べ 2,000 名 

神田校舎 ６月 28 日(土) 

生田校舎 ６月 27 日（金）～29日（日） 

（３）青衿祭（主催 青衿祭実行委員会） 

令和７年度 参加者数約 80名 

日  程： 10月 25 日(土) 

場  所：溝の口劇場  

（４）鳳祭（主催 鳳祭実行委員会） 

令和７年度 

日   程：11月７日（金）～９日（日） 

場   所：生田校舎 

参加団体数：約 100団体 

：    参加者数：約 45,000 名 

（５）体育祭【体育祭実行委員会主催】 

令和７年度 

日  程：12 月６日（土）予定 
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【長所・特色】 

コロナ禍での課外活動の中止により引継ぎがされず開催が中止されていたが、青衿祭が再始動し

た事は大きな前進である。 

 

【問題点】 

コロナ禍での活動制限などにより、サークル活動の実績が見られない 40 団体に対し、公認団体許

可を取り消した。上記特色で記載した青衿祭についても、開催形態や時期・運営方法の見直しが必要

となる。 

 

評価の視点 

②ボランティア活動に対する支援が適切に行われているか 

【現状説明】 

学生部ではボランティア推進委員会を設置し、その傘下団体として専修神田ボランティア（SKV）、

専修生田ボランティア（SIV）を置き、学生のボランティア意識の向上と防災に関する知識及び技術

の修得の支援を適宜行っている。 

今年度、学生部・ボランティア推進委員会・SKV・SIV が主催または協力した企画は以下のとおり。 

（１）災害救援ボランティア講座【協力：千代田区社会福祉協議会、（公）日本法制学会】 

令和７年度 

前期日程 ６月 14 日（土）、６月 15日（日）、６月 22 日（日） 参加者数 39 名 

後期日程 ９月 17 日（水）、９月 18日（木）、９月 19 日（金） 参加者数 39 名 

（２）BOSAI フェア 

   令和７年度 

日  程：６月 27 日(金) 

場  所：神田校舎 10 号館１階エレベーターホール、中庭 

参加者数：175 名 

協  力：神田消防署、神田消防団、神田警察署、千代田区環境安全部防災・危機管理課、SL災

害ボランティアネットワーク、SKV、管理課、庶務課 

（３）Clean Town in KANDA【協力：SKV、ECO ボランティア、神保町三丁目町会、北神町会】 

令和７年度 

日  程：11 月６日(木)  

場  所：神田校舎から最寄りの 3 駅までの通学路と大学周辺地域 

参加者数：106 名 

（４） 防災食フェア ※実施予定 

令和７年度 

日  程：11 月 19 日（水） 

場  所：生田校舎 10 号館１階アカデミーモール 

協  力：川崎市消防局、川崎市多摩区役所危機管理担当、SIV、庶務課 
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（５）学生ボランティア団体創立 15周年記念イベント ※実施予定 

   日  程：11月 29 日（土） 

   場  所：神田校舎５号館 

   参加予定：約 180 名 

（６）SKV・SIV 石巻合同合宿 ※実施予定 

令和 7 年度 

日   程：令和８年３月 10 日（火）～３月 12 日（木） 

場   所：宮城県石巻市 

   内   容：未定 

   講   師：未定 

   事前学習会：令和８年３月上旬予定 

   事後学習会：令和８年３月下旬予定 

 

【長所・特色】 

東日本大震災以降、本学における防災教育を様々な角度から企画・実施・支援してきた。令和 7 年

度、神田消防署の推薦を受け、東京消防庁「第 22 回地域の防火防災功労賞」を申請し、優秀賞を受

ける予定である。 

 

【問題点】 

 該当なし。 

 

評価の視点 

③各種セミナー、講座、コンクール等が適切に行われているか 

【現状説明】 

学生部で実施するセミナー・講座・コンクール等は、学生同士の交流の場を創出し、学部・学科を

超えた友人作り、日々の活動や取り組みへのきっかけ作り、成果発表の場等を目的に実施している。  

（１）学生のためのアルバイトセミナー 

令和７年度 

   日  程：６月 18日(水)、６月 24日(火) 

場  所：Zoom を用いたオンライン 

   参加者数：12名 

（２）ミニコンサート 

   令和 7年度 

日  程：７月３日(木)、４日(金) 

場  所：生田校舎 10 号館１階アカデミーモール 

※11 月、12月に実施予定  
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（３）千代田区関連イベント一斉打ち水 

   令和７年度 

   日  程：８月３日(日)  

場  所：神田校舎７号館１階 

   参加者数：40名 

（４）マイボトルデザインコンテスト 

令和７年度 

募 集 期 間 ：８月３日(日)～22 日(金)  

受賞作品発表：10 月１日(水) 

表  彰  式：10 月 20日（月） 

応 募 者 数 ：31 名 

（５）自己表現・ボイストレーニング講座 

   令和７年度 

   日  程：８月４日（月）  

場  所：神田校舎 10 号館 16 階相馬永胤記念ホール 

   参加者数：24名 

（６）新入生歓迎セミナー 

令和 7 年度 

期   間：８月５日（火）～７日（木） 

場   所：宮城県石巻市 

内   容：震災について学び、石巻の食や文化を見学・体感、石巻専修大学生との交流 

事前学習会：５月 24 日（土）、６月 21 日（土）、８月３日（日） 

報 告 会：８月 29 日（金） 

参 加 者 数：学生 37 名、引率者３名 

（７）学生部セミナー 

令和７年度 

   日   程：９月 15 日（月）～19 日（金） 

場   所：沖縄県那覇市他 

内   容：平和学習（ひめゆり平和資料館、平和記念公園）、芸術体験（琉球ガラス制作）、生活

文化体験（民泊体験、シークワーサー収穫体験他）、清掃活動 

事前学習会：６月 21 日（土）、７月 26 日（土）、８月 28 日（木） 

報 告 会：10月４日（土） 

参 加 者 数：学生 14 名、引率者３名 

（８）生田キャンパス花火鑑賞会 

   令和 7年度 

   日  程：９月 20日（土） 

場  所：生田校舎 10 号館４階学生ラウンジ 

   参加者数：400 名 
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（９）懸賞論文・文芸作品コンクール 

令和 7 年度 

募 集 期 間 ：９月 22 日(月)～26 日(金) 

受賞作品発表：11 月 19日(水) 

表  彰  式：12 月１日(月)予定 

応  募  数：懸賞論文 14作品、文芸作品 30 作品 

（10）いしのまき祭り 

首都圏在住者に石巻の魅力を伝え、地域間交流と地域活性に資する取り組みとして石巻市と石巻 

専修大学が令和５年に初めて開催した。学生部の「新入生歓迎セミナー」参加者が運営・協力して 

いる。 

   令和７年度 

   日  程：10月 26 日（日）11：00～14：00  

場  所：神田校舎 10 号館１階エントランスホール・中庭 

   内  容：ふるまい(石巻焼きそば、牡蠣のチーズグラタン、鯨缶の野菜炒めの無償提供)、活動報

告展示、動画コンテスト、ミニ七夕飾りのワークショップ、震災仮想体験ゲーム等  

   来場者数：313 名 

（11）護身術体験講座 

   令和７年度 

   日  程：12月 17 日(水)  ※実施予定 

場  所：神田校舎７号館１階学生ラウンジ 

   講  師：警視庁神田警察署 

（12）パーソナルカラー講座 

   令和７年度 

   日  程：令和８年２月４日(水)  ※実施予定 

   場  所：神田校舎教室 

（13）Senshu Street Piano 

令和７年度 (新規実施) 

日  程：11 月及び 12月 ※実施予定 

場  所：生田校舎生田会館２階 

（14）専修大学学生の海外研修・国際交流奨励生制度 

   本学学生の自主的意思による海外研修・国際交流について奨励することにより、豊かな国際感覚

を養うことを目的とし、渡航費用の一部を奨励金として支給する。 

   令和 7年度 

   前期 応募件数３件（個人２、団体１） 合格件数１件（団体１） 奨励金額 120,000 円 

   後期 応募件数３件（個人１、団体２） 合格件数０件 

（15）サークル部長・顧問懇談会 

   課外活動の現状や課題を教職員と学生部で共有することを目的として開催した。 

   令和７年度 
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   日  程：７月 15日（火） 

場  所：Teams によるオンライン 

   参加者数：29名（うちサークル部長・顧問 22名） 

   内  容：顧問の役割、飲酒に関する注意喚起、サークルトラブルの実例、夏期休暇中の事故に関

する報告について 

 

【長所・特色】 

新入生歓迎セミナーと学生部セミナーは、令和５年度から内容を刷新した。石巻専修大学や校友と

のネットワークを活かしたオリジナルプログラムで実施している。 

また、新入生歓迎セミナーでの学びや活動を「いしのまき祭り」につなげ、石巻市の魅力を発信し

た。 

 

【問題点】 

   学生部セミナーの実施にあたっては、物価高等のあおりを受け、参加者数が低迷した事を受け、次

年度においては、開催時期・内容等の見直しが必要となる。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告  

（21-2）学生相談室  

 

ʽָਫ਼͹ৼཀྵద੔ௗͶؖͤΖࢩԋର੏Ͷͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ָਫ਼͹ଡ༹͵ωʖθͶଲԢ͢ɼৼཀྵద੔ௗΝଇ਒ͤΖ૮஌ʀࢩԋΝ఑ͤڛΖɽ 

  

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅָਫ਼͹ৼཀྵద੔ௗͶؖΚΖ૮஌ʀࢩԋ͗న઀Ͷࣰ͠ࢬΗͱ͏Ζ͖ɽΉͪɼؖ ҫྏ;ٶ෨ॼܐ

 Ͳ͘ͱ͏Ζର੏͗੖ͮͱ͏Ζ͖ܠͳన઀Ͷ࿊ؖؽ

ᶆָਫ਼گ;ٶ৮ҽͶଲ͢ͱɼָਫ਼૮஌࣪͹ଚࡑͳͨ͹ؽ೵͗बஎ͠Ηɼචགྷ͵ָਫ਼͗Πέι

ηͲ͘Ζয়ସͶ͍Ζ͖ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ʀ૮஌ଲԢԈ਼ͺɼ2022ʤྫ࿪ 4ʥ೧ౕͺ 5,930 ݇ͳ৏ত͢ɼ2023 ೧ౕͺ 6,102 ݇ͳָਫ਼૮ 

஌࣪֋અҐཔ࠹୉͹਼݇ͳ͵ͮͪɽ2024 ೧ౕͺ 5,926 ݇ͳ઴೧ౕർ 97.1%ͳ͵ͮͪɽ2025 

೧ౕ 9 ݆ 30 ೖࡑݳͺ 3,080 ݇ɼ઴೧ಋ݆ർ 95.3ˍͲ͍Ζɽ  

૮஌಼༲ͺྭ೧௪Εɼʰ݊߃ʱʰਕؔؖܐʱʰָۂʱʰ਒࿑ʱ౵͗஦ৼͲ͍Ζɽ  

2024 ೧ౕΓΕ૮஌਼݇͹ଁՅͶଲԢ͢ɼਫ਼ీΫϡϱϏηͲͺɼ݆༷ೖ͖Δ༷ۜೖΉͲ઒೜ 

  ΩΤϱιϧʖͳඉ৙ۊΩΤϱιϧʖΝૌΊ߻Κͦͱ̑໌ͲΩΤϱιϨϱήΝߨ͵ͮͱ͏Ζɽਈ 

ీΫϡϱϏηͲͺɼ2 ໌ର੏ʤਭ༷ೖ͹Ί̑໌ର੏ʥΝͳͮͱ͏Ζɽ 

ʀ૮஌๏๑ͺɼଲ໚૮஌ͶՅ͓ɼు࿫૮஌ٶ;Ψϱϧ΢ϱ૮஌Νญ༽͢ͱ͏Ζɽ 

ʀ2024 ೧ౕ͹گ৮ҽΏؖؖؽܐͳ͹࿊ܠͺ 714 ʤ݇࿊಼ܠ༃਼݇ʁ಼ָ 636 ݇ɼָ֐ 15 ݇ɼ

ҫྏ 63 ݇ʥͲ͍Ζɽگҽͺ΍ͬΘΞ͹͞ͳɼگແ՟ɼΫϡϨΠܙ੔ࢩԋ՟ɼָਫ਼ਫ਼׈՟ɼ্

͗͏ָਫ਼ࢩԋ࣪ɼΫϡϱϏηʀύϧηϟϱφଲ࣪ࡨɼฯ݊࣪౵͹ؖܐ෨ॼͳ͹࿊ܠ΍֕͸న઀

ͶߨΚΗɼࣰ੹΍ட੷͠Η͍ͯͯΖɽ2025ʤྫ࿪̕ʥ೧ౕ 9 ݆ 30 ೖࡑݳ͹࿊ܠͺ 394 ݇ʤ࿊

༃਼݇ʁ಼಼ָܠ 347 ݇ɼָ֐ 2 ݇ɼҫྏ 45 ݇ʥͲ͍Ζɽ  

  

ʴௗॶʀಝ৯ʵ  

ʀ΢ϱτʖΩʖͳण෉Νഓ஖͢ɼ ಼ߏ࿊ް͗ܠՎదͶਲ਼͠ߨΗɼौೊ͖ͯਟଐ͵ଲԢ͗Ն೵

ͳ͵ͮͱ͏ΖɽΉͪɼࣆٺەସͶͺɼΩΤϱιϧʖͳ΢ϱτʖΩʖͳ͹ྙڢͲన઀ͶଲԢ͢

ͱ͏Ζɽ 

ʀ�����ʤྫ࿪ �ʥ೧ౕ͖Δ�h Ώ͢͠͏ΫϡϱϏηϕϫζΥέφʱͳ͢ͱɼָਫ਼૮஌࣪͹΢ϗϱ

φͶࢂՅָͪ͢ਫ਼Ͷݼ;͖͜ɼΊΞ͵͗ڋৼஏ͹ྒྷ͏ΫϡϱϏηͰ͚ΕΝ͓ߡͱ͏Ζɽ�����ʤྫ

࿪ �ʥ೧ౕͺɼh ਕͳͯ͵͗ΖΏ͢͠͠ʱͳ͏͑͞ͳͲɼָਫ਼૮஌࣪͹஦ͶΏ͢͠͏ΫϡϱϏη

όʖφΝઅ஖͢ɼ�����ྫ࿪ ��೧ౕͺʰࣙ෾ͶΏ͚͢͠ʱΝτʖϜͶɼࣙ෾ͶΏ͚ͤ͢͠Ζͳ

ͺʹ͑͏͑͞ͳ͵͹ָ͖ਫ਼͗ͨΗͩΗ͓ߡΖ׈ಊΝ͢ͱ͏Ζɽ 

ʀָਫ਼͗ࣙΔ͞͞Θ͹݊߃Ν৾ΕศΕ૥غͶָਫ਼૮஌࣪Νཤ༽Ͳ͘ΖΓ͑h ͞͞Θ͹݊߃οΥ

ρέʱΝ �����ʤྫ࿪ �ʥ೧ౕ͖Δࣰ͢ࢬɼ���� ೧ౕͺ ��� ໌͹ָਫ਼͗յ౶ͪ͢ɽଲԢ͗චགྷ
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͵ָਫ਼Ͷͺָਫ਼૮஌͖࣪Δ࿊ཙΝ೘Ηͱָਫ਼૮஌࣪ཤ༽Ͷͯ͵͝ͱ͏Ζɽ  

ʀָਫ਼͹ৼཀྵద੔ௗͶͺɼ਎ͳ͹͖͖ΚΕ๏͗໲ୌͳ͵Ζ͞ͳ͍͗Ζɽָਫ਼૮஌࣪Ͳͺɼฯޤ

ं͖Δ΍૮஌Νण͜Ζ͞ͳͲɼ੪೧غͶ͍Ζָਫ਼ͳ਎ͳ͹న઀͵ؖܐͶͯ͏ͱঁ͢ݶͱ͏Ζɽ

Ήͪɼ2018ʤฑ੔ 30ʥ೧ౕ͖ΔࢢүͱͶೲ΋਎͹ήϩʖϕ׈ಊʰ͕ΏΩϓΥʱΝࣰ͢ࢬͱ͕

Εɼ2024 ೧ౕͺ 2 յࣰࢬʤ9 ݆ 5 ໌ɼ3 ݆ 0 ໌ʥͪ͢ɽ 

ʀ্͗͏ָਫ਼ࢩԋ࣪ٶ;ฯ݊࣪ͳͺఈغదͶ৚ๅި׷Νͮߨͱ͏ΖɽಝͶৼཀྵ໚Ͳ͹ࢩԋ͗ච

གྷͳ೟ΌΔΗΖָਫ਼ͶͺݺพͶ࿊ཙΝͳΕ͍ͮͱ͏Ζɽ  

ʀΫϡϨΠܙ੔ࢩԋ՟ͳ࿊ܠΝखΕɼৼཀྵద෈௒Ν์͓ͱ͏Ζָਫ਼͹৚ๅި׷Νͮߨͱ͏Ζɽ 

ʀү༓ճ͖Δ͹གྷ੧Ͳɼຘ೧ՈٵغՍ஦Ͷࢩ෨ࠛ஌ճͶΩΤϱιϧʖ͗ഁݥΝғབ͠Ηͱɼฯ

 พ૮஌ଲԢΝ͢ͱ͏Ζɽݺɼ͏ߨԍΝߪͶଲ͢ͱंޤ

 

ʴ໲ୌ఼ʵ  

ʀ2018 ೧ౕΓΕ͕Γͨ೧ 2 յ͹ϘʖηͲʰ͕ΏΩϓΥʱΝࣰ͢ࢬͱͪ͗͘ɼ2025 ೧ౕ͹Ոͺ

֋࠷Νͪͮૻݡɽޛࠕɼฯंޤ͹ωʖθΝଌ͓Ζ͞ͳ͗චགྷͲ͍Ζɽ 

ʀΩΤϱιϧʖΝଁҽͪ͢͞ͳͶΓΕɼଲԢԈ΄਼݇ͺΏΏঙ͵͚͵ͮͪͳͺ͏͓ɼՖಉིͺ

100%Ν௔͓ɼʰ͵Ζ΄͚ͺΏ͚૮஌ͪ͢͏ʱͳָ͏بਫ਼૮஌࣪Ν๜Ηͪ৿ָوਫ਼Ͷॉ෾Ͷͺ

ଲԢ͘͢Ηͱͺ͏͵͏ɽ  

 

ʽΫϡϱϏη͹͞͞Θ͹݊߃Ν޴৏ͦ͠Ζࢩԋର੏Ͷͯ͏ͱʾ  

��� ୣ੔໪ඬ  

ָਫ਼૮஌࣪ͳ͢ͱ༩๹దΠϕϫʖοΝͳΕΫϡϱϏηસର͹͞͞Θ͹݊޴߃৏ΝਦΖɽ 

 

��� ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅ༩๹దʀܔ൅ద͵खΕૌΊ͗ްՎదͶࣰ͠ࢬΗͱ͏Ζ͖ 

ᶆָਫ਼گ;ٶ৮ҽͶଲ͢ͱɼָਫ਼૮஌࣪͹ةժ͗న઀Ͷबஎ͠Ηͱ͏Ζ͖ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ʀʰ૮஌αʖψʖʱʁΨϨΦϱτʖεϥϱؔغ஦Ͷɼָਫ਼૮஌࣪ҽ͗૮஌࣪Ͷଶ͢ؽɼ୉ָ

ਫ਼׈͹ΓΘͥ૮஌Ͷ͹Ζʰॡ͹૮஌αʖψʖʱΝࠕ೧΍݆̒̑ೖͳ̕ೖͶࣰͪ͢ࢬɽ͞͹α

ʖψʖͺɼָਫ਼͹ָस৏͹෈҈ΝखΕঈ͚͞ͳͶͳʹΉΔͥɼ࣪ҽΏΩΤϱιϧʖͳݺพͶ

࿫ͤؽճͳ͵ͮͱ͏Ζɽ2025 ೧ౕ͹ࢂՅंͺ 194 ໌Ͳ͍ͮͪɽ 

ʀʰ๑ཱ૮஌ʱʁೖ৙ਫ਼׈Ͳࠖͮͪ͞ͳΝอ࢞ޤͶ૮஌ͤΖʰໃྋ๑ཱ૮஌ʱʤ೧ 6 յʥΝ

֋͢࠷ͱ͏Ζɽ 

ʀʰϧʖωϱήΩϓΥʱʁ6 ݆ਫ਼ీΫϡϱϏηͶͱʰ୉ָͲ͹ָ;Ͷ͕͜Ζ̘̠ͳ͹ʲͬΒ͑

ʳͳͺʃ״཯ړ͏ྒྷʹ ͳɦ͏͑τʖϜͲࣰ͢ࢬɼࢂՅंͺ̓໌Ͳ͍ͮͪɽ10 ݆ͺਈీΫϡϱϏ

ηͶͱʰ୉ָਫ਼ͺࢢʹ΍ʃ୉ਕʃʱͳ͏͑τʖϜͲࣰࢂ͢ࢬՅंͺ̒໌Ͳ͍ͮͪɽਫ਼ీΫϡϱ

Ϗη͹ָਫ਼͖ΔࢂՅ͹ਅࠒΊ͍͗Εɼٺᬐύ΢ϔϨρχଲԢͳͪ͢ɽ 

ʀʰֺ͢Ί͵͗Δʲαϝϣྙ̧̬ʳ࠴ߪʱʁࢂՅं͗ࣙ෾ΝͯݡΌͪΕɼଠं͹͓ߡͶৰΗͪ

ΕͤΖ͞ͳͲαϝϣωίʖεϥϱ͹ֺ͢͠ΝັΚ͑ةժͺ೧ؔ 2 Ζɽ̖ͤࢬࣰౕ ݆ਈీࣹߏͲ 
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ʰֈຌιϧϒʖʲࣙ෾ͶΏ͚͢͠ʳͮͱ͵ΞͫΘ͑ʃʱΝࣰࢬɽࢂՅंͺ 4 ໌Ͳ͍ͮͪɽ 

ͺਫ਼ీΫϡϱϏηͶͱɼ11غޛ ݆ͶʰέϨηϜηςϨʖͰ͚ΕʱΝࣰࢬɽࢂՅंͺ 36 ໌Ͳ͍

ͮͪɽ 

ʀʰਦॽؙఴࣖةժʱʁਦॽؙɼΏ͢͠͏ΫϡϱϏηϕϫζΥέφ͹ָਫ਼ͳ͢࠷ڠɼ7 ݆͖Δ

9 ݆Ͷਫ਼ీΫϡϱϏηͲʰʲࣙ෾ͶΏ͚͢͠ʳͮͱ͵ΞͫΘ͑ʃʱΝࣰࢬɽ10 ݆͖Δ 12 ݆ͺ

ਈీΫϡϱϏηͲh ͽͳଋͯ͏ͱΊΉͦΞ͖ ʛৼ͹ϟϱτψϱη΍චགྷͲͤʛ Νɦࣰͪ͢ࢬɽ 

ʀ୉ָਫ਼͹਼ࣙ݇ࡶͺ༩இ͗ΑΖ͠͵͏য়ڱͲ͍Ζ͹Ͳɼ2025 ೧ 7 ݆Ͷͺɼ͏͹͓ͬࢩΖࣙ

੔ͪ͢ಊժࡠਬ਒ιϱνʖ͗ࡨଲࡶ URL Νૻ৶ͪ͢ɽ2025 ೧ 9 ݆͹ࣙࡶ༩๹݆ؔͶͺɼ޲ਫ਼

࿓ಉ୉਋౵͖Δ͹ࣙࡶ༩๹ϟριʖζΝָਫ਼ͳگ৮ҽͶૻ৶ͪ͢ɽ 

ʀʰৼ͹γϛʖνʖ཈੔ݜरʱ͹ةժʁઔࢤ࡜ͳ࠷ڠ͹ܙͲɼ޲࿓঴͹ʰৼ͹γϛʖνʖ཈੔

रʱΝݜ 2025 ೧ 12 ݆ 2 ೖͶ઒र୉ָγτϧ΢φΫϡϱϏηͲࣰ͢ࢬɼ127 Յंͪ͢ɽࢂ͗໌

ຌ࠴ߪͺɼৼ͹γϛʖνʖ཈੔ݜरͶՅ͓ɼΰʖφΫʖϏʖݜर΍ࣰͤࢬΖ̐ຌཱིͱͳͪ͢ɽ 

ʀ৿೘ਫ਼Ͷͯ͏ͱͺɼָ ਫ਼෨Ϊ΢ξϱηͶ͕͏ͱָਫ਼૮஌࣪͹ଚࡑΏ಼༲Ͷͯ͏ͱઈ໎Ν͏ߨɼ

ʲָਫ਼૮஌͍࣪Ξ͵͏ʳʤϏϱϓϪρφʥΝഓාͪ͢ɽ 

ʀָࡑਫ਼΃͹बஎͶؖ͢ͱͺɼʲָਫ਼૮஌͍࣪Ξ͵͏ʳɼʲָਫ਼૮஌࣪ωϣʖηʳɼʲָਫ਼૮

஌࣪ϨʖϓϪρφ ͳr͏֦ͮͪझһࡰ෼Ώ̡ ωϣʖη઒रʳ̡ү༓ Ώr Web Ϙʖζʤin Campusɼ

ϙʖϞϘʖζʥɼSNSʤޮ̯ࣞɼޮࣞ Instagramʥɼυζνϩγ΢ϋʖζɼଠ՟ࣖܟ൚΃͹ܟ

ࣖΏઅ஖Ν௪͢ͱ߁ๅΝߨ͵ͮͱ͏Ζɽ 

ʀү༓ճ͹ࢩ෨ࠛ஌ճͶࢂՅͪ͢ฯंޤΓΕָਫ਼૮஌࣪͹ཤ༽Ͷ͗ܪΖ͞ͳ΍ଡ͏ͪΌɼӀ͘

କ͘੷ۅదͶ͢ྙڢͱ͏͚ɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

ʀʰΏ͢͠͏ΫϡϱϏηϕϫζΥέφʱʁָਫ਼૮஌࣪͹΢ϗϱφͶࢂՅָͪ͢ਫ਼Ͷݼ;͖

͜ɼև͗ڋৼஏ͹ྒྷ͏ΫϡϱϏηͰ͚ΕΝ͓ߡΖϕϫζΥέφͺ 2 ೧໪ͳ͵ͮͪɽॡͳवͶ

ਦॽؙ͹ఴࣖةժͶસ໚ྙڢΝ͢ͱ͏Ζɽॡ͹ਫ਼ీࣹߏͲ͹ఴࣖͶͺࢂՅܗ͹ఴࣖΝͮߨ

ͪɽ 

ʀʰৼ͹γϛʖνʖ཈੔ݜरʱʁઔࢤ࡜ͳ͢࠷ڠͱ઒र୉ָγτϧ΢φΫϡϱϏηͶͱ 12 ݆

2 ೖɼຌָگ৮ҽʀָਫ਼ʀฯंޤͶՅ͓ஏҮे຿ΝଲেͶɼଲ໚ͳΨϱϧ΢ϱ͹ύ΢ϔϨρ

χݜरΝࣰͪ͢ࢬɽ͞͹࠴ߪͺɼ༩๹దʀ֋൅ద͵ΠϕϫʖοͲΫϡϱϏηΏΫϡϱϏηΝ

खΕҕ΋ஏҮऀճ͹ৼ͹ౕ݊߃Ν޴৏ͦ͠Ζ͞ͳΝ͸Δ͏ͳ͢ͱ͏Ζɽ 

ʀਫ਼ీΫϡϱϏη 9 ؙߺ 1 ֌Ͷͱ্͗͏ָਫ਼ࢩԋ࣪ͳָਫ਼૮஌࣪࠷ڠ͹ةժఴࣖΝ 2025 ೧

12 ݆Ͷࣰͪ͢ࢬɽ্͗͏ָਫ਼ࢩԋ࣪͹Ϳ͍γϛʖνʖָਫ਼ͳָਫ਼૮஌࣪͹Ώ͢͠͏ΫϡϱϏ

ηϕϫζΥέφָਫ਼͹͞ΗΉͲ͹ิΊͳ׈ಊܔ൅Ν໪దͳͪ͢ఴࣖͳͪ͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

Ґ ৏  
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➨ 16 ᮇ ⮬ᕫⅬ᳨䞉ホ౯୰㛫ሗ࿌ 

䠄21-3䠅㞀䛜䛔Ꮫ⏕ᨭ᥼ᐊ 

 

＜学生の修学に関する適切な支援（障がいのある学生に対する修学支援）を行なっているか＞ 

(1) 達成目標 

障がいのある学生に対して教職員が連携して修学上必要なサポートを行なう。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①障がいのある学生に対して修学支援を適切に実施する体制が構築されているか 

【現状説明】 

・登録学生数の増加傾向 

障がい学生支援室が支援する学生（登録者）数は増加傾向にある。令和５年度末 143 名、令和６

年度末 195 名、今年度は 10 月１日現在で 220 名を数える。 

・支援のスタンス 

学生一人ひとりの障がいの状態と教育的ニーズに耳を傾け、個別性の高い支援を行なうため、ヒヤ

リングをおこない合意形成を行っている。また必要が認められる学生には、１週から２週に一度、定

期的に面談を実施する。  

・支援体制、支援方法 

障がい学生支援室のコーディネーターは、生田キャンパスでは公認心理師・臨床心理士 1 名、公

認心理師１名、社会福祉士１名の計３名、神田キャンパスでは公認心理師・社会福祉士１名を配置

し、対面、電話及びオンラインを併用してヒヤリング及び面談を行っている。  

・諸機関との連携 

授業配慮にかかわる教員をはじめ、教務課、キャリア形成支援課、学生生活課、学生相談室、保健

室等の関係諸機関との連携は概ね適切に行われ、実績を蓄積している。今年度は学生相談室、障がい

学生支援室、保健室を統括する者として、専任職員１名を他業務との兼務ながらも配置し、更なる連

携強化に努めている。 

 

【長所・特色】 

・フィードバック面談の実施 

障がい学生支援室登録学生に対し、半期に一度フィードバック面談を実施し、後期（もしくは次年

度）の支援方法の見直しを実施している。令和６年度のフィードバック面談の述べ人数は 283 名（前

期 150 名/後期 133 名）、延べ面談回数は 298 回（前期 162 回/後期 136 回）である。令和７年度前

期におけるフィードバック面談の人数は 154 名、延べ面談回数は 155 回となった。 

・ピアサポーターの育成 

学生ならではの視点で障がい学生への支援を展開し、障がい学生と共に学び成長することを目的

としたピアサポーターを組織・養成し、令和 7 年 10 月１日現在で 40 名が登録し、生田・神田両キ

ャンパスで活動を行っている。 
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・交流会の実施 

障がい学生支援室登録学生の交流を目的として令和 7 年 10 月 31 日（金）に実施し、4 名が参加

した。また、令和 7 年 12 月 14 日（日）にピアサポーターと登録学生との交流会を実施し、9 名が参

加した。 

・障がい学生支援講座の実施 

障がいを持つ方への全学的な支援力を高めることを目的とした障がい学生支援室講座を令和７年

度前期に 4 回（参加学生・教職員合計 49 名）実施し、後期には 3 講座の実施を予定していたが、ア

スク体験講座と PC ノートテイク体験講座については参加者が集まらず、開催を中止した。また、ブ

ラインドサッカー体験講座については、講師都合により中止となった。 

・学生相談室との連携 

学生相談室とは定期的に情報交換を行っている。特に心理面での支援が必要と認められる学生に

ついては、両室で情報交換を行い、その専門性を生かして支援を行っている。  

 

【問題点】 

・身体障がい者支援策検討の必要性 

   精神疾患など身体障がい以外の支援については、関係各所の協力により整備が進められ、一定の

支援体制を構築することが出来た。一方で、身体障がいを持つ学生に対する支援については、これま

で必要が生じた際には障がい学生支援室のマンパワーの全てを注ぎ手探りで対応してきた。しかし

ながら、障がい学生支援室登録学生が 250 名（令和 8 年２月末日現在）を超えた今日には、これま

での対処方法をとることが出来ない。 

   令和６年４月に施行された改正障害者差別解消法等の影響により、また、一部の学部において聾

学校・盲学校を指定校とするため、今後、身体障がいを持つ方が入学する可能性は高く、現状（マン

パワー・資機材・スペース）を踏まえた支援策の整備は喫緊の課題である。 

・生田キャンパスにおける相談スペースの不足 

 障がい学生支援室は、生田キャンパスにおいては４号館１階に設置されその相談スペースは学生

生活課と共用する個室が一室と障がい学生支援室事務室内のフリースペースのみとなっている。こ

のため、同時間帯に対応できる学生数が２名に限定される状態にある。また、学生生活課と共用する

個室は、使用について学生生活課との調整が必要となり、障がい学生支援室内のフリースペースにつ

いては、個室ではないため、話し相手となるコーディネーター以外の職員が席におり、学生からする

と「相談しにくい」状況となる。 

なお、障がい学生支援室が対応する学生の多くはその病状や特性から、予定した時間に行動できな

いことがあり、通常考えられる予約制の下での運用とは異なる様相となる。 

   こうしたことから、早急に相談スペースとして専有する個室を３室以上確保し、学生の心情に応

えるとともに、その病状や特性から予約時間を外れて来室した学生の対応をできるように整備する

必要がある。 

・生田キャンパスにおける立地の問題 

   生田キャンパスの障がい学生支援室の上階には複数の教室が所在し、授業日には終日学生の往来

がある。また、学生生活課窓口が混みあう時期には、障がい学生支援室前に学生の列ができることが
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散見される。このことから、障がい学生支援室利用者や利用したいと考える者から、「入りにくい」

と言われるケースがある。このことは障がい学生支援室委員や学部長会の席でも共有されている。 

・神田キャンパスにおけるコーディネーターの不足 

   神田キャンパスにおける登録学生数は令和６年度末に 68 名であったところ、令和 7 年度は 10 月

1 日現在で 77 名に達しており、配置する１名のコーディネーターでは対応が難しくなってきている。

現在は、生田のコーディネーター１名を週１回神田に派遣するとともに、神田の学生のうち、オンラ

インでの対応を承諾する者については生田で対応するなど工夫し対処している。 

   しかしながら、神田・生田ともに登録学生数が増える中では、早晩にこれまでの対処方法では対応

しきれない状況となることは明らかであり、令和 8 年４月 1 日付でコーディネーターを１名増員す

る予定である。 

・神田キャンパスにおける相談スペースの整備 

   神田キャンパスにおいて、障がい学生支援室は令和 7 年４月より、５号館３階に設置され、相談

スペースとして３室（Room１～３）を使用することができる環境が整えられた。しかしながら、学

生が集うスペースが至近にあり、また間仕切りが薄いことから、人目にさらされ、室内の声が漏れる

現状があり、一部の支援対象者から利用しづらいとの声が上がっている。 

現在は運用でカバーしているが、今後登録者の増加とともに当課題が浮き彫りになることを予見

している。 

・ピアサポーターの育成 

   現在、神田・生田両キャンパスを合わせて 40 名がピアサポーターとして登録され活動している。

しかしながらこの中で実際の支援やスキルアップの講習に参加する者は 10 名程度となり心もとな

い。また、障がい学生支援室がピアサポーターに担ってもらいたいと考える支援は、大別して視覚障

がい支援、聴覚障がい支援、移動支援、発達障がい支援に分かれるが、ピアサポーターとして登録し

た学生各々の興味や必要性に応じてかかわりたい分野が異なる。このため、それぞれの分野で活動す

る学生の数は、２、３名にとどまる現状がある。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（22）体育部関係 

 

＜適正なスポーツ推薦入学試験の実施について＞ 

(1) 達成目標 

推薦基準等の見直し。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①「競技基準」の検証および明確化を図る 

②「学業基準」の検証および明確化を図る 

③「推薦枠の選定基準」の検証および明確化を図る 

【現状説明】 

スポーツ推薦入学試験における「競技基準」については、これまで令和２年度に委員会承認された

資料を回覧資料として配布し、「従前の通り」といった形式で承認を得ていたやり方をあらため、競

技基準における表現の統一や字句等を修正したものを配布資料とするとともに、推薦基準の対象と

なる大会一覧資料の精査も行い、同資料も配布資料として「競技基準」の明確化を図った。 

また、「学業基準」については、入学試験要項に明示されている内容と各部の監督に通知されてい

た内容に齟齬があったため、「体育部委員会」「学部⻑会」「教授会」による審議を経て、「学業基準の

見直し」を行い、令和８年度入試から「あらたな学業基準」によるスカウトが行われた。 

「推薦枠の選定基準」の検証と明確化については、検討する時間がなかったため、次年度以降に検

討する予定である。 

 

【⻑所・特⾊】 

該当なし。 

 

【問題点】 

「競技基準」の検証と併せ、基準の見直しについても検討して欲しい旨の要望が複数の部から挙げ

られたが、部によっては令和８年度入試のスカウトが始まっていることもあり、「競技基準」の見直

しと検討については、令和９年度入試に向けて、今後、体育部委員会において検討を行う予定であ

る。 

また、「推薦枠の選定基準」の検証および明確化については、各部における強化区分の見直しを含

め、様々な要素を加味し検討する必要がある。 
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＜体育会学生に対する競技および学業支援について＞ 

(1) 達成目標 

体育会学生に対する競技支援および学業支援の実施。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①体育会学生に対する各種セミナー・研修会の実施状況（UNIVAS との連携強化含む） 

②低単位修得者に対する面接指導等の実施状況 

③スポーツ推薦入学試験で入学した留学生に対する学業支援状況 

【現状説明】 

①体育会学生に対する各種セミナー・研修会の実施状況（UNIVAS との連携強化含む）各種セミナ

ー・研修会としては、以下のものを実施している。 

・UNIVAS から配信される「安⼼・安全セミナー」を各部に周知（年５〜６回） 

・競技力・健康・メンタルなど総合的なサポートを目的としたｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰを実施（年２回） 

・各部の主将・主務が寝食をともにしながら一同に会して実施するリーダースキャンプ 

 ・スポーツ推薦入学者及び付属推薦の新入部員を対象に「体育会所属学生としての帰属意識を高      

める」「体育会学生としての自覚を促す」ことを目的として実施する新入生セミナー 

②低単位修得者に対する面接指導等の実施状況 

前年度における総修得単位数が２年次は３０単位以下、３年次は６５単位未満の学生を前期と後

期の年に２回、体育部委員と体育事務課の職員が面接を行っている。また、令和７年度の前期から、

「何が問題で」「どのような課題があって」「どんな指導が必要なのか」といったことが明確になるよ

う面談報告書の書式を改良した。 

③スポーツ推薦入学試験で入学した留学生に対する学業支援状況 

スポーツ推薦入学試験で入学した留学生については、陸上競技部とバスケットボール部にそれぞ

れ１名ずつの計２名の学生がおり、毎年、両部より１名ずつ入学して来る予定である。今後は、同留

学生の数が増えることが想定できるため、それに対する学業支援の必要性が指摘されている。また、

現状における学業支援としては、チューター希望者を募り、日本語能力を上げられるよう学業支援を

行っている。 

 

【⻑所・特⾊】 

該当なし。 

 

【問題点】 

①体育会学生に対する各種セミナー・研修会の実施状況（UNIVAS との連携強化含む）本学の元柔

道部員が麻薬取締法違反の容疑で逮捕された事案を受け、教育機関としての責任を再認識し、学生・

教職員に対して薬物乱用の危険性と再発防止の重要性を伝えることを目的に、薬物乱用防止セミナ

ーが開催された。今後は、警察や保健所、薬物依存の専門家などの協力を得て薬物使用撲滅に向け

た、体育会の学生を対象とした講演会・セミナー等を定期的に開催することを検討している。 
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②低単位修得者に対する面接指導等の実施状況 

低単位修得者に対する面接指導を行っているが、状況の改善が見られない。面接指導だけでは限界

もあることから、「スポーツ推薦入学試験における推薦枠の見直し」「スポーツ推薦入学試験における

試験内容の見直し」などについての検討も必要であろう。 

③スポーツ推薦入学試験で入学した留学生に対する学業支援状況 

スポーツ推薦入学試験で入学した留学生を対象とした「日本語科目」を１コマ分創設してもらうこ

とを日本語科目の教員に相談するなどしていたが、次年度、バスケットボール部の留学生が入学しな

いこととなったため、支援体制のあり方を再度検討することとなった。 

 

＜体育会による地域貢献活動について＞ 

(1) 達成目標 

体育会各部による地域貢献活動を実施。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①清掃活動「クリーンタウン」の実施状況 

②スポーツ教室「ワンデーチームメイト」の実施状況 

③自治体等からの要望に対する対応状況 

【現状説明】 

①清掃活動「クリーンタウン」の実施状況 

体育寮に入寮していない部の学生を対象として、「キャンパスエリア（住宅街・生田緑地付近・北

グランド付近）」と「多摩川エリア」の二手に分かれ、毎年７月上旬に実施している。令和７年度に

ついては、学生１２４人と教職員４人が参加し、実施された。なお、体育寮の学生については、体育

寮周辺清掃活動を行っている（5 月から 12 月の間で、各部が都合の良い土曜日）。 

②スポーツ教室「ワンデーチームメイト」の実施状況 

令和７年度については、「合気道部」「居合道部」「空手部」「弓道部」「剣道部」「水泳部（競泳）」

「水泳部（水球）」「テニス部」「バトミントン部」「山岳部」「ローラースケート部」の 11 部で実施

する予定であり、10 月末時点で７部によるワンデーチームメイトが実施され、参加者からの満足度

はとても高いものとなっている。 

③自治体等からの要望に対する対応状況 

野球部とラグビー部において、伊勢原市内の小学生及び中学生への野球体験教室、技術指導、スポ

ーツイベント、大会等が予定されている。具体的な内容は以下の通り。 

・すこやか少年少女スポーツフェスティバル 

・伊勢原駅伝競走大会（ミニ駅伝の部） 

・ラグビー体験教室 

・野球体験教室 

・陸上競技部⻑距離講習会 

・伊勢原市内中学生野球技術指導 
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【⻑所・特⾊】 

該当なし。 

 

【問題点】 

スポーツ教室「ワンデーチームメイト」については、実施当初と比べると参加者が激減している。要

因は、広報活動の方法に問題があるので、次年度以降見直す予定である。また、開催教室数も少ないの

で、この部分についてもより多くの部に協力してもらえるよう対策を講じる必要がある。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（23）就職指導関係 

 

＜就職活動の変化に対応する支援体制の構築＞  

(1) 達成目標 

学生の進路希望や就職活動開始期や方法が多様化する中で、学生個々の特性や志向を踏まえた

キャリア形成支援策を構築する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①学生の傾向、志向性、活動状況等を把握するための各種アンケート調査の実施 

②①の分析・検証とその結果の活用状況（キャリア支援プログラム、相談業務等） 

③相談対応力の強化（スキルの向上、相談体制の強化、相談件数、他大学・自治体等との連携等） 

【現状説明】 

①当課が展開しているすべての講座において、効果検証のためのアンケートを実施している。効果

検証では、各講座で設定された目的（自己理解・社会理解・能力開発）に基づき、それぞれの達成度

を測定する設問を設けている。 

また、相談に関しては、システマティックアプローチの流れを評価軸としたアンケートを実施して

いる。 

②次年度プログラムを検討するにあたり、効果検証アンケートの結果から得られたデータをプロ

グラム内容の見直しに活用している。 

例えば今年度の「人事担当者による模擬面接会」は、実施時点における学生の就職活動の進捗状況

や、希望する実施時期などのニーズを踏まえ、前年度よりも実施時期を早め、回数を増やすことで、

より多くの学生のニーズに応えられるよう工夫している。 

③部内研修（9/16）において、相談対応力の向上を目的とした「相談対応スキル向上＜実践編＞」

を実施した。研修では、キャリアコンサルティングにおける基本的態度や面接の枠組み（システマテ

ィックアプローチ）などについて確認し、ロールプレイングを通じてケーススタディを行った。 

相談は対面・WEB の両方で実施しており、繁忙期（1～7 月）はカウンセラーを 2 名増員して対応

している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 
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＜グローバルキャリア・サポートプログラムの強化・活性化＞  

(1) 達成目標 

外資系企業や海外展開する日本企業への就職を目指す学生を支援し、卒業後、グローバルな舞

台で活躍できる人材の育成を強化する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①グローバルキャリア・サポートプログラムの実施状況（参加人数、企業説明会の実施状況、外部

人材の活用状況等） 

②日本最大の日英バイリンガル就活イベント「東京キャリアフォーラム」への学生の参加状況 

③当該プログラム参加学生の進路状況 

【現状説明】 

①申込者数は令和６年度後期 78 名、令和 7 年度前期 68 名、後期 54 名であった。講座には本学 

卒業生を招聘し、具体的な仕事内容等についての講演や質疑応答を通じて、参加学生が具体的にイメ

ージできる機会を多く設けている。なお、本プログラム参加者対象の企業説明会（4 社）を 10 月 21

日に開催した。 

②本プログラムからキャリアフォーラムに参加した学生は、令和 6 年 12 月開催 6 名、令和 7 年 6

月開催 13 名であった。 

③当該プログラム参加学生の進路状況については毎年集計を行っている。現状では本プログラム

の効果であると確認できるような特徴的なデータは確認されていない。 

 

【長所・特色】 

英語力向上と卒業後の進路に対する意識付けを高めることが期待できる。通常の就職活動とは 

異なる採用経路について、早期に情報提供し、適切な対策を行うことで、外資系企業や海外展開する

日本企業への就職者数の向上が期待できる。 

 

【問題点】 

①当初の登録者と実際に出席した人数の差が大きい。現状のプログラム内容は、自己分析や志望動

機の作り方など通常の就活対策講座と似た内容が含まれているため、よりこのプログラムの特徴に 

特化した内容に変更する等、出席率向上に向けた取り組みが必要である。 

②プログラム出席者のキャリアフォーラムへの参加者数が伸び悩んでいる。 

 

＜学生に対する広報戦略の強化＞ 

(1) 達成目標 

学生を含め、幅広く意見等を聴取し、キャリア形成支援課が実施するプログラム等の参加者数

向上を目的とした広報戦略を検討・実施する。実施した施策について効果検証とフィードバック

ができる体制を構築する。 
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(2) 中間報告 

評価の視点 

①学生等へのヒアリングおよび施策の実施状況 

②告知媒体毎（in Campus、SNS、ポスター掲示、ガイダンス等）の実施状況および検証 

③各支援プログラム等の学生の参加状況 

【現状説明】 

①令和 7 年度は学生の意見を取り入れるべく、以下の取り組みを行った。 

＊ネットワーク情報学部 栗芝准教授の研究室との共同プロジェクト（以下「共同プロジェクト」） 

として広報戦略等を検討 

＊学生自治会からの要求書【S-net（就職支援システム）の活用や認知度向上】に基づく学生 

自治会有志との意見交換 

②春のキャリア・インターンシップフェアでは共同プロジェクトおよび学生自治会との意見交換

により、告知はポスター（掲示物）中心に展開した。その際、ポスターのデザイン、内容、掲示場所

は原則、学生の提案を採用した。その結果、フェア参加学生のうち 20.9％が「ポスターを見て知っ

た」と回答するなど一定の効果があったと考えられる。 

③主なプログラムの参加状況は以下のとおり 

＊第 1 回就職ガイダンス【オンライン／3 月 28 日開催】 2,246 名(アーカイブ視聴 331 名含む) 

（前年度実績 1,574 名(アーカイブ視聴 1,040 名含む)） 

＊学内企業説明会【4 月・7 月に各 2 日開催】 570 名(4 月 333 名／7 月 237 名)※延べ参加者数 

＊専修キャリア・インターンシップフェア【5/17 開催】 

7,237 名（全プログラムの延べ参加者数／参加実数 2,000 名以上） 

＊秋の専修キャリアフェア【10/11 開催】 941 名 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（24）国際交流関係 

 

＜令和８年度新カリキュラム改正に向けた国際交流プログラムの整備・充実＞  

(1) 達成目標 

令和８年度カリキュラム改正において単位認定対象となる「グローバルスタディ科目」設置を

支援し、国際交流プログラムをより活性化させ、グローバル人材育成をさらに強化する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①グローバルスタディ科目の履修と国際交流プログラムを連携させることができたか 

【現状説明】 

国際交流センターが実施しているプログラムの中で、令和 8 年度からの新カリキュラムにおける

「グローバルスタディ科目」の対象となるのは、「寮内留学プログラム（後期）／SiU インターナシ

ョナルプログラム」、「長期交換留学プログラムの正規授業前の集中語学研修」および「東南アジア・

スタディツアー」である。これら３プログラムが単位認定科目となるにふさわしい内容を備えている

かを確認中である。 

長期交換留学の正規授業前の集中語学研修については、留学プログラムの一環として長年実施さ

れてきたが、今年になって米国の大学付属の集中語学学校の閉校などの事態が起きつつあり、これら

への対応が必要である。 

 

【長所・特色】 

これまでも、国際交流センターが提供する留学プログラムの一部については、プログラム終了後

に、各学部で単位認定がなされてきた。今回のカリキュラム改訂において、各種の「グローバルスタ

ディ科目」が設置されることとなったが、そのなかでも、国際交流センターが実施している３つのプ

ログラムがグローバルスタディ科目として、単位認定及び成績評価の対象となった。これに伴い、各

種留学プログラムに参加する学生が留学と学業を両立し４年間で卒業できる環境が整い、留学への

動機づけにも繋がることが期待される。 

 

【問題点】 

グローバリズム教育を推進するためには、学生に対して留学の魅力を伝え、留学の意欲を高めなく

てはならない。そのために、より効果的なプロモーションの方法を検討するとともに、各学部の国際

関係科目や外国語科目との連携を進める必要がある。 
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評価の視点 

②寮内留学プログラム（後期）／SiU インターナショナルプログラム参加者に対して、グローバル

スタディ（日本研究）を通じて協定校の学生と共同学習をする機会を提供することができたか 

【現状説明】 

令和 7 年度後期は、8 名の学生が参加している。事前研修によって異文化コミュニケーションと日

常英会話の初歩的なスキルを身に付けたうえでプログラムに参加し、留学生を迎え入れている。プロ

グラムの期間中は、学生が自主的に様々なイベントを企画し実施している。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③東南アジア・スタディツアーを提供できたか 

【現状説明】 

今年度は、最少催行人数に達しなかったため、実施されなかった。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

本プログラムは応募者が最少催行人数に達しない状況が令和６年度から続いている。応募学生を

増やすため、より一層、広報の強化が求められる。その一環として、各学部の東南アジア関係の授業

を担当する教員と連携し、学生の東南アジアへの興味・関心を高めていく必要がある。 

 

＜学生派遣・学生受入れプログラムの活性化＞  

(1) 達成目標 

国際交流協定校及び研修校との連携をさらに強化し、学生派遣・受入れプログラムの継続的か

つ安全な運営体制を構築する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①学生派遣においては、英語圏、強いては米国における語学研修校の閉校が続く中、国際交流 

協定校等と学生派遣プログラムについて今後の代替案や対策について協議することができたか 

【現状説明】 

長期交換留学プログラムにおいて、米国の大学付属集中語学学校の閉校等により、米国３大学（オ
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レゴン大学・ネブラスカ大学リンカーン校・サスクェハナ大学）においては令和８年度の留学期間を

変更し、募集活動を行った。また、中期留学プログラム（後期）においても今年度は米国での学生ビ

ザ申請受付停止措置を受け、留学先国を米国からカナダに変更し、５名が留学中である。現在中期留

学プログラムについては、上記理由により前期コースのオレゴン大学への学生派遣が困難となって

おり、１コース減の状況が続いている。このため、研修旅行手配会社と新規プログラムの構築に向

け、協議を続けている。 

 

【長所・特色】 

長期交換留学プログラム（米国）においては、留学期間変更に伴い、前期に本学で正規授業を履修

することが可能となった。このため年間の修得予定単位数についても若干の増加が見込まれる。 

 

【問題点】 

今後も各国のビザの申請受付状況は社会情勢の影響によりプログラム運営は不安定になることが

予測される。研修旅行手配会社と連携をとり、最新の現地情報を取得するとともに万一、渡航困難と

なった場合の代替の対応についても検討し、柔軟に対応する必要がある。 

 

評価の視点 

②学生受入れにおいては、国際交流協定校等に対し、本学が提供する各種受入れプログラムの広報

をしかるべき部署・担当者レベルまで行うことができたか 

【現状説明】 

独自に作成した海外の大学の連絡先リストを用いて、メールにてプログラムの周知・広報を行っ

た。その結果、複数の大学や学生から問い合わせや質問があり、一定の効果があった。 

 

【長所・特色】 

連絡先リストは部署・担当者を毎年確認し、情報更新しているため、周知体制は万全である。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③安定的かつ安全なプログラムの運営体制を構築することができたか 

【現状説明】 

交換留学を除く留学プログラムについては、海外旅行保険の他、大学指定の危機管理対策保険に加

入しており、留学中の様々なトラブルや健康問題についてサポートデスクに連絡があった際には本

学に報告が届くシステムとなっている。また、中長期の留学プログラムについては、中間レポート・

報告書を提出させ、留学の状況を担当者が確認している。学生の体調面や生活面に問題がないかを確

認し、適宜、当該学生や委託業者他関係者と連絡をとれる体制が構築できている。 
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【長所・特色】 

留学中の学生からも定期的な報告を義務付けており、必要応じて担当者がオンライン面談を行い、

サポート体制が万全である。 

 

【問題点】 

候補者決定後から出発までの間に学生の健康状況が変わることもあるため、渡航前に最新の健康

状況を確認できる体制を今後見直す必要がある。 

 

評価の視点 

④学生派遣・学生受入れプログラム参加者の満足度を高めることができたか 

【現状説明】 

学生派遣プログラムにおいては、全てのプログラムで留学成果・自己評価アンケートを実施してお

り、学生のプログラム満足度や現地での学修成果を自己評価させており、８割以上の学生が留学プロ

グラムに満足していた。また留学を通して、各自の留学目標達成度について確認したところ、９割以

上の学生が目的・目標について概ね達成したと回答した。 

学生受入れプログラムにおいても、留学生にアンケートを実施しており、日本語の授業内容や学生

寮の生活面について、満足している回答が多かった。 

 

【長所・特色】 

特に学生派遣プログラムのアンケートについては、学生の留学成果や自己評価をさせるだけでな

く、今後のキャリア形成につながる質問を提供している。留学前や留学後の変化や気づきをまとめ、

学生自身が今後の就職活動や学生生活に役立てられるようにしている。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

＜留学支援の整備・再構築について＞  

(1) 達成目標 

各種留学支援講座（Language Skills Program）を実施し、学生の学習意欲を高め、留学を志望す

る学生のサポート体制を整備・強化する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①海外留学・国際交流フェアの実施状況 

【現状説明】 

６月上旬に「海外留学・国際交流 WEEK」と称し、中期留学プログラム・交換留学プログラムに

参加中の学生に協力依頼し、留学を志す学生の留学モチベーションの向上のため留学体験談発表を

実施し、延べ１５名が参加した。 
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【長所・特色】 

留学中の学生とオンラインで繋ぎ、体験談を聞くことで最新の留学先の情報を得ることができる

ため、学生の留学への応募につながっている。 

 

【問題点】 

コロナ以降、留学を取り巻く環境が不安定な状況が続いたため、留学先国や地域によっては在学生

の留学経験者がいないコースがあるため、体験談発表を行う学生の確保が困難な状況となっている。 

 

評価の視点 

②学生のニーズに合わせた各種留学支援講座を提供することができたか 

【現状説明】 

英語圏の留学に必要な語学能力基準到達を目的としたTOEFL®対策講座を始め、「毎日学べる英会

話」などを実施している。 

 

【長所・特色】 

TOEFL®対策講座については今年度、全講座外部委託となったが、出席率が高く受講者の満足度も

高く見られた。 

 

【問題点】 

毎年、受講者満足度の高い「毎日学べる英会話」については、委託業者より契約終了の通知があっ

たため、今後、学生の受け皿となる新たな英会話講座を検討し、提供する必要がある。また、各種留

学支援講座全体において、年々受講希望者が減りつつあり、開講できない講座もある。 

 

評価の視点 

③各種講座を受講後、留学準備や留学意欲向上に役立てることができたか 

【現状説明】 

講座受講生は、参加希望の留学プログラムなど具体的な目標意識をもって取り組む姿勢が見られ

た。受講後アンケートでは、英語能力向上を実感した学生や英語を話すことへの抵抗感がなくなった

と回答した学生が多かった。また、TOEFL®対策講座受講生においては、約８割の学生が具体的に興

味のある留学プログラムがあると回答していたため、留学意欲向上につながったと考えられる。 

 

【長所・特色】 

各種講座は留学準備に役立つだけでなく、受講料も比較的安価で提供できているため、学習面・費

用面で留学支援への貢献が期待できる。 

 

【問題点】 

該当なし。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（25）キャリアデザイン関係 

 

ʽΫϡϨΠگү͹ैࣰͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ָਫ਼͗ΫϡϨΠυδ΢ϱͶͯ͏ͱରܧదͶָ΄ΖΓ͑ɼਜ਼՟ΫϡϨΠگүՌ໪͹ରܧԿΝਬ਒

͢ɼPBL ϕϫήϧϞʰ໲ୌմ݀ܗοϡϪϱζϕϫήϧϞʱͳ࿊͢ܠͱࣰͤࢬΖ৿ΫϡϨΠگүՌ

໪ʰΫϡϨΠௗغରݩʤϕϫζΥέφܗʥɦ ͹द಼ۂ༲Νཱི֮ͤΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅਜ਼՟ΫϡϨΠگүՌ໪͹ରܧԿϜρϒϱή͹ࡨఈ 

ָਫ਼͹ΫϡϨΠܙ੔Νஊ֌దʀܯժదͶү੔ͤΖͪΌɼعଚ͹ΫϡϨΠ೘໵ʀΫϡϨΠՌ໪ ʤ̏Ϋ

ϡϨΠ֋൅ʥʀΫϡϨΠՌ໪̐ʤΫϡϨΠڂݜʥͳɼྫ࿪ 8 ೧ౕΓΕ৿અ͠ΗΖ৿ΫϡϨΠگүՌ໪

ʰΫϡϨΠϜροϱήʱh ΫϡϨΠௗغରݩʤϕϫζΥέφܗʥɦ ͳ͹༙ؽద࿊ܠΝࢻ໼Ͷ೘ΗɼΫ

ϡϨΠگүؖ࿊Ռ໪͹ରܧԿϜρϕΝࡨఈͤΖɽ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ʥͳɼྫڂݜଚ͹ΫϡϨΠ೘໵ʀΫϡϨΠՌ໪̏ʤΫϡϨΠ֋൅ʥʀΫϡϨΠՌ໪̐ʤΫϡϨΠع

࿪ 8 ೧ౕΓΕ৿અ͠ΗΖʰΫϡϨΠϜροϱήʱh ΫϡϨΠௗغରݩʤϕϫζΥέφܗʥɦ ͹ɼܯ߻ 5

ͯ͹Ռ໪͹༙ؽద࿊ܠΝࣖͤΫϡϨΠگүؖ࿊Ռ໪ରܧԿϜρϒϱήΝࡨఈͤΖ͞ͳ͗Ͳͪ͘ɽࠕ

ΖϏϱϓϪρφͤߨԿϜρϒϱήͺɼΫϡϨΠυδ΢ϱιϱνʖ͗൅ܧүؖ࿊Ռ໪ରگΫϡϨΠޛ

Ώָ֦෨͹ָरΪ΢χϔρέͶ΍ൕӫͤΖ͞ͳͳ͢ɼຌָ͹ΫϡϨΠگү͹ରܧద͵ָ;Νଇ਒ͤ

Ζ͞ͳͳͤΖɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

ΫϡϨΠگүؖ࿊Ռ໪ରܧԿϜρϒϱήͺعଚ͹ΫϡϨΠ೘໵͹ָ;Νخ൭ͳ͢ɼ൅ఴָसͳ͢

ͱ͹ΫϡϨΠՌ໪ ʤ̏ΫϡϨΠ֋൅ʥʀΫϡϨΠՌ໪̐ʤΫϡϨΠڂݜʥɼָݩܨसͳ͢ͱ͹ΫϡϨΠ

ϜροϱήɼΫϡϨΠௗغରݩʤϕϫζΥέφܗʥ͹ؖ࿊Ν໎֮Ͷࣖ͢ɼָ ਫ਼͹ΫϡϨΠܙ੔Νஊ֌

దʀܯժదͶү੔ͤΖ੔ՎΝغଶͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 
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඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆʰΫϡϨΠυδ΢ϱτΫηφʱ͹րఙʀӣ༽ 

Ҳ೧࣏ഓ౲Ռ໪ʰΫϡϨΠ೘໵ʱ͹಼༲Νɼࡑݳ͹ΫϡϨΠ͹͓ߡ๏Ώऀճ͹รԿΏΩϨΫϣϧ

Ϟրਜ਼͹ν΢ϝϱήͶ߻ΚͦͱɼಋՌ໪͹಼ٝߪ༲Νरਜ਼ͤΖ͞ͳͳͤΖɽ͠ ΔͶɼh ΫϡϨΠυδ

΢ϱྙેخʱͺ 11 ͹೵ྙགྷોͳ 5 ͯ͹྘Үͳ͢ͱఈٝͤΖ͞ͳ͗݀ఈ͢ͱ͏Ζɽ͞ΗΔ͹รߍͶ

Յ͓ͱɼh ΫϡϨΠυδ΢ϱτΫηφʱ͹಼༲΍୊Ҳ൝͖Δ 10 ೧͹ͬܨ݆͗ࡂɼτΫηφͶࡎى͹

͍Ζ౹ܯ৚ๅ͵ʹͺऀճ͹รԿͶ൒ͮͱ୉͚͘รԿ͢ͱ͏Ζ͹͗ݳয়Ͳ͍Ζɽ͞ ͹ͪΌɼhΫϡϨΠ

೘໵ʱ͕Γ;ʰΫϡϨΠυδ΢ϱྙેخʱ͹ݡ௜͢Ͷ൒͏ɼߨݳ͹ʰΫϡϨΠυδ΢ϱτΫηφʱ

ΝրఙͤΖ͞ͳͲɼࡑݳ͹ऀճ͹รԿͶ߻ΚͦͪΫϡϨΠگүΝࣰͤࢬΖɽ 

  ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ΫϡϨΠگүՌ໪સൢͶܐΖ౹ׇʀӣӨΝ୴͑ಝ೜گदΝ஦ৼͶɼh ΫϡϨΠ೘໵ʱΝ୴౲ͤΖ 6

໌͹ඉ৙ࢥߪۊͳɼ͞ ΗΉͲ͹ΫϡϨΠ೘໵Ͷ͕͜ΖୱҒरಚं਼ʀາरಚं਼ɼΫϡϨΠυδ΢ϱ

͹ΫϡϨΠυδ΢ϱτΫηφ֦ߨݳ࣢Ͷɼخ͹ָਫ਼඲ՃΝྙેخ 1 ճ٠౾ݗ௜ͤݡͳ͹಼༲Ν͟ߪ

Νࣰͪ͢ࢬɽޛࠕͺݗ౾ճ٠ͲಚΔΗͪқݡΝಁऽ͢ɼրఙͶ͜޴ͱघକ͘Ν਒Όͱ͏͚͞ͳͳͤ

Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

ΫϡϨΠυδ΢ϱτΫηφ͹րఙ͗਒΋͞ͳͲɼࡑݳ͹ऀճ͹ಉ͘๏Ώޑ༽য়ڱΝಁΉ͓ͪΫϡ

ϨΠگүࣰ͗͢ݳɼऀճ͖ΔٽΌΔΗΖଡ༹͵ωʖθͶଲԢͪ͢ΫϡϨΠܙ੔ࢩԋ͗غଶͲ͘Ζɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

րఙۂࡠͶͺਦනΏชহ͹ߑ੔͵ʹ͹͗ۂࡠଡ͚൅ਫ਼ͤΖɽ෵਼͹୴౲ं͖Δ֮೟ۂࡠΝ਒Όɼޣ

৪͵ʹΝ๹͏Ͳ͏͚ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶇʰΫϡϨΠௗغରݩʤϕϫζΥέφܗʥɦ Ͷ͕͜Ζ಼ٝߪ༲͹ཱི֮ 

ʰΫϡϨΠௗغରݩʤϕϫζΥέφܗʥɦ ͺɼPBL ϕϫήϧϞʰ໲ୌմ݀ܗοϡϪϱζϕϫήϧ

Ϟʱ͹׈ಊͳ࿊͢ܠͱྫ࿪ 8 ೧ౕ͖غޛΔಋϕϫήϧϞ͹ࢂՅंΝསरंͳ͢ͱࣰͤࢬΖՌ໪Ͳ͍

ΖɽदۂͲͺɼοʖϞϜϋζϟϱφηΫϩΏऀճਕྙેخΝਐͶͯ͜Ζ͞ͳΝ౺ୣ໪ඬͳ͢ɼh Ϋϡ

ϨΠௗغରݩʤϕϫζΥέφܗʥɦ ͹ܯٝߪժʀ֕གྷʤεϧώηʥ͗ࡤ೧ౕࡠ੔͠Ηͪ͞ͳͶ൒͏ɼ

ྫ࿪ 7 ೧ౕͲͺ಼ٝߪ༲͹৆ࡋΝཱི֮ͤΖɽཱི֮͠Η಼ͪٝߪ༲ΝخͶྫ࿪ 8 ೧ౕͲͺदۂΝఴ֋

͢ɼ17  ɽ͑ߨ՟ୌ͹பड़Νͪ͜޴Ͷغ

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ʰΫϡϨΠௗغରݩʤϕϫζΥέφܗʥɦ ͹֦յ͹द಼ۂ༲ͺΫϡϨΠگүରܧԿϭʖΫϱήήϩ

ʖϕͶͱ٠࿨͗͵͠ΗɼPBL ϕϫήϧϞʰ໲ୌմ݀ܗοϡϪϱζϕϫήϧϞʱ͹׈ݩܨಊΝಁΉ͓

ͪΫϡϨΠܙ੔ͶؖͤΖٝߪΏɼ֐෨ࢥߪΝডᡊͤΖ͞ͳͲϨʖξʖερϕΏοʖϞϜϋζϟϱφ

ηΫϩΝָ΁಼༲ΝૌࠒΊɼणߪਫ਼͹ऀճਕྙેخΝү੔ͤΖद಼ۂ༲Νཱི֮ͪ͢ɽ 
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ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

༁ 20 ೧ؔ՟֐ϕϫήϧϞͳ͢ͱࣰ͢ࢬͱͪ͘ PBL ϕϫήϧϞ͗दۂՌ໪ͳ࿊ͤܠΖ͞ͳ͖Δɼ

ྖద͵ଈ໚ͳ͢ͱϕϫήϧϞࢂՅं͹ଁՅ͗غଶͲ͘Ζɽदۂͳद֐ۂͲ͹ऀճਕͳ͹׈ಊ͹ԡؒ

͖Δɼणߪਫ਼͹ऀճਕྙેخΝ཈੔ͤΖ͞ͳΏɼஎࣟʀگ཈ʤ୉ָʥͳࣰભʤऀճʥͳ͹ؖ࿊Νָ΁

ͳ͏࣯͑ద͵ଈ໚͹ްՎ΍غଶͲ͘Ζɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

PBL ϕϫήϧϞͳद͗ۂ࿊ಊͤΖͪΌɼָ ਫ਼΃ͺϕϫήϧϞ͹ࢂՅ๏๑Ώསर๏๑Ν໎֮Ͷࣖ͢ɼ

ࠠཛྷΝඈ͜Ζ͞ͳͶཻқͤΖɽ 

 

ʽΫϡϨΠ୵ܗࡩϕϫήϧϞʀ΢ϱνʖϱερϕ͹ैࣰͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ՈٵغՍؔغ஦͹h ΫϡϨΠ୵ܗࡩϕϫήϧϞ ͳɦ࿊͢ܠͱࣰͤࢬΖ৿ΫϡϨΠگүՌ໪h Ϋϡ

ϨΠϜροϱή ͹ɦद಼ۂ༲Νཱི֮͢ɼࣰ ɽ΢ϱνʖϱ͑ߨӣӨ͖ΔಋՌ໪͹՟ୌபड़Νۂ͹दࡏ

ερϕ͗׈༼ࡀಊͳ௜݃ͪ͢͞ͳͶ൒͏ɼָਫ਼͹ηϞʖθ͵म৮׈ಊ͹ҢߨΝࢩԋͤΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅʰΫϡϨΠϜροϱήʱͶ͕͜Ζ಼ٝߪ༲͹ཱི֮ʀӣ༽ 

ʰΫϡϨΠϜροϱήʱͺɼՈٵغՍؔغ஦͹मۂରݩϕϫήϧϞͲ͍ΖʰΫϡϨΠ୵ܗࡩϕϫ

ήϧϞ ɦࢂՅंΝསरंͳ͢ͱྫ࿪ 8 ೧ౕغޛͶ֋͢ߪɼָ ਫ਼ࣙਐ͹ΫϡϨΠ͹ఴ๮Կ͹Ն೵੓Ώɼ

मۂқཋ͹৤੔ɼࣙ ͳ͢ͱఴ֋ͤΖ༩ఈͲ͍ΖɽhΫϡϨΠௗۂཀྵմΝ਄ΌΖ͞ͳΝ໪దͳͪ͢दހ

ʥɦܗʤϕϫζΥέφݩରغ ͳಋ༹Ͷɼܯٝߪժʀ֕གྷʤεϧώηʥ͗ ੔͠Ηͪ͞ͳͶ൒͏ɼࡠ೧ౕࡤ

ྫ࿪ 7 ೧ౕͲͺΫϡϨΠυδ΢ϱྙેخͳ͹ؖ࿊ΝಁΉ͓ɼ಼ٝߪ༲͹৆ࡋΝཱི֮ͤΖɽཱི֮͠Η

Ͷྫ࿪خ༲Ν಼ٝߪͪ 8 ೧ౕͲͺदۂΝఴ֋͢ɼ17  ɽ͑ߨ՟ୌ͹பड़Νͪ͜޴Ͷغ

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ʰΫϡϨΠௗغରݩʤϕϫζΥέφܗʥɦ ಋ༹Ͷɼh ΫϡϨΠϜροϱή Ͷɦ͕͏ͱ΍֦յ͹द಼ۂ

༲ͺΫϡϨΠگүରܧԿϭʖΫϱήήϩʖϕͶͱ٠࿨͗͵͠ΗͪɽՈغ͹मۂରݩΝ৾ΕศΖ͞ͳ

Ν఼ًͳ͢ͱद࢟͗ۂΉΕɼۂֆʀۂझʀ৮झཀྵմͶՅ͓ͱɼ֐෨͖ࢥߪΔϑζϋη͹࢕ૌΊΏϕϪ

κϱτʖεϥϱ͹ηΫϩΝָ΁͞ͳͲɼΫϡϨΠυδ΢ϱྙેخΝ཈੔ͤΖद಼ۂ༲Νཱི֮ͪ͢ɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

ʰΫϡϨΠϜροϱήʱͅ ഓ౲೧࣏͗ 1ʀ2 ೧࣏Ͳ͍ΕɼಋՌ໪ͺΫϡϨΠιϱνʖࣰ͗ͤࢬΖh Ϋ

ϡϨΠ୵ܗࡩϕϫήϧϞ ͹ɦخ͗ݩܨ൭ͳ͵ΖՌ໪Ͳ͍Ζɽदۂ͹ഓ౲೧࣏͗ఁָ೧࣏Ͳ͍Ζ͞ͳ͖

ΔɼϕϫήϧϞࢂՅं΍ఁָ೧࣏͹ࢂՅं͹ଁՅΝغଶͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘ɼ೘ָޛ૥غ͹ΫϡϨΠࢩԋ

 Ζɽͤݳࣰ͗
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ʴ໲ୌ఼ʵ 

՟֐ϕϫήϧϞ͹ΫϡϨΠ୵ܗࡩϕϫήϧϞ͖Δɼਜ਼՟Ռ໪͹h ΫϡϨΠϜροϱή ͶɦҢͤߨΖ

घକ๏๑Ν໎֮Ͷָਫ਼Ͷࣖ͢ͱ͚ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆॡغ΢ϱνʖϱερϕϕϫήϧϞ͹ण೘઎֨ै 

ྫ࿪ 7 ೧ౕ͹ॡغ΢ϱνʖϱερϕϕϫήϧϞΓΕɼh ν΢ϕ 3ʁ൜༽ద೵ྙʤࣰؔغࢬ 5 ೖؔҐ

৏ʥ΢ϱνʖϱερϕʀ઒໵ܗ༼׈ʤࣰؔغࢬ 2 ुؔҐ৏ʥ΢ϱνʖϱερϕʱ͹ΊΝࣰͤࢬΖ͞

ͳͳ͵ͮͪɽۂةͶͳͮͱͺָਫ਼͹ՈٵغՍؔغ஦͹Ί͵ΔͥɼॡٵغՍؔغ஦ͶࣰͤࢬΖ઒໵׈

Ζ͞ͳͤࢬ΢ϱνʖϱερϕΝࣰ͗ۂةͳ௜݃ͤΖ͞ͳ͖Δɼଡ͚͹༼ࡀ΢ϱνʖϱερϕ΍ܗ༼

͗༩૟͠ΗΖɽͨ͹ͪΌɼՈغͶർ΄ͱॡغ͹΢ϱνʖϱερϕՆ೵ۂةͺঙ͵͏͞ͳ͖Δɼॡغ

͹΢ϱνʖϱερϕΝࣰࢬՆ೵͵ण೘઎͹֨ैΝਦΖɽ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ྫ࿪ 7 ೧ౕ͹ॡغ΢ϱνʖϱερϕϕϫήϧϞͶͺɼࠕՈΉͲΫϡϨΠιϱνʖͳ఑͢ܠͱमۂ

ରָݩਫ਼͹ण͜೘ΗΝՆͳ͢ͱͪ͘ۂةΏɼΫϡϨΠܙ੔ࢩԋ՟΃པߏͶ๜Ηͪۂة΍؜Όɼ91 ऀ

͹ण೘઎΃ࣰࢬғབΝͮߨͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

΢ϱνʖϱερϕࣰ͖ࢬΔࡀ༽Ͷͯ͵͝Ζ͞ͳͺɼָਫ਼͹ΫϡϨΠમ୔͹ϝηϜροΝ๹͛͞ͳ

Ηͻɼ΢ϱνʖϱερϕ͍͗ۂة͵Ն೵ࢬ΍ࣰޛࠕΊͫ͗ɼࡃࢬॡ͹ण೘ғབͺࣰࠕଶͲ͘Ζɽغ͗

 Γ͑ͶघഓΝ਒Όͱ͏͚ɽ͑߻ͶؔͶࢬࣰ

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

ॡغͺ೧ౕ຦͹΢ϱνʖϱερϕࣰࢬͶ͵Ζ͞ͳ͖ΔɼۂةͶΓͮͱͺൡ๫غͳ॑͵Ζ͞ͳ͗ଡ

͏ɽ͞͹ͪΌण೘෈Ն͹ศ౶͗ଡ͚༩૟͠ΗΖ͞ͳ͖Δɼॡغ΢ϱνʖϱερϕण೘઎֨ैͶ͜޴

ͱɼण೘෈Ն͹ศ౶͹ۂة͹ܑ޴Ν෾ੵ͢ͱ͏͚ɽ 

 

ʽऀճ࿊ܠ͹ਬ਒Ͷͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ΫϡϨΠυδ΢ϱιϱνʖࣰ͗ͤࢬΖϕϫήϧϞΝ௪ͣͱָ֐͹ητʖέϙϩξʖͶଲ͢ͱຌ

ָ͹گүͶͯ͏ͱ͚߁൅৶͢ɼऀճͳ͹ใׇద͵࿊͖ܠΔָਫ਼͹ΫϡϨΠܙ੔Νଇ਒ͦ͠Ζɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅ෡଒߶ߏͳ͹࿊ܠ 

઒୉ϗϱοϡʖϑζϋηαϱτηφ΃͹෡଒߶ߏਫ਼͹ࢂՅΝਬ਒͢ɼ߶୉࿊ܠ͹఼͖ࢻΔ૥غ͹

ΠϱφϪϕϪψʖερϕ৤੔ΝਦΖɽ 
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ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ྫ࿪ 7 ೧ౕͲͺ୊ 15 ୊ָ̐೧ਫ਼ైΝଲেͶ઒୉ϗϱοϡʖϑζߏ߶ͶӀ͘କ͘ɼ઒र୉ָ෡଒غ

ϋηαϱτηφ΃͹ࢂՅΝ༢஗ͪ͢ɽ2025 ೧ౕʰ୊ 24 յ઒୉ϗϱοϡʖϑζϋηαϱτηφʱͶ

ͺ෡଒߶ߏਫ਼͖Δ஄ର෨໵ͳ͢ͱ̏̏ૌ͗ΦϱφϨʖ͢ɼ͑ͬ̏ૌ͗୊್࣏৻ࠬͶ਒ड़ͪ͢ɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

2022 ೧ౕͶ݀ఈ͠ΗͪʰηνʖφΠρϕү੔ 5 ͖೧ܯժ ʤɦ಼ֵැʥͶͺɼ߶ߏਫ਼Ν஦ৼͳͪ͢ऑ

घًۂՊਕࡒү੔͹खΕૌΊ͹ਬ਒͗఑͠ݶΗͱ͏Ζ͞ͳ͖Δɼຌָ͹खૌͺ͝ܟ͗ࠅΖ๏ਓͳ߻

஗͢ɼ୉ָΝΠϒʖϩͤΖࡒྋ͹ͽͳͯͶ͵Ζɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆ઒रΫϡϨΠʀ΢ϱνʖϱερϕϓΥΠͶ͕͜Ζ֐෨஄ରͳ͹࿊ܠ 

ΫϡϨΠυδ΢ϱιϱνʖࣰ͗ͤࢬΖʰ઒रΫϡϨΠʀ΢ϱνʖϱερϕϓΥΠʱͶ͕͏ͱम৮

৚ๅճऀ֦ऀͳ࿊͢ܠɼ෵߻దʀଡֱద͵Πϕϫʖο͖ΔҲݫదͶָਫ਼͹ΫϡϨΠܙ੔Νଇ਒ͤΖɽ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

2025 ೧ 5 ݆ 17 ೖͶਈీࣹߏͲʰ઒रΫϡϨΠʀ΢ϱνʖϱερϕϓΥΠʱΝɼಋ೧ 10 ݆ 11 ೖ

Ͷਫ਼ీࣹߏͲh व͹઒रΫϡϨΠϓΥΠ Νɦ֋ͪ͢࠷ɽ઴ं͹པ৖ं਼ͺ༁ 2,000 ਕɼंޛͺ༁ 1,000

ਕ͹ॄٮͲ͍ͮͪɽ֦ ϓΥΠͲͺҲೖͶम৮৚ๅճऀ֦ऀΝডᡊ͢ɼࣙ Δ఼͖ࢻཀྵմʀऀճཀྵմ͹ހ

෵਼࠴ߪΝࣰͪ͢͞ࢬͳͲɼཔ৖ंͶଲ͢ͱଡݫద͵ΫϡϨΠࢩԋΝࣰͪ͢ࢬɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֦ϓΥΠͶࢂՅָͪ͢ਫ਼͹༁ 7 ͖ׄΔߢఈద͵඲ՃΝಚΔΗɼ΢ϱνʖϱερϕΏۂֆʀ৮झཀྵ

մ͗਒ΊɼϓΥΠࢂՅޛ͹ΫϡϨΠܙ੔͹๏޴੓ΝࣖͤࠨΖؽճΝ఑ͤڛΖ͞ͳ͗Ͳͪ͘ɽ2026 ೧

ౕ΍ಋ༹Ͷ್յ͹ϓΥΠΝ֋ͤ࠷Ζ༩ఈͲ͍Ζ͞ͳ͖Δɼ఼͖࣎ݳΔܯժΝ໘ືͶཱིͱΖ͞ͳͲɼࠕ

೧ౕҐ৏͹པ৖ं਼Ν໪͢ࢨͱ͏͚ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

5 ݆ͳർֳͤΖͳ 10 ݆͹ϓΥΠ͹པ৖ं਼͗ঙ͵͏ɽ࣏೧ౕͺ 5 ݆΍ 10 ݆΍ಋ਼͹ࢂՅं਼Ν

໪ͤ͞ࢨͳͲɼΓΕଡ͚͹ָਫ਼͹ΫϡϨΠࢩԋΝ෵߻దʀଡֱదͶΠϕϫʖο͢ͱ͏͚ɽ 

 

Ґ ৏  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（26）社会知性開発研究関係 

 

＜社会知性開発を担う研究拠点としての役割について＞  

(1) 達成目標 

本学における「社会知性の開発」を担う研究拠点としての役割を果たす。学内の研究者を中心  

とする共同研究プロジェクトを促進する。  

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①外部資金等を活用した研究プロジェクトの立ち上げ状況 

【現状説明】 

当該年度において、本項目に該当する研究プロジェクトはないが、令和 7 年度に日本私立学校振

興・共済事業団が募集した「2026 年度（第 51 回）学術研究振興資金」に人間科学部の嶋根克己教授

が研究代表者として申請を行った。本申請が採択されれば、令和 8 年度以降、社会知性開発研究セン

ターを拠点として研究活動を行っていくことになる。 

 

【長所・特色】 

該当なし。 

 

【問題点】 

社会知性開発研究センターを拠点とする研究プロジェクトの立ち上げに関して、研究プロジェクト 

数を増やすための改善策を社会知性開発研究センター運営委員会が中心となり検討していきたい。 

 

評価の視点 

②本学における「社会知性の開発」を担う人材としてのリサーチ・アシスタント（RA）、ポスト・ド

クター（PD）等、若手研究者の育成状況および研究支援体制の整備 

【現状説明】 

当該年度におけるリサーチ・アシスタント（RA）及びポスト・ドクター（PD）の採用はないもの

の、社会知性開発研究センターの構成員（センター員）として国内・海外における調査、学会での研

究発表や年報・論集への掲載等に関する経費使用可能とする規程を整備することで、RA・PD の研究

活動の支援につなげている。 

 

【長所・特色】 

これまで RA・PD として研究活動に携わった多くが、研究期間内に学位を取得している。 

退職後令和 6 年度までに、本学専任教員として 1 名（過去 RA 及び PD として在籍）が、また、本

学助教として 5 名（いずれも過去 RA として在籍）が、それぞれ採用されている。 

   その他にも、退職後に国内外の大学や研究機関において職を得た研究者がいる。 
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【問題点】 

該当なし。 

 

評価の視点 

③研究成果の教育への展開状況 

【現状説明】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

毎年 11 月初旬に中国四川省の四川師範大学で開催しているミニ国際シンポジウムでは、会場に現

地の大学院生が招かれ授業の一環として利用されている。また、令和 7 年度では、四川師範大学大学

院にて、研究員の 1 名が半日間の講義を担当した。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

ラオス国立大学の経済経営学部の一部の授業で、複式簿記普及事業推進研究拠点が作成したテキス

トやそのテキストに沿った教材が利用されている。令和 7 年 3 月には、ラオス国立大学にて簿記検

定試験の範囲や難易度の調査のために模擬テストを実施した。今後、調査結果を分析して、テキスト

の改善や簿記セミナー等の資料作成に活用していく予定である。 

 

【長所・特色】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

毎年開催されるミニ国際シンポジウムの統一テーマは、四川師範大学の大学院担当教員が現地の社

会（国内）事情を勘案して設定する。それを受け、当該事象における日本の研究動向の紹介を依頼さ

れる。そのため、シンポジウムに参加する大学院生に研究成果を迅速に提示できる機会となっている。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

 簿記セミナー（出張講義を含む）等を通じて、ラオスのビジネスパーソン、大学生及び高校生に対

して、簿記検定試験の資格取得またはその学習を通じて、ビジネスの仕組みや基礎知識を学び、それ

を活用するスキルの習得の機会となっている。 

 

【問題点】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

   毎年開催されるミニ国際シンポジウムの統一テーマは夏前に伝達されるため、日程的に準備期間が

短い。また、十分な準備時間が確保されたとしても、十分に準備する予算的裏付けが乏しい。現況で

は、短期間で準備できる素材を研究員で持ち寄り、登壇報告内容の調整を図っているところである。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

   現在、簿記セミナーについて、対面だけでなく、オンラインやオンデマンドでの開催の方向性を模

索している。ただし、その場合のテキストや動画のデータ等の取扱方法が問題となるが、協議のうえ

で調整する必要がある。 
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＜研究活動の活性化について＞  

(1) 達成目標 

社会知性開発研究センター内の各研究拠点による調査研究活動およびその成果発表を通じて、本

学のアカデミック・ステイタスの向上に寄与する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①社会知性開発研究センター内の各研究拠点の国内・国外の研究機関との連携の進展状況 

【現状説明】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

教育部高校国別・地域研究備案センター四川師範大学日韓研究院との共同調査研究に関する覚書を

令和 4 年 10 月に締結している。有効期間は、令和 10 年 12 月までとなっている。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

ラオス国立大学やラオス商工会議所だけでなく、令和 7 年 3 月にはラオス日本人商工会議所やラ

オス日本人センター（JICA）にも訪問し、当該拠点の活動を説明するとともに、協力をお願いしてい

る。また、川崎商工会議所や東京商工会議所のサポートもお願いする予定である。 

 

【長所・特色】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

四川師範大学では、学内改組に即しつつ外部資金を獲得しながら、各研究センターが設置・展開さ

れており、現地の協力先もこの 10 年で幾度かの名称変更を重ねながら現在に至る。相互の研究チー

ムの構成メンバーや交流体制に異同はない。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

産業・教育にわたる横断的なプロジェクトであるので、この特徴を生かして日本とラオスの産業界

の繋がりや教育交流のきっかけになるように、当該拠点のメンバー以外にも協力可能な機関、企業、

大学・高校等に拡大していくことが重要である。なお、専修大学会計学研究所からも多くのメンバー

が参加している。 

 

【問題点】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

年間の研究活動費は全額四川師範大学から支給されている。この研究費は、毎年 11 月初旬の四川

でのミニ国際シンポジウムの旅費、現地調査交通費等で全額支出されることから、日本国内での研究

活動費が存在しない。そのため、現況では、日本国内での研究活動費を研究員個人が自己負担してい

ることから、研究を独自に展開していくためには、もう一つ別の外部資金を獲得していく必要がある

と認識している。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

簿記セミナーの開催において、講師を担当できるラオス側の若手の人材を今後育成していくこと

が、プロジェクトの持続的な発展のために必要である。 
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評価の視点 

②社会知性開発研究センター内の各研究拠点の研究会やシンポジウム等の開催状況 

【現状説明】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

令和 6 年 11 月 1 日に四川師範大学において、「高速インフラ災害の危機管理」「復興時の災害対応

機制」をテーマに、四川師範大学との共催で「第八回災害復興歴史社会学及び社会統治国際検討会」

を開催した。 

令和 7 年 10 月 31 日に四川師範大学において、「高齢社会の復興施策」をテーマに、四川師範大学

との共催で「第九回災害復興歴史社会学及び社会統治国際検討会」を開催した。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

プロジェクトの性質として、現時点では特に研究会やシンポジウム等は開催していない。 

なお、令和 7 年 3 月にラオス国立大学で簿記検定試験の模擬テストを実施し、実施状況について、

ラオス国立大学のメンバー及びラオス日本人センターの関係者と意見交換を行った。 

 

【長所・特色】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

中国渡航ビザ要件が緩和されたことで、訪中計画が立てやすくなった。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

今後は、産業・教育の関係者と共同で研究会等を開催しながら、各分野にプロジェクトを浸透させ

ていくこと可能である。 

 

【問題点】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

 中国国内の各種情報規制が厳しくなりつつあり、登壇報告資料の内容調整作業に支障が生じている。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

簿記検定試験の実施後に、データをまとめたうえで研究会を実施する必要がある。 

 

評価の視点 

③社会知性開発研究センター内の各研究拠点の研究者による学会、学会誌、紀要等への研究成果の

発表状況 

【現状説明】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

客員研究員 2 名が、令和 6 年 8 月 3 日に開催された、東京歴史科学研究会歴史科学講座（於：明

治大学）で研究報告を行い、また、司会を担当した。 

客員研究員 1 名が、令和 6 年 11 月 10 日に開催された、日本社会学会大会（於：京都産業大学）

で研究報告を行った。 

研究員 1 名が、令和 7 年 1 月 27 日に開催された、東京歴史科学研究会歴史科学講座（於：早稲田

大学）で研究報告を行った。 
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≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

センター員 1 名が、令和 6 年 10 月に開催された、税務会計研究学会第 36 回全国大会（統一論題

報告）で発表を行った。 

センター員 1 名が、令和 7 年 1 月に開催された、2025 Hawaii International Conference on Education

で一般報告を行った。 

センター員 1 名が、令和 7 年 3 月に、専修大学会計学研究所年報第 51 号へ『ラオス簿記プロジェ

クトの社会的貢献』と題した論文を投稿した。 

 

【長所・特色】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

該当なし。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

   該当なし。 

 

【問題点】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

該当なし。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

 プロジェクトの活動について、学会報告や論文投稿を通じて、周知を強化する必要がある。 

 

＜研究活動の社会還元・社会貢献の促進について＞  

(1) 達成目標  

社会知性開発研究センター内の成果・活動を、「社会知性」の一環として、社会に還元する。 

 

(2) 中間報告 

評価の視点 

①社会知性開発研究センター内の各研究拠点主催のシンポジウム等への一般からの参加状況 

【現状説明】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

毎年 11 月初旬に四川師範大学で開催しているミニ国際シンポジウムでは、会場に現地の大学院生  

が招かれ授業の一環として利用されている。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

プロジェクトの性質として、現時点では特に研究会やシンポジウム等は開催していない。 

ただし、簿記セミナーの開催にあたっては、これまでビジネスパーソン、大学生及び高校生が参加

してきた経緯がある。今後も簿記セミナーの開催にあたっては、一般からの申し込みができる環境を

整備していく予定である。 

 

 

409



【長所・特色】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

該当なし。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

該当なし。 

 

【問題点】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

該当なし。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

該当なし。 

 

評価の視点 

②社会知性開発研究センター内の各研究拠点による、社会的要請に基づく研究の推進・知見提供の

状況 

【現状説明】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

毎年 11 月初旬に四川師範大学で開催しているミニ国際シンポジウムでは、先方の大学院教員が当

該年度の（災害・防災にかかわる）社会的課題に即したシンポジウム統一テーマを設定する。設定さ

れたテーマに沿って、研究員が登壇報告内容を調整し提案している。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

これまでラオスの社会人や学生に向けて、対面形式で簿記セミナーを実施してきた。今後、オンラ

インやオンデマンドを活用した実施方法を検討しているところである。 

 

【長所・特色】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

該当なし。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

ラオスでの簿記検定試験は、日本と同様、能力検定の形態で実施される。資格を取得することで、

就職等のキャリアや給与に結びつけていくことが重要である。企業においては、ビジネスの基本的な

知識や会計スキルを持った人材の確保に繋がり、また、社会人や学生においては、より良い労働環境

や就職状況に繋がっていく。結果として、社会全体として良い影響を生み出すことができると考える。 

 

【問題点】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

該当なし。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

該当なし。 

410



評価の視点 

③社会知性開発研究センター内の各研究拠点による成果をより広く国内外に発信するための取組み

状況 

【現状説明】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

活動状況を HP にて発信している。 

https://sites.google.com/view/sichuandsst/ 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

 専修大学会計学研究所の年報や所報等を通じて、広く発信している。 

https://www.senshu-u.ac.jp/research/center/kaikeigaku/kankoukatudou.html 

 

【長所・特色】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

該当なし。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

該当なし。 

 

【問題点】 

≪四川・ローカルリスクコミュニケーション研究拠点に関して≫ 

該当なし。 

≪複式簿記普及事業推進研究拠点に関して≫ 

令和 3 年にセンター員 1 名が、日本簿記学会（関東部会）において「ラオスにおける簿記普及プロ

ジェクトの試み」と題して学会報告を行って以降、発信することができていない。今後、その後の活

動やプロジェクトの成果について、積極的に学会等で報告する必要がある。 

 

以 上  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（27）社会連携関係 

 

ʽָ֐ঀؖؽͳ͹న઀͵࿊ܠͶͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ຌָ͗ڢఈΝగ݃͢ͱ͏Ζ࣑ࣙର͕Γ;஄ର౵ͳɼڢఈ಼༲ͶخͰ͚࿊׈ܠಊΝఴ֋ͤΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅڢఈ಼༲ͶخͰ͚࿊׈ܠಊ͹ఴ֋ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

2023ʤྫ࿪ 5ʥ೧ 11 ݆ 1 ೖ෉ͲՅ೘ͪ͢એେీ಼ۢۛં୉ָ͹߶౵گү࿊کܠԿαϱλʖεΠϞ

ʤએେీۢΫϡϱϏηαϱλʥͶ͕͏ͱɼۛ ંஏ͹ཱིஏ౵Νਫ਼͖ͪ͢୉ָؔ࿊ܠͳஏҮ൅ఴ͹ਬ਒Ν

ਦΕɼ༹ʓ͵࿊ۂࣆܠΝఴ֋͢ͱ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽऀճ࿊ܠʀऀճ߫ݛͶؖͤΖ๏ਓͶخͰ͘ɼऀճ࿊ܠʀऀճ߫ݛͶؖͤΖखૌΊΝࣰ͢ࢬͱ͏Ζ͖ʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

಼ָͲफॄͪ͢ऀճ࿊ܠʀऀճ߫׈ݛಊ͹৚ๅΝָ֐Ͷޮ֋ͤΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅऀճ࿊ܠʀऀճ߫׈ݛಊͶؖͤΖ৚ๅ͹फॄয়ڱ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ऀճ࿊ܠʀऀճ߫׈ݛಊͶؖͤΖ৚ๅफॄΝ͏ߨɼ࿊ܠয়ڱ͹೼ѴͶ౔Όͪɽޛࠕ΍໤དదͶफॄ

ͤΖ͞ͳͶ౔Όͱ͏͚͞ͳͳͪ͢͏ɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 
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඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆָ֐΃͹ޮ֋য়ڱ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ָ֦෨͕Γ;֦ॶ؇ΓΕ৚ๅ఑ڛΝ͢ͱ͏ͪͫ͘ɼຌָ Web ϘʖζͶҲལΝखΕΉͳΌɼޮ֋͢

ͪɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʽ̢̪ϏʖφψʖερϕʀϕϫήϧϞ׈ಊ͹ਬ਒Ͷͯ͏ͱʾ 

(1) ୣ੔໪ඬ 

ʰ઒र୉ָͳઔࢤ࡜ͳ͹࿊ܠʀྙڢͶؖͤΖخຌڢఈʱͶخͰ͚׈ۂࣆಊ͹ਬ਒ΝਦΖɽ 

 

(2) ஦ؔๅࠄ 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶅخຌڢఈͶࣖ͠Ηͪ࿊ܠʀྙڢ͹ 7 ෾໼͹׈ಊয়ڱ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ಊͺɼຘ೧ౕɼ෾໼͟ͳͶҲལනͳ͢ͱखΕΉͳΌɼKS׈ͱ͏Ζ͢ࢬࣰ Ϗʖφψʖερϕʀϕϫ

ήϧϞ࿊ཙ٠ڢճͲๅͤࠄΖ͵ʹ׈ಊয়ڱ͹ՆࢻԿͶܩକ͢ͱखΕૌΞͲ͏Ζɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

඲Ճ͹఼ࢻ 

ᶆ̢̪ϏʖφψʖερϕʀϕϫήϧϞ࿊ཙ٠ڢճ͹ࣰࢬয়ڱ 

ʴݳয়ઈ໎ʵ 

ఈغదͶಋ٠ڢճΝࣰ͢ࢬɼઔࢤ࡜ͳ઒र୉ָͳ͹ؖکܐԿͶ౔Όͱ͏Ζɽ 

2025ʤྫ࿪ 7ʥ೧ౕͺɼ11 ݆ 4 ೖʤՒʥͶΨϱϧ΢ϱͲࣰͪ͢ࢬɽ٠ڢճ͹৖Ͳͺɼઔࢤ࡜ͳ୉

ָ͹૔๏͗τʖϜΝ࣍ͬرΕɼͨΗͩΗ์͓ͱ͏Ζ՟ୌ౵Ͷͯ͏ͱ٠ͪ͢ڢɽ 

 

ʴௗॶʀಝ৯ʵ 

֚౲͵͢ɽ 
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ʴ໲ୌ఼ʵ 

֚౲͵͢ɽ 

 

Ґ ৏  
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第 16 期 自己点検・評価中間報告 

（28）数理・データサイエンス・AI 教育関係 

 

＜自己点検評価の仕組みの適切な運用について＞ 

（1）達成目標 

学内（プログラム受講生、学部・学科等の学部教育組織、プログラムに関連する授業担当者な

ど）、学外の代表者から、Si データサイエンス教育プログラムに対する評価・意見を収集する仕組

みを適切に運用する。 

 

（2）中間報告 

評価の視点 

①プログラム受講生からの評価・意見を収集する仕組みを適切に運用できているか 

【現状説明】 

inCampus のアンケートシステムを用いて、リテラシーレベルおよび応用基礎レベルについて、プ

ログラム受講生に対して評価・意見を収集している。 

 

【長所・特色】 

該当無し。 

 

【問題点】 

該当無し。 

  

評価の視点 

②学部・学科等の学部教育組織からの評価・意見を収集する仕組みを適切に運用できているか 

【現状説明】 

数理・データサイエンス・AI 教育運営委員会は、各学部の教授会から選出された者、転換・導入

科目運営委員会から選出された者、データリテラシーを担当する者、情報科学センターから選出され

た者で構成されている。委員会としての会議のほか、随時 Microsoft Teams を活用していつでも意

見を収集することができるようにしている。 

必要があれば運営委員会委員長が、学長、副学長、全学部長に説明し、評価・意見を求める機会を

設けるようにしている。 

 

【長所・特色】 

該当無し。 

 

【問題点】 

該当無し。 
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評価の視点 

③プログラムに関わる授業担当者からの評価・意見を収集する仕組みを適切に運用できているか 

【現状説明】 

運営委員会委員を通じて、プログラムに関わる授業担当者とコミュニケーションをとるという仕

組みとしている。 

 

【長所・特色】 

該当無し。 

 

【問題点】 

該当無し。 

 

評価の視点 

④大学外からの評価・意見を収集する仕組みを適切に運用できているか 

【現状説明】 

大学外のレビュアー2 名を選び、1 月下旬に、オンラインで評価・意見を収集する機会を設けてい

る。 

 

【長所・特色】 

該当無し。 

 

【問題点】 

該当無し。 

 

＜Si データサイエンス教育プログラムに関わる授業科目の教育内容・方法の把握と改善支援について＞ 

（1）達成目標 

プログラムに関わる授業科目の担当者が、本学の学生に対して適切な内容の教育ができるよう

支援する仕組みを適切に運用する。 

 

（2）中間報告 

評価の視点 

①各教育組織が用意している、プログラムに関わる授業科目での授業内容・方法についての情報を

収集し、改善の支援ができているか 

【現状説明】 

2026(令和８)年度にカリキュラム改正が予定されていることから、プログラムに関わる授業科目

について、授業内容の計画案を提出してもらい、数理・データサイエンス・AI モデルカリキュラム

に準拠しているかを運営委員会で確認を行っている。 
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【長所・特色】 

該当無し。 

 

【問題点】 

該当無し。 

 

評価の視点 

②教材の新規作成、紹介など、教育内容・方法の支援ができているか 

【現状説明】 

2024(令和 6)年にモデルカリキュラムが改訂され、生成 AI についての内容が追加されたことから、

オンデマンド教材として、モデルカリキュラムに準拠した 10 分程度の動画教材 3 本を、情報科学セ

ンター教育企画室監修のもと作成し、2024(令和 6)年の授業で活用できるようにした。さらに、この

内容について、生成 AI の急速な発展に対応できるようバージョンアップし、2026(令和８)年の授業

で活用できるように提供することを予定している。 

また、数理・データサイエンス・AI 教育強化拠点コンソーシアムのワークショップなどを、運営

委員を通じて紹介する活動を行っている。 

 

【長所・特色】 

該当無し。 

 

【問題点】 

該当無し。 

 

＜Si データサイエンス教育プログラムの履修状況の把握と改善について＞ 

（1）達成目標 

より多くの学生に Si データサイエンス教育プログラムへの関心を持ってもらい、プログラム履

修率を向上させる。 

 

（2）中間報告 

評価の視点 

①Si データサイエンス教育プログラムを、新入生が関心を持つように紹介できているか 

【現状説明】 

プログラム専用のホームページや、学修ガイドブックでのプログラム紹介、4 月のオリエンテーシ

ョンガイダンスでのリーフレットの配布を通して、プログラムの紹介を行った。 

 

【長所・特色】 

該当無し。 
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【問題点】 

該当無し。 

 

評価の視点 

②2026（令和８）年度カリキュラム改正において、プログラムの修了要件科目が必履修となる学部・

学科について、適切に対応が進められているか 

【現状説明】 

リテラシーレベルの修了要件科目である「データサイエンス入門」の必履修化に伴い、展開増につ

いて全学カリキュラム協議会に申請し、承認されたことから、各学部・学科と連携して時間割や運用

方法の検討を行い、2026（令和８）年度に向けて適切に対応を進めている。 

また、2026（令和８）年度より「データサイエンス入門」が１科目でリテラシーレベルの修了要件

を満たす科目となることから、授業の担当教員と検討を進め、数理・データサイエンス・AI モデル

カリキュラムに準拠した授業内容であることを運営委員会で確認している。 

 

【長所・特色】 

該当無し。 

 

【問題点】 

該当無し。 

 

以 上  
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役　　　職 任　期（第16期） 氏　　　名

R7.4.1～R7.8.31   法学部教授　　　　　　榎　透

R7.9.1～R9.3.31 　国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部教授 斎藤達哉

 　  　　　　 　 　副委員長 R7.4.1～R9.3.31   常務理事　　　　   　 中山　力

 学長指名委員 R7.4.1～R7.8.31   法学部教授　　　　　　榎　透

R7.9.1～R9.3.31 　国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部教授 斎藤達哉

R7.9.1～R9.3.31 　法学部教授　　　　　　内藤光博

 実施委員会代表 （経済学部） R7.4.1～R9.3.31 　経済学部教授　 　　 　兵頭淳史

  　　　　　 　 （法 学 部） R7.4.1～R9.3.31 　法学部教授　　　　　　山田健吾

　　 　　　　 　（経営学部） R7.4.1～R9.3.31 　経営学部准教授　　　　山田耕嗣

　   　　　　　 （商 学 部） R7.4.1～R9.3.31 　商学部教授　　　　　　瀬下博之

 　　　　  　　 （文 学 部） R7.4.1～R9.3.31 　文学部准教授　　　　　菊地翔太

　　  　　　　  （ﾈｯﾄﾜｰｸ情報学部） R7.4.1～R9.3.31 　ﾈｯﾄﾜｰｸ情報学部教授　　佐藤慶一

　　　　　　　　（人間科学部） R7.4.1～R9.3.31 　人間科学部教授　　　　大久保街亜

　　　　　　　　（国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部） R7.4.1～R9.3.31 　国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部教授 井上幸孝

　　　　　　　　（経済学研究科） R7.4.1～R9.3.31 　経済学部教授　　　　　河藤佳彦

　　　　　　　　（法学研究科） R7.4.1～R9.3.31 　法学部教授　　　　　　岡田好史

　　　　　　　　（文学研究科） R7.4.1～R9.3.31 　国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部教授 斎藤達哉

　　　　　　　　（経営学研究科） R7.4.1～R9.3.31 　経営学部教授　　　　　蔡　芢錫

　　　　　　　　（商学研究科） R7.4.1～R9.3.31 　商学部教授　　　　　　谷守正行

　 　　　　　　 （全学ｶﾘｷｭﾗﾑ関係） R7.4.1～R8.3.31 　文学部教授　　　　　　齋藤　実

             　 （教育開発支援関係） R7.4.1～R9.3.31 　経営学部教授　　　　　佐藤　暢

　　　　　   　 （資格課程） R7.4.1～R8.3.31 　法学部教授　　　　　　森田司郎

                （図 書 館） R7.4.1～R8.3.31 　文学部教授　　　　　　植村八潮

  　　　   　 　（研 究 所） R7.4.1～R9.3.31 　文学部教授　　　　　　田中正敬

 　　　　  　 　（情報科学ｾﾝﾀｰ関係） R7.4.1～R9.3.31 　商学部教授　　　　　　高橋　裕

 　　　　   　　（入学試験関係） R7.4.1～R8.3.31 　商学部教授　　　　　　奥西康宏

  　  　      　（学生生活関係） R7.4.1～R8.3.31 　ﾈｯﾄﾜｰｸ情報学部教授　　佐竹弘靖

 　　　   　　　（体育部関係） R7.4.1～R8.3.31 　経営学部教授　　　　　石崎　徹

     　       　（就職指導関係） R7.4.1～R8.3.31 　商学部教授　　　　　　谷守正行

 　　　　   　  （国際交流関係） R7.4.1～R9.3.31 　経営学部准教授　　　　奥村経世

R7.4.1～R7.8.31 　商学部教授　　　　　　小林　守

R7.9.1～R9.3.31 　商学部教授　　　　　　田畠真弓

 　　　　   　  （社会知性開発研究関係） R7.4.1～R8.3.31 　商学部教授　　　　　　国田清志

  　  　      　（社会連携関係） R7.4.1～R8.3.31 　商学部教授　　　　　　神原　理

  　  　    （数理・ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ・AI教育関係） R7.4.1～R9.3.31 　商学部教授　　　　　　高橋　裕

  　  　      　（職員委員） R7.4.1～R9.3.31 　学長室長　　　　　　　二宮進語

  　  　      　（職員委員） R7.4.1～R9.3.31 　教務部長代理　　　　　佐藤孝博

    　          （職員委員） R7.4.1～R9.3.31 　大学院事務部長代理　　北田直紀

※第16期において、二部教育自己点検・評価委員会は委員を選出していない。

第16期　専修大学　自己点検・評価委員会委員一覧

事務局　学長室企画課

 自己点検・評価委員会委員長      

 　　　　   　  （ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ関係）
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	04 - 商学部　自己評価・点検実施委員会 　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	05 - 1 日本文学文化学科　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	05 - 2 英語英米文学科　自己点検・評価実施委員会 　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	05 - 3 哲学科　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	05 - 4 歴史学科　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	05 - 5 環境地理学科　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	05 - 6 ジャーナリズム学科　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	06 - ネットワーク情報学部　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	07 - 人間科学部　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	08 - 1 日本語学科　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	08 - 2 異文化コミュニケーション学科　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	09 - 経済学研究科 自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	10 - 法学研究科　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	11 - 文学研究科　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	12 - 経営学研究科　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	13 - 商学研究科　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	14 - 全学カリキュラム関係　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	15 - 教育開発支援関係　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	16 - 1 教職課程　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	16 - 2 司書・司書教諭・学校司書課程　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	16 - 3 学芸員課程　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	17 - 図書館　自己評価・点検実施委員会 　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	18 - 1 社会科学研究所　自己点検・評価実施委員会「第16期 自己点検・評価中間報告」
	18 - 2 会計学研究所　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	18 - 3 今村法律研究室　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	18 - 4 経営研究所　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	18 - 5 商学研究所　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	18 - 6 人文科学研究所　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	18 - 7 法学研究所　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	18 - 8 スポーツ研究所　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	18 - 9 情報科学研究所　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	18 - 10 自然科学研究所　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	19 - 情報科学センター関係　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	20 - 入学試験関係　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	21 - 1 学生生活関係　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	21 - 2 学生相談室　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	21 - 3 障がい学生支援室　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	22 - 体育部関係　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	23 - 就職指導関係　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	24 - 国際交流関係　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	25 - キャリアデザイン関係　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	26 - 社会知性研究開発関係　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	27 - 社会連携関係　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
	28 - 数理・データサイエンス・AI教育関係　自己点検・評価実施委員会　「第16期 自己点検・評価中間報告」
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